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はじ めに 

■ 計画の背景 

神戸市（ 以下「 本市」 と いう 。） では、 平成 7 年 1 月に発生し た阪神・ 淡路大震災の

教訓を踏まえ、 直ちに「 安全都市づく り 」 の推進を 大き な柱と し た神戸市復興計画及び

第 4 次神戸市基本計画を策定すると と も に、 平成 8 年に地域防災計画地震対策編の抜本

改定を行っ た。 平成 9 年には、 復興計画等の部門別計画と し ての「 安全都市づく り 推進

計画（ 平成 8～17 年度）」 を 策定し た。  

その後、 市民が安心し て暮ら すこ と が出来る社会を 実現するために、 平成 10 年に施

行し た「 神戸市民の安全の推進に関する条例」 を 受け、「 安全都市づく り 推進計画」 を

防災のみなら ず、 市民の安全を 推進するために必要な市全体の計画と し て位置付けた。

その後、 第 2 次計画（ 平成 18～22 年度）、 第 3 次計画（ 平成 23～27 年度） と 継続し て

策定し 、 中長期的な視点から 効率的かつ着実に安全都市づく り を 推進し 、 また、 安全都

市づく り の考え方等の情報を 市民に提供し 、市民・ 事業者・ 市の協働と 参画による安全・

安心なまちづく り を推進し てき た。  

一方、 国では平成 25 年 12 月に「 強く し なやかな国民生活の実現を 図るための防災･

減災等に資する国土強靱化基本法」（ 以下、「 国土強靭化基本法」 と 記す） 及び平成 26 年

6 月に同法に基づく 国の「 国土強靭化基本計画」 が定めら れ、 いかなる災害等が発生し

た場合においても 、あら ゆる リ スク を見据え、最悪な事態に備える行政機能や地域社会、

地域経済の確立を 推進するこ と が謳われており 、 地方公共団体においても「 国土強靭化

地域計画」 を 策定するこ と ができ ると 定めら れた。  

こ れら を 踏まえ、 本市の「 安全都市づく り 推進計画」 を発展さ せ、 国土強靭化の観点

を 踏まえた検討を 行い、 平成 28 年、 更なる安全・ 安心なまちづく り を 推進するための

「 神戸市強靭化計画」（ 以下、「 本計画）」 と いう 。） と し て策定し たも のである 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

■ 計画の目的 

本計画は、 阪神・ 淡路大震災や東日本大震災、 その他過去に経験し た風水害・ 事故等

で得ら れた教訓を 活かすと と も に、 本市において科学的に予見し う る最大規模の災害や

近年の事故・ 犯罪などの動向を踏まえ、 総合的な視点から 都市の強靭化の推進を 図るも

のである。  

市民が安心し て暮ら すこ と が出来る社会を 実現するため、 本市が目指すべき 姿を 目標

と し て定め、 ハード ・ ソ フ ト 両面にわたる事業を 中長期的な視点から 着実に進めるこ と

を 目的と する。  

そのため、 様々な危機を想定する 中で、 本市の脆弱性を評価・ 分析し 、 必要な施策や

体制強化について検討し 、 その考え方や施策等を 体系的に示し 、 事業間の連携による効

果的な事業推進を 図ると と も に、 都市の強靭化の考え方等の情報を 提供するこ と で、 市

民・ 事業者・ 市の協働による安全で安心なまちづく り を展開するこ と を 目指すも のであ

る。  

 

  



■ 本計画の構成 

本計画は、「 計画編」 及び「 施策事業編」 から なる２ 編構成と する。  

 

（ １ ） 計画編 

「 計画編」 では、本計画の基本方針・ 目標など基本的な考え方を 示すと と も に、様々

なリ スク に対する脆弱性の評価を 行う 。 その結果を 踏まえて今後の施策の推進方針を

定める。 さ ら に、 プログラ ムの重点化など今後の施策の推進にあたっ ての考え方を定

める。  

 

（ ２ ） 施策事業編 

「 施策事業編」 では、 計画編における 施策の推進方針を踏まえた施策事業や関連す

る計画を と り まと めている。  
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第１ 章 計画の基本的な考え方 

１ ． 基本方針 
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第１ 章 計画の基本的な考え方 

１ ． 基本方針  

 

 

 

○神戸市民は、 阪神・ 淡路大震災において、 その発災直後の避難・ 救助活動から その

後の避難生活、 復旧・ 復興の過程の中で、 人と 人と がお互いに助け合い、 また、 国

内外から 多く の温かい支援を 受け、 地域を 中心と し た絆の大切さ 、 防災における自

助、 共助の重要性を、 身を 以て経験し た。  

 

○こ の貴重な経験を も と に、 自主防災組織と し て防災福祉コ ミ ュ ニティ が結成さ れ、

継続的に防災訓練などを 行い、 地域防災力の向上に取り 組むと と も に、 地域に根差

し た企業と の合同訓練を 実施する など 、 地域コ ミ ュ ニティ の醸成を 進める こ と で、

「 自分たちの安全は自分たちで守る」、「 自分たちのまちは自分たちで守る」、 自主防

災・ 地域防災の考えが根付いている。  

 

○また、「 神戸市民の安全の推進に関する条例」 に基づき 、 市民、 事業者、 市がそれぞ

れの役割を 果たし 、 自立の精神に支えら れた良好な地域社会・ 豊かな地域活動を 形

成するため、 協働と 参画による安全なまちづく り を 推進する。 災害、 犯罪、 事故、

健康危機、 テロ と いっ た様々なリ スク に対し て、 過去の経験や教訓を 活かすと と も

に、 次世代への継承と 発信を 継続し て取り 組んでいく 。  

 

○さ ら には、 神戸は阪神・ 淡路大震災など様々な災害や危機に対し 、 人々の暮ら し や

経済活動を 支える社会基盤整備を 実施し 、 安全かつ魅力的なまち づく り を 進めてき

た。 そう し たいかなる 危機を も 乗り 越える神戸の文化を 継承し 、 様々な危機に対応

でき る「 強さ 」 と 「 し なやかさ 」 を 持っ た安全な地域社会の構築に向けた「 国土強

靭化」（ ナショ ナル・ レ ジリ エンス） を 神戸ら し いアプローチで推進する。  

 

○こ れら を 踏まえた本市の役割を 具体化するため、 ハード ・ ソ フ ト 両面にわたる施策

事業を 着実に実施し 、 防災を 中心と し た様々な危機に対応でき る 「 すべての人が安

心し て暮ら すこ と ができ るし なやかで安全なまちづく り 」 を推進する。  

 

 

すべての人が安心し て暮ら すこ と ができ るし なやかで安全なまちづく り  



 

第１ 章 計画の基本的な考え方 

２ ． 基本目標 
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２ ． 基本目標 

 

本計画の基本方針「 すべての人が安心し て暮ら すこ と ができ るし なやかで安全なま

ちづく り 」 に基づき 、 目指すべき 将来の神戸市の姿を 見据え、 基本目標を以下のと お

り 定める。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ １ ） 自己決定力を高める防災基盤づく り  

市民・ 事業者・ 市それぞれの自己決定力を 高める防災基盤を構築するため、 防災

体制・ 組織の強化やハード と ソ フ ト を 組み合わせた総合的な対策を 着実に進めると

と も に、 市民・ 事業者の自発的な取り 組みを促進し 、 いざと いう 時に確実に各々の

力が発揮でき るよう 様々な視点から の検討、 仕組みづく り ・ 環境整備などの施策を

展開し ていく 。  

 

（ ２ ） 震災経験に基づく 協働と 参画による安心社会の実現 

本市は、阪神・ 淡路大震災から の復旧・ 復興の過程の中で、人と 人と の助け合い、

地域を中心と し た絆の大切さ を、 身を も っ て経験し 、 共助の精神や地域コ ミ ュ ニテ

ィ を 重んじ て今日まで歩み、 神戸市民の強みと し てき た。  

 

＜基本目標＞ 

■自己決定力を 高める防災基盤づく り  

■震災経験に基づく 協働と 参画による安心社会の実現 

■強靭な行政機能や地域社会の構築 

・ 人命の保護が最大限図ら れるこ と  

・ 本市の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持さ れるこ と  

・ 市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化 

・ 迅速な復旧復興 

■いかなる危機も 乗り 越える神戸文化の継承 

■防災を 通じ た神戸ら し い魅力ある都市空間の創造 

 



 
第１ 章 計画の基本的な考え方 

２ ． 基本目標 
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いかなる困難に対し ても 、 震災から の経験や教訓によっ て培われた本市の強みを

活かし 、 地域が、 市民全体が協働と 参画による安心社会を 実現するこ と ができ る施

策を 展開し ていく 。  

 

（ ３ ） 強靭な行政機能や地域社会の構築 

 いかなる災害等が発生し た場合でも 、 様々なリ スク を想定し 、 人命の保護を 最優

先と し た防災対策を強化する と と も に、 万が一被災し た場合でも 、 重要な行政・ 都

市機能を 確保し 、 発災直後から 必要な防災対応力が維持さ れ、 市民の安全や財産の

被害を最小限に抑えるこ と ができ る減災対策を 講じ る。  

さ ら には、 被災後から の早期復旧・ 復興のための体制づく り を 推進する。  

 

（ ４ ） いかなる危機も 乗り 越える神戸文化の継承 

 本市においては、 平成７ 年の阪神・ 淡路大震災を はじ め、 昭和１ ３ 年の阪神大水

害、 新型イ ンフ ルエンザへの対応、 社会的影響の大き な犯罪への対応など、 様々な

危機に直面ながら も 、 正面から 向き 合っ て迅速かつ適切に対応し 、 市民・ 事業者・

市が力を 合わせて苦難を乗り 越えてき た。 今後も 、 災害、 犯罪、 健康危機、 テロな

どの様々な危機に対し ての危機対応力の強化を 図ると と も に、 危機を 乗り 越えてい

く 神戸文化を 次世代に継承し ていく 。  

 また、 こ れまでに得ら れた経験・ 教訓を 国内外へ発信し 、 世界へ貢献する。  

 

（ ５ ） 防災を 通じ た神戸ら し い魅力ある都市空間の創造 

 本市は、 阪神大水害や阪神・ 淡路大震災など度重なる災害から の復興を通じ て、

山と 海に囲まれた自然環境と 共生する魅力ある都市空間の創造に取り 組んでき た。

今後も 、 安全都市と し ての防災基盤づく り を通じ て、 神戸ら し いまちづく り を 推進

する。  

また、 その経験や取組みから 築き 上げた防災都市の魅力を 国内外に発信すると と

も に、 防災を 通じ た神戸ら し い安全・ 安心による都市ブラ ンド を高めていく 。  

 
○ 強靭化について 

 強靭化（ Resi l i ence) は以下の４ つのＲ で構成さ れると 言われている。  
 

  ・ Robust ness（ 頑強な）  

  ・ Redundancy（ 冗長性・ 代替性を も っ た）  

  ・ Resour cef ul ness（ 資源が豊富な状態）  

  ・ Rapi di t y（ 迅速性）  

 

 本市では、 強靭化を 図るう えで、 こ れら ４ つのＲ の視点を踏まえて、 様々な施策を

推進する。  

出典：「 M CEE R（ M ultidiscipl inary Center for E arthquake Engineering Research）」  



 

第１ 章 計画の基本的な考え方 

３ ． 計画の範囲と 基本的考え方 
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３ ． 計画の範囲と 基本的考え方 

 

（ １ ） 計画の範囲 

本計画においては、 防災、 防犯、 交通安全、 健康危機と いっ た神戸市民の安全と

安心に関する分野を対象範囲と する。  

 

（ ２ ） 検討手法の概要 

本計画は、「 国土強靭化地域計画策定ガイ ド ラ イ ン」（ 以下「 国のガイ ド ラ イ ン」

と いう 。） に示さ れた手法を 用い、 以下に示す STEP１ ～５ に沿っ て検討を 行う 。  

 

 

□STEP１ ： 目標設定 

国土強靭化を 推進し 、 かつ、 神戸市と し ての目指すべき 姿を見据えた目標設定

を 行う 。  

□STEP２ ： リ スク シナリ オ、 施策分野の設定 

様々なリ スク を 見据えて、 最悪な事態に備える ための計画であるため、 まず、

神戸市が備える必要があるリ スク （ 危機事象） を 設定する。  

そのリ スク から 引き起こ さ れる可能性のあるリ スク シナリ オ（ 起き てはなら な

い最悪の事態） を 設定する。  

さ ら に、 リ スク に対する脆弱性の評価、 対応方策検討を行う 上で、 細やかに分

析するために、 施策分野を 設定する。  

□STEP３ ： 脆弱性の分析・ 評価と 課題抽出 

国のガイ ド ラ イ ン に基づき 、 上記の「 起き てはなら ない最悪の事態」 と 施策分

野のマト リ ッ ク ス整理を行い、 既往施策・ 取り 組みにおける、 現状の課題・ 弱点

を 抽出する。  

□STEP４ ・ ５ ： リ スク への対応方策の検討、 対応方策の重点化・ 優先順位付け 

課題・ 弱点の洗い出し 結果より 、 改善（ リ スク 回避） のための具体的施策を 検

討する。  

こ の際、 リ スク 回避に対する効果の大き さ などの観点より 、 施策の優先度、 重

点施策を 設定する。  

  



 
第１ 章 計画の基本的な考え方 

３ ． 計画の範囲と 基本的考え方 
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（ ３ ） 推進・ 見直し 方法 

策定し た計画については、 下図に示す PDCA サイ ク ルを 基本に円滑かつ確実に

推進する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の PDCA フ ロー 

 

（ ４ ） 関係機関と の調和と 連携 

市民が安心し て暮ら すこ と ができ る安全なまち づく り を推進するためには、 本市

のみなら ず、 関係機関と 連携し 一体と なり 進めるべき も のである。  

本計画においては、 土地利用、 医療、 物流、 エネルギー供給、 ラ イ フ ラ イ ン、 そ

の他行政機能等、 様々な分野にわたっ た地域計画であるため、 関係機関の協力や連

携が図ら れた計画と する。  

 



 
第２ 章 リ スク シナリ オと 施策分野の設定 
１ ． 想定する リ スク  
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第２ 章 リ スク シナリ オと 施策分野の設定 

１ ． 想定するリ スク   

本計画で想定するリ スク は、 災害、 犯罪、 交通事故、 健康危機、 テロなど、 神戸市

民の安全と 安心に関わる事象を 対象と する。  

災害に関し ては、「 神戸市地域防災計画」 に示さ れた災害想定と し 、 地震・ 津波、 風

水害、 大規模事故災害を対象と する。  

 

２ ． 事前に備えるべき 目標及び本市独自の評価視点（ 施策・ 横断的分野） の

設定  

本市が設定し た基本方針及び基本目標に基づき 、 事前に備えるべき 目標および本市

独自の評価視点（ 施策・ 横断的分野） を 以下のと おり 設定する。  

 

 

 

図 2-1 基本方針・ 目標に基づく 事前に備える目標と 本市独自の評価視点 

■ 自己決定力を高める防災基盤づくり

■ 震災経験に基づく協働と参画による安心社会の実現

■いかなる危機も乗り越える神戸文化の継承

○ 人命を最優先とした都市基盤の構築

■ 強靭な行政機能や地域社会の構築

・人命の保護が最大限図れること

・本市の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること

・市民の財産及び公共施設に係る被害の最小化

・迅速な復旧復興

○ 発災直後からの応急対応策の強化

○ 発災直後からの行政機能の確実な発揮

基 本 目 標 事前に備えるべき目標

○ 発災直後からの情報通信機能の確保

○サプライチェーンを含む経済活動の機能不全の防止

○ ライフライン及び交通ネットワーク等の確保と早期復旧

○ 制御不能な二次災害の未然防止

○ 地域社会・経済の早期再建のための整備

○ その他市民の安全・安心を脅かす事象の軽減

○ 協働と参画による地域力の向上と配慮の必要な方への
対応

基本方針 ： すべての人が安心して暮らすことができるしなやかで安全なまちづくり

本市独自の評価視点（施策・横断的分野）

○ 防犯・交通安全・国民保護（施策分野）

○ 市民防災リテラシーと地域防災力の向上（横断的分野）

○ 安全・安心による都市ブランドの創造（横断的分野）

■防災を通じた神戸らしい魅力ある都市空間の創造
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３ ． リ スク シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態) の設定 
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３ ． リ スク シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態) の設定  

前項で設定し た「 事前に備えるべき 目標」 を受けて、 その妨げになるも のと し て、

リ スク シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態） を 設定する。  

本市のリ スク シナリ オは、 国土強靭化基本計画に示さ れる、 起き てはなら ない最悪

の事態を ベースと し 、 本市において想定すべき 状況や留意すべき 事態を 加味し 、 以下

に示す 36 項目を 設定する。（ ※下図の着色部分は、本市独自に設定するリ スク シナリ オ）  

 

表 2-1 神戸市のリ スク シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態）  

事前に備える べき 目標 神戸市において起き てはなら ない最悪の事態 

1 
人命を 最優先と し た
都市基盤の構築 

1-1 地震によ る建物・ 交通施設等の倒壊によ る 死傷者の発生 

1-2 大規模な火災によ る死傷者の発生 

1-3 津波によ る死傷者の発生 

1-4 洪水・ 高潮等によ る死傷者の発生 

1-5 土砂災害等によ る 死傷者の発生 

1-6 情報伝達の不備や避難行動の遅れ等によ る 死傷者の発生 

2 
協働と 参画に よ る 地
域力の向上と 配慮の
必要な方への対応 

2-1 地域防災力の低下によ る 被害の拡大 

2-2 地理的不慣れな観光客など来街者の避難の遅れによる被害の拡大 

2-3 
災害時要援護者など配慮の必要な方への支援不足による 被害の 
拡大 

3 
発災直後から の応急
対応策の強化 

3-1 食料・ 飲料水等、 生命に関わる 物資供給の長期停止 

3-2 救援・ 救助機関の被災等によ る 救助･救急活動等の不足 

3-3 救助・ 救急、 医療活動のためのエネルギー供給の途絶 

3-4 避難所等の避難者及び帰宅困難者への支援不足 

3-5 医療機関の被災、 医療支援の途絶による 医療機能の麻痺 

3-6 被災地における 疫病・ 感染症等の発生 

4 
発災直後から の行政
機能の確実な発揮 

4-1 庁内機関の職員･施設等の被災によ る 機能低下 

5 
発災直後から の情報
通信機能の確保 

5-1 電力供給停止等による 情報通信の麻痺・ 長期停止 

5-2 報道機関の被災による 災害情報伝達機能の低下 

6 
サプ ラ イ チ ェ ーン を
含む経済活動の機能
不全の防止 

6-1 
サプラ イ チェ ーン の寸断、 エネルギー供給の停止等によ る 企業活動の
低下 

6-2 コ ンビ ナート ・ 重要な産業施設の損壊、 火災、 爆発等 

6-3 海上輸送の機能の停止による 海外貿易への甚大な影響 
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事前に備えるべき 目標 神戸市において起き てはなら ない最悪の事態 

7 
ラ イ フ ラ イ ン 及び交通ネ
ッ ト ワーク 等の確保と 早
期復旧 

7-1 電力供給ネッ ト ワーク や石油・ ガス供給機能の停止 

7-2 上水道等の長期間にわたる 供給停止 

7-3 下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

7-4 広域的かつ基幹的交通ネッ ト ワーク の機能停止 

8 
制御不能な 二次災害の未
然防止 

8-1 海上・ 臨海部の複合災害の発生 

8-2 沿線･沿道の建物倒壊による 交通障害 

8-3 
防災施設、 ダム、 ため池、 天然ダム等の機能不全・ 損壊によ る 二
次災害の発生 

8-4 有害物質の大規模拡散･流出 

8-5 農地・ 森林等の荒廃による 被害の拡大 

9 
地域社会・ 経済の早期再
建のための整備 

9-1 災害廃棄物処理の停滞によ る 復旧・ 復興の遅延 

9-2 
地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 被災者への支援の遅れ、 治安の悪化等
によ る復旧・ 復興の遅延 

10 
その他市民の安全・ 安心
を 脅かす事象の軽減 

10-1 重大な犯罪の多発によ る市民への被害発生 

10-2 交通事故による 死傷者の増加 

10-3 新型イ ン フ ルエンザ等の感染症の発生・ 拡大 

10-4 武力攻撃やテロ 等の国民保護に係る 市民への危機の拡大 
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４ ． 施策分野の設定  

本市における施策分野は、 国土強靭化基本計画で示さ れる 施策分野、 横断的分野

を ベースに、 本市と し て必要な施策分野、 横断的分野を 加味し て、 以下のと おり と

する。  

（ ※着色部は、 本市独自の分野設定）  

 

表 2-2 神戸市の施策分野 

【 個別施策分野】  

①行政機能 

②住宅・ 都市 

③保健医療・ 福祉 

④産業・ エネルギー 

⑤金融 

⑥情報通信 

⑦交通・ 物流 

⑧農林水産 

⑨国土保全 

⑩環境 

⑪土地利用 

⑫防犯・ 交通安全・ 国民保護 

【 横断的分野】  

⑬市民防災リ テラ シーと 地域防災力の向上 

⑭安全・ 安心による都市ブラ ンド の創造 

⑮老朽化対策 

⑯研究開発 
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第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 

設定し たリ スク シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態） と 施策・ 横断的分野を 基

に、 関連する本市の施策を 洗い出し 、 マト リ ク ス表に整理すると と も に、 各施策の進

捗状況・ 達成度を 確認し たう えで、 リ スク シナリ オごと の本市における脆弱性の評価

を 行っ た。  

また、 脆弱性の評価を 踏まえ、 リ スク シナリ オを 回避するための施策の推進方針を

設定し た。  

本章では、 リ スク シナリ オごと の脆弱性の評価と 施策の推進方針を 示す。  

さ ら に、 こ の施策の推進方針を踏まえ実施する施策事業や関連する計画を「 施策事

業編」 に示す。 また、 本計画に位置付けた施策事業について、 リ スク シナリ オ及び施

策・ 横断的分野ごと に整理し たマト リ ク ス表を 巻末に掲載する。  



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を 最優先と し た都市基盤の構築 
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（ 1） 人命を 最優先と し た都市基盤の構築 

1-1 地震による建物・ 交通施設等の倒壊による死傷者の発生 

 

 

＜住宅・ 建築物等の耐震化＞ 

○公共建築物については、「 神戸市耐震改修促進計画（ 平成 20 年 2 月策定） 」 に基

づき 、 主要な「 防災の中枢拠点」 や「 避難所」 のほか、 耐震改修促進法における

「 多数の者が利用する建築物」 を 対象と し 、 対象公共建築物（ 1, 179 棟） の耐震

化率 100％を目標に取り 組んでき た結果、 現況の耐震化率は 98％（ 平成 27 年度

末） と なっ ている 。 建替や耐震改修等が予定さ れている残り の 2％にあたる 建築

物について、 早期に完了さ せる必要がある。  

 

○住宅については、「 神戸市耐震改修促進計画（ 平成 20 年 2 月策定） 」 における目

標耐震化率 95％（ 平成 27 年度） を 目指し て取り 組んでき た結果、 現況耐震化率

91％（ 平成 25 年） と 目標達成は難し い状況であり 、 住宅の耐震化をさ ら に推進

し ていく 必要がある。  

 

○不特定多数の者が利用する 大規模建築物等については、 耐震改修促進法により 平

成 27 年 12 月末を期限と し て耐震診断の実施と 報告が義務化さ れ、 平成 26 年度

より 補助制度を設けて耐震化の促進に取り 組んでいるが、 診断の結果により 、 耐

震性が不十分と 判明し ている 建築物について早期の耐震化への取り 組みを 促す

必要がある。  

 

○学校施設の老朽化は、 今後ますます進行し ていく 。 長寿命化改修を 計画的に実施

する必要がある。  

 

○建築基準法施行令改正（ 平成 26 年 4 月 1 日施行） に伴い、 非構造部材の脱落防止

対策についても 取り 組みを 進めている。学校施設については、文部科学省通知「 学

校施設における天井等落下防止対策の一層の推進について（ 平成 25 年 8 月 7 日）」

に基づき 、 屋内運動場等約 100 棟を 対象に非構造部材の脱落防止対策を 進めてい

る。 現在の進捗率は 81％（ 平成 27 年度末） であり 、 残り の施設についても でき

る限り 早期に対策を完了さ せる必要がある。 また、 公共建築物については「 特定

天井」 を有する施設約 50 棟を 対象と し ている。 現在工事が完了し ている施設は 7

棟（ 平成 27 年度末） であり 、 残り の施設についても 計画的に取り 組みを進める

必要がある。 築 

脆弱性評価結果 
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＜住宅・ 建築物等の耐震化＞ 

○公共建築物のう ち、「 神戸市耐震改修促進計画（ 平成 20 年 2 月策定） 」 において

対象と し た主要な「 防災の中枢拠点」 、「 避難所」 、 耐震改修促進法における「 多

数の者が利用する 建築物」 については、 耐震化が完了し ている。 引き 続き 、 より

小規模なも のに対象を 広げ、 計画的に耐震化を 進める。  

 

○住宅については、 引き 続き 補助制度等を 実施すると も に、 耐震化の進捗を 踏まえ

ながら 必要な施策を検討・ 実施し ていく 。  

 

○平成 26 年度に創設し た大規模建築物への補助制度を 継続すると も に、大規模建築

物に該当し ない規模の建築物についても 、 耐震化の状況を 踏まえながら 、 さ ら な

る促進のための支援策の拡充等について検討を 進める。  

 

○学校施設の老朽化が進行する中で、 改修優先順位の検討等を 進め、 学校施設の長

寿命化計画に基づいて計画的に改修を 実施し ていく 。  

 

○学校施設の非構造部材の脱落防止対策については、 概ね対策が完了し たが、 今後

も 計画的な対策実施に取り 組む。  

 

 

  

施策の推進方針 
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＜交通施設の耐震化＞ 

○道路施設の耐震化は、 特に被災による影響が大き い緊急輸送道路や臨港部の港湾

幹線道路などを優先的に実施し ている と こ ろ であるが、 残さ れた施設についても 、

優先度を 考慮の上、 引き 続き 耐震化を 推進し ていく 必要がある。  

 

○市営地下鉄およびポート ラ イ ナー、 六甲ラ イ ナーは、 本市の主要な交通手段の一

つであり 、 被災し た場合の影響が大き いため、 施設の着実な耐震化を推進する必

要がある。  

 

  

脆弱性評価結果 
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＜交通施設の耐震化＞ 

○道路施設は、 特に被災によ る影響が大き い緊急輸送道路や臨港部の港湾幹線道路

などを 優先し 、 耐震化に取り 組む。  

 

 

○市営地下鉄及びポート ラ イ ナー、 六甲ラ イ ナーは、 本市の主要な交通手段の一つ

であり 、 被災し た場合の影響が大き いため、 施設の着実な耐震化を 図る。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を 最優先と し た都市基盤の構築 
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1-2 大規模な火災による死傷者の発生 

 

 

＜住宅防火・ 火災予防＞ 

○過去の建物火災の 6 割以上、 死者の 8 割以上が住宅火災によるも のであるこ と か

ら 、 各種広報媒体、 防災福祉コ ミ ュ ニティ 、 消防団などを 通じ た市民の防火意識

の向上、 住宅用火災警報器や住宅用消火器の普及促進のほか、 防炎品の普及啓発

に取り 組んでいる 。 引き 続き 、 市民に分かり やすい広報展開による防火意識の向

上を 図り 、 住宅防火対策を 促進する必要がある。  

 

○大火災が発生し た場合、 多数の死傷者の発生が予測さ れる、 危険物製造所等の施

設、 地下街、 複合用途施設、 不特定多数を収容する施設、 木造建築物密集地域な

どは、 防火査察などによる実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及、 予

防広報の徹底などを実施し ており 、 今後も 継続し た取り 組みが必要である。  

 

＜密集市街地の再生＞ 

○密集市街地については、「 神戸市密集市街地再生方針」 に基づき 、「 燃え広がり に

く く 、建物が倒壊せず、避難が可能なまちづく り 」 を めざし て、市内 4 地区を「 密

集市街地再生優先地区」 と 位置づけており 、 早期の解消に向け更なる促進が必要

である。  

 

＜消防力の高度化・ 専門化＞ 

○災害態様の多様化に対応するため、 特別高度救助隊と 特殊災害隊の一体運用や特

殊資機材の整備など特殊災害対応力の強化に努めており 、 引き 続き 、 消防職員の

災害対応力の強化、 資機材の更新、 関係機関と の連携強化など、 より 一層の消防

力の高度化・ 専門化を 図っ ていく 必要がある。  

 

○地震による水道配管の破断や渇水等の場合にも 使用でき る消防水利を 確保するた

め、 防火水槽の設置、 消防水利設置補助金制度の活用、 プールや池等の指定水利

化など、 多様な水利の確保に継続的に進める必要がある。  

 

 

 

  

脆弱性評価結果 
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＜住宅防火・ 火災予防＞ 

○各種広報媒体、 防災福祉コ ミ ュ ニティ 、 消防団などを通じ た市民の防火意識の向

上、 住宅用火災警報器や住宅用消火器の普及促進のほか、 防炎品の普及啓発に取

り 組んでおり 、 引き 続き 、 市民に分かり やすい広報展開による防火意識の向上を

図り 、 住宅防火対策を 促進する。  

 

 

○大規模火災による死傷者の発生を回避するため、危険物製造所等の施設、地下街、

複合用途施設、 不特定多数を 収容する施設、 木造建築物密集地域などは、 防火査

察などによる実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及、 予防広報の徹底

などを 、 継続し て実施する 。  

 

＜密集市街地の再生＞ 

○密集市街地については、「 神戸市密集市街地再生方針」 に基づき 、「 密集市街地再

生優先地区（ 市内 4 地区）」 の解消を 目標に、 老朽建築物の除却や建物の不燃化・

耐震化の促進、 身近な生活道路の拡幅整備、 防災空地の活用により 、 災害時に燃

え広がり にく く 、 避難が可能なまちづく り を推進する。  

 

＜消防力の高度化・ 専門化＞ 

○多様化する災害態様に対応するため、訓練施設等を 活用し た効果的な訓練の実施、

消防職員の訓練・ 研修の充実による災害対応力の強化、消防車両や資機材の更新、

個人装備品の国ガイ ド ラ イ ン準拠品への更新、 安全対策装備品の充実、 関係機関

と の連携強化など、 一層の消防力の高度化・ 専門化を 図る 。  

 

○災害時の多様な消防水利確保のため、 消火栓の点検、 防火水槽の整備・ 維持管理

に加え、 耐震防火水槽の増設やプール・ 池等の指定水利化、 消防水利設置補助金

制度の活用など、 継続的な取り 組みを 推進する 。  

 

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を 最優先と し た都市基盤の構築 
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1-3 津波による死傷者の発生 

 

 

＜防潮堤等の整備＞ 

○南海ト ラ フ 地震について、 概ね 100 年に 1 回の確率で発生すると 言われている津

波（ レ ベル 1 津波） に対し ては、 高潮対策で整備し た防潮堤等により 、 対策が完

了し ている。 今後は、 発生頻度は極めて低いも のの、 発生すれば甚大な被害をも

たら す最大ク ラ スの津波（ レベル 2 津波） に対し 、 人命を最優先と し た被害軽減

策を 推進する必要がある。  

 

 

 

 

＜避難体制の確保・ 訓練の実施＞ 

○津波の浸水が想定さ れる地域への対応と し て、 住民の円滑な避難のための「 地域

津波防災計画」（ 全 18 地区） の作成を完了し ており 、 当計画では、 防災福祉コ ミ

ュ ニティ 単位で、 地域住民が主体と なっ て避難マッ プの作成、 避難誘導のための

津波表示板の設置や津波緊急待避所の指定を行っ ている。 今後は、 兵庫県の津波

浸水想定に合わせたマッ プの更新や計画に基づく 津波避難訓練の継続的な実施

などを 通じ て住民への津波避難の浸透を推進する必要がある。  

 

○都心部における津波避難については、「 神戸市都心部における津波避難行動・ 誘導

基本指針」 に基づき、 神戸エリ アでは、 水平避難と 垂直避難の併用など、 事業者

や団体の協力を得ながら 避難計画を 策定し ている。 今後は、 避難計画に基づいた

事業者を 中心と し た訓練の実施や啓発活動が重要である。  

 

 

＜ハザード マッ プの普及・ 啓発＞ 

○津波に関する情報提供及び啓発については「 く ら し の防災ガイ ド 」 や神戸市ホー

ムページなど、 様々な手段で行っ ていると こ ろ である。 今後は、 各種の取り 組み

状況を 踏まえつつ、 最新情報に基づく 市民への普及啓発の更なる推進を 図る 必要

がある。  

  

脆弱性評価結果 
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＜防潮堤等の整備＞ 

○発生頻度は極めて低いも のの、 発生すれば甚大な被害を も たら す最大ク ラ スの津

波（ レ ベル 2 津波） に対し ては、「 既成市街地の人家部及び臨海部」 を対象に、

既存防潮堤等をねばり 強い構造へ補強するこ と により 、 浸水面積の縮減を見込ん

でおり 、 令和５ 年３ 月に完了し た。 また、 津波発生時に防潮鉄扉等を迅速かつ確

実に閉鎖するため、 防潮鉄扉の軽量化等を 推進する。 さ ら に、 神戸港沿いの水門

及び防潮鉄扉を迅速かつ確実に閉鎖し 、 津波による浸水被害を 最小限に留めるた

めに、鉄扉の統廃合や遠隔操作・ 監視システムを 構築する 。閉鎖体制については、

夜間・ 休日時の閉鎖体制に係る関係機関と の連携や閉鎖作業員の安全確保などに

ついて検討を 進める。  

 

＜避難体制の確保・ 訓練の実施＞ 

○南海ト ラ フ 地震による津波から の円滑な避難を 目的と し て策定し た「 地域津波防

災計画」 においては、 計画策定から 数年が経過し ている状況を 鑑み、 地域津波防

災計画の更新や津波避難訓練の計画的な実施・ 充実を 図る 。  

 

 

 

○都心部の津波避難については、平成 26 年度に策定し た「 神戸駅周辺地域防災計画」

に基づき 、 来街者が迅速かつ適切な避難行動がと れるよう 、 神戸駅周辺地域津波

避難等対策協議会を中核に各事業者が協力し て、 適切な津波避難・ 誘導を実施し

ていく ための支援を行う 。 また、 浸水が想定さ れるエリ アにおいては、 津波避難

誘導サイ ンの設置や避難マッ プ、 臨海部津波避難ビルマッ プを 作成し 、 来街者へ

の避難誘導対策を 図る。  

 

＜ハザード マッ プの普及・ 啓発＞ 

○津波に関する情報提供及び啓発については、「 く ら し の防災ガイ ド 」 や神戸市ホー

ムページなど、 様々な手段で行っ ており 、 今後は、 各種の取り 組み状況を踏まえ

つつ、 最新情報に基づく 市民への普及啓発の更なる推進を 図る。  

  

施策の推進方針 
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1-4 洪水・ 高潮等による死傷者の発生 

 

 

＜河川・ 海岸保全施設の整備＞ 

○河川施設の整備については、 国、 県と の連携の基、 河川改修事業を 推進し ている

と こ ろ であり 、 本市の要改修河川（ 総延長 371. 2 ㎞： 都市基盤・ 準用・ 普通） に

おける改修率は 78. 6％（ 平成 27 年度） と なっ ている。 近年、 激化する気象災害

の状況を 踏まえる と 、 河川整備のみなら ず、 流域貯留などの様々なハード 対策と

避難を 中心と し たソ フ ト 対策を組み合わせた総合的な対策が必要である。 また、

施設の老朽化が進む中で、 機能を 維持するための定期的な点検・ 修繕を 行う 必要

がある。  

 

○海岸保全施設（ 堤防・ 護岸・ 防潮胸壁等） については、 平成 27 年度に、 想定さ れ

る高潮（ 設計高潮位 TP＋2. 8m） に対する整備（ 総延長 約 60 ㎞） が完了し ている

が、 陸閘等の迅速かつ確実な閉鎖体制を構築するために、 引き 続き 防潮鉄扉の改

良などを 進める必要がある。 また、 築造後年数がかなり 経過し ている施設につい

ては、 老朽化・ 長寿命化対策を進めていく 必要がある。 こ れら のハード 対策に加

えて、 避難を 中心と し たソ フ ト 対策を 組み合わせた総合的な対策が必要である。  

 

 

＜浸水対策＞ 

○本市では、過去に浸水被害に見舞われた地区や雨水排除能力が不足し ている地区、

低地盤地区など地形上の理由から 浸水に対する 安全性が低い地区を 優先的に雨水

幹線や雨水ポンプ場の整備を 実施し ている。 引き 続き 、 対象地区の整備を着実に

進める必要がある 。  

 

 

＜地下街等への浸水対策＞ 

○地下街や地下鉄駅舎への浸水対策と し て、 本市が管轄する地下施設において、 止

水板の設置・ 改修などの浸水防止対策を進める と と も に、 豪雨時に浸水する可能

性がある地下施設管理者に対し ての避難確保計画の策定指導などの被害軽減対策

を 推進し ているが、 予防対策と 合わせて、 万が一浸水し た場合に備えた対応につ

いても 検討を 進める必要がある。  

 

 

脆弱性評価結果 
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＜河川・ 海岸保全施設の整備＞ 

○河川施設の整備については、 都市基盤河川改修事業において、 河道改修及び橋梁

改修を 目標に推進する。 また、 兵庫県が取り 組んでいる「 総合治水推進計画」 と

連携し 、 流域全体での「 河川下水道対策（ ながす）」「 流域対策（ ためる）」「 減災

対策（ そなえる）」 を基本と し た総合的な治水対策を 推進し 、 現在、 参画し ている

4 流域（ 武庫川、 表六甲、 明石川、 加古川） の推進協議会を通じ て、 フ ォ ローア

ッ プに努める。 さ ら に、 市管理河川の主要な箇所について点検を実施する。  

 

○海岸保全施設（ 堤防・ 護岸・ 防潮胸壁等） を 適切に維持管理し ていく ため、 防潮

堤の長寿命化計画を策定し 、 予防保全の考え方に基づいた計画的かつ効率的な維

持管理を 実施する 。 また、 陸閘等の迅速かつ確実な閉鎖体制を 構築するために防

潮鉄扉の遠隔化等を継続し て推進する。  

 

 

 

 

 

＜浸水対策＞ 

○集中豪雨や台風から 市民の生命や財産、 神戸のまちを守るため、 雨水管渠や雨水

ポンプ場などのハード 対策、 水害リ スク 情報の共有を はじ めと する ソ フ ト 対策を

進め、「 防災」 と 「 減災」 に取り 組む。  

 

 

 

＜地下街等への浸水対策＞ 

○地下街や地下鉄駅舎への浸水対策と し て、 地下施設における止水板の設置・ 改修

などの浸水防止対策を 推進すると と も に、 豪雨時に浸水する可能性がある地下施

設管理者に対し て、 避難確保計画に基づく 避難体制の確保・ 強化についてや、 万

が一浸水し た場合に備えた対応などの指導を推進する。  

 ○地下鉄駅舎での計画規模降雨による河川洪水の浸水対策は完了し ている。  

 

  

施策の推進方針 
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1-5 土砂災害等による死傷者の発生 

 

 

＜治山・ 砂防事業＞ 

○本市は、昭和 13 年の阪神大水害をはじ めと する土砂災害により 、度重なる甚大な

被害を 受けた経験があり 、 それら の教訓のも と 、 国土交通省（ 六甲砂防事務所）

及び兵庫県と の連携のも と 、 治山・ 砂防施設等の整備や六甲山系グリ ーンベルト

整備事業などを推進すると と も に、平成 24 年度に策定し た「 六甲山森林整備戦略」

に基づいた整備を 進めている。し かし ながら 、本市が抱える土砂災害警戒区域（ 土

石流・ 急傾斜地の崩壊・ 地すべり ） は、 約 2, 000 箇所に上り 、 ハード 対策のみで

は、 被害を完全に防ぐ こ と は難し く 、 避難を中心と し たソ フ ト 対策と を 合わせた

総合的な対策が必要である。  

 

＜土砂災害警戒区域に係る対策＞ 

○土砂災害警戒区域に係る対策と し て、「 く ら し の防災ガイ ド 」 の配布等により 、 継

続し て危険区域の周知および避難に関する市民への情報提供・ 啓発を行っ ている

と こ ろ であるが、 より 多く の住民が避難行動に関する正し い知識を 習得し 、 実際

の避難行動へ繋げるための取り 組みが必要である。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を最優先と し た都市基盤の構応 
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＜治山・ 砂防事業＞ 

○近年激化する土砂災害から の被害を 防止・ 軽減するため、 国土交通省（ 六甲砂防

事務所） 及び兵庫県と 連携し 、 引き 続き 、 治山・ 砂防施設の整備、 急傾斜地対策

や「 六甲山系グリ ーンベルト 整備事業」（ 10 流域の継続実施） を推進すると と も

に、「 六甲山森林整備戦略」 に基づいた中長期計画により 、 六甲山の｢恵み｣を ｢育

てる｣・ ｢活かす｣・ ｢楽し む｣仕組みづく り を推進し ていく 。  

 

 

 

 

＜土砂災害警戒区域に係る対策＞ 

○土砂災害から の避難を促進するため、 警戒区域が集中する地域や要望の高い地域

を 中心に住民説明会を 実施する。 また、 毎年 6 月に配布する「 く ら し の防災ガイ

ド 」 などにより 、 最新情報を 掲載し て住民に広く 発信し ていく 。  

 

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を 最優先と し た都市基盤の構築 

 

計画-23 

1-6 情報伝達の不備や避難行動の遅れ等による死傷者の発生 

 

 

＜防災情報の迅速な伝達と 共有＞ 

○防災情報の収集・ 管理については、 危機管理センタ ーを 中心と し た情報ネッ ト ワ

ーク の形成、 危機管理情報システム、 消防管制システム、 フ ェ ニッ ク ス情報シス

テム等の各種情報システムの構築などにより 強化さ れており 、 今後は、 こ れら を

有効に活用するための訓練やタ イ ムラ イ ンの作成、 関係機関と の連携体制の更な

る向上が必要である。  

 

 

○防災情報の伝達については、 防災行政無線装置の整備（ 屋外スピーカ ー型、 ラ ジ

オ型受信機 ）、 緊急速報メ ール・ ひょ う ご防災ネッ ト の活用、 L アラ ート によ る

報道機関と の連携など、 情報伝達手段における冗長性の確保を 図っ ていると こ ろ

であるが、 現状にと どまるこ と なく 、 新し い手段・ 技術を 活用し ながら 市民への

情報伝達の多様化を推進する必要がある。  

 

＜防災教育及び啓発＞ 

○大規模災害においては、 市民一人ひと り が、 命を 守るこ と を 最優先と し た避難行

動を 適切にと るこ と が重要であるが、 震災を経験し ていない世代が増えるなど、

防災への意識が希薄になり つつある。 本市では、 防災教育検討委員会による「 神

戸発「 生き る力」 を育む防災教育の推進」 に基づく 、 防災教育カ リ キュ ラ ムや防

災マニュ アルの見直し 、 防災教育を テーマと し た総合学習を推進し ており 、 子ど

も 世代から の防災意識の向上を図っ ている。 引き 続き 、 こ れら の取り 組みを 進め

ると と も に、 その他、 防災に関わる機会が少ない子育て世代などを 対象と し た防

災啓発を 展開する 必要がある。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ 1） 人命を最優先と し た都市基盤の構応 

計画-24 

計
画
編 

 

第
３
章 

脆
弱
性
の
評
価
及
び
施
策
の
推
進
方
針 

 

 

 

＜防災情報の迅速な伝達と 共有＞ 

○市の防災情報の収集・ 管理については、 情報ネッ ト ワーク の形成、 各種情報シス

テムを 構築し ており 、引き 続き 、こ れら を 有効に活用する ため、情報伝達訓練（ 年

2 回以上）、 全職員を対象と し たシステム操作研修等による 体制強化に努める。 ま

た、風水害などの気象災害については、タ イ ムラ イ ン（ 防災行動計画） を 作成し 、

発災に備えた警戒体制の強化に加え、 住民への迅速かつ確実な情報伝達体制、 関

係機関と の連携強化を 図る。  

 

○防災行政無線の整備については、平成 28 年に屋外の緊急避難場所の拡充に合わせ

て簡易型拡声子局（ 4 基） を 設置すると と も に、 平成 31 年までに学校放送設備と

の連動を 行っ た。 また、 今後も 、 必要に応じ て、 ラ ジオ型戸別受信機の整備を 行

う と と も に、「 神戸市災害ナビダイ ヤル」 の活用方法の拡大を図る。  

 

 

＜防災教育及び啓発＞ 

○大規模災害においては、 命を守るこ と を 最優先と し た避難行動や備えが重要であ

り 、 平時から 市民一人ひと り の防災意識を 高める取り 組みが必要である。 そのた

めには、現在、進めている学校を中心と し た防災教育等の推進に努めると と も に、

避難についての住民説明会など、 より 多く の市民が正し い避難の知識を 習得し 、

避難行動へ繋げる取り 組みが必要である。  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る 地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 

計画-25 

（ ２ ） 協働と 参画によ る地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 

2-1 地域防災力の低下による被害の拡大 

 

 

＜地域防災の取り 組み＞ 

○本市では、 こ れまで防災福祉コ ミ ュ ニティ を 中心に「 地域津波防災計画」（ 策定地

区 18 地区）、「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 地域おたすけガイ ド 」 などを 作成し 、 地域防

災力を 高める取り 組みを 進めている。 災害対策基本法の改正により 、 自発的な防

災活動を 促進する ための地区防災計画制度が創設さ れたこ と を 踏まえ、 こ れまで

の地域活動の取り 組みを 活かし ながら 、 地域防災力を 向上さ せる取り 組みを 推進

する必要がある。  

 

 

 

○阪神・ 淡路大震災以降、 地域の自主防災の役割を 担う 組織と し て、 全市 192 地区

の「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 」 を結成し 、 地域活動の中心と し て活動を進めている

が、 震災から 月日の経過と と も に、 組織の高齢化が進み、 担い手不足が新たな課

題と なり つつある。 本市では、 新たな担い手づく り のため、「 市民防災リ ーダー」、

「 統括防災リ ーダー」 の養成を進めている。 こ れら の取り 組みを継続すると と も

に、 震災を経験し ていない若い世代へ地域防災の取り 組みを浸透さ せ、 地域でつ

く る安全で安心なまちづく り を推進し ていく 必要がある。  

 

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 
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＜地域防災の取り 組み＞ 

○地区防災計画について、地域防災計画への位置付けを 整理し 、「 地域津波防災計画」

や「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 地域おたすけガイ ド 」 などの現在までの取り 組みを 活

かし 、 策定を 行う 。 また、 策定し た地区については、 計画に基づく 訓練の実施や

検証を 行い、 さ ら に活動が促進さ れるよう な支援を 実施し ていく 。  

○地域活動の中心と なる「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 」 の担い手づく り と し て、 各種リ

ーダー研修の実施を継続し て支援し 、「 市民防災リ ーダー」（ 目標： 約 800 名／年）、

「 統括防災リ ーダー」（ 目標： 1 地区あたり 2 名／年） を 育成する。  

 

○阪神・ 淡路大震災を 経験し ていない世代が年々増加し ている中、 市民への防災意

識の浸透を図る必要があるが、 現状では「 防災への取り 組み＝負担が大き い、 ハ

ード ルが高い」 と いっ たイ メ ージが定着し ている。 こ う いっ た状況を改善する た

め、 防災活動の中心と し て期待する子育て世代に着目し 、 企業、 NPO、 学校教育、

学生などと 連携し 、「 遊び」 や「 気軽さ 」 の要素を積極的に取り 入れ、 自然と 防災

に触れ合い、 体感でき 、 協働と 参画による持続可能な仕組みづく り を検討し てい

く 。  

 

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る 地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 
 

計画-27 

2-2 地理的不慣れな観光客など来街者の避難の遅れによる被害の拡大 

 

 

＜来街者の避難体制の充実＞ 

○観光都市である本市において、 地理的不慣れな来街者への防災対策は極めて重要

であり 、 来街者が避難行動を 迅速かつ確実に実施でき るよう 、 鳥瞰図を 使っ た津

波避難情報板や海抜・ 津波避難誘導表示などを 展開し ているが、 ピ ク ト グラ ムや

分かり やすいデザイ ンを 採用するなど、 ユニバーサルデザイ ンを取り 入れ、 より

来街者等に分かり やすい案内表示を 推進する必要がある。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○都心部（ 三宮・ 元町・ 神戸） における津波避難については、 事業者が主体と なっ

て来街者等を 津波被害から 安全な場所へ避難さ せるため、「 神戸市都心部における

津波避難行動・ 誘導指針」 を 策定し ている。 都心部のう ち神戸駅周辺地域におい

ては、 ハーバーラ ンド 方面への主たる経路である複数の地下施設が浸水想定区域

内に入っ ているこ と や、 浸水想定区域が広く 水平避難距離が長く なるこ と 、 また

高層で堅牢な建物が主と なる地域であると いう 特性がある。 そこ で神戸駅周辺地

域では、 地域事業者等で構成する協議会を 設立し 、 当指針に基づいた水平避難と

垂直避難の併用など、 地域特性を 踏まえた避難の原則や方針、 事業者間での相互

支援等の対策を まと めた「 神戸駅周辺地域防災計画」 を策定し ている。 今後は、

当計画に基づいた地域事業者を中心と し た訓練の実施や啓発活動が重要である 。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 
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＜来街者の避難体制の充実＞ 

○地理的不慣れな来街者が、 適切な避難行動を と るためには、 案内表示にピク ト グ

ラ ムや分かり やすいデザイ ンを採用するなど、ユニバーサルデザイ ンを 取り 入れ、

来街者が多く 訪れる観光施設や複合施設にも 積極的に避難表示等の設置を拡充す

ると と も に、 デジタ ルサイ ネージや Wi -Fi スポッ ト の活用など、 様々な媒体を 活

用し た来街者への情報提供について検討し ていく 。  

〇災害発生前と 災害発生後では必要と なる情報は異なるが、 可能な限り 平常時に、

災害に関する情報を自ら 取得し ても ら う こ と が、 災害発生後の円滑な安全行動に

つながるこ と から 、 観光情報の提供と あわせて平常時より 、 外国人を含む観光客

への観光危機管理に関する知識の普及啓発に進める。  

〇災害発生時には、 緊急避難場所や一時滞在が可能な施設の案内、 空港までのアク

セスやフ ラ イ ト 運行状況を 含む公共交通機関、 各国大使館・ 領事館の連絡窓口な

どが、 観光客に必要な情報であり 、 観光客への直接的な情報提供のほか、 観光施

設や宿泊施設等へ速やかに情報提供でき るよう 、 関係事業者と の連携協力を 進め

る。  

 

○都心部の津波避難については、平成 26 年度に策定し た「 神戸駅周辺地域防災計画」

に基づき 、 来街者が迅速かつ適切な避難行動がと れるよう 、 神戸駅周辺地域津波

避難等対策協議会を 中核に各事業者が協力し て、 適切な津波避難・ 誘導を実施し

ていく ための支援を 行う 。 また、 浸水が想定さ れるエリ アにおいては、 津波避難

誘導サイ ンの設置や避難マッ プを 作成し 、 来街者への避難誘導対策を図る。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る 地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 
 

計画-29 

2-3 災害時要援護者など配慮の必要な方への支援不足による被害の拡大 

 

 

＜災害時要援護者の支援体制づく り ＞ 

○「 神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」 に基づき 、 要援護者

を 支援するための地域の助け合い（ 共助） によ る取り 組みを推進し ており 、 地域

での要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練等への参加促進が行われている。 引き

続き 、 取り 組み地域の拡大や取り 組み内容の充実を 図る必要がある 。  

 

＜外国人への災害情報提供や避難体制の充実＞ 

○外国人に対する支援については、 外国人コ ミ ュ ニティ や神戸国際コ ミ ュ ニティ セ

ンタ ーなどと の連携により 、 災害時通訳翻訳ボラ ンティ ア制度の運用、 外国人専

用相談窓口の設置を進めている。 また、 外国人への防災情報の提供については、

多言語「 防災カ ード 」 の配布、 案内サイ ン・ 神戸市ホームページ等の多言語化、

避難所情報（ KI CCホームページ） 等を 進めると と も に、 ピク ト グラ ムや外国人に

も 分かり やすい案内表示を 推進し ている。 今後は、 様々な外国人ニーズの把握に

努め、 外国人コ ミ ュ ニティ 等と の連携を図り ながら 、 ニーズ沿っ た防災支援につ

いて検討し ていく 必要がある。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ２ ） 協働と 参画によ る地域力の向上と 配慮の必要な方への対応 
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＜災害時要援護者の支援体制づく り ＞ 

○「 神戸市における災害時の要援護者への支援に関する条例」 に基づき 、 取り 組み

地区の拡大や取り 組み内容の充実のため、 関係機関は連携し て、 地域の実情に応

じ た支援体制づく り を 普及啓発し 、 支援し ていく 。  

 

 

＜外国人への災害情報提供や避難体制の充実＞ 

○外国人に対する支援と し ては、「 神戸市観光危機管理対策指針」 の策定と と も に、

多様なニーズの把握に努め、 防災情報やハザード マッ プの多言語化の推進、 外国

語パンフ レッ ト の更なる充実など、 外国人コ ミ ュ ニティ や関係施設等と 連携強化

を 図り ながら 、 ニーズに沿っ た災害時支援について検討し ていく 。  

 

 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

 

計画-31 

（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

3-1 被災地での食料・ 飲料水等、 生命に関わる物資供給の長期停止 

 

 

＜備蓄・ 供給体制の強化＞ 

○本市における備蓄計画については、「 市民備蓄」、 指定業者による「 流通備蓄」、 国

や他の自治体から の「 救援物資」、行政による「 現物備蓄」 により 、食料、飲料水、

生活物資等を 整備し ている。 備蓄品目については、 多様なニーズに合わせ、 現行

品目に加え、 幼児や高齢者、 アレ ルギー疾患者等への配慮や特別な配慮が必要な

災害時要援護者を 想定し た物資の整備が必要である。 また、 市民備蓄促進のため

の啓発及び流通備蓄の拡充に重点を 置いた対応が必要である。  

 

 

 

○救援物資の供給体制については、 南海ト ラ フ 地震などの大規模広域災害に備え、

陸・ 海・ 空それぞれの広域防災拠点並びに総合備蓄拠点の整備を 行っ ている。国、

関西広域連合、 県、 自衛隊、 警察等から 救援物資や人的支援を 円滑に受ける 体制

の確立が必要であるが、 集配送に係る人員・ 資機材の確保など課題も あり 、 関係

機関と の連携方法や広域防災拠点・ 総合備蓄拠点の運用体制整備など運用面での

更なる強化が必要である。  

 

＜物資供給ルート の確保＞ 

○物資供給ルート の確保については、 防災拠点と 港・ 空港・ 国土幹線軸を複数ルー

ト で連絡する「 格子状道路ネッ ト ワーク 」 の形成を 目指し 、 緊急輸送道路ネッ ト

ワーク の整備を推進し ていると こ ろ である。 引き 続き 、 未整備の部分について計

画的に事業を 推進すると と も に、 道路ネッ ト ワーク のミ ッ シングリ ンク （ 大阪湾

岸道路西伸部、 神戸西バイ パス、 国道 175 号など） の解消を図り 、 安定し た供給

ルート の確保を図る必要がある。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 
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災直後から の応急対応策の強化 

3-1 被災地での食料・ 飲料水等、 生命に関わる物資供給の長期停止 

 

 

＜備蓄・ 供給体制の強化＞ 

○備蓄体制については、 大規模広域災害など長期にわたる 救援物資の供給不足に備

え、「 最低 3 日、出来れば 7 日」 を 目標に、様々な広報を 活用し ながら「 市民備蓄」

を 促進すると と も に、 流通備蓄の拡充、 物流事業者と の応援協定の締結や民間事

業者と 連携し た流通在庫の活用について検討し ていく 。  

○特別な配慮が必要な災害時要援護者を 想定し た物資について、 当事者団体の参画

のも と 、 最低限必要な品目を 選定し て整備する と と も に、 災害時における指定業

者による流通備蓄の供給体制の確保を 図る。  

 

 

○救援物資の供給体制については、 人的支援の受け入れを 含めて広域的な救援体制

の確立に向け、 国や関西広域連合、 県などと の連携計画（「 南海ト ラ フ 地震応急

活動計画」、「 緊急物資円滑供給システム」 等） に基づいた体制づく り を 進めると

と も に、 広域防災拠点および総合備蓄拠点の人員・ 資機材の確保、 運用マニュ ア

ルの作成、 訓練の実施など、 運用面での強化を 図る。  

 

 

＜物資供給ルート の確保＞ 

○物資供給ルート の確保については、 緊急輸送道路ネッ ト ワーク の未整備の部分に

ついて、 計画的に事業を 推進すると と も に、 道路ネッ ト ワーク のミ ッ シングリ ン

ク （ 大阪湾岸道路西伸部、 神戸西バイ パス、 国道 175 号など） の解消を図り 、 安

定し た供給ルート の確保を 図る。 また、 他の道路管理者や災害協定を締結し てい

る団体等と も 連携を図り 、 甚大な被害が発生し た場合でも 早期復旧に対応でき る

体制づく り を 行う 。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

 

計画-33 

 

 

 

＜水道施設の強化＞ 

○水道施設の強化については、「 神戸市水道施設耐震化基本計画」 に基づく 災害に強

く 早期復旧が可能な水道を めざし 、 こ れまでに貯水機能のある災害時給水拠点の

整備（ 62 箇所： 平成 27 年度）、「 いつでも じ ゃ ぐ ち」（ 40 箇所： 平成 27 年度） の

整備を 含む配水管の耐震化の推進（ 耐震化率 35. 2%： 平成 26 年度）、 大容量送水

管の整備（ 全 12. 8 ㎞整備完了： 平成 27 年度）、 隣接自治体と の連絡管の整備（ 5

市 9 箇所の整備： 平成 27 年度） を 行っ てき ており 、 引き 続き 、 配水管等の耐震化

を 中心と し た水道施設の強化が必要である。  

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 
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＜水道施設の強化＞ 

○水道施設の強化については、「 神戸市水道施設耐震化基本計画」 に基づく 災害に強

く 早期復旧が可能な水道を めざし 、 各種取り 組みを 進めており 、 配水管の更新・

耐震化は、 当面、 年間 40kmのペースで着実に進めていく 。 また、 住民主導で開設

でき る「 いつでも じ ゃ ぐ ち」（ 40 箇所： 平成 27 年） を防災福祉コ ミ ュ ニティ 単位

に 1 箇所、 地域住民と の調整を行いながら 整備し ていく と と も に、 職員が開設す

る「 緊急栓」（ 188 箇所： 平成 27 年度） も あわせて増設するこ と で、 すべての神

戸市民の徒歩圏内に給水拠点を整備するこ と を 目指す。 さ ら に、 隣接自治体と の

連絡管を 活用するほか、 安定供給に必要な複数水源の確保を継続し て推進する 。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

 

計画-35 

3-2 救援・ 救助機関の被災等による救助･救急活動等の不足 

 

 

＜防災関係機関と の連携強化・ 訓練の充実＞ 

○本市では、阪神・ 淡路大震災の教訓を 活かし 、大規模広域災害に備えるため、様々

な機関、 団体から の受援体制の整備を 進めると と も に、 平常時から 全市総合防災

訓練、 情報伝達訓練、 受援訓練、 国民保護訓練等の各種訓練を 通じ て、 関係機関

と の連携を含めた体制強化に努めている。 引き 続き 、 定期的に合同防災訓練等を

実施するなど、 国、 県、 自衛隊・ 警察等の関係機関と の連携体制を 強化し ていく

必要がある。  

 

＜地域防災力の強化＞ 

○本市においては、 阪神・ 淡路大震災の経験から 、 自主防災の取り 組みが進展し て

おり 、 自主防災組織と し て「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 」（ 全市 192 地区： 平成 27 年

度） を 結成し 、 地域の防災力の強化を 図っ ている。 また、 防災福祉コ ミ ュ ニティ

では、 地域の災害時の初動対応計画と なる「 防災福祉コ ミ ュ ニティ 地域おたすけ

ガイ ド 」 の策定を 進めている。 引き 続き 、 計画策定地域の拡充と 計画に基づく 訓

練等の実施を 進めると と も に、 地区防災計画への位置付けなどの支援や連携が必

要である。  

 

○消防団による防災活動を 推進するため、 消防団への入団促進（ 定員 4, 000 人） や

消防団員の育成に努めていると こ ろ であるが、 地域防災力の中核と なるべく 装備

の充実や教育・ 訓練体制等の更なる強化を 図っ ていく 必要がある。  

 

○地域防災を 担う 市民への取り 組みと し て、 市民防災リ ーダー（ 約 800 人／年） 及

び統括防災リ ーダーの育成や市民救命士、 救急イ ンスト ラ ク タ ーの養成を継続し

て取り 組むと と も に、 次世代を担う 若者への防災啓発および訓練などへの参加を

通じ て、 地域防災への取り 組みを 浸透さ せる必要がある。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 
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＜防災関係機関と の連携強化・ 訓練の充実＞ 

○大規模広域災害においては、 救援・ 救急活動要員、 資機材等の不足が考えら れる

ため、 国、 県、 関西広域連合、 近隣市、 自衛隊、 警察等と の合同訓練などを 継続

し て行い、 連携強化に努めていく 。  

 

 

 

 

＜地域防災力の強化＞ 

○地域防災力の強化については、 地域の災害時の初動対応計画と なる「 地域おたす

けガイ ド 」 を 、 全 192 地区で作成する 。 作成済みの地区については、 計画に基づ

く 訓練の実施を 促進する。  

 

 

 

 

 

○消防団に対し ては、 地域防災力の中核と なるべく 装備の充実を図り 、 装備の安全

な取扱いを習熟する研修・ 訓練を 実施する。  

 

 

○市民に対し ては、「 市民防災リ ーダー」（ 約 800 人／年） 及び「 統括防災リ ーダー」

（ 1 地区あたり 2 名／年） の育成や救急イ ンスト ラ ク タ ーによる市民救命士（ 養

成者約 3 万人／年） の養成等を継続し て推進する。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

 

計画-37 

3-3 救助・ 救急、 医療活動のためのエネルギー供給の途絶 

 

 

＜消防・ 医療機関等における非常用電源等確保＞ 

○消防機関及び市民病院群や神戸市災害対応病院と いっ た医療機関の重要施設につ

いては、 非常用電源の確保が進めら れているが、 エネルギー供給の長期途絶や津

波による冠水の影響を 想定し た非常用電源設備の整備を図る必要がある。 また、

燃料電池や太陽光発電、 ガスコ ージェ ネレ ーショ ン等の導入など、 エネルギー供

給における冗長性の確保について検討し ていく 必要がある。  

 

○災害による緊急車両の燃料供給の途絶に備え、 本市では、 一部、 自家用給油取扱

所を 整備し 、 平成 26 年度より 運用を 開始し ている。 災害時の救助・ 救急活動に

不可欠な緊急車両への安定し た給油体制を 構築するため、 非常時の燃料確保体制

の強化を 進める必要がある 。  

 

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 
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＜消防・ 医療機関等における非常用電源等確保＞ 

○消防機関及び市民病院群や神戸市災害対応病院と いっ た医療機関の重要施設につ

いては、 エネルギー供給の長期途絶及び津波による冠水の影響を想定し た非常用

電源設備の整備や燃料供給体制について検討し ていく 。 また、 燃料電池や太陽光

発電等の導入など、 施設の特性に応じ たエネルギー供給における冗長性の確保に

ついても 検討し ていく 。  

 

○災害時の救助・ 救急活動に不可欠な緊急車両への安定し た給油体制を 構築するた

め、 非常時の供給体制に係る協定の拡充などを 検討し ていく 。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ３ ） 発災直後から の応急対応策の強化 

 

計画-39 

3-4 避難所等の避難者及び帰宅困難者への支援不足 

 

 

＜緊急避難場所・ 避難所の開設・ 運営＞ 

○本市では、 様々な災害から の市民の安全な避難場所を確保するため、 小中学校、

公園施設等を 中心に緊急避難場所・ 避難所の指定を 進めていると こ ろ であるが、

地域によっ ては、 土砂災害警戒区域や浸水想定区域に含まれる避難施設も あり 、

災害ごと の適切な避難先の周知の徹底や緊急避難場所等の拡充に努める必要があ

る。  

 

○東日本大震災では、 避難所における男女のニーズの違いや時間と と も に変化する

ニーズへの対応、 障がい者等への合理的配慮が不十分であっ たと の指摘があるこ

と から 、 避難所運営に女性や避難所において特別な配慮が必要な方が積極的に参

画でき る環境をつく り 、 被災者ニーズに柔軟かつ迅速に対応でき るよう な運営方

法が必要である。  

 

＜災害時の避難所環境の改善＞ 

○災害時における避難所等のト イ レ対策については、 阪神・ 淡路大震災の経験を踏

まえ、 公共下水道利用型仮設ト イ レなどを 含む災害時用仮設ト イ レ（ 2000 基： 平

成 28 年度） を 確保し ている。 今後は、 南海ト ラ フ 巨大地震など大規模広域災害を

想定し 、 必要なト イ レ 環境の向上対策に努める 必要がある。  

 

○災害時における避難所等の飲料水・ 生活用水・ ト イ レ 用水の確保については、 水

道施設の耐震化と 合わせた「 いつでも じ ゃ ぐ ち」 （ 40 箇所： 平成 27 年度） や、

雨水貯留槽、 耐震性プールの整備、 現物備蓄と し ての飲料水の確保などを進めて

いる。 また、 阪神・ 淡路大震災の経験から 生活用水と し て井戸水が活用さ れたこ

と から 、 個人・ 事業者等が所有する災害時に開放でき る井戸を「 災害時市民開放

井戸」 と し て登録する制度（ 304 件： 平成 26 年度末） も 行っ ている 。 引き 続き 、

飲料水・ 生活用水確保に向けた取り 組みを 進めると と も に、 その周知・ 普及を図

る必要がある。  

 

○阪神・ 淡路大震災では、 要援護者の状況把握に時間を 要し 、 避難所や自宅におい

て長期に渡り 困難な生活を 余儀なく さ れた高齢者や障がい者が多数発生し た。 こ

れら の経験と 教訓をも と に、 災害時要援護者への配慮について検討を進める必要

がある。 また、 初動期より 迅速に福祉ニーズを 把握し 対応でき るよう 、 新たな仕

組みづく り が必要である。  

脆弱性評価結果 
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＜緊急避難場所・ 避難所の開設・ 運営＞ 

○市民の安全な避難場所を 確保するため、 災害ごと の適切な避難先を 周知する取組

みを 進めると と も に、 緊急避難場所等の拡充についても 検討し ていく 。  

 

 

 

 

○避難所運営については、 多様なニーズに対応するため、 要配慮者や女性が積極的

に参画でき る環境づく り や被災者ニーズに柔軟かつ迅速に対応するための運営

マニュ アルの作成促進や体制の整備を 図る。  

 

 

 

＜災害時の避難所環境の改善＞ 

○災害時における避難所等のト イ レ対策については、 南海ト ラ フ 巨大地震など大規

模広域災害を 想定し 、 必要なト イ レ 環境の向上を図るために、 災害用ト イ レ に関

する確保の方針を 定め、 市民への携帯ト イ レの備蓄を 呼びかけるなど、 総合的な

ト イ レ 確保対策を 実施し ていく 。  

 

○災害時における避難所等の飲料水・ 生活用水・ ト イ レ 用水の確保については、 災

害時臨時給水栓（ いつでも じ ゃ ぐ ち、 緊急栓） の整備、 雨水貯留槽や耐震性プー

ルの整備などを継続し て進める。 また、 避難所における井戸の整備や、 個人・ 事

業者等が所有する災害時に開放でき る 井戸を「 災害時市民開放井戸」 と し て登録

する制度の周知・ 普及を 引き 続き 実施し 、 現物備蓄し ている飲料水と 併せて飲料

水・ 生活用水確保に向けた取り 組みを 推進する。  

 

 

○避難所において特別な配慮が必要な方については、 避難所内にプラ イ バシーを保

ちやすい小スペースを 設けるなどの対応について検討を進めていく 。 また、 本人

や家族の希望に応じ て、 福祉施設等における緊急入所や福祉避難所での受け入れ

の対応を 迅速に行えるよう 、 拠点的な機能を持つ福祉避難所を 構築する。  

 

施策の推進方針 
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＜帰宅困難者対策の推進＞ 

○本市では、 大規模な地震等が発生し た場合、 都心部である中央区を 中心に多く の

帰宅困難者の発生が見込まれるこ と から 、「 神戸市帰宅困難者対策基本指針」 を 策

定し ている。 当指針を 具体化する取り 組みと し て、 市内で最も 多く の帰宅困難者

の発生が想定さ れる三宮駅周辺地域において、 鉄道事業者や集客施設等の民間事

業者、 行政によっ て構成さ れる協議会を設立し 、 主に帰宅困難者の保護や避難誘

導等のソ フ ト 対策の考えを 示し た「 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画」 を 策定

し た。 今後は作成し た対策計画を も と に、 帰宅困難者対策訓練の実施、 検証を 行

いながら 、 関係機関や地域事業者と の連携強化を図る必要がある。 さ ら に、 今後

進めら れる都心三宮の再整備に合わせ、 ハード ・ ソ フ ト 両面での施策を 実施し 、

民間事業者を 含めた防災力の高い都市整備を誘導・ 推進する必要がある。  

 

○中央区では、 最大 4. 6 万人の「 行き 場のない人」 が発生すると 想定さ れている。

帰宅困難者を 受け入れる一時滞在施設については、 三宮駅周辺地域を対象に施設

の確保を 進めており 引き 続き 、 民間施設の協力を得ながら 一時滞在施設の拡充や

「 行き 場のない人」 の発生抑制を 図る必要がある。 また、 帰宅困難者に対する 備

蓄などへの配慮が必要である。  

 

 

  

脆弱性評価結果 
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＜帰宅困難者対策の推進＞ 

○帰宅困難者対策については、「 神戸市帰宅困難者対策基本指針」 に基づく 取り 組み

の更なる普及啓発や、「 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画」 を も と にし た、 帰宅

困難者対策訓練（ 年１ 回） の実施、 検証を 行う など、 関係機関や地元事業者と の

連携し た対策の推進を 図る。  

○今後進めら れる都心三宮の再整備に合わせ、 ハード ・ ソ フ ト 両面での施策を 実施

し 、 民間事業者も 含めた防災力の高い都市基盤を構築するため、 都市再生特別措

置法に基づく 「 都市再生安全確保計画」 を 策定し 、 当計画に基づく 官民連携によ

るハード ・ ソ フ ト 対策の計画的な推進を図る。  

 

 

 

○帰宅困難者を受け入れる 一時滞在施設については、 民間施設の協力を 得ながら 一

時滞在施設を 拡充すると と も に、 商業施設等の利用者の保護による 「 行き 場のな

い人」 の発生抑制を図る。 また、 帰宅困難者に対する備蓄確保について検討し て

いく 。  

 

  

施策の推進方針 
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3-5 医療機関の被災、 医療支援の途絶による医療機能の麻痺 

 

 

＜災害に強い医療体制の構築＞ 

○本市では、平成 25 年度に発災から 初動期の災害救急医療活動を示し た「 神戸市地

域災害救急医療マニュ アル」 の作成、 災害拠点病院に準じ た「 災害対応病院」 の

指定を 行う など、 災害に強い医療体制づく り を 推進し ている。 今後は、 当マニュ

アルに基づく 関係機関と の情報共有体制や連携強化を 進めていく 必要がある。  

 

 

＜医療機関を 結ぶ緊急輸送道路等の確保＞ 

○医療産業都市を 推進する本市では、 ポート アイ ラ ンド に中央市民病院を中心と し

た多数の医療機関が集積し ており 、 災害時にも 大き な役割を果たすため、 ポート

アイ ラ ンド と 市街地を 結ぶ緊急輸送道路及びポート ラ イ ナーが果たす役割は非常

に高い。 中央市民病院を はじ めと する、 市内の各医療機関を結ぶ緊急輸送道路等

の耐震対策、 津波・ 浸水対策を早期に完了する 必要がある。  

 

 

3-6 被災地における疫病・ 感染症等の発生 

 

 

＜避難所等の予防対策＞ 

○避難所等における避難生活の長期化や衛生環境の悪化が進むこ と で疫病や感染症

の恐れが高まるため、 健康診断の実施や保健師による巡回保健相談・ 栄養士によ

る栄養相談の実施体制を 確保し ているが、 防疫活動に必要な薬剤及び衛生資機材

の計画的な備蓄を 行う などの体制強化を図る必要がある。 また、 平常時から 予防

接種を 促進すると と も に感染症についての知識の普及と 啓発を 図る 必要がある。  

 

＜災害時の避難所環境の改善＞ 

○避難所環境の悪化によ る疫病・ 感染症の拡大防止のため、 総合的なト イ レ 確保対策の

推進や生活用水の確保対策を 推進する 必要がある 。  

 

 

  

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 
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＜災害に強い医療体制の構築＞ 

○災害時の医療体制については、「 神戸市地域災害救急医療マニュ アル」に基づいて、

関係機関と の情報共有体制や連携強化を推進し 、 災害に強い医療体制の構築を 図

る。  

 

 

 

＜医療機関を 結ぶ緊急輸送道路等の確保＞ 

○ポート アイ ラ ンド における緊急輸送道路等の確保については、 ポート アイ ラ ンド

と 市街地を結ぶ緊急輸送道路及びポート ラ イ ナーの耐震対策、 津波・ 浸水対策を

早期に完了さ せる。  

 

 

 

 

 

 

 

＜避難所等の予防対策＞ 

○避難所等における疫病・ 感染症の予防対策については、 防疫活動に必要な薬剤及

び衛生資機材の計画的な備蓄を行う などの体制強化を 図ると と も に、 平常時から

予防接種を促進すると と も に感染症についての知識の普及と 啓発を 図る。  

 

 

 

＜災害時の避難所環境の改善＞ 

○避難所環境の悪化による 疫病・ 感染症の拡大防止のため、 南海ト ラ フ 巨大地震な

ど大規模広域災害を想定し 、 災害用ト イ レ に関する確保の方針を定め、 携帯ト イ

レ などの市民備蓄を含めた総合的なト イ レ 確保対策を 実施し ていく 。 また、 生活

用水の確保対策を 推進する。  

 

施策の推進方針 

施策の推進方針 
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（ ４ ） 発災直後から の行政機能の確実な発揮 

4-1 庁内機関の職員･施設等の被災による機能低下 

 

 

＜庁舎等の耐震化等＞ 

○庁舎、 消防署、 学校等の防災上重要な施設は「 神戸市耐震改修促進計画（ 平成 20

年 2 月策定）」 の対象施設と し ており 、 こ の耐震化は概ね完了し ているが、 一部耐

震化が完了し ていない公共施設については、 建て替えを含めて早期に対策を 講じ

る必要がある。  

 

 

○津波等による浸水被災の可能性がある防災等施設について、 電源設備などの浸水

対策や被災し た際の対応方法のルール化などについて取り 組みを進める必要があ

る。  

 

＜業務継続体制の確保＞ 

○本市では、 発災時の応急対応や優先度の高い通常業務等を 適切に継続でき る体制

を 整備するため、 平成 28 年度に「 神戸市業務継続計画（ BCP）」 を作成し ている。

今後は、 当計画を 効果的に運用するため、 職員の教育を進め、 訓練・ 検証を 通じ

た「 業務継続マネジメ ント （ BCM）」 を 推進する 必要がある。  

 

○災害時の職員用食料・ 物資の備蓄については、 現在、 一部の活動要員に対する備

蓄のみで、 十分な確保ができ ていないこ と から 、 今後、 庁舎や発災直後から 応急

対応が想定さ れる 防災拠点において、 最低限の職員用食料の備蓄を 進めると と も

に、 職員自ら の備蓄についても 検討が必要である。  

 

＜防災体制等の強化＞ 

○阪神・ 淡路大震災から の教訓を も と に、 発災直後の応急対応を迅速かつ適切に実

施するため、「 地域防災計画防災対応マニュ アル」 を 整備し ている。 また、 全市防

災訓練などの各種訓練、 防災従事者への研修等を通じ 、 各部局における必要な防

災行動の確認、 部局間連携の強化に努めている 。 引き 続き 、 危機管理体制の整備

及び災害対応の実践的能力の維持・ 向上を 図っ ていく 必要がある。  

 

 

脆弱性評価結果 
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＜庁舎等の耐震化等＞ 

○庁舎、 消防署、 学校等の防災上重要な施設の耐震化は、 概ね完了し ており 、 一部

耐震化が完了し ていない公共施設については、 建て替えを 含めて早期の対策完了

を 目指す。  

 

 

 

○津波等による浸水被災の可能性がある防災等施設は、 電源設備などの浸水対策を

推進すると と も に、 被災し た際の対応方法のルール化などについて検討する。  

 

 

＜業務継続体制の確保＞ 

○業務継続体制の確保と し て、平成 28 年度に作成し た「 神戸市業務継続計画（ BCP）」

を 効果的に運用するため、 職員の教育を進め、 訓練・ 検証を通じ て、 市内部で業

務継続の意思統一を図り 、計画の実行性を 高める「 業務継続マネジメ ン ト（ BCM）」

を 推進する。  

 

○災害時の職員用食料の備蓄については、 庁舎や発災直後から 応急対応が想定さ れ

る防災拠点においての備蓄計画を 検討し ていく 。 また、 職員自ら の備蓄のあり 方

についても 検討を 進める。  

 

 

＜防災体制等の強化＞ 

○「 地域防災計画防災対応マニュ アル」 の更新・ 充実を図っ ていく と と も に、 近年

激化する自然災害への対応強化に努める。 また、 職員の育成についても 、 庁内全

体・ 全職員が参加できる多様な教育・ 研修メ ニュ ーを 計画的に実践し ていく など、

「 防災の日常化」 の取り 組みを推進する。  

 

  

施策の推進方針 
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＜情報・ 通信システムの運用＞ 

○災害時の重要システムと なる「 危機管理情報システム」 を 平成 24 年度から 運用し

ており 、 今後は、 訓練や実際の災害対応を 通じ たシステム活用の検証・ 改善、 防

災従事者への継続的な研修の実施などにより 、 効果的なシステム活用を 推進する

必要がある。  

 

○初動対応の迅速かつ円滑な体制確立のため、 情報・ 通信における各種システムの

構築を 図っ ている と こ ろ であるが、 データ のバッ ク アッ プ環境の高度化や伝送路

の多ルート 化及び関連装置の二重化等により 、 システムの安定稼働を推進する 必

要がある。  

 

＜広域連携＞ 

○災害時における円滑な協力体制を図るため、国、関西広域連合、兵庫県、市町村、

その他防災機関と 、 様々な分野での連携強化に努めている。 南海ト ラ フ 地震など

の大規模広域災害に備えるため、 市域を越えた連携強化を 推進する 。  

 

 

 

  

脆弱性評価結果 
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＜情報・ 通信システムの運用＞ 

○平成 24 年度より 運用し ている「 危機管理情報システム」 について、 より 効果的な

活用を 目指し て、 訓練や実際の災害対応を 通じ たシステム活用の検証やシステム

の機能改善等を 検討すると と も に、防災従事者への継続的な研修を実施し ていく 。 

 

 

○初動対応の迅速かつ円滑な体制確立のため、 データ のバッ ク アッ プ環境の高度化

や伝送路の多ルート 化及び関連装置の二重化等により 、 システムの安定稼働の確

保を 図る。  

 

 

＜広域連携＞ 

○広域連携については、 関西広域連合の構成団体と し て、「 関西防災・ 減災プラ ン」

等に基づく 広域連携や防災体制の充実強化を図ると と も に、 応援協定の広域化や

実践的な合同訓練などにより 、 市域を 越えた連携強化を図っ ていく 。  

 

 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ５ ） 発災直後から の情報通信機能の確保 
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（ ５ ） 発災直後から の情報通信機能の確保 

5-1 電力供給停止等による情報通信の麻痺・ 長期停止 

 

 

＜非常用電源の確保対策＞ 

○主たる 防災拠点については、 耐震対策、 非常用電源対策に加え、 電力供給の停止

における様々なケースを 想定し 、 津波などによ る非常用電源設備の浸水対策や長

期の電力供給停止に備えた非常用電源設備の燃料確保、 電力供給ラ イ ンの二重化

などについて検討する必要がある。  

 

＜情報通信設備の電源対策＞ 

○防災行政無線拡声子局など、 電力供給停止後、 24 時間稼働でき るよう に非常用電

源を 搭載し た通信機器を 整備し ていると こ ろ であるが、 防災情報を 取り 扱う 情報

通信設備については、 予備電源装置の確保や非常用電源に接続する など、 機器の

必要性に応じ た対策を 検討する必要がある。  

 

 

5-2 報道機関の被災による災害情報伝達機能の低下 

 

 

＜災害時情報提供の多重化＞ 

○災害の影響により テレビ・ ラ ジオなどの情報提供媒体が機能し ない場合を想定し 、

緊急速報メ ールや防災行政無線の運用体制の構築、「 ひょ う ご防災ネッ ト 」、「 J: COM

防災情報端末」 などの情報提供媒体の確保などに努めている。 なお、 東日本大震

災では、 SNS などが有効であっ たと の指摘も あり 、 災害時に有効な複数の情報提

供ルート の確保に引き 続き 取り 組んでいく 必要がある。  

 

＜市民の防災意識啓発＞ 

○様々な情報伝達手段の確保と 合わせて、 緊急時の防災情報を 迅速かつ的確に市民

へ伝達するこ と が必要であるため、 市民自ら の情報収集能力の向上につながる取

り 組みが必要である。  

 

 

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ５ ） 発災直後から の情報通信機能の確保 
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災直後から の情報通信機能の確保 

 

 

 

 

＜非常用電源の確保対策＞ 

○主たる 防災拠点については、 電力供給の停止における様々なケースを 想定し 、 津

波などによる非常用電源設備の浸水対策や長期の電力停止に備えた非常用電源設

備の燃料確保、 電力供給ラ イ ンの二重化などについて検討し ていく 。  

 

 

＜情報通信設備の電源対策＞ 

○防災情報を 取り 扱う 情報通信設備については、 予備電源装置の確保や非常用電源

に接続するなど、 機器の必要性に応じ た対策を 検討し ていく 。  

 

 

 

 

 

 

 

＜災害時情報提供の多重化＞ 

○災害時の影響により 、 テレ ビ・ ラ ジオなどの情報提供媒体が機能し ない場合を 想

定し 、 防災行政無線の機能強化、「 ひょ う ご防災ネッ ト 」、「 J: COM防災情報サービ

ス端末」、「 神戸市災害ナビダイ ヤル」 などの普及・ 啓発に加え、 SNS の有効活用

など、 災害時に有効な複数の情報提供ルート の確保を 図っ ていく 。  

 

 

＜市民の防災意識啓発＞ 

○市民自ら が、 状況に応じ た手段によ っ て情報を 収集し 、 適切な避難行動に繋がる

よう 、「 く ら し の防災ガイ ド 」 などの広報物や平時から の防災情報に関する発信ツ

ールである「 KOBE 防災ポータ ルサイ ト 」 などにより 、 日頃から 、 災害時の情報提

供の種類や方法、 避難行動について分かり やすく 伝え、 市民の防災意識の向上を

図る。  

施策の推進方針 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ６ ） サプラ イ チェ ーン を含む経済活動の機能不全の防止 
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（ ６ ） サプラ イ チェ ーンを 含む経済活動の機能不全の防止 

6-1 サプラ イ チェ ーンの寸断、 エネルギー供給の停止等による企業活動の低下 

 

 

＜事業者の防災対策の促進＞ 

○大規模災害によるエネルギー供給の停止やサプラ イ チェ ーンの途絶は、 企業活動

に与える影響が非常に大き く 、 市民の経済活動にも 影響が及ぶこ と になる。 各企

業・ 事業所における災害時に必要な事業を 継続するため、 事業者の「 事業継続計

画（ BCP）」 の策定、 運用への取り 組みを促進し ていく 必要である。  

 

○事業者等への職場の防火・ 地震対策の手引き と し て「 職場を 守る防災マニュ アル」

などを 配布し ているが、 事業者自ら が防災への備えや減災への取り 組みを推進す

るため、 積極的な情報提供や啓発などの支援策を 進める必要がある。  

 

＜道路ネッ ト ワーク の防災・ 震災対策＞ 

○神戸港及び神戸空港、 その他経済活動に大き く 影響する重要施設を 多く 有し てい

る本市においては、 それら を 結ぶ道路ネッ ト ワーク の寸断による影響が大き いこ

と から 、 緊急輸送道路を 優先的に橋梁の耐震対策・ 維持補修を 継続的に進めると

と も に、 被災し た場合を 想定し 、 道路の早期啓開のための方針づく り が必要であ

る。  

 

 

＜無電柱化の推進＞ 

○無電柱化（ 電線共同溝等） を 、「 防災」、「 景観・ 観光」、「 安全・ 快適」 の観点から

推進し ている。 特に、 電柱等が倒壊するこ と による道路交通の寸断を防止するこ

と を 目的と する「 防災」 のため、 引き 続き 着実に推進する必要がある。  

 

 

＜多様な電力等の普及促進＞ 

○大規模災害時には、 化石燃料の供給が途絶えるこ と も 想定さ れるこ と から 、 太陽

光やバイ オマス等の再生可能エネルギー、 コ ージェ ネレーショ ン（ 災害対応型）

等の自立・ 分散型エネルギーの導入を 進めると と も に、 新たなエネルギーである

水素エネルギーの活用等、 多様なエネルギーの利活用や効率的なエネルギーの利

用ができ るまちづく り を 推進する必要がある。   

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ６ ） サプラ イ チェ ーン を含む経済活動の機能不全の防止 
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プラ イ チェ ーン を含む経済活動の機能不全の防止 

 

 

 

＜事業者の防災対策の促進＞ 

○事業者の防災対策と し て、 各企業・ 事業所における災害時に必要な事業を 継続す

るために、 事業者の事業継続計画（ BCP） 策定・ 運用への取り 組みを 促進する。  

 

 

 

○事業者の災害対応力の向上に向けて、 継続し た防災・ 防火管理者等への講習会支

援や、 防災訓練・ 防災教育の実施、 防火管理体制づく り の指導を 行う と と も に、

実効性を 持たせる ための啓発・ 支援策等の推進を 図る。  

 

＜道路ネッ ト ワーク の防災・ 震災対策＞ 

○道路ネッ ト ワーク の寸断を 回避する ため、 橋梁の耐震化については、 緊急輸送道

路や港湾幹線道路などの橋梁から 優先し て取り 組む。  

○定期的に全市で道路法面や道路擁壁等を 点検し 、 その結果を も と に市内全域にわ

たる 道路防災計画を 策定し 、 優先順位の高い箇所から 計画的に対策を 実施する 。 

 

 

 

＜無電柱化の推進＞ 

○無電柱化（ 電線共同溝等） は、「 防災」、「 景観・ 観光」、「 安全・ 快適」 の観点から

推進し ており 、 特に「 防災」 については、 電柱等が倒壊するこ と による道路交通

の寸断を 防止するこ と を 目的に、 緊急輸送道路を中心に整備を 推進する。  

 

 

＜多様な電力等の普及促進＞ 

○大規模災害時には、 化石燃料の供給が途絶えるこ と も 想定さ れるこ と から 、 太陽

光等の再生可能エネルギーや、 コ ージェ ネレーショ ン（ 災害対応型） 等の自立・

分散型エネルギーの導入を 進めると と も に、 バイ オマスエネルギーや新たなエネ

ルギーである水素エネルギーの活用等、 多様なエネルギーの利活用や効率的なエ

ネルギーの利用ができ るまちづく り を 推進する 。   

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ６ ） サプラ イ チェ ーン を含む経済活動の機能不全の防止 
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6-2 コ ンビナート ・ 重要な産業施設の損壊、 火災、 爆発等 

 

 

＜石油コ ンビ ナート 等の防災対策＞ 

○臨海部の石油コ ンビナート 施設については、 地震や津波による石油タ ンク の爆発

などの可能性も あるため、事業者に対する危険物施設の耐震化の促進や継続的に、

立入検査等を 通じ た実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及等に取り 組

んでいく 必要がある。  

 

＜多様な消防水利の確保＞ 

○大規模地震等では、 水道消火栓の破損が想定さ れるこ と から 、 重要な産業施設で

の火災に対し て、防火水槽の拡充やプール・ 池等を 消防水利と し て指定するなど、

多様な水利の確保を進めていく 必要がある。  

 

 

6-3 海上輸送の機能の停止による甚大な影響 

 

 

＜海の拠点整備＞ 

○神戸港については、 本市における海の広域防災拠点に位置づけら れており 、 災害

時においては救援物資及び救援部隊の受入れ拠点と なるため、 発災後も 施設機能

を 十分発揮でき る よう 現在進めている耐震強化岸壁の整備に加え、 老朽化対策、

長寿命化対策などの観点を 踏まえ、 港湾施設の戦略的な補強・ 補修対策が必要で

ある。  

 

〇垂水、 塩屋、 舞子各漁港については、 災害時に水産物の供給が滞るこ と を 防ぐ た

め、耐震・ 波浪・ 高潮対策およ び老朽化対策、長寿命化対策など漁港施設の整備・

改修が必要である 。  

 

○また、 神戸港は、 本市における経済活動の要であるこ と から 、 臨海部に集積する

各企業の災害時における事業の継続性を確保するこ と は非常に重要である。 こ の

ため、平成 27 年度に港湾関係者による「 神戸港港湾 BCP協議会」 を立ち上げ、「 神

戸港港湾 BCP」 を 策定し 、 大規模災害に対する備えを 進めている。 今後は、 同 BCP

で定めた、「 マネジメ ン ト 計画」 に基づき 、 同協議会によ る 継続的な取り 組みを

推進し 、 実効性を 高める必要がある。   

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ６ ） サプラ イ チェ ーン を含む経済活動の機能不全の防止 
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＜石油コ ン ビナート 等の防災対策＞ 

○臨海部の石油コ ンビナート 等の防災対策と し て、 準特定屋外タ ンク 貯蔵所の耐震

対策を 推進するなど、 危険物施設の耐震対策を 促進すると と も に、 立入検査等を

通じ た実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及等に継続し て取り 組んで

いく 。  

 

＜多様な消防水利の確保＞ 

○大規模災害時の消防水利を 確実に確保するため、 消火栓以外の水利が不足し てい

る地域の公園施設などを対象に、 防火水槽の整備を 継続し て行う と と も に、 プー

ル・ 池等の消防水利の指定など、 多様な水利の確保を 図る 。  

 

 

 

 

 

＜海の拠点整備＞ 

○港湾および漁港施設について、 耐震強化岸壁の整備を推進すると と も に、 外郭施

設（ 防波堤、 護岸等） や係留施設（ 岸壁、 物揚場等）、 臨港交通施設（ 橋梁、 ト

ンネル等） などを 対象と し て、 維持管理計画に基づく 点検及び計画の見直し を行

い、 戦略的かつ効率的な改修を実施するこ と により 、 施設の機能を 確実に維持し

ていく 。  

 

 

 

 

 

○平成 27 年度に策定し た「 神戸港港湾 BCP」 について、 その実効性を高めるため、

神戸港港湾 BCP協議会において、 同 BCPで定めた「 マネジメ ント 計画」 に基づい

た訓練や検証を行い、 必要に応じ て修正を 加えながら 、 運用を 進めていく 。  

施策の推進方針 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ７ ） ラ イ フ ラ イ ン 及び交通ネッ ト ワーク 等の確保と 早期復旧 
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（ ７ ） ラ イ フ ラ イ ン及び交通ネッ ト ワーク 等の確保と 早期復旧 

7-1 電力供給ネッ ト ワーク や石油・ ガス供給機能の停止 

 

 

＜自立・ 分散型エネルギー等の導入＞ 

○大規模広域災害により 、 電力の供給が停止し た場合の備えと し て、 太陽光やバイ

オマス等の再生可能エネルギー、コ ージェ ネレ ーショ ン（ 災害対応型） 等の自立・

分散型エネルギーの導入、 水素エネルギーなどの新エネルギーの活用等、 多様な

エネルギーの利活用を 推進する必要がある。 市施設への導入、 事業者による自主

的な再生可能エネルギー等の導入を 支援し 、 市内での取り 組みを拡げていく 必要

がある。  

○電力供給が停止し た場合でも 、 市民自ら 電力確保できる手段と し て、 住宅用太陽

光発電設備や停電時自立運転機能付き 家庭用燃料電池（ エネフ ァ ーム） 等の普及

促進に向けた体制を充実さ せる必要がある。  

＜避難所等のエネルギー確保対策＞ 

○避難所については、 発災後、 一定期間、 避難生活の場と し て利用さ れるため、 電

力供給途絶に備え、 最低限の投光器や簡易発電設備の整備を進めていると こ ろ で

あるが、 避難所環境の向上のため、 自家発電設備の拡充や炊き 出し 用の燃料等の

備蓄・ 供給体制の確保について検討する必要がある。  

 

7-2 上水道等の長期間にわたる供給停止 

 

 

＜水道施設の強化＞ 

○水道施設の強化については、「 神戸市水道施設耐震化基本計画」 に基づく 災害に強

く 早期復旧が可能な水道を めざし 、こ れまでに貯水機能のある災害時給水拠点（ 62

箇所： 平成 27 年度） の整備、「 いつでも じ ゃ ぐ ち」（ 40 箇所： 平成 27 年度） の整

備を 含む配水管の耐震化（ 耐震化率 35. 2%： 平成 26 年度） の推進、 大容量送水管

（ 全 12. 8 ㎞整備完了： 平成 27 年度） の整備、 隣接自治体と の連絡管（ 5 市 9 箇

所の整備： 平成 27 年度） の整備を 行っ てき ており 、 引き 続き 、 配水管等の耐震化

を 中心と し た水道施設の強化が必要である。   

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 
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イ フ ラ イ ン及び交通ネッ ト ワーク 等の確保と 早期復旧 

 

 

 

＜自立・ 分散型エネルギー等の導入＞ 

○大規模災害時には、 化石燃料の供給が途絶えるこ と も 想定さ れるこ と から 、 住宅

用太陽光発電設備・ 停電時自立運転機能付き 家庭用燃料電池（ エネフ ァ ーム） の

普及促進により 、 太陽光等の再生可能エネルギーや、 コ ージェ ネレ ーショ ン （ 災

害対応型） 等の自立・ 分散型エネルギーの導入を進めると と も に、 バイ オマスエ

ネルギーや新たなエネルギーである水素エネルギーの活用等、 多様なエネルギー

の利活用や効率的なエネルギーの利用ができ るまちづく り を推進する。  

 

 

 

＜避難所等のエネルギー確保対策＞ 

○避難所については、 発災後、 一定期間、 避難生活の場と し て利用さ れるため、 電

力供給途絶に備え、 最低限の投光器や簡易発電設備の整備を進めているが、 避難

所環境の向上のため、 流通備蓄の活用等、 更なる電力供給体制の確保について、

引き 続き 検討し ていく 。  

 

 

 

 

＜水道施設の強化＞ 

○水道施設の強化については、「 神戸市水道施設耐震化基本計画」 に基づく 災害に強

く 早期復旧が可能な水道を めざし 、 各種取り 組みを 進めており 、 今後は、 配水管

の更新・ 耐震化を 現行の 20km／年から 、 40km／年にペースアッ プする。 また、 住

民主導で開設でき る「 いつでも じ ゃ ぐ ち」（ 40 箇所： 平成 27 年） を防災福祉コ ミ

ュ ニティ 単位に 1 箇所、 地域住民と の調整を行いながら 整備し ていく と と も に、

職員が開設する「 緊急栓」（ 188 箇所： 平成 27 年度） も あわせて増設するこ と で、

すべての神戸市民の徒歩圏内に給水拠点を 整備するこ と を 目指す。 さ ら に、 隣接

自治体と の連絡管を整備するほか、 安定供給に必要な複数水源の確保を 継続し て

推進する。   

施策の推進方針 

施策の推進方針 
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7-3 下水道施設等の長期間にわたる機能停止 

 

 

＜下水道施設の強化＞ 

○下水道施設の強化については、 下水処理場の耐震・ 耐水化（ 管理棟等の耐震化完

了） 、 下水処理場のネッ ト ワーク 化による処理機能の確保、 下水管渠の耐震化、

公共下水道利用型仮設ト イ レ の整備等を推進し ている。 処理施設や汚水管渠の耐

震化は、 限ら れた財源の中で、 より 効果的に進めら れるよう 施設の改築・ 更新の

時期などを考慮し 、 段階的な耐震化に取り 組む必要がある。 またこ れら の対策に

加えて、官民連携による大規模災害への防災・ 減災対策を 進めていく 必要がある。  

 

 

  

脆弱性評価結果 
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＜下水道施設の強化＞ 

○災害時に拠点と なる病院や避難所などの重要施設の機能確保、 緊急輸送路の通行

阻害の防止を 図る ため、 優先的に対策を行う 箇所を 定め、 耐震診断を 行い、 必要

と なる管渠やマン ホールの耐震化を実施し ていく 。  

○処理場やポンプ場を 対象に耐震診断を 実施し 、 耐震性能に問題がある処理場やポ

ン プ場については、「 人命の確保」 と 「 最低限の機能確保」 を 目的と し た耐震補

強を 実施し ていく 。  

○処理場やポンプ場の設備の改築更新などに合わせて、 設備の設置高さ の引き 上げ

を 行い、 津波による 浸水で設備が故障し ないよ う 耐水化を 進めていく 。 さ ら に、

関連団体や資材メ ーカ ーと 締結し ている大規模災害時における協定に基づき 、 今

後も 官民連携によ る防災・ 減災対策を 進めていく 。  

 

  

施策の推進方針 
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7-4 広域的かつ基幹的交通ネッ ト ワーク の機能停止 

 

 

＜道路交通機能の強化＞ 

○本市では、 災害に強い広域かつ基幹的交通ネッ ト ワーク を 形成するため、 防災拠

点と 港・ 空港・ 国土幹線軸を 複数ルート で連絡する「 格子状道路ネッ ト ワーク 」

の構築を 目指し て緊急輸送道路の整備を推進し ていると こ ろ であり 、 引き 続き 、

橋梁・ 高架道路等の耐震化や長寿命化などの未整備の部分について、 計画的に事

業を 推進すると と も に、 道路ネッ ト ワーク のミ ッ シングリ ンク （ 大阪湾岸道路西

伸部、 神戸西バイ パス、 国道 175 号など） の解消を 図る必要がある 。  

 

○災害に強い道路を維持する ため、 平成 26 年度に策定し た「 道路防災計画」 に基づ

いた計画的な防災対策の推進を図る。 また、 近年、 風水害による被災が多く 発生

し ている六甲山エリ アについても 、 重点的な対策が必要である。  

 

＜港湾機能の強化＞ 

○神戸港については、 本市における海の広域防災拠点に位置づけら れており 、 災害

時においては救援物資及び救援部隊の受入れ拠点と なるため、 発災後も 施設機能

を 十分発揮でき る よう 現在進めている耐震強化岸壁の整備に加え、 老朽化対策、

長寿命化対策などの観点を 踏まえ、 港湾施設の戦略的な補強・ 補修対策が必要で

ある。  

 

＜空の拠点整備＞ 

○大規模災害が発生し 、 建物の倒壊や浸水被害により 道路交通に支障を き たし た場

合、 緊急物資の搬送や人命救助にヘリ コ プタ ーの活用が期待さ れる 。 今後は、 救

援部隊のヘリ コ プタ ーを 受け入れるための施設整備を 推進する必要がある。  

 

 

＜地下鉄の津波対策＞ 

○地下鉄海岸線の一部が、 南海ト ラ フ 地震の津波浸水想定地域に該当するため、 浸

水対策及び乗客の安全な避難を行う ための対策が必要である。  

 

 

  

脆弱性評価結果 
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＜道路交通機能の強化＞ 

○道路ネッ ト ワーク の寸断を 回避するため、 道路の耐震化については、 緊急輸送道

路や港湾幹線道路上の橋梁から 優先し て取り 組む。 また、 緊急輸送道路の未整備

区間について計画的に事業を 推進する と と も に、 道路ネッ ト ワーク のミ ッ シング

リ ンク（ 大阪湾岸道路西伸部、神戸西バイ パス、国道 175 号など） の解消を図る。  

 

 

 

○定期的に全市で道路法面や道路擁壁等を 点検し 、 その結果を も と に市内全域にわ

たる 道路防災計画を 策定し 、 優先順位の高い箇所から 計画的に対策を 実施する 。 

 

 

＜港湾機能の強化＞ 

○港湾施設について、耐震強化岸壁の整備を 推進すると と も に、外郭施設（ 防波堤、

護岸等） や係留施設（ 岸壁、 物揚場等）、 臨港交通施設（ 橋梁、 ト ン ネル等）     

などを 対象と し て、 維持管理計画に基づく 点検及び計画の見直し を 行い、 戦略的

かつ効率的な改修を実施するこ と によ り 、 施設の機能を確実に維持し ていく 。  

 

 

＜空の拠点整備＞ 

○神戸空港については、 空の広域防災拠点であり 、 発災直後の情報収集のためのヘ

リ コ プタ ー拠点と し ての初動対応に活用すると と も に、 災害救援活動、 救援物資

の輸送、 救難資機材の搬送、 災害医療派遣チームの搬送拠点と し て、 広域防災活

動の後方支援基地と し て最大限活用する。  

 

＜地下鉄の津波対策＞ 

○平成 26 年度に兵庫県が発表し た津波浸水想定区域については、 平成 28 年度時点

で対策済みである 。  

○地下鉄海岸線における津波から の避難対策と し て、 地震による電力供給の停止に

備え、 駅間ト ンネル内での緊急停止後、 次駅までの自力走行に必要な電力確保を

目的と し た大容量蓄電池を 整備（ 御崎変電所） し た。

施策の推進方針 
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（ ８ ） 制御不能な二次災害の未然防止 

8-1 海上・ 臨海部の複合災害の発生 

 

 

＜石油コ ンビ ナート 等の防災対策＞ 

○臨海部の石油コ ンビナート 施設などについては、 地震や津波による石油・ ガスタ

ンク の爆発などの可能性も あるため、 事業者に対する屋外タ ンク 等の危険物施設

の耐震化の促進や継続的に、 立入検査等による 実態把握、 自主防災体制の強化、

防火思想の普及等に取り 組んでいく 必要がある 。  

 

 

 

8-2 沿道の建物倒壊等による交通障害 

 

 

＜建築物の耐震化＞ 

○沿道建築物の倒壊を 防ぎ地震発生時の通行を 確保するため、 耐震改修促進法に基

づき 「 神戸市耐震改修促進計画」 において「 神戸市地域防災計画」 に定める緊急

輸送道路を指定し た上で、沿道の一定の高さ 以上の建築物を 対象と する耐震診断、

耐震改修等の補助制度を 実施し ている。 制度の利用を 促進し 、 沿道建築物の耐震

化の促進を図る必要がある。  

 

＜無電柱化の推進＞ 

○無電柱化（ 電線共同溝等） を 、「 防災」、「 景観・ 観光」、「 安全・ 快適」 の観点から

推進し ている。 特に、 電柱等が倒壊するこ と による道路交通の寸断を防止するこ

と を 目的と する「 防災」 のため、 引き 続き 着実に推進する必要がある。  

 

  

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 
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＜石油コ ン ビナート 等の防災対策＞ 

○臨海部の石油コ ンビナート 施設などについては、 地震や津波による石油・ ガスタ

ンク の爆発などの危険性も あるため、 屋外タ ン ク 等危険物施設については、 屋外

タ ンク 貯蔵所の耐震対策を 推進する。 また、 事業者に対し ては、 継続的に、 立入

検査等を 通じ た実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及等に取り 組んで

いく 。  

 

 

 

 

 

＜建築物の耐震化＞ 

○緊急輸送道路において、 沿道の一定の高さ 以上の建築物を 対象と する耐震診断、

耐震改修等の補助制度を実施し ている。 引き 続き 制度の周知に努めるなどにより

制度の利用を 促進し 、 沿道建築物の耐震化の推進を 図る。  

 

 

 

＜無電柱化の推進＞ 

○無電柱化（ 電線共同溝等） は、「 防災」、「 景観・ 観光」、「 安全・ 快適」 の観点から

推進し ており 、 特に「 防災」 については、 電柱等が倒壊するこ と による道路交通

の寸断を 防止する こ と を目的に、 緊急輸送道路を 中心に整備を 推進する。  

 

 

  

施策の推進方針 

施策の推進方針 
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8-3 防災施設、 ダム、 ため池、 天然ダム等の機能不全・ 損壊による二次災害の発生 

 

 

＜土砂災害等の二次被害の防止＞ 

○大規模地震などにより 地盤が緩み、 土砂災害の発生や天然ダムの形成・ 決壊と い

っ た二次災害の恐れがあるため、「 神戸市地域防災計画」 に基づき 、 災害後は、 国

土交通省（ 六甲砂防事務所）、 兵庫県と 連携し 、 危険箇所の調査及び必要な処置を

講じ る必要がある 。 また、 こ れら の情報については、 市民及び関係機関への周知

に努める。  

 

 

＜ため池の防災対策＞ 

○ため池については、 豪雨や地震等の影響による決壊の恐れがあるため、 水防計画

に位置付けら れている要監視ため池や老朽化し たため池等について、 定期点検や

改修事業を実施し ていると こ ろ であり 、 引き 続き 、 管理者の協力を 得ながら 調査

及び必要な対策を 実施する必要がある。  

 

 

8-4 有害物質の大規模拡散･流出 

 

 

＜危険物施設への対策の実施＞ 

○石油コ ンビナート 等、 爆発及び有害物質を大規模に拡散・ 流出する恐れがある施

設については、 事業者に対する危険物施設の耐震化の促進や継続的な立入検査等

による実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及等に取り 組んでいく 必要

がある。  

 

 

＜アスベスト 対策＞ 

○市の保有する全ての施設（ 約 3, 850 施設） について、 露出し ている吹付けアスベ

スト の対策は平成 22 年度で終えており 、今後、改修工事等で隠ぺい部分の吹付け

アスベスト が発見さ れた場合の適切な処置が必要である。 また、 地震等の被災に

より 飛散の可能性も あるため、 事前の対策を推進する必要がある。  

 

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 
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＜土砂災害等の二次被害の防止＞ 

○土砂災害等による二次災害を防止するため、 大規模地震等の発災直後に、 迅速か

つ的確に土砂災害等の危険箇所の調査を実施でき るよう に、 国、 県、 市がそれぞ

れ管理する施設情報等の共有を図るため、 平時から の連携やルールづく り 等を検

討する。  

 

 

 

＜ため池の防災対策＞ 

○ため池の防災対策と し て、決壊すると 下流への影響があるため池については、国・

県の補助制度を活用し 、 改修事業を 促進し ていく 。 また、 ため池管理者によ る適

正な管理について、 助言・ 指導を し ていく 。  

 

 

 

 

 

 

＜危険物施設への対策の実施＞ 

○石油コ ンビナート 等、 爆発及び有害物質を大規模に拡散・ 流出する恐れがある施

設については、 危険物施設の耐震対策を促進すると と も に、 事業者に対し て、 立

入検査等を通じ た実態把握、 自主防災体制の強化、 防火思想の普及等に継続し て

取り 組んでいく 。  

 

 

＜アスベスト 対策＞ 

○市の保有する施設において、 改修工事等で隠ぺい部分の吹付けアスベスト が発見

さ れた場合は、 関係法令に基づき 除去等の適切な措置を 実施する。 また、 地震等

の被災により 飛散の可能性も あるため、 事前の対策を 推進する。 さ ら に、 平成 26

年 4 月に石綿予防規則が改正さ れ、 吹付けアスベスト のほか、 保温材や耐火被覆

材等についても 、 損傷等により アスベスト の粉じ んを 発散さ せ、 労働者がその粉

じ んにばく 露する 恐れがあるこ と から 、 事前の対策を 推進する。   

施策の推進方針 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ８ ） 制御不能な二次災害の未然防止 
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8-5 農地・ 森林等の荒廃による被害の拡大 

 

 

＜緑の保全・ 育成＞ 

○社会情勢の変遷により 多く の民有林で手入れが行われずに荒廃が進行し 、 土砂災

害の一因と なっ ており 、 六甲山の保全については、 国、 県と 連携し た「 六甲山系

グリ ーンベルト 整備事業」 の推進、 並びに「 六甲山森林整備戦略」 に基づいた継

続的な整備の推進が必要である。  

 

 

○「 緑地の保全、 育成及び市民利用に関する条例（ 緑地条例）」 に基づき 、「 緑地の

保存区域」等を 指定し 、こ れら の区域内での緑地の適正利用を進める 必要がある。  

 

＜農地の保全＞ 

○市内の農業・ 農村地域を 「 人と 自然と の共生ゾーン」 と 位置づけ、 農村用途区域

の指定による秩序ある土地利用を 計画的に進めており 、 継続し て、 区域の特性に

応じ た農地、 里山の整備・ 保全・ 活用を行い、 災害に強い環境づく り を 進める必

要がある。  

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ８ ） 制御不能な二次災害の未然防止 
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＜緑の保全・ 育成＞ 

○六甲山における民有林での荒廃の進行が土砂災害の一因と なっ ているため、 六甲

山の保全については、 こ れから の 100 年を 見据え、 国、 県と 連携し た「 六甲山系

グリ ーンベルト 整備事業（ 樹林の保護育成、 樹林の適切な管理、 斜面対策、 都市

計画への位置づけ）」 を 推進すると と も に、「 六甲山森林整備戦略」 に基づいた継

続的な整備を 推進する。  

 

○「 緑地の保全、 育成及び市民利用に関する条例（ 緑地条例）」 に基づき 、「 緑地の

保存区域」 等を指定し 、 こ れら の区域内での緑地の適正利用を 進める。  

 

＜農地の保全＞ 

○農村用途区域の指定による 秩序ある土地利用を 計画的に推進し 、 地域住民が主体

と なっ た「 里づく り 計画」 の策定や、 その計画を実践する「 里づく り 事業」 の支

援など、 区域の特性に応じ た農地、 里山の整備・ 保全・ 活用を行い、 災害に強い

環境づく り を 推進する。  

 

 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ９ ） 地域社会・ 経済の早期再建のための整備 
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（ ９ ） 地域社会・ 経済の早期再建のための整備 

9-1 災害廃棄物処理の停滞による復旧・ 復興の遅延 

 

 

＜災害廃棄物処理指針策定＞ 

○大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理を 適正かつ迅速に行い、 円滑な復旧・

復興を 実現するため、「 神戸市災害廃棄物処理指針」 を策定し ている。 より 実効性

の高い計画と する ために、 随時検証・ 見直し を 実施する必要がある 。  

 

＜ク リ ーンセンタ ーの安定稼働＞ 

○大規模災害が発生し た場合、 廃棄物処理が停滞するこ と による衛生状態の悪化や

復旧・ 復興の遅れが生じ るため、 平時はも と よ り 災害時にも ク リ ーンセンタ ーの

安定稼働を継続し ていく 必要がある。  

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ９ ） 地域社会・ 経済の早期再建のための整備 
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域社会・ 経済の早期再建のための整備 

 

 

 

＜災害廃棄物処理指針策定＞ 

○大規模災害時に発生する災害廃棄物の処理を 適正かつ迅速に行い、 円滑な復旧・

復興を 実現するため、 策定し た「 神戸市災害廃棄物処理指針」 について、 随時検

証・ 見直し を 実施する。  

 

＜ク リ ーン センタ ーの安定稼働＞ 

○ク リ ーンセンタ ー、中継施設及び収集・ 運搬体制を 一つのネッ ト ワーク と と ら え、

複数の施設、 運搬体制を 柔軟に活用し 、 災害廃棄物の衛生的な処理に努める。  

〇なお、 港島ク リ ーンセンタ ーでは、 イ ンフ ラ が途絶し た状態で自立稼働を 行う た

め、 １ 週間程度の運転継続に必要な物資（ 薬品等） や上水の確保、 焼却炉を 立ち

上げるための非常用電源装置を整備し ている。  

 

  

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ９ ） 地域社会・ 経済の早期再建のための整備 
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9-2 地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 被災者への支援の遅れ、 治安の悪化等による復旧・ 復興の遅延 

 

 

＜地域コ ミ ュ ニティ 活動の促進＞ 

○阪神・ 淡路大震災では、 人と 人と がお互いに助け合い、 地域を中心と し た絆の大

切さ 、 防災における自助、 共助の重要性を 、 身をも っ て経験し ており 、 防災福祉

コ ミ ュ ニティ などを中心と し た平時から の地域活動を 進めている。 発災時におい

ても 、 こ の地域力を活かし た復旧・ 復興に向けた取り 組みを推進し ていく 必要が

ある。 また、 復旧過程の中で、 こ れら の地域コ ミ ュ ニティ の維持に配慮し ていく

必要がある。  

 

○本市では、「 神戸市民の安全の推進に関する条例」 に基づき 、 地域コ ミ ュ ニティ や

市民団体などによる平時から の地域安全活動を 推進し ており 、 発災後においても

行政、 消防団と 協働し 、「 地域の安全は地域で守る」 ための取り 組みを 継続し てい

く 必要がある。  

 

 

＜被災者生活再建支援＞ 

○東日本大震災では、 被害認定から 給付金等の支援までの手続き に時間がかかり 、

被災者の生活再建が遅れたこ と から 、 本市においては、 平成 27 年度に、 り 災証明

の発行、 被災者台帳の整備を 迅速に行う ための「 被災者生活再建支援（ I CT） シス

テム」 を 整備し ている。 今後は、 こ れら システムを 活用し ながら 、 被災者の生活

再建を 円滑に支援でき る体制づく り や被災者が早期に自立するための後方支援を

検討し ていく 必要がある。  

 

  

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ ９ ） 地域社会・ 経済の早期再建のための整備 
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＜地域コ ミ ュ ニティ 活動の促進＞ 

○阪神・ 淡路大震災では、 人と 人と がお互いに助け合い、 地域を中心と し た絆の大

切さ 、 防災における自助、 共助の重要性を、 身をも っ て経験し ており 、 防災福祉

コ ミ ュ ニティ などを中心と し た平時から の地域活動を 進めている。 発災時におい

ても 、こ の地域力を活かし た復旧・ 復興に向けた取り 組みを推進し ていく 。また、

復旧過程の中で、 こ れら の地域コ ミ ュ ニティ が維持でき るよう 支援を行っ ていく 。 

 

 

○「 神戸市民の安全の推進に関する条例」 に基づき 、 地域コ ミ ュ ニティ や市民団体

などによる平時から の地域安全活動を 推進し ており 、 発災後の治安維持について

も 行政、 消防団と 協働し 、「 地域の安全は地域で守る」 ための取り 組みを行っ てい

く 。  

 

 

＜被災者生活再建支援＞ 

○り 災証明の発行、被災者台帳の整備を 迅速に行う こ と を目的に平成 27 年度に整備

し た「 被災者生活再建支援（ I CT） システム」 を 有効に活用し 、 被災者の生活再

建を 円滑に支援でき る 体制づく り や被災者が早期に自立する ための後方支援体

制づく り を検討し ていく 。  

 

 

 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ １ ０ ） その他市民の安全・ 安心を 脅かす事象の軽減 
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（ １ ０ ） その他市民の安全・ 安心を 脅かす事象の軽減 

10-1 重大な犯罪の多発による市民への被害発生 

 

 

＜防犯まちづく り の推進＞ 

○地域においては、「 地域の安全は地域で守る」 と いう 意識のも と 、 防犯パト ロ ール

や見守り 活動などの防犯活動に取り 組んでいる 。 本市では、 犯罪抑止や犯罪捜査

を 担う 警察と 連携し ながら 、 こ う し た地域での防犯活動の支援を推進し ている。  

 

○市内での刑法犯認知件数は、 年々減少し ており 、 地域での防犯活動の推進による

対応は、 一定の成果があっ たが、 一方で、 近年、 全国的にも 凶悪な犯罪や市民に

身近な犯罪が発生し ている。 今後においても 、 地域での取り 組みへの継続的な支

援や市民の防犯意識の向上を 図り 、 地域レ ベルでの防犯対策を 強化する取り 組み

の推進が必要である。  

 

 

10-2 交通事故による死傷者の増加 

 

 

＜交通事故対策の推進＞  

○神戸市交通安全計画（ 平成 28～32 年度） が期間満了を迎えるため、 現状課題の把

握・ 分析に基づく 新たな計画を策定し 、 引き 続き 、 関係機関・ 団体と の連携のも

と に交通安全対策に取り 組んでいく 必要がある 。  

 

○近年の事故状況を踏まえた対策と し て、 高齢者・ 子ども の安全確保、 歩行者・ 自

転車の安全確保等に対する重点的な対策が必要である。  

 

  

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ １ ０ ） その他市民の安全・ 安心を脅かす事象の軽減 
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その他市民の安全・ 安心を 脅かす事象の軽減 

 

 

 

＜防犯まち づく り の推進＞ 

○地域では、「 地域の安全は地域で守る」 と いう 意識のも と 、 防犯パト ロールや見守

り 活動などの防犯活動に取り 組んでおり 、 こ れら の取り 組みに対し 、 警察と 連携

し た支援を推進し ていく 。  

 

○近年、 全国的にも 凶悪な犯罪や市民に身近な犯罪が発生し ており 、 今後において

も 、 地域での取り 組みへの継続的な支援や市民の防犯意識の向上を 図り 、 地域レ

ベルでの防犯対策を強化する取り 組みを推進する。  

 

 

 

 

 

 

 

＜交通事故対策の推進＞ 

○交通の安全に関する 総合的かつ長期的な施策を 展開し ていく ための大綱と し て

「 神戸市交通安全計画」 を 策定し 、 引き 続き 、 関係機関・ 団体と の連携のも と に

交通安全対策に取り 組んでいく 。  

 

○近年の事故状況を踏まえ、 高齢者・ 子ども の安全確保、 歩行者・ 自転車の安全確

保等に対する重点的な対策を 検討し ていく 。  

 

 

  

施策の推進方針 

施策の推進方針 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ １ ０ ） その他市民の安全・ 安心を 脅かす事象の軽減 

計画-73 

10-3 新型イ ンフ ルエンザ等の感染症の発生・ 拡大 

 

 

＜新型イ ンフ ルエンザ等対策＞ 

○本市では、 新型イ ンフ ルエンザ等対策特別措置法に基づき 、 平成 26 年度に「 神戸

市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画」 を 策定し ている。 新型イ ン フ ルエンザ等

感染症の対策は、 保健・ 医療分野のみなら ず、 全庁的な危機管理に係る重要な課

題である。 また、 新型イ ンフ ルエンザ等感染症への対応は、 ①感染拡大を可能な

限り 抑制し 、 市民の生命及び財産を 保護すると と も に、 ②市民生活及び市民経済

に及ぶ影響が最小と なるよう 、 国全体や市町村を超えた広範な地域で対応すべき

も のである。 そのため、 本市の部局ごと の行動計画を 整備すると と も に、 行動計

画に基づく 訓練を 実施し 、 全庁的な危機対応力の向上を図る必要がある。 また、

関係機関と の協力・ 連携体制を構築する必要がある。  

 

＜感染症対策と 市民啓発＞ 

○本市では、 過去に発生し た新型イ ンフ ルエンザの対応経験から 、 新たな感染症の

早期発見及び感染拡大を 防止する仕組み（ 神戸モデル） を 構築し ており 、 区感染

症対策連絡会、 感染症対策特別講座、 感染症対策リ ーダー研修会、 感染症対策ア

ド バイ ザーの募集・ 登録等による健康危機管理体制の強化等を 実施し ている。 今

後も 、「 神戸モデル」 を 継続し て実施し ていく と と も に、 市民一人ひと り が、 感染

症に対する意識を 高めるための啓発を 推進する 必要がある。  

 

 

10-4 武力攻撃やテロ等の国民保護に係る市民への危機の拡大 

 

 

＜国民保護計画の充実＞ 

○武力攻撃やテロへの対策と し て、 神戸市国民保護計画及び実施マニュ アルを 作成

すると と も に、「 兵庫県・ 神戸市国民保護共同訓練」 を 実施し 、 初動対応や相互連

携の確認などを進めている。 今後は、 訓練などの検証を踏まえ、 迅速な初動体制

の確立や関係機関と の連携強化、 市民への迅速な情報提供などについて推進する

必要がある。 また、 国民保護法の「 緊急対処事態」 になら ない小規模なテロが世

界中で発生し ており 、 それら への対応についても 取り 組みを進める 必要がある。  

 

  

脆弱性評価結果 

脆弱性評価結果 



 
第３ 章 脆弱性の評価及び施策の推進方針 
（ １ ０ ） その他市民の安全・ 安心を脅かす事象の軽減 
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＜新型イ ン フ ルエンザ等対策＞ 

○平成 26 年度に策定し た「 神戸市新型イ ンフ ルエンザ等対策行動計画」 に基づき 、

発生段階別、 対応部局ごと の行動計画を整備すると と も に、 計画に基づく 訓練の

実施や関係機関と の協力・ 連携体制の構築を図る。  

 

 

 

 

 

 

 

＜感染症対策と 市民啓発＞ 

○本市では、 過去に発生し た新型イ ンフ ルエンザの対応経験から 、 新たな感染症の

早期発見及び感染拡大を防止する仕組み（ 神戸モデル） を構築し ており 、 区感染

症対策連絡会や感染症対策特別講座などによ る 健康危機管理体制の強化等を 実

施し ている。 今後も 、「 神戸モデル」 を 継続し て実施し ていく と と も に、 市民一

人ひと り が、 感染症に対する意識を高めるための啓発を推進する。  

 

 

 

 

 

 

＜国民保護計画の充実＞ 

○武力攻撃やテロへの対策と し て、 神戸市国民保護計画及び実施マニュ アルを 作成

する と と も に、「 兵庫県・ 神戸市国民保護共同訓練」 を 実施し 、 初動対応や相互

連携の確認などを 進めており 、 今後は、 訓練などの検証を 踏まえ、 迅速な初動体

制の確立や関係機関と の連携強化、 市民への迅速な情報提供などについて推進す

る。 さ ら に、 幹部職員を 対象と し たケーススタ ディ （ 事例研究） を 実施する こ と

で、 市の危機対応力の向上に努める。  

 

 

施策の推進方針 

施策の推進方針 
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 脆弱性評価の結果を 踏まえた推進方針に基づき 、 施策事業を 着実に推進し ていく も

のと する。 限ら れた資源で効率的・ 効果的に安全なまちづく り を進めるため、 リ スク

シナリ オ（ 起き てはなら ない最悪の事態） を避ける ための施策事業群を プログラ ムと

し て整理し 、 プログラ ム単位で施策の重点化を 図る も のと する。  

 

１ ． プログラ ム重点化の考え方及び設定方法  

国の基本計画では、 国の役割の大き さ 、 影響の大き さ と 緊急度の観点から 、 45

のプログラ ムから 15 の重点化すべき プログラ ムを選定し ている 。  

本計画では、 国の基本計画で設定さ れた 45 の「 起き てはなら ない最悪の事態」

を も と に、 本市の特性やこ れまでの取り 組みを 踏まえて、 独自の「 起き てはなら な

い最悪の事態」 を 設定し た。  

こ れら の「 起き てはなら ない最悪の事態」 に係るプログラ ムは、 全てが取り 組む

べき 重要な施策ではあるが、 本市の特性や被害想定を 勘案し つつ、 ①本市の役割の

大き さ 、 ②影響の大き さ 、 ③緊急度、 ④神戸市の特性、 の視点から 優先度を 総合的

に判断し 、 国の基本計画の 15 の重点化すべき プログラ ムを勘案し つつ、 本市独自

のプログラ ムを あわせて、 15 の重点化すべき プログラ ムを 選定し た。  

 

２ ． 重点化すべき プログラ ム  

重点化すべき プロ グラ ムに係る 15 の「 起き てはなら ない最悪の事態」 は、 表 4-1

のと おり である。  

こ の重点化し たプログラ ムについては、 その重要性に鑑み、 進捗状況、 関係局室

区における施策の具体化の状況等を踏まえつつ、 より 一層の取り 組みの推進に努め

るも のと する。  

 

３ ． 本計画の推進体制  

本計画に基づく 施策を 確実に推進するため、 ハード ・ ソ フ ト と も に目標を持っ て

取り 組むよう 努めるほか、 各プログラ ムの達成度や進捗を 随時把握し 検証するこ と

により 、 Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによる施策の進捗管理を 行う と と も に、 必要に応じ て施

策を 追加し 、 本計画に基づく 取り 組みを 推進し ていく 。  
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表 4-1 重点化すべき プログラ ム（    部分）  

事前に備えるべき 目標 神戸市において起き てはなら ない最悪の事態 

1 
人命を 最優先と し た都市
基盤の構築 

1-1 地震によ る 建物・ 交通施設等の倒壊による 死傷者の発生 

1-2 大規模な火災による 死傷者の発生 

1-3 津波によ る 死傷者の発生 

1-4 洪水・ 高潮等による 死傷者の発生 

1-5 土砂災害等によ る死傷者の発生 

1-6 情報伝達の不備や避難行動の遅れ等による 死傷者の発生 

2 
協働と 参画によ る 地域力
の向上と 配慮の必要な 方
への対応 

2-1 地域防災力の低下によ る被害の拡大 

2-2 地理的不慣れな観光客など来街者の避難の遅れによる 被害の拡大 

2-3 
災害時要援護者など配慮の必要な方への支援不足によ る 被害の 
拡大 

3 
発災直後から の応急対応
策の強化 

3-1 食料・ 飲料水等、 生命に関わる物資供給の長期停止 

3-2 救援・ 救助機関の被災等によ る救助･救急活動等の不足 

3-3 救助・ 救急、 医療活動のためのエネルギー供給の途絶 

3-4 避難所等の避難者及び帰宅困難者への支援不足 

3-5 医療機関の被災、 医療支援の途絶による医療機能の麻痺 

3-6 被災地における 疫病・ 感染症等の発生 

4 
発災直後から の行政機能
の確実な発揮 

4-1 庁内機関の職員･施設等の被災によ る機能低下 

5 
発災直後から の情報通信
機能の確保 

5-1 電力供給停止等によ る 情報通信の麻痺・ 長期停止 

5-2 報道機関の被災によ る 災害情報伝達機能の低下 

6 
サプ ラ イ チ ェ ーン を 含む
経済活動の機能不全の防
止 

6-1 
サプ ラ イ チェ ーン の寸断、 エネルギー供給の停止等によ る 企業活
動の低下 

6-2 コ ン ビナート ・ 重要な産業施設の損壊、 火災、 爆発等 

6-3 海上輸送の機能の停止によ る 海外貿易への甚大な影響 

7 
ラ イ フ ラ イ ン 及び交通ネ
ッ ト ワーク 等の確保と 早
期復旧 

7-1 電力供給ネッ ト ワーク や石油・ ガス供給機能の停止 

7-2 上水道等の長期間にわたる 供給停止 

7-3 下水道施設等の長期間にわたる機能停止 
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事前に備えるべき 目標 神戸市において起き てはなら ない最悪の事態 

7-4 広域的かつ基幹的交通ネッ ト ワーク の機能停止 

8 
制御不能な 二次災害の未
然防止 

8-1 海上・ 臨海部の複合災害の発生 

8-2 沿道の建物倒壊等によ る交通障害 

8-3 
防災施設、 ダム、 ため池、 天然ダム等の機能不全・ 損壊によ る 二
次災害の発生 

8-4 有害物質の大規模拡散･流出 

8-5 農地・ 森林等の荒廃による 被害の拡大 

9 
地域社会・ 経済の早期再
建のための整備 

9-1 災害廃棄物処理の停滞によ る 復旧・ 復興の遅延 

9-2 
地域コ ミ ュ ニティ の崩壊、 被災者への支援の遅れ、 治安の悪化等
によ る復旧・ 復興の遅延 

10 
その他市民の安全・ 安心
を 脅かす事象の軽減 

10-1 重大な犯罪の多発によ る市民への被害発生 

10-2 交通事故による 死傷者の増加 

10-3 新型イ ン フ ルエンザ等の感染症の発生・ 拡大 

10-4 武力攻撃やテロ 等の国民保護に係る 市民への危機の拡大 
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第１ 章 長期的な 視点に立っ た危機管理・ 防災戦略 

第１ 節 危機管理・ 災害対策の総合的・ 計画的な 推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 神戸市民の安全の推進に関する条例 
危機管理室 

 地域安全推進担当 
全般 施策-3 

２ 地域防災計画 危機管理室 計画担当 全般 施策-3 

３ 国民保護   施策-4 

 
(１)国民保護計画 危機管理室 計画担当 

         危機対応担当 

10-4 施策-4 

(２)国民保護計画・実施マニュアルの検証 10-4 施策-4 

４ 危機管理基本指針   施策-5 

 
(１)危機管理基本指針の策定 

危機管理室 

総務担当 

危機対応担当 

計画担当 

4-1 施策-5 

(２)減災・危機管理アクションの推進 危機管理室 総務担当 4-1 施策-5 

５ 南海トラフ地震防災対策 危機管理室 計画担当 
1-1 

1-3 
施策-5 
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施策-3 

第１ 節 危機管理・ 災害対策の総合的・ 計画的な 推進 

 

１  神戸市民の安全の推進に関する 条例 

阪神・ 淡路大震災や須磨の連続児童殺傷事件な ど を 背景に 、 市民の安全な ま ち づく り への機

運の高ま り を 受け て 、「 神戸市民の安全の推進に関する 条例」 を 制定し 、 平成 10 年１ 月 17 日に

施行し た 。  

本条例の制定によ り 、 市民・ 事業者・ 市が役割を 分担し 協働し て 地域活動に積極的に取り 組

み、 良好な コ ミ ュ ニ テ ィ を 育み、 地域社会が災害や犯罪、 事故に対応する だ けの力を つけて い

く こ と を 目指す。  

特にこ れから のま ち づく り で は、 市民一人ひと り の身近な 取り 組みを 地域全体の安全で 安心

な ま ち づく り につな げて いく こ と が重要で 、 条例の基本的考え 方で ある 。  

【 主な 内容】  

○前文 

コ ミ ュ ニ テ ィ で の助け合いな ど 震災の教訓や、 地域の安全確保に対する 市民の決意な ど 、

条例の背景や目指す内容を 総括的に盛り 込み、 神戸市民の総意と し て 共有する 。  

○基本理念 

市、 事業者、 市民の役割分担と 協働 

○良好な 地域社会の形成 

災害、 犯罪、 事故から 得た 教訓等の継承と 発信 

○安全で 安心な コ ミ ュ ニ テ ィ づく り  

各地域で 、地域の住民団体や事業者、ボラ ン テ ィ ア 団体な ど 、幅広い層が積極的に参加し 、

防災や防犯な ど の課題に 対応で き る「 安全で 安心な コ ミ ュ ニ テ ィ 」 を 形成する 。 市は必要

な 支援を 講じ る 。  

○要援護者への配慮 

高齢者や障害者、 児童な ど の「 要援護者」 への配慮、 支援について 定める 。  

○啓発、 人材育成 

事業者、 市民に安全に関する 学習機会を 提供し 、 地域の安全を 担う 人材を 育成する 。  

○区を 中心にし た 安全な ま ち づく り  

市民に 身近な 区を 中心に 、 地域特性に応じ た 安全ま ち づく り の展開を 図る 。  

（ 区安全ま ち づく り 計画の作成、 区安全会議の開催等）  

○市民防災の日 

１ 月 17 日を 市民防災の日と する な ど 、 震災の教訓の継承、 発信に 努める 。  

 

２  地域防災計画 

神戸市地域防災計画について は、 阪神・ 淡路大震災以降、 適宜、 計画の見直し を 実施し 、 各

対策の業務手順と な る 防災対応マ ニ ュ ア ルや、 南海ト ラ フ 地震防災対策推進計画等を 追加し て

いる 。 さ ら に、 東日本大震災を 契機と し 、 大規模広域災害や激化する 自然災害に備え る た め、

平成 26 年度に 抜本的な 計画改定を 行っ た 。  

今後も 国内外の災害や防災対策の進展にあ わせて 、 防災基本計画や兵庫県地域防災計画、 各

種法令と の整合性に配慮し つつ毎年度見直すと と も に、 必要に応じ て 改定し て いく 。  
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３  国民保護 

大規模テ ロ な ど が発生し た 場合において も 、 市、 県、 国、 関係機関が協力し 、 市民の安全を

確保する 取り 組みがで き る よ う に、 武力攻撃事態等におけ る 国民の保護のた めの措置に関する

法律（ 国民保護法） に基づき 、 平成 19 年３ 月に 神戸市国民保護計画を 策定し て いる 。  

 

（ １ ） 国民保護計画 

国民保護法に基づき 、 武力攻撃事態等にお いて 市民の生命、 身体お よ び財産を 守る た めの

計画と し て 国民保護計画を 作成し た 。 ま た 、 計画の実効性を 担保する た め、 実施マ ニ ュ ア ル

を 作成し た 。 今後も 国の基本指針等と の整合性に 配慮し つつ毎年度見直すと と も に 、 必要に

応じ て 改定し て い く 。  

 

（ ２ ） 国民保護計画・ 実施マ ニ ュ ア ルの検証 

国民保護事案を 想定し た 国民保護訓練な ど を 通じ て 国民保護計画・ 実施マ ニ ュ ア ルの検証

を 行い 、 必要があ れば改定を 行う 。  

 

事 業 名 全事業量等 

国民保護訓練 年１ 回程度 
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４  危機管理基本指針 

阪神・ 淡路大震災を 経験し た 本市で は、 すべて の人が安心し て 暮ら すこ と がで き る 安全な ま

ち づく り を 推進する た め、 神戸市民の安全の推進に関する 条例を 定める と と も に、 平成 14 年４

月には危機管理全般を 指揮・ 統括する 危機管理監を 設置し 、庁内の指揮権の強化を 図っ て き た 。

し かし な がら 、 世界各地における テ ロ 事案の発生や重症急性呼吸器症候群（ Ｓ Ａ Ｒ Ｓ ）、 高病原

性鳥イ ン フ ルエ ン ザを はじ めと し た 健康危機な ど 予測困難な 新た な 危機への対応も 求めら れて

いる 。  

そ こ で 、「 1. 17」 を 忘れな い と いう 思いのも と 、 本市の危機対応の指針と し て「 神戸市危機管

理基本指針－よ り 効果的な 体制の構築を めざ し て －」 を 策定する と と も に 、 庁内の推進体制と

し て 危機管理推進会議を 設置し 、 定期的な 危機管理推進会議の開催によ り 危機管理体制の強化

を 図る と と も に、 必要に 応じ て 指針を 改定し て い く 。  

 

（ １ ） 危機管理基本指針の策定 

危機管理基本指針－よ り 効果的な 体制の構築を めざ し て － 

神戸市地域防災計画や神戸市国民保護計画を 具体的に実施する た め、 市の行政内部にお

ける 危機管理監・ 危機管理室と 各局室区の役割や危機レ ベ ルと 体制の構築、 危機対応の基

本的ルールについ て 明示する 行政の指針で あり 、 神戸市職員の全員が常時共通の認識を 持

ち 、 危機の発生に 対し 最も 効果的な 体制を 迅速に 構築する こ と で 、 市民の生命・ 身体又は

財産に 及ぼす被害若し く は損失の防止・ 軽減を 図る こ と を 目的と する 。  

 

（ ２ ） 減災・ 危機管理ア ク シ ョ ン の推進 

神戸市職員の災害対応力の維持・ 向上のた め、 地域防災計画な ど 既存の災害対応の計画・

マ ニ ュ ア ルの一部を 実施し 、 毎年職員が災害対応を 少し で も 経験する と と も に、 計画・ マ ニ

ュ ア ルの修正が必要にな れば、 そ れを 反映さ せる 。  

 

５  南海ト ラ フ 地震防災対策 

「 南海ト ラ フ 地震に係る 地震防災対策の推進に関する 特別措置法」 に基づき 、 平成 26 年度に

「 南海ト ラ フ 地震防災対策推進計画」 を 策定し た 。  

推進計画で は、 大き く 以下の事項を 定めて おり 、 引き 続き 、 計画に 基づく 各種対策を 推進す

る 。  

 

 

 

●推進計画で 定める べき 事項 

① 地震防災上緊急に整備すべき 施設等に 関する 事項 

② 津波から の防護、 円滑な 避難の確保及び迅速な 救助に関する 事項 

③ 関係者と の連携協力の確保に関する 事項 

④ 防災訓練に 関する 事項 

⑤ 地震防災上必要な 教育及び広報に関する 事項 

⑥ 津波避難対策緊急事業計画の基本と な る べき 事項 



施策-6 
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第２ 章 災害に強い安全都市基盤の構築 

第１ 節 災害に強い多核ネッ ト ワーク 都市の形成 

第１項 計画的な土地利用の誘導 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 健全な市街地の誘導   施策-15 

 

(１)線引き、地域地区指定、開発指導要綱 

都市局 都市計画課 
1-1 

1-2 
施策-15 

 

①市街化区域・市街化調整区域の指定 

②地域地区(用途地域、防火・準防火地域等)の指定 

③開発指導要綱の活用 

(２)地域特性に応じたルールづくり 

都市局  

都市計画課 

まち再生推進課 

建築住宅局 

建築指導部建築安全課 

1-1 

1-2 
施策-15 

 

①地区計画制度の活用 

②まちづくり協定の活用 

③建築協定の活用 

④近隣住環境計画制度の活用 

⑤総合設計制度の活用 

(３)密集市街地の再生 

都市局 

まち再生推進課 

1-1 

1-2 

8-2 

施策-16 
 

①燃え広がりにくいまちづくりの推進 

②建物が倒壊せず、避難が可能なまちづくりの推進 

③防災性と地域魅力を向上するまちづくりの推進 

(４)地下空間の安全確保 

危機管理室 計画担当 

建設局 防災課 

1-4 

1-6 
施策-16 

 

①地下空間での豪雨及び洪水に対する危険性の事前

の周知、啓発 

②地下施設への流入防止施設等の浸水被害軽減対策

の促進 

③避難体制の確立 

(５)しなやかで強い都心づくり 
危機管理室 計画担当 

 

都市局都市計画課 

中央区 総務部総務課 

1-1 

2-2 

3-4 

施策-17 
 

 ①都市再生安全確保計画 

 ②帰宅困難者対策 

２ みどりの聖域づくりの推進   施策-18 

 

(１)緑地の保全、育成および市民利用に関する条例による

区域指定 建設局 公園部計画課 8-5 
施策-18 

(２)緑地の保全事業 施策-18 

(３)緑地の育成事業 建設局  

 公園部森林整備事務所 
8-5 

施策-18 

(４)緑地の市民利用事業 施策-18 

(５)六甲山系等の森林整備 建設局 防災課 8-5 施策-18 

３ 人と自然との共生ゾーンの推進 経済観光局 農政計画課 8-5 施策-19 

 



 
 

施策-8 

第２項 多重性のある広域交通ネットワークの整備 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 道路ネットワークの形成   施策-21 

 

(１)道路網（緊急輸送道路）の整備 

建設局 

道路計画課 

道路工務課 

湾岸・広域幹線道路本部推進課 

都市局 

都市計画課  

市街地整備部都市整備課 

港湾局 港湾計画課 

3-17-4 施策-21 

(２)橋梁・高架道路等の耐震化 
建設局 道路工務課 

港湾局 港湾計画課 

3-1 

7-4 
施策-21 

(３)橋梁長寿命化修繕計画 
建設局 道路工務課 

港湾局 港湾計画課 

3-1 

7-4 
施策-21 

(４)トンネルの補修 

建設局 道路工務課 
3-1 

7-4 

施策-22 

(５)路面下空洞調査 施策-22 

(６)道路施設災害予防対策 

施策-22 
 

①街路樹の風水害対策 

②道路照明灯、大型案内標識の風水害対策 

２ 鉄道ネットワークの形成 

都市局 

公共交通課 

市街地整備部都市整備課 

交通局 

高速鉄道部地下鉄運輸サービス課 

7-4 施策-23 

３ 港湾ネットワークの形成 港湾局 港湾計画課 
6-3 

7-4 
施策-24 
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第３項 ライフラインネットワークの整備 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 共同溝・電線共同溝等の整備 建設局 道路工務課 
6-1 

7-1 
施策-25 

２ 水道の強化   施策-25 

 

(１)災害に強い施設の整備 

水道局 配水課 
3-1 

7-2 
施策-25 

 

①災害時給水拠点の整備 

②配水管の耐震化の推進 

③大容量送水管の整備 

(２)渇水に強い水道づくり 水道局 

計画調整課 

3-1 

7-2 

施策-26 

(３)隣接自治体との連携の強化 施策-26 

３ 下水道の強化   施策-27 

 

(１)処理場のネットワーク化 

建設局 下水道部計画課 7-3 

施策-27 

(２)処理場・ポンプ場の耐震・耐水化 施策-27 

(３)下水道管渠の耐震化 施策-27 

(４)下水道施設の計画的な改築・更新と機能強化 

施策-28 

 
①管渠 

②施設 

 

第４項 水と緑のネットワークの形成 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 河川における環境形成帯の創出 

建設局 

公園部計画課 

公園部整備課河川課 

1-2 施策-29 

２ 幹線道路における環境形成帯の創出 都市局 都市計画課 1-2 施策-31 

３ 六甲山系グリーンベルト整備事業の推進 建設局 防災課 
1-5 

8-5 
施策-31 

４ 臨海部における環境形成帯の創出 港湾局 港湾計画課 
1-3 

2-2 
施策-32 

 



 
 

施策-10 

第２ 節 自然災害等災害予防対策の推進 

第１項 土砂災害対策の推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 治山事業   施策-33 

 

(１)自然災害防止事業 

建設局 防災課 
1-5 

8-3 

施策-33 

(２)市有林内山腹崩壊復旧事業 施策-33 

(３)県単独補助治山事業 施策-33 

(４)国有林関係事業 施策-33 

(５)保安林(民有林)関係事業(県実施) 施策-34 

２ 砂防事業 建設局 防災課 
1-5 

8-3 
施策-34 

３ 六甲山系グリーンベルト整備事業の推進(再掲) 建設局 防災課 
1-5 

8-3 
施策-34 

４ 地すべり対策事業(県実施) 建設局 防災課 
1-5 

8-3 
施策-34 

５ 急傾斜地崩壊対策事業(県実施) 建設局 防災課 
1-5 

8-3 
施策-34 

６ 道路防災対策事業 建設局 道路工務課 
1-5 

7-4 
施策-34 

７ 土砂災害警戒区域等の設定 建設局 防災課 
1-5 

1-6 
施策-34 

８ 土砂災害に関する避難啓発の推進   施策-35 

 
(１)住民説明会の実施 危機管理室 計画担当 

1-5 

1-6 
施策-35 

(２)土砂災害避難マップの作成(兵庫区) 兵庫区 総務部総務課 
1-5 

1-6 
施策-35 

 

第２項 宅地災害対策等の推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 既成宅地の安全対策 

建設局 

防災課 

建築住宅局 

建築指導部建築安全課 

1-5 施策-36 

２ 宅地造成工事許可等   施策-36 

 

(１)宅地造成等規制法の運用 建設局 

防災課 
1-5 

施策-36 

(２)都市計画法の運用 施策-36 

(３)斜面地建築工事の指導 
建築住宅局 

建築指導部建築安全課 
1-5 施策-36 

３ 急傾斜地崩壊危険区域 建設局 防災課 1-5 施策-36 

４ 宅地災害未然防止措置の取り組み   施策-36 

 

(１)防災パトロールの実施 
建設局 防災課 1-5 

施策-36 

(２)宅地保全相談・神戸市既成宅地防災工事貸付金 施策-37 

(３)宅地防災月間 建設局 防災課 1-6 施策-37 
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第３項 洪水・浸水対策の推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 河川洪水対策   施策-38 

 

(１)河川整備の推進 

建設局 河川課 1-4 

施策-38 

 
①河川改修事業 

②河川管理施設点検 

(２)総合治水対策 
施策-39 

 ①流域貯留事業 

(３)河川情報の提供 

建設局 河川課 

灘区 総務部総務課 

1-4 

1-6 
施策-39 

 

①河川モニタリングカメラ 

②河川増水警報システム 

③都賀川増水時事故の防止（灘区） 

(４)河川の浸水想定区域における連絡体制の強化 

消防局 警防部警防課 
1-4 

1-6 
施策-39 

 

①河川溢水等による浸水想定区域の実態調査の実施 

②避難準備情報、避難勧告・指示の伝達方法の確立 

③住民への周知 

２ 都市の浸水対策の推進   施策-41 

 

(１)雨水幹線・雨水ポンプ場の整備 

建設局 下水道部計画課 1-4 

施策-41 

(２)浸水に対する情報発信の充実 施策-41 

(３)雨水流出抑制施設の整備 施策-42 

(４)地下街等の浸水対策 

建設局 

防災課 

下水道部計画課 

交通局 

高速鉄道部地下鉄運輸サー

ビス課 

1-4 施策-42 

３ 高潮・沿岸部都市浸水対策の推進  
 

施策-42 

 

(１)海岸保全施設の整備 

港湾局 海岸防災課 1-4 

施策-42 

(２)海岸保全施設の老朽化対策 施策-43 

(３）神戸港防災ポータルサイト 施策-43 

(４）神戸港港湾ＢＣＰ協議会の運営 施策-43 

(５）須磨海岸の整備 施策-43 

(６）海岸保全施設の老朽化対策（漁港） 
経済観光局 

農水産課 
1-4 施策-43 

(７)漁港施設の整備 
経済観光局 

農水産課 
1-4 施策-43 

４ ため池防災対策の推進 経済観光局 農政計画課 8-3 施策-44 

 

 



 
 

施策-12 

第４項 津波対策の推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 港湾、漁港施設・海岸保全施設の整備   施策-45 

 

(１)海岸保全施設の補強等 港湾局 海岸防災課 
1-3 

6-3 

施策-45 

(２) 神戸港水門・防潮鉄扉の遠隔操作・遠隔監視システム構

築 
港湾局 港湾計画課 施策-45 

(３)港湾・漁港施設の戦略的改修 

港湾局 

港湾工務課 

海岸防災課 

経済観光局 

農水産課 

1-3 

6-3 
施策-45 

２ 地域津波防災計画   施策-46 

 

(１)地域津波防災計画に基づく取り組みの促進 危機管理室 計画担当 
1-3 

2-1 
施策-46 

(２)津波表示板の設置 危機管理室 計画担当 

1-3 

2-1 

2-2 

施策-46 

(３)津波緊急待避所表示板の設置 危機管理室 計画担当 
1-3 

2-3 
施策-46 

３ 都心部の津波避難対策 危機管理室 計画担当 
1-3 

2-2 
施策-46 

４ 臨海部の津波避難対策 港湾局 海岸防災課 1-3 施策-47 

５ 海抜表示板の設置 

危機管理室 計画担当 

建設局 道路工務課 

港湾局 海岸防災課 

1-3 

2-2 
施策-47 

６ 神戸港港湾 BCP 協議会の運営（再掲） 港湾局 海岸防災課 
6-1 

6-3 
施策-47 

７ 交通施設の津波対策   施策-47 

 

(１)地下鉄海岸線の津波浸水対策 
交通局高速鉄道部 

施設管理課 

1-3 

7-4 
施策-47 

(２)地下鉄海岸線の大容量蓄電池の整備 
交通局高速鉄道部 

電気システム課 

1-3 

7-4 
施策-47 

 

第５項 大規模地震対策の推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 地震防災対策緊急事業５箇年計画 危機管理室 計画担当 1-1 施策-48 

２ 屋外タンク貯蔵所の耐震化の推進 消防局 危険物保安課 
1-2 

8-1 
施策-48 

３ みなとの耐震対策の推進 

港湾局 

港湾計画課 

海岸防災課 

経済観光局 

農水産課 

1-1 

7-4 
施策-48 

４ 妙法寺駅等プラットホーム上屋耐震改修工事 
交通高速鉄道部 

施設管理課 

1-1 

7-4 
施策-48 
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第６項 火災予防への取り組み 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 企業の自主防火管理体制の強化   施策-49 

 

(１)防火査察の徹底 

消防局 予防部査察課 
1-2 

3-2 

施策-49 

(２)法令規制に対する違反事項の是正 施策-50 

(３)危険物施設における自主保安体制の推進 施策-50 

(４)防火管理体制づくりの指導 施策-50 

(５）企業の自主保安体制の推進 施策-50 

２ 市民による自主防災組織の確立と防災活動の推進 消防局 予防部予防課 2-1 施策-50 

３ 消防団による防災活動の推進   施策-51 

 

(１)消防団員の育成 

消防局 警防部警防課 1-2 

施策-51 

(２)防災知識の普及 施策-51 

(３)各種訓練指導 施策-51 

(４)消防団の入団促進 施策-51 

４ 火災予防広報 消防局 予防部予防課 1-2 施策-51 

５ 住宅防火の推進 消防局 予防部予防課 1-2 施策-51 

 

 

 



第１節 災害に強い多核ネットワーク都市の形成 

第１ 項 計画的な土地利用の誘導 

施策-14 

第１ 節 災害に強い多核ネッ ト ワーク 都市の形成  

 

神戸の有する地域特性を 生かし ながら 、 自然環境と 調和し 、 人口や都市機能の均衡がと れた、 災害に

強い都市空間の形成を 図る。  

こ のため、 市街地では健全な土地利用を 誘導し 、 市街化調整区域ではみどり の聖域の整備、 人と 自然

の共生ゾーンの整備を 進める と と も に、 神戸の地盤、 地域特性を 踏まえ、 自然を 生かし た水と みどり の

ネッ ト ワーク づく り に取り 組む。  

さ ら に、 港湾、 国土軸を 生かし た広域的な交通ネッ ト ワーク を 形成し 、 既成市街地地域、 西神・ 北神

地域、海上都市地域が相互に連携する多核ネッ ト ワーク 都市を 形成し 、災害に強い都市構造を 構築する 。  

 

 



 
第２ 章 災害に強い安全都市基盤の構築 
第１ 節 災害に強い多核ネッ ト ワーク 都市の形成 
第１ 項 計画的な土地利用の誘導 

 

施策-15 

計
編 

 

第
２
章 

災
害
に
強
い
安
全
都
市
基
盤
の
構
築 

第１ 項 計画的な土地利用の誘導  

 

１  健全な市街地の誘導 

（ １ ） 線引き 、 地域地区指定、 開発指導要綱 

①市街化区域・ 市街化調整区域の指定 

市街化区域の指定はおおむね 10 年以内に優先的・ 計画的に市街化を 図る べき 区域を 指定し てい

る 。 市街化区域の規模は無秩序に拡大さ せる こ と なく 、 人口や産業の将来のあり 方を 考慮し た上

で定期的に見直し を 行う 。  

 

②地域地区（ 用途地域、 防火・ 準防火地域等） の指定 

用途地域は良好な市街地の形成と 住居、 商業、 工業等の適正な配置を 誘導するために定めてお

り 、 土地利用の動向等を 勘案し ながら 、 定期的に見直し を 行っ ている 。 特に、 都心拠点周辺及び

国道２ 号沿道等、 防災上重要な地域には防火地域を 指定し 、 その他の密集市街地等は準防火地域

に指定し 、 都市の不燃化と 火災等の災害に強い都市構造を 構築する。  

 

③開発指導要綱の活用 

開発指導要綱を 活用し 、 神戸市の特質を 生かし た計画的な開発の誘導及び均衡ある 健全な市街

地の育成を 図る と と も に、 市民の福祉及び都市の防災性能の向上を 図る 。  

 

（ ２ ） 地域特性に応じ たルールづく り  

①地区計画制度の活用 

地区の特性に応じ 、 住民の総意を 反映し た土地利用の計画やまちづく り のルールを き め細かく

都市計画に定め、 安全で快適な市街地の形成及び保持を 図る。  

 

②まちづく り 協定の活用 

「 神戸市地区計画及びまち づく り 協定等に関する 条例（ まちづく り 条例）」 に基づき 、 まち づく

り 協議会と 市長と が住み良いまちづく り を 推進するために締結する。  

 

③建築協定の活用 

一定地域の住民が、 建築物に関する 基準を 自主的に協定し 、 市長がこ れを 認可する と と も に、

住民がお互いに守っ ていく こ と によ り 、「 住宅地と し ての環境」 または「 商店街と し ての利便」 を

高度に維持増進するなど、 建築物の利用を 増進し 、 環境を 改善する。  

また、 協定の締結の促進に向けてまちづく り アド バイ ザーの派遣を 実施する 。  

 

④近隣住環境計画制度の活用 

「 向こ う ３ 軒両隣り 」 など、 市民に身近な単位から 、 建替えのルール等の計画を 策定する こ と

によ り 、 建築規制の弾力的な運用を 行い、 地域特性を 踏まえたすまい・ まち づく り を 支援する 。  

 

⑤総合設計制度の活用 

一定規模以上の敷地に、 公開空地を 確保し 市街地環境の整備改善に役立つと 認めら れる建築物

について、 容積率の割増や斜線制限の緩和を 許可する 。  
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（ ３ ） 密集市街地の再生 

密集市街地は、 古い木造住宅が密集し 、 生活道路が狭く 公園も 不足し てい

る など、 防災面や住環境など で様々な課題を 抱えている 。 こ のよう な地域に

おいて、 密集市街地再生方針に基づき 、 防災面の向上のためのルールづく り

と あわせて 総合的な支援を 行う こ と によ り 、 老朽住宅の除却や建物の不燃

化・ 耐震化、 身近な生活道路の整備などに地域と 協働で取り 組む。 特に、 広

範囲に燃え広がる 恐れがある 市街地を「 密集市街地再生優先地区」 と し て位

置づけ、 広範囲に燃え広がる 危険性を 解消する こ と を めざし て、 優先的に防

災まちづく り に取り 組む。  

 

①燃え広がり にく いまちづく り の推進 

よ り 危険性の高い地域において、 老朽木造建物を 除却する支援を 拡充する と と も に、 空き 地を

地域が災害時は一時避難場所や防災活動の場、 平常時はコ ミ ュ ニティ 活動の場（ まちなか防災空

地） と し て有効活用する取り 組みや、 建物の不燃化を 促進する ため、 防火性能に関する ルールづ

く り と あわせて、 建替や改修に対する 支援を 実施する 。 また、 沿道建物の防火性能を 確保し た上

で、 狭い路地のままでも 建替ができ る よう に、 建築基準法の規定を 弾力的に運用する。  

 

②建物が倒壊せず、 避難が可能なまちづく り の推進 

道路が狭く 避難や消火が困難な市街地では、 身近な生活道路（ 狭
き ょ う

隘
あ い

道路） 単位の合意による 道

路中心線の確定など整備のルールづく り を 進める と と も に、 建替時に敷地後退部分を 舗装する ル

ールづく り と あわせて、 道路の拡幅整備に対する 支援を 実施する。 また、 山麓斜面地などで道路

や公園が著し く 不足し ている 市街地において、 主要な生活道路のあり 方を 検討する まち づく り 協

議会の活動など を 支援する。  

さ ら に、 建物の倒壊を 防ぎ避難の安全性を 高める ため、 耐震診断や耐震改修を 推進すると と も

に、 耐震改修と あわせて防火性能の向上に対する 支援を 実施する。  

 

③防災性と 地域魅力を 向上するまち づく り の推進 

延焼の恐れがある市街地において、 避難や消火活動に必要と なる経路の確保、 空き 地を 活用し

た緑化の推進など、 身近な範囲での防災性と 地域魅力を 向上するまち づく り に取り 組む地域を 支

援するため、 専門知識を 有する コ ン サルタ ン ト を 派遣する。  

すまいの建替・ 改修による 不燃化・ 耐震化を 促進するため、 建築士や建設業など多様な分野の

専門家と 連携し て、 相談会などを 実施する 。  

 

（ ４ ） 地下空間の安全確保 

地下鉄、 地下街、 ビルの地下室等の地下空間に豪雨や洪水が短時間で浸水し た場合には、 通常の

地上での水害の実態と 大き く 異なり 、 適切な避難誘導を 実施するほか、 電気設備の浸水によ る停電

や地下空間の天井までの冠水など、 大き な被害を 受ける おそれがある ため、 次の対策を 推進する 。  

 

①地下空間での豪雨及び洪水に対する危険性の事前の周知、 啓発 

地下空間での豪雨及び洪水に対する 危険性について、 周知、 啓発を 図る ため、「 く ら し の防災ガ

イ ド 」 において、 浸水想定区域、 雨水幹線の過去にあふれた箇所、 地下施設等の情報を 記載し た

「 土砂災害・ 水災害に関する 危険予想箇所図」 を 作成・ 全戸配布し 、 市民・ 関係機関の浸水対策

を 促進する。  

共同建替による

不燃化の促進

空地・ 道路等の整備建替にあわせた狭い道路の確実な

拡幅や地下埋設物の整備

建物の耐震化の促進

(改修・ 除却・ 建替)

古い木造住宅が密集

公園が不足

道路が狭い

老朽木造住宅の除却の促進

建物のルールづく り

によ る不燃化の促進

共同建替による

不燃化の促進

空地・ 道路等の整備建替にあわせた狭い道路の確実な

拡幅や地下埋設物の整備

建物の耐震化の促進

(改修・ 除却・ 建替)

古い木造住宅が密集

公園が不足

道路が狭い

老朽木造住宅の除却の促進

建物のルールづく り

によ る不燃化の促進
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②地下施設への流入防止施設等の浸水被害軽減対策の促進 

豪雨時において浸水する可能性がある地下鉄、 地下街、 ビルの地下施設の管理者等に対し て、

止水板の設置等浸水防止施設の設置促進を 図ると と も に、 日頃から 点検・ 訓練を 行い、 浸水災害

防止に努める よ う 指導する。  

 

③避難体制の確立 

地下鉄、 地下街等の不特定多数の利用者がいる施設の管理者に対し て、 豪雨時に円滑な避難誘

導ができ るよ う に、 気象情報の早期把握や情報伝達体制の整備を 指導する。 併せて、 地域防災計

画に定めている 洪水による浸水が予想さ れる 地下施設の管理者に対し ては、 水防法にも と づく 地

下施設における 避難確保計画の作成や避難体制の確保・ 強化を 指導する 。  

 

（ ５ ） し なやかで強い都心づく り  

①都市再生安全確保計画 

今後進めていく 都心・ 三宮の再整備に合わせ、 民間も 含めた防災力の高い都市整備を 誘導・ 推

進するため、 都市再生特別措置法に基づき ハード ・ ソ フ ト 両面の施策を 含めた総合的な計画と し

て「 都市再生安全確保計画」 を 策定する。 当計画には、 三宮駅周辺における 滞在者等の安全の確

保に関する基本的な方針や都市再生安全確保施設の整備及び管理に関する事項など を 記載する 。  

策定後は、 滞在空間の確保や情報伝達、 避難に関する ルールなどハード ・ ソ フ ト 両面の施策を 、

官民連携によ り 推進する。  

 

②帰宅困難者対策 

本市では、 大規模な地震等が発生し 交通機関が途絶し た場合、 都心部である 中央区を 中心に多

く の帰宅困難者の発生が見込まれる こ と から 、 帰宅困難者対策にかかる 取り 組みの方向性を 「 神

戸市帰宅困難者対策基本指針」 と し て策定し ている。  

三宮駅周辺地域においては、 鉄道事業者や集客施設等の民間事業者等で構成さ れる 協議会を 設

立し 、 帰宅困難者の保護や避難誘導等のソ フ ト 対策の考えを 示し た「 三宮駅周辺地域帰宅困難者

対策計画」 に基づいた対策を 推進する。 併せて、 帰宅困難者を 受け入れる一時滞在施設の拡充や、

帰宅困難者用の備蓄の検討も 行っ ていく 。 また、 事業者への帰宅困難者対策の普及・ 啓発活動を

実施し 、 一斉帰宅の抑制や商業施設等の利用者保護の推進及び一次滞在施設の確保を 図る 。  

なお、「 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画」 は前述の「 都市再生安全確保計画」 における 、 帰

宅困難者対策のソ フ ト 面の詳細な計画と し て位置付け、 地域事業者と の議論や訓練を 踏まえた検

証等を 通じ て継続的に内容の充実を 図っ ていく 。  
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２  みどり の聖域づく り の推進 

「 緑地の保全、 育成及び市民利用に関する 条例（ 緑地条例）」 に基づき 、「 緑地の保存区域」 等を 指

定し 、 こ れら の区域内での行為制限や民有緑地の買い入れ・ 助成等を 実施すると と も に、 市民のレ ク

リ エーショ ンや環境学習などの緑地の適正利用を 進める 。 さ ら に、 引き 続き 背山緑化を 進め、 将来に

わたっ て豊かな水源を 保全し 、 緑に恵まれた山の自然を 守り 育てていく 。  

 

（ １ ） 緑地の保全、 育成および市民利用に関する条例による区域指定 

市街化調整区域における 緑地の保全・ 育成及び市民利用を 図る ため、 平成 4 年に「 みどり の聖域」

が指定さ れたが、 その後新たに市街化調整区域に指定さ れた箇所やグリ ーン ベルト 整備事業に伴い、

防災上の重要度が上がっ た区域等において、 緑地規制がかけら れていない場所がある 。  

順次、 新たな区域指定や既指定区域の見直し を 進めていく 。  

 

（ ２ ） 緑地の保全事業 

・ 開発行為の制限 

・ 一定の要件に基づく 土地の買入れ等 

「 緑地の保存区域」、「 緑地の保全区域のう ち 特に良好な緑地」 については、一定の要件の下に、

市長は土地を 買い入れるこ と ができ る。  

 

（ ３ ） 緑地の育成事業 

市有林における 人工林の除間伐を 計画的に進め、 防災機能の強化、 生物多様性の向上、 CO2 削減機

能の強化を 図り 、 緑豊かな六甲山森林を 保全・ 育成する 。  

二次林については、 放置する と 荒廃が進み防災機能が低下する と と も に、 生物の多様性やレ ク リ

エーショ ン 機能が低下する 。 こ のため、 市有林の二次林整備（ 除伐、 間伐、 下草刈、 樹種転換等）

を 計画的に進め、 防災機能の強化、 生物多様性の向上、 CO2 削減機能の強化を 図り 、 緑豊かな六甲山

森林を 保全・ 育成する 。  

また、 松く いの虫の被害対策、 カ シノ ナガキク イ ムシによ るナラ 枯れ被害対策を 行う こ と で、 被

害の拡大を 防ぎ、 健全な森林の維持、 良好な景観維持を 図る 。  

 

（ ４ ） 緑地の市民利用事業 

全山縦走路を 始め、 市内の 66 コ ース・ 220kmの登山コ ース（ ハイ キン グコ ース） の維持補修を 行

っ ている 。 登山コ ースは、 国立公園等の法的規制や、 民有地内のルート がある中で、 歩行路面の確

保や、 道標や案内板等の維持整備を 行っ ている。  

それぞれの登山コ ースの持つ景観・ 歴史的特徴・ 利用者数に加え、 六甲山森林整備戦略の戦略的

ゾ ーニン グを 踏まえた、 特色のある 登山道の整備を 進める。  

 

（ ５ ） 六甲山系等の森林整備 

本市では、 市民と 深い関わり を 持つ都市山である 「 六甲山」 を 美し く 健全な状態で次世代にも 引

き 継いでいく ため、 100年先の将来を 見据えた「 六甲山森林整備戦略」 を 平成24年4月に策定し た。

こ の戦略に基づき 、 防災機能の向上や景観改善などを 目指し た森林整備を 、 公有林に加え私有林に

おいても 、 国・ 県、 市民、 事業者ら と 共に進めている。  

また、 令和元年度から は森林環境譲与税も 活用し て、 六甲山系等の（ 主に私有林を 対象と し た）
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森林整備や森林資源の活用、 人材育成や普及啓発など、 多岐にわたる 事業を 進めている。  

今後も 緑豊かな安全で美し い森林を 形成するため、 こ れまで以上に市民・ 事業者と 連携し た、 森

林整備を 進める 。  

 

３  人と 自然と の共生ゾーンの推進 

人と 自然と の共生ゾーンの指定等に関する条例に基づき 、 市内の農業・ 農村地域を 「 人と 自然

と の共生ゾーン」 と 位置づけ、「 農業保全区域」、「 環境保全区域」 等を指定し 、 各区域の機能に応

じ た土地利用を 誘導するこ と で、 農地、 里山の整備・ 保全・ 活用を 行い、 災害に強い環境づく り

を 進める。  

農村環境の整備を 進めるにあたっ ては、 住民が主体と なっ た「 里づく り 計画」 の策定やその計

画を 実践する「 里づく り 事業」 への支援を 行う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 共生ゾーン の区域（ 条例による 区域指定図）  
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第２ 項 多重性のある広域交通ネッ ト ワーク の整備  

 

阪神・ 淡路大震災では、 道路や鉄道などの倒壊によ り 、 交通ネッ ト ワーク が寸断さ れると と も に、 既

成市街地への交通渋滞を まねき 、 都市機能や復旧・ 復興活動および神戸経済や西日本経済はも と より 国

内外の経済に大き な影響を 与えた。  

こ れは、 神戸の国土軸機能が既成市街地へ集中し ている ためである が、 一方では新神戸ト ン ネルや阪

神高速道路北神戸線などによ る西北神地域や三田方面から のアク セスが活用さ れる と と も に、 陸上交通

の代替輸送機関と し て海上バスや近隣地域への高速旅客船、 ヘリ コ プ タ ーが活躍するこ と と なっ た。  

こ れら の教訓によ り 、 南海ト ラ フ 地震等の広域災害に備え、 災害時にも 確実で円滑な交通を 確保する

ため、 代替性を 有し 、 多重性のある 分散型・ 複数アク セスが可能な格子状の幹線道路網を 整備すると と

も に、 公共交通網の多重性を 確保する 。  

また、 神戸港を 生かし た海上交通の充実や、 ヘリ ポート の活用、 神戸空港の整備によ り 、 海・ 空・ 陸

の連携し た総合的な広域交通体系の確立を 図る。  

さ ら に、 それぞれの交通施設の耐震性を 強化する こ と によ り 、 災害時においても 都市活動を 維持でき

る 交通体系を 確保する 。  
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１  道路ネッ ト ワーク の形成 

（ １ ） 道路網（ 緊急輸送道路） の整備 

防災拠点と 、 港、 空港、 国土幹線軸を 複数ルート で連絡する「 格子状道路ネッ ト ワーク 」 を 形成

するこ と により 、 災害時の代替ルート を 確保し 、 円滑な救援活動、 早期復旧に寄与する。  

防災機能のさ ら なる強化を 図る ため、 緊急輸送道路ネッ ト ワーク の整備を 推進する 。  

事業中路線は関連計画『 道路の整備に関するプロ グラ ム』 を 参照。  

 

事 業 名 路線名 

道路網（ 緊急輸送道路） の整備 ＜整備促進＞ 

・ 大阪湾岸道路西伸部（ 六甲アイ ラ ンド 北～駒栄の事業の促進）  

・ 神戸西バイ パス 

・ 国道 175 号（ 神出バイ パス）  

＜事業化への調整＞ 

・ 大阪湾岸道路西伸部（ 南駒栄～名谷の事業化への調整）  

・ 播磨臨海地域道路 

 

 

（ ２ ） 橋梁・ 高架道路等の耐震化 

道路や橋梁の耐震強化を 図る ため、 沓部分の性能強化・ 機能アッ プ、 耐震連結構造の強化、 既設

橋脚の補強（ 炭素繊維シート 貼付、 鋼板巻立等） などを 実施する。  

 
＜建設局所管事業＞ 

事 業 名 全事業量等 

橋梁・ 高架道路等の耐震化（ 緊急輸送道路等）  112 橋 

 
＜港湾局所管事業＞ 

事 業 名 全事業量等 

橋梁・ 高架道路等の耐震化（ 臨港交通施設等）  13 橋 

 

（ ３ ） 橋梁長寿命化修繕計画 

「 橋梁長寿命化修繕計画」 や「 予防保全計画」 に基づく 点検・ 計画・ 修繕と いう マネジメ ン ト サ

イ ク ルを 確実に運用する と と も に、 中長期的な劣化予測を 行い計画の見直し を 行う 。 また、 その他

の高架形式の重要構造物についても 、 点検結果に基づく 修繕計画を 策定し 、 効果的な補修を 実施す

る 。  
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（ ４ ） ト ンネルの補修 

「 ト ンネル長寿命化計画」 や「 予防保全計画」 に基づき 、 計画的なト ンネル修繕を推進する。  

 

＜建設局所管事業＞ 

事 業 名 全事業量等 

ト ンネル補修 33 箇所 

 

＜港湾局所管事業＞ 

事 業 名 全事業量等 

ト ンネル補修 1 箇所 

 

（ ５ ） 路面下空洞調査 

管理する 道路において路面下の空洞の有無を 非破壊等にて調査・ 分析を 実施し 、 道路路面の

陥没による突発的な事故や被害を 未然に防ぎ、 道路の保全と 道路交通の安全確保を 図る。  

 

（ ６ ） 道路施設災害予防対策 

①街路樹の風水害対策 

強風によ る 傾倒を 未然に防止する ため、 日常的な管理と し て街路樹の安全パト ロールを 実施し 、

樹木の危険度に応じ て剪定、 伐採、 ロ ープ掛け等の処置を 施す。 傾倒の危険がある 老朽木につい

ては、 路線ごと に樹種の更新に努める 。  

また、 道路を 掘削する 際、 街路樹の根を 切断し ないよう に指導する 。  

 

②道路照明灯、 大型案内標識の風水害対策 

道路パト ロ ールの際には、 道路照明柱の異常の有無について随時点検を 実施すると と も に、 腐

食防止のため塗り 替え等維持管理に努める 。  

また、 大型案内標識についても 、 定期的な点検を 実施し 、 改修計画に基づいて計画的に改修し

ていく 。  
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２  鉄道ネッ ト ワーク の形成 

鉄道ネッ ト ワーク 形成の基本的な考え方と し て、 まず、 複数の経路を 持ち 代替ルート の確保が可能

なこ と があげら れる 。 さ ら に各鉄道事業者間における 乗り 継ぎ等の利便性を 図ると と も に、 各鉄道の

高速性・ 利便性を 高めるため、 路線の連続立体交差化や複線化を 進めるよう 働き かける。  

災害時には大量交通輸送機関と し ての鉄道の重要性はさ ら に増すため、 災害に強い鉄道網の強化を

図る 。 こ のため、 既存の鉄道については耐震補強を 行う と と も に、 新線においては国の定める 耐震設

計の指針に基いた設計を 行う こ と で、 大地震においても 破壊するこ と なく 早期に復旧可能な鉄道網を

構築する 。  

 

※北神急行は令和 2 年 6 月 1 日付で市営化（ 神戸市営地下鉄北神線）  

図 鉄道ネッ ト ワーク 現況図 

交通網のタ ーミ ナルである駅前周辺を 人、物、情報が集まる 防災拠点と し て活用でき るも のと する。  

こ のため、 駅前広場の整備を 進める と と も に、 市街地再開発事業、 土地区画整理事業等と 連携し 、

周辺の拠点機能の強化を 図る 。  

 

【 駅前広場の整備、 周辺機能の強化】  

駅名 接続する鉄道施設 駅前及び周辺の主な整備事業 

鈴蘭台 神戸電鉄 市街地再開発事業 

三宮 
Ｊ Ｒ 、阪急、阪神、地下鉄、
ポート ラ イ ナー 

駅前広場を 含む、 新たな駅前空間（ えき ≈まち空間） の創
出に向けた検討及び整備 
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【 阪神電鉄本線連続立体交差事業（ 住吉駅東方～芦屋市境）】  

阪神電鉄本線連続立体交差事業は、 阪神電鉄本線の住吉駅の東側から 芦屋市境の約 4 ㎞に

おいて、 鉄道を 連続的に高架化し 、 11 箇所の踏切解消と 33 路線の交差道路、 3 路線の側道を

整備する こ と によ り 、 都市交通の円滑化、 踏切事故の解消、 まちの分断の解消を 図るこ と を

目的と し ている。  

令和元年度に鉄道の高架化が完成し ており 、 緊急輸送道路を 始めと する幹線道路の踏切撤

去による 緊急車両の速達性の向上や、 耐震設計により 築造さ れた高架構造物が、 緊急時の輸

送機関と し ての役割を 果たすこ と などが期待さ れる。  

今後は交差道路や側道の整備を 実施し 、 津波や大規模火災など、 有事の際の避難の円滑化

など、 関連道路整備による防災力向上を図る。  

 

事 業 名 全事業量等 

阪神電鉄本線連続立体交差事業（ 住吉駅東方～芦屋市境）  約 4 ㎞ 

 

３  港湾ネッ ト ワーク の形成 

神戸港は西日本を 中心と し た広域の物流ネッ ト ワーク の拠点であり 、 国際貿易港と し て、 我が国の

国民生活や産業基盤を 支えている。 また、 災害時には、 緊急物資等の受入拠点と し て機能する こ と が

求めら れており 、 各施設の老朽化が進む中、 健全に機能を 維持する必要がある。  

そのため、 各港湾施設に対し て維持管理計画に基づく 点検を 実施し 、 予防保全の観点から 、 点検結

果に伴う 計画の見直し を 適切に行う と と も に、 改修にあたっ ては最新の技術基準等も 踏まえた効果的

かつ効率的な改修等を 実施する。  

 

事 業 名 全事業量等 
港湾施設の戦略的改修 【 外郭施設】  

防波堤、 護岸 等 
【 係留施設】  

岸壁、 物揚場 等 
【 臨港交通施設】  

橋梁、 道路、 歩道橋、 港島ト ンネル 等 
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第３ 項 ラ イ フ ラ イ ンネッ ト ワーク の整備  

 

生活や都市活動を 支える水道、 工業用水道、 下水道、 電気、 ガス、 通信等については、 耐震化や多系

統化などにより 、 災害に強いラ イ フ ラ イ ン と し て整備すると と も に、 循環型供給処理システムのネッ ト

ワーク を 確立する。  

また、 災害によ り ラ イ フ ラ イ ンが寸断さ れた場合においても 、 防災拠点への優先強化及び修繕復旧を

行う こ と により 、 救援活動の円滑化を 図る 。  

 

１  共同溝・ 電線共同溝等の整備 

共同溝と は二つ以上の公益物件（ 電気、 電話、 ガス、 水道等） を 収容する ために道路の地下に設け

る 施設であり 、 一般的に直接沿道地域への供給を 目的と し ないメ イ ン ケーブ ルやメ イ ンパイ プを 収容

する 幹線共同溝を さ す。 共同溝が整備さ れる と 、 車道を 掘り 返さ ずにメ ンテナンスができ るほか、 ラ

イ フ ラ イ ン の安全性の向上と いっ た都市防災に貢献する こ と ができ る 。 現在、 国土交通省において国

道２ 号で整備が進めら れている。  

また、 電線共同溝は、 電線類を 道路の地下に収容する施設で、 電線共同溝を はじ めと し た無電柱化

事業を 行い、 電柱・ 電線がなく なる こ と によ り 、 大規模災害（ 地震、 竜巻、 台風等） が起き た際に、

電柱等が倒壊するこ と によ る 道路交通の寸断を 防止する ほか、 都市景観の向上、 安全で快適な通行空

間の確保と いっ た効果がある 。  

こ う し たこ と から 、 「 神戸市無電柱化推進計画」 に基づき 無電柱化（ 電線共同溝の整備） を 推進す

る 。  

 

２  水道の強化 

水道は､市民生活や産業活動に欠く こ と ができ ないラ イ フ ラ イ ンであり 、 災害等により ､供給でき な

く なっ た場合の影響は大き く かつ深刻である 。  

常日頃､市民に十分な水を 届けるこ と はも ちろ ん､事故･自然災害･渇水などの非常時においても ､市

民への影響を 最小限にと どめ､安定し て水を 届けるよう に努める 。  

 

（ １ ） 災害に強い施設の整備 

阪神･淡路大震災を 教訓に､平成 7 年 7 月に策定し た神戸市水道施設耐震化基本計画に基づき 、 ｢災

害に強く 、 早期復旧が可能な水道｣を めざし て、 災害時給水拠点や大容量送水管の整備、 配水管の耐

震化等に取り 組んでき た。  

 

①災害時給水拠点の整備 

応急給水に十分な貯水機能と 、 渋滞に巻き 込まれず速やかに給水車が運搬でき る拠点と し て、

災害時給水拠点を 概ね半径 2km毎に 1 箇所整備し 、平成 27 年度末までに 62 箇所を 整備し てき た。  

今後は、 小学校を 中心と し て防災福祉コ ミ ュ ニティ 単位に１ か所、 地元住民と の調整を 行いな

がら 「 災害時臨時給水栓」 を 整備し ていく と と も に、 管網再構築にあわせて半径 250mの円で管路

の復旧状況に応じ て水道局の判断で順次開設する「 災害時臨時給水栓（ 緊急栓）」を 整備し ていく 。  

 

②配水管の耐震化の推進 

経年管の布設替えにあわせて引き 続き 配水管の耐震化を 進めていく 。  

具体的には、 災害時の応急給水活動が容易と なる よう ､仮設給水栓の早期設置と 応急復旧期間の
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短縮を めざし て､学校や中核病院などの防災拠点に至る ルート や配水管路網のう ち 500m間隔の格

子状になる管路の耐震化を 進める。  

また､工事の路線は､老朽化が進んでいる管路や他の工事と の競合路線を 優先するなど効率的に

進めていく 。  

事 業 名 全事業量等 

配水管の耐震化の推進 600km 

 

③大容量送水管の整備 

全体計画（ 芦屋市境～奥平野浄水場区間）  

概要 本線延長 12. 8km 

口径（ 直径）  2. 4m 

計画送水能力 1 日最大 40 万立方メ ート ル 

事業費 約 370 億円 

工期 平成 8 年度～27 年度 

六甲山を 通る 2 本の送水ト ン ネルに加え､新たに市街地を 通る 大容量送水管の整備が平成 27 年

度末に完了し た。  

送水ルート を 六甲山と 市街地に分けるこ と により 災害時の危険を 分散し ､高い耐震性と 大き な

貯水能力を 備えるこ と により 、 震災時の応急給水や早期復旧が可能と なる。  

また既存の 2 本の送水ト ン ネルを 更新する と き の代替送水ルート と するこ と も でき る 。  

 

（ ２ ） 渇水に強い水道づく り  

近年、 全国各地において降雨量の変動幅の増大、 少雨年の年降雨量の減少、 融雪の早期化等と い

っ た気候変動リ スク の影響などによ り 、 計画時点に比べて水供給施設の安定供給可能量の低下等の

不安定要素が顕在化し ている 。 （ 平成 26 年度版「 日本の水資源」 ）  

こ のよ う な渇水リ スク に備え、 安定給水によっ て、 市民生活や都市の経済活動を 支えるために十

分な水資源を 確保する 必要がある 。  

神戸市は自己水源に恵まれていないため、長い年月を かけて琵琶湖･淀川に水源を 求め、現在では、

阪神水道企業団から の受水が水源全体の約４ 分の３ を 占めている。 また、 兵庫県水道用水供給事業

から も 受水する こ と により 、 自己水源と あわせて引き 続き 安定供給に必要な複数水源を 維持する 。

水源の維持に当たっ ては、 リ スク 分散の観点から 水源確保量の最適化を 図る 。 また、 千苅貯水池流

域の水源涵養や水質改善に取り 組むと と も に､バッ ク アッ プ施設の整備や他の事業体と の連携など

渇水に強い施設整備や水運用にも 取り 組む。  

 

（ ３ ） 隣接自治体と の連携の強化 

災害等の緊急時における 断水被害の軽減・ 緩和を 目的に、 近隣の水道事業体間で水を 融通でき る

緊急時連絡管を 整備し ている 。 平成 30 年度末時点で 5 市 1 町 12 箇所（ 三木市（ 2 箇所） 、 三田市（ 2

箇所） 、 西宮市（ 2 箇所） 、 明石市（ 3 箇所） 、 芦屋市（ 2 箇所） 、 稲美町） すべての整備が完了し

た。  

また、 隣接する 事業体と 緊急時連絡管を 活用し た合同給水訓練を 定期的に実施する など、 災害・

事故時には迅速に応援給水が可能と なるよ う 、 日頃から 連携体制を 強化する 。  
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３  下水道の強化 

震災によ り 被災し た管渠やポンプ場、処理場については復旧と と も に耐震化を 図っ ており 、今後も 、

災害の被害を 最小限にく いと め、 災害時にも 機能でき る 柔軟な下水道処理システムの構築に向け、 処

理場間ネッ ト ワーク 、 幹線の多系統化等に取り 組み、 安全で快適なまちづく り に貢献する 。  

 

（ １ ） 処理場のネッ ト ワーク 化 

神戸市では、 市内４ つの下水道処理場を 耐震性の高いシールド 幹線で結んでいる 。 こ のこ と によ

り 、 汚水の総合融通機能が確保さ れ、 災害時に被災し た処理場機能のバッ ク アッ プ を 他の処理場で

可能と し ている 。  

 

 
図 処理場のネッ ト ワーク イ メ ージ 

 

（ ２ ） 処理場・ ポンプ場の耐震・ 耐水化 

処理場やポン プ場を 対象に耐震診断を 実施し 、 耐震性能に問題がある 処理場やポン プ場について

は、 「 人命の確保」 と 「 最低限の機能確保」 を 目的と し た耐震補強を 実施し ていく 。  

処理場やポン プ場の設備の改築更新などに合わせて、 設備の設置高さ の引き 上げを 行い、 津波に

よ る浸水で設備が故障し ないよう 耐水化を 進めていく 。  

 

（ ３ ） 下水道管渠の耐震化 

災害時に拠点と なる病院や避難所などの重要施設の機能確保、 緊急輸送路の通行阻害の防止を 図

る ため、 優先的に対策を 行う 箇所を 定め、 耐震診断を 行い、 必要と なる管渠やマン ホールの耐震化

を 実施し ていく 。  
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（ ４ ） 下水道施設の計画的な改築・ 更新と 機能強化 

①管渠 

老朽化が顕著で本来の機能が十分に発揮でき ない管渠は、 部分的な修繕ではなく 改築を 実施す

る こ と で道路陥没や漏水などの事故を 未然に防ぎ、 さ ら に雨天時の雨水の浸入を 抑制し ていく 。  

管渠の改築更新事業は、 阪神・ 淡路大震災により 管渠の破損やズレ などの被害が多く 発生し た

エリ アを 中心に実施し ていく 。  

改築更新事業の実施にあたり 、 交通への影響や騒音・ 振動などに配慮し た管更生工法を 積極的

に採用し ていく 。  

 

②施設 

優先順位を つけて老朽化が進んでいる設備を 更新し 、 処理機能を 良好に保ち ます。 設備更新の

際には、 省エネルギー、 高効率な機器を 選定する こ と で運転コ スト の縮減を 図っ ていく 。  

安定し た汚水処理の継続、 公共用水域の水質維持を 目的と し 、 処理場やポン プ場の改築更新を

実施し ていく 。  
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第４ 項 水と 緑のネッ ト ワーク の形成  

 

シン ボルと なる 既成市街地の河川や街路の沿道一帯を 「 環境形成帯」 と し 、 河川や街路が本来も っ て

いる 機能に加え、 周辺の市街地と のつながり を ふまえて、 建物の緑化によ る 緑豊かなまち なみの形成な

どにより 、 環境共生や防災、 景観形成などの多様な機能を あわせも つ空間を 創出する。  

 環境形成帯は、 特に夏季において、 海や山から の涼し い風が市街地を 流れる 「 風の道」 と し ても 機能

する 。  

 

１  河川における環境形成帯の創出 

県の管理河川及び河川沿いの公園・ 緑地と の一体的な整備や沿道建築物の緑化など により 、 火災時

における 延焼の遅延・ 防止や、 市民のレ ク リ エーショ ン 空間・ 生物の生息空間を 創出する 。  

 

図 河川における環境形成帯のイ メ ージ 
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２  幹線道路における環境形成帯の創出 

街路樹の効果的な配置や適切な維持管理、 沿道建築物の不燃化や緑化を 推進する こ と によ り 、 心地

よ い歩行者空間や、 風格のあるまち なみを つく り あげる と と も に、 火災など の非常時における 安全な

避難機能、 延焼遮断機能の強化を 図っ ており 、 浜手幹線、 中央幹線、 山手幹線の三大幹線については

整備を 完了し ている 。  

 

３  六甲山系グリ ーンベルト 整備事業の推進 

平成 7 年 1 月の阪神・ 淡路大震災により 、 六甲山系で 1, 000 か所以上の土砂災害が発生し たこ と を

受け、 国・ 県は、 土砂災害の防止、 無秩序な市街地の拡大防止などを 目的と し て、 六甲山系グリ ーン

ベルト 整備事業を 開始し た。  

神戸市須磨区鉢伏山から 宝塚市岩倉山までの六甲山系の南側斜面が事業対象区域で、 施設整備や樹

林整備などが実施さ れている 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 グリ ーンベルト 整備イ メ ージ 
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４  臨海部における環境形成帯の創出 

港湾機能などと の調和を 図り ながら 、 海岸線の緑地空間や拠点と なる 施設及び親水空間などを 遊歩

道等でつなぐ と と も に、 都心部や兵庫運河ではウォ ータ ーフ ロ ント と し て、 水辺の親水空間やオープ

ン 空間の形成を 図り 、 平常時は都市の親水性を 高める と と も に、 災害時には臨海部での避難路及び緩

衝緑地と し ての機能を 有する 空間を 創出する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

ウォ ータ ーフ ロ ン ト 整備 兵庫運河、 ハーバーラ ンド ～メ リ ケンパーク ～新港西地区

～ポート アイ ラ ン ド 地区、 東部新都心 
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第２ 節 自然災害等災害予防対策の推進  

 

第１ 項 土砂災害対策の推進  

 

神戸市域は、 風化花崗岩から な る 六甲山系の麓に 市街地を 形成し て おり 、 昭和 13 年の豪雨によ

る 災害を 始め、 豪雨に 伴う 河川の氾濫、 土石流、 地すべり 、 がけ崩れな ど 幾多の災害を 被っ て き

た 。 ま た 、 阪神・ 淡路大震災によ り 多数の斜面崩壊が発生し 、 近年の大雨で は一部で 土砂災害が

発生する な ど 、 本市に と っ て 土砂災害への備え は非常に重要で ある 。  

こ のた め、 国・ 県を 中心と し て 、 山腹崩壊によ る 被害を 未然に 防ぐ 山腹工、 土石流を 食い止め

る 堰堤工事の治山・ 砂防事業、 地盤の移動を 抑止する 地すべり 対策事業、 急傾斜地の崩壊を 防止

する 急傾斜地崩壊対策事業を 実施し て いる 。  

ま た 、こ れら の事業の推進と あ わせて 、市民への土砂災害への心構え と 防災意識の向上を 図る 。  

 

１  治山事業 

六甲山系は雨に弱く 非常に崩れやすい 風化花崗岩から な っ て い る 。 そのた め、 山地の麓ま で

市街地が広がる 神戸市の特性から 、神戸市の安全な ま ち づく り にと っ て 山腹崩壊を 未然に防ぎ 、

ま た 被害を 最小限にお さ え る 対策が重要で ある 。 こ のた め、 降雨によ り 発生し た 崩壊箇所の復

旧と あ わせて 、 山腹崩壊を 未然に防ぐ た め予防的事業を 実施する 。  

 

（ １ ） 自然災害防止事業 

昭和 53 年度から 自然災害防止事業債が創設さ れた こ と によ り 、 災害対策基本法に基づ く 、

本防災計画に 計上さ れて いる 土砂災害防止地区内の市有地内に おいて 、 治山、 林地崩壊防止

施設の復旧、 土石流・ 地すべり ・ 急傾斜地崩壊に よ る 災害の予防、 ま た は災害の拡大防止を

目的と し た 事業で 、 国・ 県の採択基準に満た な い も のについて 施行する 。  

 

（ ２ ） 市有林内山腹崩壊復旧事業 

市有林内にお いて 、 自然現象な ど によ り 発生し た 山腹崩壊地の復旧、 あ る いは人家に近接

し た 急傾斜地の崩壊防止を 目的と し た 事業で 、 国・ 県の採択基準に満た な いも のについ て 施

行する 。  

 

（ ３ ） 県単独補助治山事業 

人家ま た は市町村等が管理する 施設に 隣接する 山地が崩壊し 、 人命財産等に直接被害を 与

え 、 ま た は与え る 恐れがあり 、 民生安定上放置し がた いも ので 、 県営治山事業（ 国庫補助・

県単独） の対象と な ら な いも のについ て 復旧を 図る 。  

 

（ ４ ） 国有林関係事業 

国有林におけ る 植林、 保育、 改良等の実施によ り 、 国有林の健全な 育成を 図る と と も に 、

治山施設の建設を 行う 。  
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（ ５ ） 保安林（ 民有林） 関係事業（ 県実施）  

保安林におけ る 治山事業は、 山地災害危険地区を 重点的に実施する 。  

ま た 、 近年、 頻発する 集中豪雨で 山腹崩壊等が発生し た 箇所に おいて 、 山腹工な ど の復旧

治山事業等の実施によ り 森林への復旧を 図る 。  

 

２  砂防事業 

昭和 42 年７ 月災害にお ける 砂防施設の効果から 、 砂防施設を 建設し 、土石流等によ る 土砂が

下流の市街地に流出する こ と を 防止する 。  

な お、 砂防施設の不十分な 小河川につ いて も 、 砂防ダ ムの早期完成に重点を おく 。 ま た 、 小

渓流部の砂防ダ ム、 山腹工な ど の整備には特に 留意し 実施する も のと する 。 砂防指定地内の市

有地で 災害が予想さ れる 箇所について 、 特に渓流への土砂の流出防止を 目的と し た 事業で 、 国

・ 県の採択基準に満た な いも のについ て 施行する 。  

 

３  六甲山系グリ ーン ベルト 整備事業の推進（ 再掲）  

平成 7 年 1 月の阪神・ 淡路大震災によ り 、 六甲山系で 1, 000 か所以上の土砂災害が発生し た

こ と を 受け、 国・ 県は、 土砂災害の防止、 無秩序な 市街地の拡大防止な ど を 目的と し て 、 六甲

山系グ リ ーン ベルト 整備事業を 開始し た 。  

神戸市須磨区鉢伏山から 宝塚市岩倉山ま で の六甲山系の南側斜面が事業対象区域で 、 施設整

備や樹林整備な ど が実施さ れて いる 。  

 

４  地すべり 対策事業（ 県実施）  

地すべり 防止区域にお い て 、 地すべり によ る 被害を 除去し 、 又は軽減する た めに必要な 排水

工、 擁壁工、 抑止杭工等の事業を 県が実施する 。  

 

５  急傾斜地崩壊対策事業（ 県実施）  

急傾斜地崩壊危険区域に おい て 、 急傾斜地の崩壊を 防止する た め必要な 擁壁工、 排水工、 法

面工等の事業を 県が実施する 。  

 

６  道路防災対策事業 

近年、 頻発する 集中豪雨によ り 災害が多発し て お り 、 特に長期の通行止めを 余儀な く さ れた

六甲山エ リ ア について 、 新た に道路防災計画を 策定し 、 法面崩壊防止対策に加え て 、 路面排水

の集中化を 避ける 排水対策工事にも 取り 組み、 防災対策の強化を 行っ て い く 。 ま た 、 そ の他の

エ リ ア につい て も 、 従来の防災対策を 推進し 、 落石等の自然災害によ る 道路交通への影響を 防

ぐ 。  

 

７  土砂災害警戒区域等の設定 

土砂災害から 市民の生命を 守る た め、 土砂災害のおそ れのあ る 区域に つい て の危険の周知、

警戒避難体制の整備、 住宅等の新規立地の抑制、 既存住宅の移転促進等のソ フ ト 対策を 推進す

る 。  
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８  土砂災害に関する 避難啓発の推進 

（ １ ） 住民説明会の実施 

土砂災害警戒区域およ びそ の周辺を 対象に、 避難について の住民説明会を 実施する 。  

 

（ ２ ） 土砂災害避難マ ッ プ の作成（ 兵庫区）  

兵庫区北部の土砂災害警戒区域に含む防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ と 協働し て 、 地区住民と のワー

ク シ ョ ッ プ ・ ま ち あ る き を 開催し 、 緊急避難場所ま で の推奨する 避難ルート 等を 記載し た 「 土

砂災害避難マ ッ プ 」 を 作成し 、 対象地区全世帯に 配布する と と も に、 地区で の防災訓練・ 防災

学習等で の利用を 促進し て い る 。  
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第２ 項 宅地災害対策等の推進  

 

１  既成宅地の安全対策 

既成宅地について は、 宅地の所有者、 管理者又は、 占有者に保全義務が課さ れて いる が、 こ

れら の宅地に ついて 、 災害の防止のた め必要があ る と 認めら れる と き は、 擁壁、 排水施設の設

置、 改造そ の他必要な 措置を と る こ と を 勧告し 、 災害の発生のおそれが著し いと 認める 場合に

は、 擁壁、 排水施設の設置、 改造そ の他災害発生を 未然に防止する た めに 必要な 工事を 行う こ

と を 命ずる も のと する 。 さ ら に、 建築確認の際に 、「 建築基準法」 及び「 宅地造成等規制法」 の

技術基準に基づき 敷地の安全性を 確保する よ う 指導する 。  

今後も 、 問題のある 宅地に対する 改善勧告や要請、 防災工事届の受理な ど の取り 組みを 進め

る 。  

 

２  宅地造成工事許可等 

（ １ ） 宅地造成等規制法の運用 

一定の宅地造成工事を 「 宅地造成等規制法」 に 基づく 許可に係ら し める こ と によ り 同法の

技術基準によ り 、 擁壁・ 排水施設等の安全性に ついて 審査・ 指導・ 検査を 行う 。  

な お、 無許可、 許可条件違反及び技術基準に適合し て いな い宅地に対し て は、 速やかに 工

事中止、 許可取消し 、 宅地の使用制限、 使用禁止、 そ の他災害防止のた めに必要な 措置を 命

ずる 。  

宅地造成工事に伴い、 がけ崩れ、 土砂流出等の災害のおそれがある と こ ろ について 、 こ れ

ら の工事に対する パト ロ ールの強化を 行う 。  

 

（ ２ ） 都市計画法の運用 

開発許可の際に、「 都市計画法」 及び「 開発指導要綱」 等の技術基準に基づ き 、 開発者に 対

し て 公共・ 公益施設の整備を 行わせる と と も に 、 宅地について も 安全性確保のた め、 擁壁・

排水施設等の審査・ 指導・ 検査を 行う 。  

 

（ ３ ） 斜面地建築工事の指導 

「 神戸市斜面地建築物技術指針」 に基づき 、 斜面地建築工事の指導を 行う 。  

 

３  急傾斜地崩壊危険区域 

急傾斜地の崩壊防止のた めの規制は、「 急傾斜地の崩壊によ る 災害の防止に 関する 法律」 に基

づき 県知事が急傾斜地崩壊危険区域を 指定する こ と によ り 、行為の制限、改善命令な ど を 行う 。  

 

４  宅地災害未然防止措置の取り 組み 

（ １ ） 防災パト ロ ールの実施 

随時、 防災パト ロ ールを 実施し 、 市内の危険宅地の把握及び無許可工事の早期発見に努め

る と と も に、 許可工事で も 条件や許可内容ど お り 工事を 施行し て いる かど う かを 監視・ 指導

する 。  
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（ ２ ） 宅地保全相談・ 神戸市既成宅地防災工事貸付金 

市民及び施行業者に対し て 、 宅地造成工事を 行う 手続の説明、 設計基準の指導、 既成宅地

の安全性の診断等の相談に応じ る と と も に、 危険な 既成宅地の防災工事を 行う 場合には、 必

要に応じ 資金の貸付等を 行う 。  

 

（ ３ ） 宅地防災月間 

毎年梅雨期前の５ 月を 「 宅地防災月間」 と し て 、 防災パト ロ ール、 宅地防災講演会等や広

報紙等によ る 日常の安全点検方法等の周知を 行い 、 市民及び施行業者に 対し て 宅地災害防止

のた めの知識の普及・ 啓発を 図る 。  

 



 
第２ 章 災害に強い安全都市基盤の構築 
第２ 節 自然災害等災害予防対策の推進  
第３ 項 洪水・ 浸水対策の推進 

 

施策-38 

第３ 項 洪水・ 浸水対策の推進  

 

１  河川洪水対策 

（ １ ） 河川整備の推進 

①河川改修事業 

表六甲の主要な 河川の改修は、 昭和 13 年の阪神大水害を 契機に 国、 県で 事業が行われ、 ほ

ぼ完了し て い る が、昭和 42 年の水害によ り 改修の必要が生じ た 小規模な 未改修河川につ いて

は、 昭和 45 年から 市がバイ パス 放水路等の建設を 進めて いる 。  

ま た 、 西北神地域の河川改修は、 河道拡幅によ る 治水安全度の向上と と も に、 周辺環境に

も 配慮し た 整備を 行っ て いる 。  

 

事 業 名 全事業量等 

河川改修事業 371. 2km 

内 

訳 

都市基盤河川改修事業（ 妙法寺川、 伊川、 櫨谷川）  69. 9km 

準用河川改修事業 180. 8km 

普通河川改修事業 120. 5km 

 

②河川管理施設点検 

水害から 市民の生命を 守る た め、 護岸等の河川管理施設を 定期的に点検し 、 予防保全の

観点を 踏ま え た 修繕を 行う こ と で 、 治水の安全維持を 図る 。 点検結果を 受けて 、 緊急性の

ある 変状について は速やかに 修繕を 行い、 そ れ以外の箇所につ いて は、 予防保全及び経費

平準化の観点を 踏ま え た 全市的な 河川施設管理計画を 策定し 、 適切かつ計画的な 河川管理

を 進めて いく 。  

 

事 業 名 全事業量等 

河川管理施設点検 準用河川・ 普通河川のう ち 、 人家、 主要施設等を 背後に持つ約 160 ㎞ 
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（ ２ ） 総合治水対策 

近年、 頻発する 集中豪雨や局所的大雨等に対し 、 こ れま で の「 河川下水道対策」 に加え 、

雨水を 一時的に貯留・ 地下に浸透さ せる「 流域対策」 や、 浸水し て も そ の被害を 軽減する「 減

災対策」 を 組み合わせた 「 総合治水」 を 推進する こ と が重要と な っ て い る 。 兵庫県で は、 平

成 24 年 4 月 1 日に「 総合治水条例」 を 施行し 、 こ れに 基づき 流域毎に流域市町及び住民参画

の下で 「 総合治水推進計画」 を 策定し て いる 。 神戸市で は、 市域を 4 流域（ 武庫川・ 表六甲

・ 神明・ 加古川） に分け て 上記計画が策定さ れて おり 、 こ れに 基づいて 総合治水を 推進し て

いく 。  

 

①流域貯留事業 

河川洪水対策の１ つと し て 、 対象河川上流部に 既存た め池や調整池を 活用し た 流出抑制施

設を 設置し 、 下流域の治水安全度の向上を 図る 。  

 

（ ３ ） 河川情報の提供 

①河川モ ニ タ リ ン グカ メ ラ  

河川の流れる 様子を 撮影し 、 イ ン タ ーネ ッ ト で 閲覧で き る シ ス テ ムを 構築し 、 運営管理

を 行う 。  

増水の危険性を 実感で き る 映像を 市民に見て も ら う こ と で 、 確実、 迅速な 避難を 促す。  

 

②河川増水警報シ ス テ ム 

親水施設があ る 河川に おいて 、 大雨・ 洪水注意報又は警報発令後に回転灯が点灯し 、 音

声で 警告する シ ス テ ムを 構築し 、 運営管理を 行う 。 都賀川増水事故（ 平成 20 年７ 月） を 受

けて 整備し た も ので 、 河川利用者のた めの安全対策と し て 、 増水の危険を 知ら せ、 迅速な

避難行動を 促す。  

 

③都賀川増水時事故の防止 

都賀川を 守ろ う 会・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 等地域団体及び警察、 消防等関係機関と 連携

し て 、 都賀川が急増水する 性質を 持つこ と を 理解し た う え で 利用し て い た だ く こ と 、 降雨

時や大雨（ 洪水） 注意報（ 警報） 発表時には決し て 立ち 入ら な いこ と の啓発を 図る 。  

 

（ ４ ） 河川の浸水想定区域における 連絡体制の強化 

水位情報周知河川につ いて は、 洪水ハザード マ ッ プ の作成に伴い、 浸水想定区域を 指定し

て いる 。 こ の区域は、 河川の氾濫等に よ り 浸水被害が発生する 恐れがあ る た め、 避難体制、

情報連絡体制の強化を 図っ て いる 。  

 

①河川溢水等によ る 浸水想定区域の実態調査の実施 

河川の浸水想定区域に おいて 、 特に早期避難の必要がある と 判断さ れる 区域の住民に対

し て 、 迅速な 避難と 情報の伝達を 円滑に行う た めの体制を 確保する た めに 、 浸水想定区域

の実態調査（ 世帯数、 避難先、 情報伝達手段） を 継続し て 実施する 。  
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②避難準備情報、 避難勧告・ 指示の伝達方法の確立 

河川の浸水想定区域に 対し て 避難準備情報、 避難勧告、 指示を 発令する 場合は、 円滑な

情報伝達を 図る こ と が重要と な る 。 こ のた め、 広報車等によ る パト ロ ールや地域広報、 防

災行政無線同報系、 ひょ う ご 防災ネ ッ ト 、 緊急速報メ ール、 Ｌ ア ラ ート に よ る マ ス コ ミ 等

を 通じ た 緊急情報の提供のた めの環境づく り を 進める 。  

 

③住民への周知 

河川の浸水想定区域内の住民に対し 、 地域の訓練や、 地域の懇談会、 消防団、 防災福祉

コ ミ ュ ニ テ ィ 等を 通じ て 、 住民相互に おいて も 日ご ろ から 伝達方法や避難場所、 避難方法

な ど を 確認する よ う 啓発する 。  
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２  都市の浸水対策の推進 

集中豪雨や台風から 市民の生命や財産、 神戸のま ち を 守る た め、 雨水管渠や雨水ポン プ 場な

ど のハード 対策、 水害リ ス ク 情報の共有を はじ めと する ソ フ ト 対策を 進め、「 防災」 と 「 減災」

に取り 組む。  

 

（ １ ） 雨水幹線・ 雨水ポン プ 場の整備 

地盤が低い地区や人口の集中し て いる 地区のう ち 、 浸水に対する 危険性が高い地区を 中心

に浸水対策事業を 継続し て 実施し て い る 。 特に、 平成 30 年度の台風によ り 著し い浸水被害が

発生し た 中央区東川崎町を 中心に、 神戸駅周辺に おけ る 雨水ポ ン プ 場や雨水管渠の整備な ど

を 進め、 浸水リ ス ク の低減に 努めて い る 。 ま た 、 西区玉津町西河原地区に おいて も 浸水軽減

に向け た 整備を 進めて い く 。  

台風に よ る 豪雨や高潮の影響によ り 、 マ ン ホ ールの蓋が持ち 上がり 、 舗装が破損する な ど

の被害が出た た め、 雨水管渠の高潮対策（ 耐圧化） を 実施し て いく 。  

既存の雨水ポン プ 場の中には、 設計基準が古く 、 近年の豪雨に 対応で き て いな いポン プ 場

がある た め、設備の改築更新に あわせ、現在の設計基準に合っ た 設備を 導入し て いく 。ま た 、

老朽化し て い る 雨水ポン プ 場は改築更新に合わせて 、 排水能力の向上を 図っ て いく 。  

 

（ ２ ） 浸水に対する 情報発信の充実 

近年、 全国的に被害を も た ら し て いる 豪雨に対し て は、 ハード 対策だ け で は対応に限界が

ある た め、 ソ フ ト 対策と し て 市民の防災活動・ 避難行動の助け と な る 情報の提供を 進めて い

く 。  

神戸市内の各戸に配布し て い た ハザード マ ッ プ に おい て 、 浸水リ ス ク の情報を 定期的に 更

新する と と も に、 浸水に 対し て 市民の避難行動を 促せる よ う 、 表現を 工夫し て わかり やすく

発信し て いく 。  
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（ ３ ） 雨水流出抑制施設の整備 

「 浸水に強い ま ち づく り 」 を 促進し 、 安全・ 安心な ま ち づく り を 実現する た めには、 過去

に浸水の被害を 受けた 地区及び浸水の被害が想定さ れる 地区に 対し 、 公共施設を 有効に 活用

し た「 雨水流出抑制（ 貯留・ 浸透） 施設」 と し て 、 雨水貯留施設（ ４ 箇所）、 学校雨水貯留槽

（ ３ １ 箇所）、 透水性舗装（ 約 21. 5ha） 等の整備を 完了し て お り 、 浸水被害の軽減・ 解消を

推進し て いる 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ４ ） 地下街等の浸水対策 

地下街や地下鉄駅舎等への浸水対策と し て 、 地下施設における 止水板の設置・ 改修な ど の

浸水防止対策を 推進する と と も に、豪雨時に浸水する 可能性がある 地下施設管理者に対し て 、

避難確保計画に基づく 避難体制の確保・ 強化や、 万が一浸水し た 場合に 備え た 対応につ いて

な ど の指導を 推進する 。  

 

３  高潮・ 沿岸部都市浸水対策の推進 

（ １ ） 海岸保全施設の整備 

昭和 39 年 20 号台風及び昭和 40 年 23 号台風と 相次い で 高潮に よ る 大き な 被害を 受けた た

め、 昭和 40 年度から 被害の最も 大き かっ た 西神戸地区（ 和田岬～妙法寺川尻） よ り 高潮対策

事業に 着手し 、 順次、 東神戸地区（ 都賀川尻～新在家）、 中神戸地区（ 兵庫新川運河～中之島

周辺） と 事業を 進めて き て お り 、 平成 27 年度に 、 想定さ れる 高潮（ 設計高潮位 TP＋2. 8m）

に対する 全区間（ 総延長 約 60km） の整備が完了し て いる 。  
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（ ２ ） 海岸保全施設の老朽化対策 

築造後年数がかな り 経過し て いる 海岸保全施設を 適切に維持管理し て い く た め、「 神戸港海

岸保全施設長寿命化計画」 を 策定し 、 予防保全の考え 方に基づ いた 計画的かつ効率的な 維持

管理を 実施する 。 ま た 、 老朽化が特に 進行し て い る 施設につい て は、 補修・ 改修を 行う こ と

で 機能の回復・ 強化を 図る 。  

 

事 業 名 全事業量等 

海岸保全施設の老朽化対策事業 海岸保全施設 
（ 総延長 約 60km）  

 

（ ３ ） 神戸港防災ポータ ルサイ ト  

神戸港におけ る 防災情報発信の取り 組みと し て 、 令和元年 9 月から “ 神戸港防災ポータ ル

サイ ト ” を 開設し 、 「 実況潮位の情報」 、 「 防潮鉄扉閉鎖の案内・ 閉鎖状況」 、 「 ラ イ ブ カ

メ ラ 映像配信（ 兵庫ふ頭） 」 な ど 、 防災行動に 必要な 情報を 分かり やすく 提供し 、 登録者に

は、 メ ールに て 最新のお 知ら せを 発信し て いる 。  

 

（ ４ ） 神戸港港湾Ｂ Ｃ Ｐ 協議会の運営 

平成 27 年度に策定し た「 神戸港港湾 BCP」 について 、 そ の実効性を 高める た め、 神戸港港

湾 BCP 協議会において 、「 マ ネ ジ メ ン ト 計画」 に 基づい た訓練や事前対策の検討に取り 組み、

必要に 応じ て 修正を 加え な がら 運用を 進めて い く 。  

令和元年度は、 大阪湾 BCP の方針に基づ き 、 新た に高潮・ 暴風によ る 被災を 想定し た 「 神

戸港港湾 BCP～高潮・ 暴風編～」 を 策定し た 。 引き 続き 、 大阪湾 BCP の取り 組みと も 連携し 、

神戸港港湾 BCP の充実に 向け た 取り 組みを 進める 。  

 

（ ５ ） 須磨海岸の整備 

須磨海岸にお ける 、 高潮・ 波浪等の被害を 軽減する た め、 養浜、 護岸等を 整備し 、 面的防

護によ り 、 海岸の防災機能を 確保する と と も に 、 豊かな レ ク リ エ ーシ ョ ン の場と し て 海岸環

境の向上を 図り 、 安全・ 安心な 海岸利用を 推進する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

須磨海岸環境整備事業 須磨海岸全体 

 

（ ６ ） 海岸保全施設の老朽化対策（ 漁港）  

築造後年数がかな り 経過し て いる 海岸保全施設を 適切に維持管理し て い く た め、「 海岸保全

施設長寿命化計画」 を 策定し 、 予防保全の考え 方に基づいた 計画的かつ効率的な 維持管理を

実施する 。 ま た 、 老朽化が特に進行し て いる 施設について は、 補修・ 改修を 行う こ と で 機能

の回復・ 強化を 図る 。  

 

（ ７ ） 漁港施設の整備 

近年の大型化する 台風等によ る 高潮・ 波浪等の被害の生じ る 恐れがあ る 場合、 被害を 軽減

する た め、 漁港施設の改良・ 整備を 行う 。  
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４  ため池防災対策の推進 

水防計画に位置付けら れて い る 要監視た め池や老朽化し たた め池等につい て 、 定期点検や

改修事業を 実施する 。 ま た 、 災害の未然防止な ど た め池の適正管理に関し て た め池管理者へ

の指導、 啓発を 行う 。  
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第４ 項 津波対策の推進  

 

津波対策について は、 南海ト ラ フ 地震レ ベル 1（ マ グニ チ ュ ード 8 ク ラ ス ） に対する 防潮堤の

整備（ 総延長約 60km） が完成し て お り 、 今後は、 レ ベル 2（ マ グニ チ ュ ード 9 ク ラ ス ） への対応

と し て 、 人命の確保を 最優先と し た 被害軽減を 基本と し た ハード 対策と ソ フ ト 対策を 組み合わせ

た 総合的な 津波対策を 推進する 。  

 

１  港湾、 漁港施設・ 海岸保全施設の整備 

（ １ ） 海岸保全施設の補強等 

南海ト ラ フ 巨大地震に 伴う 最大ク ラ ス の津波（ レ ベル 2 津波）に 対する ハード 対策と し て 、

既成市街地の人家部及び臨海部を 対象に既存防潮堤等を ねばり 強い構造に 補強する 対策を 実

施し 、 令和５ 年３ 月に 完了し た 。  

対象： 既存の海岸保全施設等 

目標： 既成市街地の人家部及び臨海部に おける 浸水深を 人命に 影響を 与え な い 30 ㎝未満

に低減 

 

事 業 名 全事業量等 

津波・ 高潮危機管理対策緊急事業 既存の海 岸保全
施設等 

 

（ ２ ） 神戸港水門・ 防潮鉄扉の遠隔操作・ 遠隔監視シ ス テ ム構築 

 
   津波の浸水被害を 最小限に食い 止める た めには、 神戸港沿いの水門及び防潮鉄扉を 迅速か

つ確実に閉鎖する 必要がある 。 現在は、 職員が現地で 水門及び防潮鉄扉の開閉状態を 確認し
て いる が、 安全確保等から 鉄扉の統廃合を 含めた 操作の遠隔化シ ス テ ムを 構築する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

津波・ 高潮危機管理対策緊急事業 ・ 水門、 防潮鉄扉の遠
隔操作化 

・ 水門、 防潮鉄扉の遠
隔監視化 

 

（ ３ ） 港湾・ 漁港施設の戦略的改修 

維持管理計画に基づく 点検を 実施し 、 予防保全の観点から 、 改修にあ た っ て は最新の技術

基準等も 踏ま え た 効果的かつ効率的な 改修等を 実施し 、 施設の機能を 確実に維持し て い く 。  

 

事 業 名 全事業量等 

港湾施設の戦略的改修 
水産基盤整備事業 

防波堤、 護岸 等 
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２  地域津波防災計画 

（ １ ） 地域津波防災計画に基づく 取り 組みの促進 

津波は、 発生時期が予測で き な いた め事前対応が難し く 、 地震発生後、 即時対応が迫ら れ

る な ど 、 行政で の対応が制約さ れる 。 津波被害を 最小限にと ど める ために は、 地域住民や事

業者等の日頃から の津波防災への意識付けが必要で あ る 。  

こ のた め、 南海ト ラ フ 巨大地震の津波によ り 浸水が想定さ れる 地域にお い て 、 防災福祉コ

ミ ュ ニ テ ィ が主体と な っ て 、 津波発生時の収集・ 伝達、 避難対策等に関する 地域津波防災計

画を 作成し て おり 、 計画に基づく 訓練等の取り 組みを 促進し て いく 。  

 

事 業 名 全事業量等 

地域津波防災計画作成支援 18 地区 

 

（ ２ ） 津波表示板の設置 

住民等の津波防災意識の普及・ 啓発と 、いざ と いう 時の適切な 避難対応を 可能と する た め、

地域住民が主体と な っ て 、 地域津波防災計画に 基づき 地域で 選定し た避難ルート を 中心に、

津波避難の方向や津波への注意喚起を 記し た 津波表示板を 、 電柱等に掲示する 取り 組みを 支

援し て いる 。  

 

事 業 名 全事業量等 

津波表示板設置支援事業 18 地区 

 

（ ３ ） 津波緊急待避所表示板の設置 

津波緊急待避所は、 津波発生時に緊急的に避難が可能な 堅牢な 建物で あ り 、 地域津波防災

計画の中で 位置づけら れて い る 。 日ご ろ から 津波緊急待避所の周知を 図る と と も に、 い ざ と

いう 時の適切な 対応を 可能と する ため、 津波緊急待避所への表示板設置を 行う 。  

 

３  都心部の津波避難対策 

来街者が多く 、 高度な 土地利用がな さ れて いる 都心部（ 三宮・ 元町・ 神戸） の、 そ れぞれの

地区特性を 踏ま え た 津波避難行動・ 誘導の基本的考え 方を 整理し た「 神戸市都心部にお ける 津

波避難行動・ 誘導指針」 を 平成 26 年 12 月に策定し て いる 。  

地域ご と の特性を 踏ま え た 避難情報を 示し た 「 津波避難情報板」 や、 地域津波防災計画の内

容を 踏ま え た 「 津波避難誘導・ 海抜表示」 の設置、「 津波防災ウェ ブ サービ ス “ コ コ ク ル？”」

の整備等、 地理に不案内な 方が多い都心部の対策と し て 、 来街者への啓発に取り 組んで いる 。

ま た 、 こ れら は多言語表示に よ り 来街者だ けで な く 外国人に対し て も 津波避難の啓発を 図っ て

いる 。  

神戸駅周辺地域におい て は、 関係機関やビ ル所有者等地域事業者の方を 会員と し た 協議会を

設立し 、 事業者間相互の協力体制を 構築し 、 津波避難誘導等のルールを 定める こ と を 目的に策

定し た 「 神戸駅周辺地域防災計画」 に 基づく 津波避難対策を 推進する 。  
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４  臨海部の津波避難対策 

臨海部の津波避難対策の一つと し て 、 港湾エ リ ア で 津波時に自社ビ ルで の避難がで き な い人

等を 受け入れる こ と がで き る 緊急待避所を 示し た 津波避難ビ ルマ ッ プ を 平成 27 年３ 月に作成

し 、 臨海部の事業所や港湾関係者へ配布を 行っ て いる 。  

今後も 引き 続き 緊急待避所の周知に努める な ど 、 津波避難の啓発に取り 組む。  

 

５  海抜表示板の設置 

津波避難対策の一つと し て 、 津波浸水想定地域周辺を 対象に 、 住民や来街者が、 そ の地域（ 地

点） の海抜情報を 認識し 、 地震時の津波避難への対処が必要かど う かを 知ら せる 目的で 、 避難

所や道路施設、 公園、 集客施設な ど に 海抜表示板の設置を 行っ て いる 。  

 

６  神戸港港湾Ｂ Ｃ Ｐ 協議会の運営（ 再掲）  

 

７  交通施設の津波対策 

地下鉄海岸線の一部に ついて は南海ト ラ フ 地震の津波浸水想定地域に含ま れて おり 、 津波が

発生し た 場合に浸水被害が生じ る 可能性がある た め、 浸水対策及び乗客の安全な 避難対策が必

要で あ る 。  

 

（ １ ） 地下鉄海岸線の津波浸水対策 

平成 26 年度に 兵庫県が発表し た 津波浸水想定区域について は、 平成 28 年度時点で 対策済

みで あ る 。 ま た 、 ソ フ ト 面で は、 津波警報が発表さ れた際に 、 各駅一斉に そ の情報を 通知す

る と と も に駅利用者に高い所への避難を 促す。 な お、 津波想定区域内にあ る 駅につい て は、

平成 29 年度にピ ク ト グ ラ ムを 使用し た 津波避難サイ ン を 設置し て いる 。  

 

（ ２ ） 地下鉄海岸線の大容量蓄電池の整備 

地震発生に 伴い、 地下鉄海岸線の３ 箇所ある 変電所すべて が停電する こ と を 想定し 、 浸水

区域内の駅間で 列車が停車し て し ま う 事態を 避け る た めに、 列車が次駅ま で 非常走行で き る

よ う 、 電車走行用電力を 供給する ための大容量蓄電池を 御崎変電所に整備し た 。  

平成 29 年度整備完了。  
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第５ 項 大規模地震対策の推進  

 

１  地震防災対策緊急事業５ 箇年計画 

地震防災対策特別措置法に基づき 兵庫県におい て 定めら れる 地震防災緊急事業５ 箇年計画と

連携し て 、 地震防災対策を 推進する 。  

 

２  屋外タ ン ク 貯蔵所の耐震化の推進 

建築物、 構造物の倒壊や寸断等によ る 被害の発生を 抑止する た め、 屋外タ ン ク 貯蔵所等危険

物施設の耐震化を 推進し 、 施設の防災力向上を 図る 。  

 

３  みな と の耐震対策の推進 

神戸港およ び垂水、 塩屋、 舞子各漁港で は、 岸壁・ 臨港交通施設、 漁港施設及び海岸保全施

設の内、 重要な 施設に ついて は、 こ れま で に耐震化を 進めて お り 、 今後も 引き 続き 耐震対策に

取り 組んで い く 。  

 

４  妙法寺駅等プ ラ ッ ト ホーム上屋耐震改修工事 

こ れま で 、 既存旅客上屋の耐震性能評価方法が定ま っ て いな かっ た が、 平成 29 年に「 鉄骨造

旅客上屋の耐震診断指針」 が整備さ れた こ と を 受け、 旅客上屋（ プ ラ ッ ト ホ ーム上屋） につい

て 耐震診断を 行い、 必要に応じ て 耐震改修工事を 実施する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

妙法寺駅プ ラ ッ ト ホ ーム上屋耐震改修工事 
対象： 西神・ 山手線妙法寺駅プ ラ ッ

ト ホ ーム上屋ほか 

伊川谷駅プ ラ ッ ト ホ ーム上屋耐震改修工事 
対象： 西神・ 山手線伊川谷駅プ ラ ッ

ト ホ ーム上屋ほか 

名谷駅プ ラ ッ ト ホーム上屋耐震改修工事 
対象： 西神・ 山手線名谷駅プ ラ ッ ト

ホ ーム上屋ほか 
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第６ 項 火災予防への取り 組み  

 

以下に 示す危険物を 扱う 施設や不特定多数の人が利用する 施設、 建物、 地域において は、 一

度出火する と 、 大火災と な り 、 甚大な 被害が生じ る 恐れがある た め、 実態把握、 自主防災体制

の強化、 防火思想の普及及び予防広報の徹底を 行う 必要がある 。  

 

○危険物製造所等の施設(石油コ ン ビ ナート 等) 

爆発及び速燃的な 火災と な り 危険物品の飛散流出等に よ り 延焼拡大のお そ れのある 危険物

施設 

 

○地下街、 準地下街 

火災等によ り 、 混乱を 生じ 人命救助、 消火活動上困難が予測さ れる 地下街、 準地下街 

 

○複合用途の高層建物 

火災発生時、 特に関係者の適切な 対応措置が必要と さ れる も ので 、 管理権限及び利用形態

の異な る 事業所が混在する 高層建物 

 

○不特定多数を 収容する 建物等 

早期に 避難誘導を 行わな ければ多数の死傷者が発生する 危険が大き い次の施設 

・ 劇場、 映画館、 公会堂、 集会場 

・ キャ バレ ー、 遊技場 

・ 待合、 料理店、 飲食店 

・ 百貨店、 マ ーケ ッ ト 、 大規模物品販売店舗 

・ 旅館、 ホ テ ル、 宿泊所 

・ 病院、 社会福祉施設、 各種養護施設 

・ サウ ナ、 公衆浴場 

 

○木造建物密集地域 

火災が延焼し やすく 1, 000 平方メ ート ル以上焼損する 危険性がある 街区 

 

１  企業の自主防火管理体制の強化 

状況変化の激し い対象物等の実態を 把握し 、 火災予防のた めの適切な 指導を 推進し 、 あ わせ

て 自主防災体制の確立を 促進さ せる た め、 次の事項を 実施する 。  

 

（ １ ） 防火査察の徹底 

旅館、 ホ テ ル、 及び福祉施設等の就寝施設を 伴う 人命危険の高い対象物を 重点に、 不特定

多数を 収容する 建物等の査察を 計画的に実施し 、 自主防災体制の確立を 推進する 。  

な お、 査察実施結果を Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サイ ク ルによ り 検証し 、 年度査察基本計画を 立案し 、 よ り

実効のある 査察の実施を 進める 。  
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（ ２ ） 法令規制に対する 違反事項の是正 

法令規制に違反し た 防火対象物及び危険物施設に つい て は、 そ の危険度に 応じ て 改善の通

告、 警告、 命令等を 行い 、 早期改善を 図る 。  

 

（ ３ ） 危険物施設における 自主保安体制の推進 

危険物施設に おける 石油類な ど の漏洩事故防止のた め、 法令事項と 行政指導事項の区分を

明確に し た 指導を 行い 、 自主保安体制の充実を 促す。 ま た 、 継続し て 事業者によ る 定期点検

制度を 促進し 、 自主保安体制の一層の強化を 図る 。  

 

（ ４ ） 防火管理体制づく り の指導 

防火管理者の選任、 自営消防訓練の実施、 消防用設備等の点検の指導等、 事業者の自主防

火管理体制づく り を 強化する こ と によ り 、 防火対象物の安全性を 確保する 。  

ま た 、 継続し て 指導を 行う こ と によ り 、 防火管理者選任率及び自衛消防訓練実施率の向上

を 図る 。  

 

（ ５ ） 企業の自主保安体制の推進 

「 火薬類取締法」、「 高圧ガ ス 保安法」、「 液化石油ガ ス の保安の確保及び取引の適正化に 関

する 法律」 に 関する 事務権限が平成 29 年度に本市へ移譲さ れる こ と を 受け、 こ れら 関係施設

に対する 実態把握、 な ら びに 災害予防・ 災害防御活動面から の自主保安体制の推進に向けた

指導を 実施する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

企業の自主保安体制の推進 神戸市内に お け る 火薬・ 高圧ガ ス ・

液化石油ガ ス 取扱施設 

 

２  市民によ る 自主防災組織の確立と 防災活動の推進 

市民生活の中にき め細かな 防災意識を 定着さ せる た め、 市民及び市民団体によ る 自主防災組

織の充実と 活動の活性化を 強力に推進する た め、 次の事項を 実施する 。  

・ 消防係員地区担当制に よ る 各防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ の活動支援を 行っ て いく 。  

・ 地域住民の防火意識の高揚を 図る た め、 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 、 消防団等によ る 自主防災

活動を 推進する 。  

・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ が実施する 防火・ 防災講習会及び消火、 通報、 避難等の訓練を 指導

する 。  

・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ が災害のな い ま ち づく り を 目指し て 実施する 防火広報活動や、 放火

防止のパト ロ ール、 年末警戒等に積極的に協力する 。  

・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 等を 通じ て 、 市民生活の安全情報を 地域住民に 提供する と と も に住

宅用防災機器の設置促進を 図る 。  

・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ ご と に、 地域の災害初動対応計画で あ る 「 地域お た すけガ イ ド 」 が

作成さ れる よ う 支援する 。  
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３  消防団によ る 防災活動の推進 

地域の安全を 守る 要と し て の消防団は、 多様化する 都市災害に 対応する た め、 地域防災のリ

ーダ ーと し て 地域住民の防火防災知識の普及や防災意識の高揚を 図る と と も に次の事項を 実施

する 。  

 

（ １ ） 消防団員の育成 

消防団の基本理念は「 自分た ち の地域は自分た ち で 守る 」 こ と にあり 、 地域に密着し た 消

防団活動にあ た っ て は高度な 知識技術が要求さ れる 。 こ のた め消防団活動は地域の防災力を

向上さ せる と と も に、 地域住民の安全を 確保する た め消防団員の育成強化を 図る 。 ま た 、 消

防団施設や積載車等に ついて 、 整備基準に基づき 、 フ ァ シ リ テ ィ マ ネジ メ ン ト の観点から 適

正管理を 進めて いく 。  

ま た 、「 消防団を 中核と し た 地域防災力の強化に 関する 法律」を 踏ま え 、消防団について は、

処遇改善、 消防団施設・ 装備の充実強化な ど の取り 組みを 進める 。  

 

（ ２ ） 防災知識の普及 

消防団は、 地域の防災リ ーダ ーと し て 地域住民に 対し て 防災訓練等を 通し て 、 実践的な 指

導を 通じ た 防災知識の普及と 防災意識の高揚を 図る 。  

 

（ ３ ） 各種訓練指導 

初期消火訓練、 救急応急処置、 通報、 避難要領の指導を 行う 。  

ま た 、 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ と の訓練で も 指導的立場と し て 地域防災力の底上げを 目指し

て 積極的な 参画を 図る 。  

 

（ ４ ） 消防団の入団促進 

地域の防災の担い手と し て 中心的役割を 担う 消防団がよ り 活性化する よ う 、 女性や大学生

に入団を 呼びかけ、 神戸市学生消防団活動認証制度や消防団協力事業所の登録推進な ど に取

り 組む。  

 

４  火災予防広報 

ホ ームページ 等の情報媒体の効果的な 活用や、 消防音楽隊によ る 広報演奏な ど 様々な 広報媒

体やイ ベン ト を 活用し 、 市民が防災に 関心を 持つこ と がで き 、 かつ、 わかり やすく 伝え る こ と

で 、 防災意識の向上を 図る 。  

 

５  住宅防火の推進 

近年に おける 建物火災の状況を みる と 、 6 割以上が住宅火災と な っ て お り 、 死者の 7 割以上

が住宅火災に よ る も のと な っ て いる 。  

住宅防火を 推進する た め、 各種広報媒体や防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 、 消防団等を 通じ て 市民の

防火意識の向上及び、 住宅用火災警報器、 住宅用消火器、 防災品、 安全調理器具等の住宅用防

災機器等の設置普及を 図り 、 住宅防火対策を 進める 。  
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第３ 章 危機管理・ 災害対応力の強化 

第１ 節 防災拠点の整備 

第１項 地域防災拠点づくり 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 学校施設の防災拠点機能強化   施策-62 

 

(１)校舎等の躯体の耐震化 
教育委員会事務局 

学校支援部学校環境整

備課 

1-1 
施策-62 

(２)非構造部材の耐震化 施策-62 

(３)学校開放の推進 
教育委員会事務局 

総務部総務課 

2-1 

9-2 
施策-62 

(４)地域と学校との連携による防災訓練の実施 
教育委員会事務局 

学校教育部学校教育課 
2-1 施策-62 

２ 公園整備、公園施設の防災機能強化   施策-63 

 

(１)地域の防災拠点となる公園の整備 

建設局 

公園部計画課 

公園部整備課 

3-4 施策-63 

(２)公園の防災拠点活用のための環境づくり 
建設局 

公園部管理課 

公園部整備課 

2-1 

9-2 
施策-63 

  

①公園整備への市民参画 

②公園を活用した地域交流 

③公園の地域管理の促進 

３ 民間施設との連携   施策-64 

 

(１)小売市場、商店街等との連携 
経済観光局 

商業流通課 
6-1 施策-64 

(２)地域の集会施設の活用 企画調整局 

つなぐラボ 
2-1 施策-64 

 ①地域集会所新築等助成 

(３)災害時帰宅支援ステーション 危機管理室 計画担当 3-4 施策-65 

 



 

施策-54 
 

第２項 防災中枢拠点・総合拠点等の整備 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 防災中枢拠点、バックアップ拠点の強化   施策-66 

 

(１)防災中枢拠点機能の強化 

危機管理室 計画担当 4-1 

施策-66 

(２)バックアップ機能の確保 

施策-66 
 

①ＨＡＴ神戸周辺 

②ハーバーランド周辺 

③西神中央周辺 

④ひよどり台周辺 

２ 防災総合拠点の整備   施策-67 

 

(１)区庁舎・消防署等の整備 

建築住宅局 

技術管理課 

市民参画推進局 

参画推進部区政振興課 

消防局 総務部総務課 

4-1 施策-67 

(２)消防庁舎の整備 消防局 総務部総務課 3-2 施策-67 

(３)公共建築物の定期点検 

建築住宅局 

建築指導部安全対策課 

建築指導部建築安全課 

建築課 

設備課 

4-1 施策-67 

 

第３項 広域防災拠点の整備 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 陸の拠点   施策-68 

 

 
建設局 

公園部計画課 

公園部整備課 

経済観光局 

農水産課 

福祉局 

政策課 

消防局 

市民防災総合センター 

危機管理室 計画担当 

3-1 

3-2 
施策-68 

 

①王子公園周辺 

②御崎公園周辺 

③総合運動公園周辺 

④舞子海岸周辺 

⑤北神戸田園スポーツ公園周辺 

⑥しあわせの村周辺 

２ 海の拠点 

港湾局 

港湾計画課 

海岸防災課 

危機管理室 計画担当 

3-1 

3-2 
施策-69 

３ 空の拠点 

港湾局 

港湾計画課 

空港調整課 

危機管理室 計画担当 

3-1 

3-2 
施策-70 
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第４項 防災施設の充実 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 避難施設の指定・周知の推進   施策-71 

 

(１)避難施設指定の定期的な点検・見直し 

各区 総務部総務課 

危機管理室 

地域安全推進担当 

3-4 施策-71 

(２)避難所等表示板の設置 危機管理室 

地域安全推進担当 
3-4 

施策-71 

(３)避難施設に関する広報の充実 施策-71 

２ ヘリポートスペースの確保 
消防局 警防部航空機動隊 

危機管理室 計画担当 

3-1 

3-2 
施策-71 

３ 非常用燃料の確保 消防局 総務部施設課 3-3 施策-71 

 

 

第２ 節 危機管理体制の強化 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 初動体制の強化 危機管理室 危機対応担当 4-1 施策-72 

２ 防災関連システム等の整備   施策-72 

 

(１)危機管理センターの運用 
危機管理室 危機対応担当 4-1 

施策-72 

(２)危機管理システム等の運用 施策-72 

(３)防災行政無線の整備・運用 危機管理室 危機対応担当 1-6 施策-72 

３ 危機管理・防災対応に関するマニュアルの作成・充実   施策-73 

 

(１)地域防災計画防災対応マニュアル 
危機管理室 危機対応担当 4-1 

施策-73 

(２)その他の危機対応マニュアル 施策-73 

(３)神戸市業務継続計画(BCP)の運用 危機管理室 計画担当 4-1 施策-73 

４ 広域連携の推進 危機管理室 危機対応担当 

3-1 

3-2 

4-1 

施策-73 

５ 消防力の高度化・専門化   施策-74 

 

(１)指揮体制・安全管理体制の強化 

消防局 警防部警防課 1-2 

施策-74 

(２)特殊災害対応力の強化 施策-74 

(３)救助体制の充実・強化 施策-74 

(４)大規模災害現場における救急体制の強化 消防局 警防部救急課 1-2 施策-74 

(５)資機材の整備・更新 

消防局 

警防部警防課 

警防部救急課 

総務部施設課 

1-2 施策-74 

(６)地震対策の推進 
消防局 警防部警防課 1-2 

施策-74 

(７)多様な消防水利の確保 施策-75 

(８)風水害対策の推進 消防局 警防部警防課 1-5 施策-75 

(９)消防職員の災害対応能力の向上 

消防局 

警防部警防課 

市民防災総合センター 

1-2 施策-75 

 



 

施策-56 
 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

６ 救急救命体制の強化   施策-76 

 

(１)救急業務の高度化 消防局 警防部救急課 3-2 施策-76 

(２)救急医療体制の強化  健康局 

地域医療課 
3-5 施策-76 

 ①持続可能な救急医療体制の構築 

(３)市民・事業者との協働による救急救命活動の展開 

消防局 

警防部救急課 

市民防災総合センター 

3-2 施策-77 
 

①市民救命士の養成 

②救急インストラクターの養成 

③民間患者等搬送事業者(民間救急)との連携 

④まちかど救急ステーションの推進 

７ 医療体制の強化   施策-78 

 

(１)災害に強い病院づくり 

健康局 

地域医療課 
3-5 

施策-78 
 

①中央市民病院の役割 

②市民病院群の機能維持・充実 

(２)災害拠点病院 施策-78 

(３)災害対応病院 施策-79 

(４)県広域災害・救急医療情報システム 施策-79 

(５)神戸市地域災害救急医療マニュアル 
健康局 

政策課 

3-2 

3-5 
施策-79 

８ 健康危機管理体制の充実・強化   施策-79 

 

(１)健康危機管理計画等の作成・充実 

健康局 

保健所予防衛生課 
10-3 

施策-79 

(２)健康危機管理専門家会議 施策-80 

(３)感染症予防対策 施策-80 

(４)新たな感染症対策(神戸モデル)の推進 施策-80 

９ 防災訓練の推進   施策-80 

 

(１)全市総合防災訓練 危機管理室 危機対応担当 4-1 施策-80 

(２)各区総合防災訓練 
危機管理室 危機対応担当 

各区 総務部総務課 

2-1 

4-1 
施策-81 

(３)要援護者等の防災訓練 
各区 

保健福祉部健康福祉課 
2-3 施策-81 

(４)情報伝達訓練 危機管理室 危機対応担当 1-6 施策-81 

(５)地域主体の防災訓練 
消防局 予防部予防課 2-1 

施策-81 

(６)事業所等における防災訓練 施策-81 

(７)関係機関等と連携した訓練 危機管理室 危機対応担当 4-1 施策-81 

１０ 地球温暖化の影響に対する適応策の推進 
環境局  

環境保全部環境都市課 

1-4 

1-5 
施策-82 
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第３ 節 災害時に自立生活が可能な 環境づく り  

第１項 災害時要援護者支援及びそのための環境づくり 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 福祉意識の啓発・人材の育成 

福祉局 

政策課 

高齢福祉課 

2-3 施策-83 

２ 地域での助け合いの仕組みづくり   施策-83 

 (１)地域における要援護者支援体制づくり 

危機管理室 

地域安全推進担当 

福祉局 

高齢福祉課 

各区 

2-3 施策-83 

３ 災害時要援護者リストの整備 
福祉局 

高齢福祉課 
2-3 施策-84 

４ 災害時要援護者の避難生活支援 
危機管理室 

福祉局 高齢福祉課 
2-3 施策-84 

５ コミュニケーション手段の確保 
福祉局 

障害者支援課 
2-3 施策-84 

６ 高齢者・障がい者等の緊急通報システムの推進 消防局 予防部予防課 2-3 施策-84 

７ 公益的建築物のバリアフリー化 
福祉局 

障害福祉課 
2-3 施策-84 

８ 誰もがくらしやすいまちづくりの推進 

福祉局 

建設局 

建築住宅局 

交通局 

2-3 施策-84 

９ 女性のための相談室 
市民参画推進局 

男女共同参画センター 
9-2 施策-85 

１０ 外国人への対応   施策-85 

 

(１)外国人コミュニティ、外国人支援団体、災害時通訳・翻

訳ボランティアとの連携 
市長室 国際部国際課 2-3 施策-85 

(２)防災情報等の多言語対応 市長室 国際部国際課 
2-2 

2-3 
施策-85 

(３)相談体制の充実 市長室 国際部国際課 2-3 施策-85 

１１ 来街者等への対応   施策-85 

 (１)観光客等への配慮 
経済観光局 

観光企画課 
2-2 施策-85 

 

第２項 ボランティアとの連携強化 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ ボランティアネットワーク等との連携 
福祉局 

くらし支援課 
9-2 施策-86 

２ 災害ボランティアセンターの充実 
福祉局 

くらし支援課 
9-2 施策-86 

３ 災害時のボランティア情報提供体制の充実 
福祉局 

くらし支援課 
9-2 施策-86 



 

施策-58 
 

第３項 被災直後の供給処理体制の充実 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 災害用食料・物資の備蓄 
経済観光局 

経済政策課 
3-1 施策-87 

２ 飲料水の確保 
水道局 

経営企画部計画調整課 
3-1 施策-88 

３ 救援物資の供給体制の整備 

危機管理室 計画担当 

経済観光局 

経済政策課 

各施設所管局 

3-1 施策-90 

４ 災害時のトイレ機能の確保   施策-90 

 

(１)公共下水道利用型仮設トイレ整備事業 建設局 下水道部計画課 3-4 施策-90 

(２)仮設トイレの備蓄 環境局 業務課 3-4 施策-90 

(３)災害用トイレ環境の整備に関する方針の策定 

危機管理室 

  地域安全推進担当 

環境局 業務課 

3-4 施策-90 

５ 下水処理水と雨水の有効利用   施策-91 

 
(１)せせらぎ等への下水処理水の供給 建設局 下水道部計画課 1-2 施策-91 

(２)雨水貯留槽整備事業 建設局 下水道部計画課 3-4 施策-91 

 

第４項 被災者生活の安定・再建に関する事前対策 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 被災者生活再建支援システムの構築 危機管理室 危機対応担当 9-2 施策-92 

２ 神戸市災害廃棄物処理指針の策定 環境局 環境政策課 9-1 施策-92 

３ 再生可能エネルギー・自立・分散型エネルギーの普及促進 

環境局 

環境保全部環境都市課 

企画調整局  

エネルギー政策課 

6-1 

7-1 
施策-92 

４ 地籍調査の推進 
建設局 

道路管理課 
 施策-92 
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第１ 節 防災拠点の整備  

 

災害時には、 避難者を 受け入れる 場所や災害対策活動を 展開する ための施設や空間お よ びこ れ

を 支援する 施設や空間が必要と な る 。 さ ら に 、 災害が大規模広域にわた る 場合は、 市外から の救

援物資等を 受け入れ、 集積、 配送、 一時保管する 機能が必要と な る 。  

こ のた め、 こ れら の機能を 有する 防災拠点を 、 地域特性や機能に応じ て 適正に配置し 、 災害時

には、 こ れら を 的確に運用する こ と で 、 被害の極小化を 図る 必要があ る 。 さ ら に、 平常時の各施

設や空間が本来必要と する 機能の維持と と も に 、 災害時の転活用にも 配慮し た 整備に努める 。  

ま た 、 市民の生活圏域を 考慮し て 、 小学校区を 基本と し た 地域防災拠点づく り を 進める と と も

に、 各区役所を 中心と する 防災総合拠点、 各区に 数箇所配置する 防災支援拠点の機能強化に取り

組む。ま た、市の災害対策の中枢と し て 市役所を 中心と する 防災中枢拠点の強化を 図る と と も に、

広域的な 連携に対応で き る よ う 神戸の特性を 生かし た 海・ 空・ 陸の広域防災拠点を 整備する 。  
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■圏域の広がり に応じ た 防災拠点の構成 

区 

生 

活 

圏 

地域防災拠点： 市民の自主的な 防災活動・ 避難生活を 支え る 拠点 

・ 小中学校 

・ 地域福祉セ ン タ ー等 

・ 公園 

・ 民間施設等 

・ 市民の防災活動拠点機能 

・ ラ イ フ ス ポ ッ ト 機能 

・ 避難所機能 

・ 備蓄機能 

防災支援拠点： 被災者等の生活の早期安定を 支援する 拠点 

・ 屋内施設 

・ オ ープ ン ス ペース  

・ 商業施設 

・ 医療・ 福祉施設等の 

集積を 活用 

・ ボラ ン テ ィ ア 拠点機能 

・ 情報拠点機能 

・ 支援型ラ イ フ ス ポッ ト 機能 

防災総合拠点： 区役所を 中心と し て 区生活圏の総合的な 防災活動を 担う 拠点 

・ 区役所 

・ 消防署等 

・ 区災害対策本部機能 

・ ボラ ン テ ィ ア セ ン タ ー機能 

・ 情報収集発信機能 

 

中 

枢 

拠 

点 

防災中枢拠点： 市役所を 中心と し て 市の中枢的な 防災活動を 担う 拠点 

・ 市役所 

・ 東遊園地 

・ 京橋地区 

・ みな と のも り 公園 

・ 市災害対策本部機能 

・ 情報中枢拠点機能 

バッ ク ア ッ プ 拠点： 防災中枢拠点のバッ ク ア ッ プ 機能を 担う 拠点 

・ HAT 神戸周辺 

・ ハーバーラ ン ド 周辺 

・ ひよ ど り 台周辺 

・ 西神中央周辺 

・ 市災害対策本部補完機能 

・ 情報中枢拠点補完機能 

 

広 

域 

防 

災 

拠 

点 

海の防災拠点： 海上ア ク セ ス を 活用し て 広域な 災害活動を 展開する 拠点 

・ ポート ア イ ラ ン ド  

・ 六甲ア イ ラ ン ド  

・ 摩耶埠頭、 兵庫埠頭 

・ 救援物資・ 救援部隊の受け 入れ機能 

・ 救援物資の集積・ 配送・ 保管機能 

・ 医療機能 

空の防災拠点： 航空ア ク セ ス を 活用し て 広域な 災害活動を 展開する 拠点 

・ 神戸空港 

・ 神戸ヘリ ポ ート 等 

・ 救援物資・ 救援部隊の受け 入れ機能 

・ 緊急医療の後方支援機能 

陸の防災拠点： 陸上ア ク セ ス を 活用し て 広域な 災害活動を 展開する 拠点 

・ 王子公園周辺 

・ 御崎公園周辺 

・ 総合運動公園周辺 

・ 舞子海岸周辺 

・ 北神戸田園ス ポーツ 公園

周辺 

・ し あわせの村周辺 

・ 救援物資・ 救援部隊の受け 入れ機能 

・ 救援物資の集積・ 配送・ 保管機能 

・ 救援部隊の活動支援機能 

・ 備蓄機能 

・ 広域避難ス ペース  
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第１ 項 地域防災拠点づく り   

 

地域防災拠点は地域の特性を 考慮し な がら 概ね小学校区程度を 対象と し 、 小中学校や公園、 地

域福祉セ ン タ ーな ど 市民に親し み利用さ れて いる 施設を 中心に防災拠点と し て の機能を 整備する 。 

地域防災拠点におい て は、 避難所機能や防災活動拠点機能、 情報拠点機能と し て の設備や事業

者や商店街等と の連携な ど を 必要に応じ て 確保する 。  

ま た 、 地域防災拠点の中核と な る 小中学校や地域福祉セ ン タ ーな ど は、 耐震化やバリ ア フ リ ー

化等に よ り 防災機能の強化を 図る 。  

さ ら に 、 学校開放やふれあい のま ち づく り 、 公園管理会の活動な ど を 通じ て 日頃から 市民の活

発な 施設の活用を 図り 、 自主的な 管理・ 運営を 促進する 。  

防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ な ど の活動を 支援し 、 民間・ 商業施設と の連携や集会施設を はじ め地域

住民の交流の場と な っ て いる 施設な ど 地域内にあ る 防災資源を 生かし て 、 地域の状況に応じ た 防

災拠点の形成を 促進する 。  

将来、 こ れら の防災拠点について は、 災害時に地域で 自主的に運営・ 活用がで き る よ う 、 検討

を 進める 。  

 

  

図 地域防災拠点 概念図 

 

【 地域防災計画におけ る 各施設の位置づけ】  

施    設 位 置 づ け  

小中学校 
学校開放な ど によ り 普段から 市民に親し ま れて いる 学校を 「 緊
急避難場所」 及び「 避難所」 と し て 位置づける 。  

公園 
日常的にレ ク リ エ ーシ ョ ン 活動等コ ミ ュ ニ テ ィ 形成の場と し て
活用さ れて い る 公園を 「 一時避難場所」 又は「 緊急避難場所」
と し て 位置づ ける 。  

地域福祉セ ン タ ー等 

日頃の地域で の福祉活動が、 災害時に おける 要援護者への支 
援に寄与する た め、活動の拠点で ある 地域福祉セ ン タ ー等を「 福
祉避難所」 と 位置づけ る 。  

小 中 学 校

公 園

地 域 福 祉 セ ン タ ー

民 間 施 設

商 店 街 等

ふ れ あ い の
ま ち づ く り

遊 び ・ 憩 い
公 園 管 理 会 等

学 校 教 育
学 校 開 放 等

業 務 活 動
地 域 開 放 等

商 店 街 の 活 性 化
イ ベ ン ト 等

         

         
              

                          地 域 安 全 活 動 等

                                 コ ミ ュ ニ テ ィ 安 全 計 画

                                 地 域 防 災 拠 点 の 運 営

              防 災 訓 練

                安 全 マ ッ プ

                       安 全 イ ベ ン ト 等

耐 震 化
防 災 機 能 強 化

公 園 の 整 備
防 災 機 能 強 化

地 域 福 祉
セ ン タ ー の 整 備

協 定 等 に よ る
活 用

商 店 街 の
近 代 化 ・ 高 度 化

地 域 防 災 拠 点
の 形 成

平 常 時 の 活 用災 害 時 の 活 用

安 全 で 安 心 な コ ミ ュ ニ テ ィ

整 備
機 能 強 化

地 域 交 流
の 促 進

地 域 活 動

避 難 所 機 能                         

防 災 活 動 拠 点 機 能            

情 報 拠 点 機 能                    

要 援 護 者 の                         
二 次 避 難 所 機 能                 

ラ イ フ ス ポ ッ ト 機 能              

地 域 防 災 拠 点
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１  学校施設の防災拠点機能強化 

（ １ ） 校舎等の躯体の耐震化 

旧耐震基準（ 昭和 56 年度以前建築） の校舎・ 体育館を 対象に耐震診断を 行い、 耐震性能不

足で あ っ た 建物の耐震化を 進め、 災害に強い学校づく り を 図る 。  

平成 17 年度から 10 カ 年計画で 耐震化率 100％を 目指し 、 学校再編等に 伴う 改築によ り 耐

震化を 図る 予定の学校を 除い て 平成 23 年度に耐震化を 完了し た 。  

 

（ ２ ） 非構造部材の耐震化 

児童・ 生徒の安全確保及び避難所と し て の機能確保のた め、 市立学校体育館な ど の非構造

部材（ 吊り 天井、 照明器具、 バス ケッ ト ゴ ール、 窓ガ ラ ス 等） の耐震化を 図る 。  

ま た 、 外壁・ 屋根材の剥落・ 落下防止対策によ り 、 防災機能の強化を 図る 。  

 

（ ３ ） 学校開放の推進 

学校施設（ 運動場・ 体育館・ プ ール・ 市民図書室・ 教室） を 地域住民に 開放し 、 地域生涯

学習の拠点化を 進める 。  

 

（ ４ ） 地域と 学校と の連携によ る 防災訓練の実施 

地域と 学校が防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 等で 実施する 防災訓練に参加し 、 災害時の学校の防災

拠点と し て の活用や児童・ 生徒の安全確保のた めの地域と の連携な ど の訓練を 行う 。  
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２  公園整備、 公園施設の防災機能強化 

地域の公園は日常的な レ ク リ エ ーシ ョ ン 活動や地域コ ミ ュ ニ テ ィ 形成の場と し て 、 ま た 、 災

害時に は一時避難場所や防災活動の拠点、 支援や復旧・ 復興活動の拠点と し て 活用さ れる 。 こ

のた め、 公園の不足する 地域や復興のま ち づく り の中で 公園・ 緑地の確保を 図る と と も に、 既

存公園につい て も 地域の防災拠点と な る よ う 、 そ の機能の強化を 図る 。  

 

（ １ ） 地域の防災拠点と な る 公園の整備 

公園の不足し て いる 地域にお ける 整備を 重点的に 進め、 さ ら に 、 防災上特に重要な 公園に

ついて は、 災害用仮設ト イ レ や防災資機材庫の整備な ど によ り 、 防災機能の強化を 図る と と

も に、 公園で の雨水や井戸水の活用、 ソ ーラ ーシ ス テ ムの導入な ど 環境に やさ し く 、 災害時

にも 活用で き る 施設の整備を 進める 。 ま た 、 既存の公園につい て も 、 地域の防災拠点と な る

よ う 、 そ の機能の強化を 図る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公園で の耐震性防火水槽の設置 

 

（ ２ ） 公園の防災拠点活用のた めの環境づく り  

公園を 自主的な 防災活動の拠点と し て 活用する た め、 防災訓練で の活用や日常の管理等を

通じ た コ ミ ュ ニ テ ィ づく り を 促進する 。  

ま た 、 公園づく り にあ た っ て は、 阪神・ 淡路大震災の経験から 、 公園の防災機能は単に 防

災施設にある だ けで はな く 、 日頃から 市民にな じ ま れて いる こ と がいざ と いう 時に役立つこ

と から 、 計画段階や整備そ のも のにつ いて も 市民の参加を 促進し 、 防災拠点と し て の意識を

高める と と も に、 地域で の自主管理が可能な 環境づく り を 進める 。  

 

①公園整備への市民参画 

震災から の復興のま ち づく り が進めら れた 地域で は、 事業で 確保する 公園の施設内容や

完成後の管理運営方法な ど に ついて 、 ま ち づく り 協議会等で 検討が進めら れた 。 こ の活動

を 通じ て 公園はよ り 親し みのある 空間と な り 、 ま た 地域で の管理がコ ミ ュ ニ テ ィ の育成に

も 貢献し て い る 。 今後も 、 公園の防災機能の強化や災害時の活用も 含めた 市民参加によ る

公園づく り を 推進する 。  
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②公園を 活用し た 地域交流 

公園で は地域の個性を 生かし た 親し みのも て る 空間づく り を 進めて おり 、 公園ミ ーテ ィ

ン グを 開催する な ど 、 地域交流の場と し て 活用し て い る 。 ま た 、 防災訓練や地域交流を 通

じ て 災害時に 活用し やすい公園づく り を 進める 。  

 

③公園の地域管理の促進 

ま ち の美緑花ボラ ン テ ィ ア （ 旧公園管理会） 等に よ る 日常的な 管理を 促進し 、 地域で の

管理を 通じ て コ ミ ュ ニ テ ィ の育成を 図る と と も に 、 日頃から 公園にな じ むこ と で 災害時に

利用可能な 環境づく り を 進める 。  

 

３  民間施設と の連携 

地域に ある 集会施設や商業施設は日常的な 生活に おけ る 交流の場で あり 、 ま た 、 地域の情報

発信の拠点で も ある 。 工場な ど にはそ こ で 働く 人々も 含め、 技術や資機材、 施設な ど 災害時に

有効な 資源がある 。 地域で の防災力を 高めて い く 上で こ れら の民間施設は重要な 役割を も っ て

おり 、 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 活動な ど を 通じ て 連携を 深め、 と も に安全で 安心な ま ち づく り を

めざ すた めの環境づく り を 進める 。  

民間事業者が能力や資源を 地域の安全で 安心な ま ち づく り に活用で き る よ う 、 防災福祉コ ミ

ュ ニ テ ィ な ど を 通じ た 連携を 支援する 。 ま た 、 事業者に対し て 、 パン フ レ ッ ト の作成、 各種団

体を 通じ た 広報によ っ て 地域貢献に対する 啓発を 行う 。  

 

（ １ ） 小売市場、 商店街等と の連携 

地域に ある 商業施設は日常の買い物活動を 通じ て 市民の交流の場と な り 、 地域情報を 提供

で き る 拠点で も ある 。 ま た 、 独自の流通ルート を 持ち 、 災害時に市民生活を 支援する 上で 果

た す役割は大き い。  

こ のた め、 小売市場・ 商店街等の近代化・ 高度化を 支援し 、 地域交流や情報発信、 災害時

の地域の生活支援拠点と な る よ う 働き かける 。  

 

事 業 名 全事業量等 

商店街・ 小売市場共同施設建設補助
事業 継続的な 助成の実施 

 

（ ２ ） 地域の集会施設の活用 

神戸市地域集会所新築等助成制度を 活用し 、 活動の拠点と な る 地域の集会施設の確保を 支

援する 。  

① 地域集会所新築等助成 

地域コ ミ ュ ニ テ ィ 及び地域活動を 推進する た め、 拠点施設と し て 地域集会所を 整備する

自治組織に対し て 整備費の助成を 行う 。  

 

事 業 名 全事業量等 

地域集会所新築等助成 継続的な 助成の実施 
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（ ３ ） 災害時帰宅支援ス テ ーシ ョ ン  

関西２ 府７ 県４ 政令市が、 関西広域連合を 通じ て コ ン ビ ニ エ ン ス ス ト ア ・ 外食事業者・ ド

ラ ッ グ ス ト ア 27 社と 締結し て いる 「 災害時に お ける 帰宅困難者に対する 支援に関する 協定」

にも と づき 、 災害時に は、 関西域に所在する 各店舗が「 災害時帰宅支援ス テ ーシ ョ ン 」 と し

て 、 水道水、 ト イ レ 、 道路情報の提供等の帰宅支援サービ ス の実施を 行う 。  

こ の「 災害時帰宅支援ス テ ーシ ョ ン 」 に賛同する 事業者の市民周知を 図る た め、 ポス タ ー

の掲示な ど を 通じ て 普及啓発を 行う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 災害時帰宅支援ス テ ーシ ョ ン ス テ ッ カ ー 
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第２ 項 防災中枢拠点・ 総合拠点等の整備  

 

１  防災中枢拠点、 バッ ク アッ プ 拠点の強化 

災害対策にあ た っ て は、 全市の中枢と な る 災害対策本部を 早期に立ち 上げる た めの環境づく

り と 、 そ の災害対策本部と し て の機能を 強化し て おく こ と が必要で ある 。  

こ のた め、 防災セ ン タ ー機能の強化、 東遊園地や京橋地区と の一体的な 活用によ り 市役所の

拠点機能を 強化する と と も に 、 関係機関と の連携によ り 全市的な 防災の中枢と な る 拠点を 形成

する 。 併せて 、 中枢拠点が被災し た 場合のバッ ク ア ッ プ 機能の強化を 図る 。  

 

（ １ ） 防災中枢拠点機能の強化 

市役所の災害対策本部機能を 強化する た め、危機管理セ ン タ ーの整備を 進める 。あわせて 、

消防管制シ ス テ ムを 構築し 、消防作戦本部機能の強化を 図る と と も に 、防災情報セ ン タ ー（ 危

機管理セ ン タ ー供用後はオ ペ レ ーシ ョ ン セ ン タ ー） と の連携を 強化する 。  

ま た 、 京橋地区に集積する 防災行政機関や都心に 集積する ラ イ フ ラ イ ン 事業者等と の連携

を 促進する と と も に、 みな と のも り 公園、 東遊園地、 磯上公園等と 連携し 、 中枢拠点のバッ

ク ヤード な ど と し て 活用する 。  

 

（ ２ ） バッ ク ア ッ プ 機能の確保 

市役所周辺の防災中枢機能の代替地区と し て 、 東西の都心核で ある Ｈ Ａ Ｔ 神戸周辺およ び

ハーバーラ ン ド 周辺を 位置づける 。 ま た 、 新市街地で は、 ひよ ど り 台周辺およ び西神中央周

辺を 位置づけ る 。 こ れら の地区の整備にあた っ て は、 中枢機能の代替を 強化する よ う に 配慮

する 。  

 

①Ｈ Ａ Ｔ 神戸周辺 

Ｈ Ａ Ｔ 神戸に おける 、 国・ 県の防災関係機関や兵庫県災害医療セ ン タ ー・ 神戸赤十字病

院な ど の中心施設群と の連携を 図る と と も に 、な ぎ さ 公園を バッ ク ヤード と し て 活用する 。 

ま た 、 救援物資の集積・ 配送や応援要員のベース キャ ン プ 機能等を 有する 摩耶ふ頭や王

子公園と 一体的に運用する こ と で 、 防災中枢拠点の補完機能を 確保する 。  

 

②ハーバーラ ン ド 周辺 

ハーバーラ ン ド におけ る 、 公共施設群や神戸大学付属病院と の連携を 図る 。 ま た 、 救援

物資の集積・ 配送や応援要員のベース キャ ン プ 機能等を 有する 大倉山公園を 市立中央体育

館・ 神戸文化ホ ールを バッ ク ヤード と し て 活用する こ と で 、 防災中枢拠点の補完機能を 確

保する 。  

 

③西神中央周辺 

西神中央駅周辺の高度な 機能集積を 活用する こ と で 防災中枢拠点の補完機能を 確保する 。 

 

④ひよ ど り 台周辺 

神戸市消防学校の施設群を 活用する と と も に、 広域防災拠点で ある し あ わせの村施設群

と の連携を 図り 、 防災中枢拠点の補完機能を 確保する 。  
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２  防災総合拠点の整備 

区災害対策本部で ある 区役所や消防署について 、 耐震性の向上を 図り 、 自家発電の増強や太

陽光発電の活用な ど に よ っ て 自立し た 活動がで き る よ う 施設の特性に応じ た 自立・ 分散型エ ネ

ルギーを 整備する な ど 、 機能強化を 進める 。 そ の他の庁舎や公共建築物に ついて も 順次、 建物

構造の耐震強度や防災機能の強化を 図っ て いく 。  

市街地再開発事業や土地区画整理事業等の整備事業と 連携し 、 オ ープ ン ス ペース の確保、 ラ

イ フ ラ イ ン の強化、 海や陸から のア ク セ ス ルート の整備等を 進め、 防災総合拠点機能の強化を

図る 。  

 

（ １ ） 区庁舎・ 消防署等の整備 

災害時に防災の中枢拠点と な る 施設の整備を 推進する 。  

 

（ ２ ） 消防庁舎の整備 

大規模災害時に防災拠点と な る 消防署所の自立性を 確保する た め、 耐震化や機能維持を 行

う と と も に、 消防需要に あっ た 適切な 消防署所整備を 計画的に 行う 。  

 

（ ３ ） 公共建築物の定期点検 

公共建築物の適正な 維持保全によ る 安全性の確保を 目的に、 建築基準法に よ り （ 平成 17

年 6 月改定施行） 義務付けら れた 一定の公共の建築物及び建築設備等の損傷、 腐食そ の他の

劣化状況及び安全に関する 事項につい て 、 建築士等有資格者に よ る 定期的な 点検を 行う 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 名 全事業量等 

公共建築物の定期点検 
対象施設 

約 900 施設/年 

 
 

 

対象公共建築物－100 ㎡を 超え る 特殊建築物 

（ 学校、 病院、 社会福祉施設、 集会施設、 市営

住宅等）  

－階数が 5 以上かつ 1, 000 ㎡を 超え る 事務所（ 庁舎、

消防署 等）  
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第３ 項 広域防災拠点の整備  

 

１  陸の拠点 

公園空間およ びそ の近傍の体育館等の施設群を 、 大規模災害時における 救援部隊のベース キ

ャ ン プ や救援物資等の集積・ 配送・ 一時保管場所、 臨時ヘリ ポ ート な ど への転活用を 考慮し て

配置、 整備する こ と で 陸の広域防災拠点を 形成する 。 ま た 、 兵庫県が整備し た 三木総合防災公

園を はじ めと する 、 市域周辺の広域防災拠点と の連携や役割分担を 図り 、 大規模災害時に効率

的な 運用を 図る 。 拠点の配置は、 活用で き る 施設の整備状況、 緊急輸送路ネ ッ ト ワーク と の関

係や市街地形成状況を 配慮し て 以下に 掲げる も のと する 。  

 

①王子公園周辺 

王子公園の施設群を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能およ び応援部隊等の

ベース キャ ン プ 機能等を 確保する 。ま た 、近接する Ｈ Ａ Ｔ 神戸の施設群と の連携を 強化し 、

防災拠点機能の充実を 図る 。  

 

②御崎公園周辺 

御崎公園の施設群を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能およ び応援部隊等の

ベース キャ ン プ 機能を 確保する 。  

 

③総合運動公園周辺 

総合運動公園の施設群を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能お よ び応援部隊

等のベ ース キャ ン プ 機能を 確保する 。  

 

④舞子海岸周辺 

舞子海岸周辺のマ リ ン ピ ア 神戸やア ジ ュ ール舞子（ 舞子東海浜緑地） 等の施設群を 活用

し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能およ び応援部隊等のベース キャ ン プ 機能を 確保

する 。  

 

⑤北神戸田園ス ポーツ 公園周辺 

北神戸田園ス ポーツ 公園の施設群を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能およ

び応援部隊等のベース キャ ン プ 機能を 確保する 。 ま た 、 近接する フ ルーツ フ ラ ワーパーク

の施設群と の連携を 強化し 、 防災拠点機能の充実を 図る 。  

 

⑥し あ わせの村周辺 

し あわせの村施設群を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能お よ び救援部隊等

のベース キャ ン プ 機能等を 確保する 。 ま た 、 近接する 市民防災総合セ ン タ ーと の連携を は

かり 、 防災中枢拠点のバッ ク ア ッ プ 機能を 補完する 。  

ま た 、 神戸複合産業団地や国営明石海峡公園（ 神戸地区） およ びし あわせの森の施設群

等を 活用し 、 救援物資の集積・ 配送・ 一時保管機能お よ び応援部隊等のベ ース キャ ン プ 機

能を 確保する 。  
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２  海の拠点 

大規模な 地震が発生し た 場合の経済社会活動への影響を 最小限に抑え る た め、 必要な 国際海

上コ ン テ ナ物流機能を 確保する と と も に、 住民の避難や物資の緊急輸送等を 確保する た め、 物

流機能維持と 緊急物資輸送を 目的と し た 耐震強化岸壁の整備を 推進する 。  

ま た 、 そ の周辺空間や施設群を 救援部隊のベース キャ ン プ 、 物資等のス ト ッ ク ヤード や臨時

ヘリ ポート な ど に転活用する こ と を 考慮し て 配置、 整備する こ と で 、 大阪湾を はじ めと する 広

域圏域を カ バーする 海の広域防災拠点を 形成する 。  

こ のた め耐震強化岸壁の計画的な 整備を 推進する と と も に、 既存耐震強化岸壁や周辺施設と

の連携強化を 図り 、 災害時の運営体制、 支援体制の確立に努める 。  

 

事 業 名 全事業量等 

耐震強化岸壁の整備 26 バース  

 

 

緊急物資輸送用岸壁： 12 バース 、 物流機能維持用岸壁： 14 バース  

図 神戸港耐震強化岸壁 
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３  空の拠点 

空の持つ多面性、 高速移動性を 生かし 、 災害時の緊急物資の集積・ 配送・ 一時保管拠点、 救

援活動要員の受け入れ拠点、 緊急医療活動の後方支援基地と し て 神戸空港を 活用する 。 ま た 、

関西国際空港な ど と の海上交通ルート によ り 、ア ク セ ス ルート ・ ア ク セ ス 手段の多元化を 図る 。  

ま た 、 人員、 資機材、 緊急物資、 傷病者な ど の搬送を 円滑に行う た め、 市域内外におい て 初

動時を 含めた 円滑な 救援・ 救護活動が展開で き る 空の広域防災拠点を 形成する 。  

こ のた め空港島内外の情報ネ ッ ト ワーク を 利用し た 緊急時の運営体制・ 支援体制の確立や被

害状況、 利用可能施設、 運航状況な ど に関する 通信情報機能の充実を お こ な っ て いる 。  
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第４ 項 防災施設の充実  

 

１  避難施設の指定・ 周知の推進 

本市で は、 市立小中学校、 公共施設お よ び協力を 得ら れた 民間施設等を 緊急避難場所・ 避難

所と し て 指定し て いる 。  

緊急避難場所・ 避難所は、 災害時にお ける 市民の安全・ 安心のよ り ど こ ろ で ある と と も に地

域の防災拠点と な る 空間で あ る ため、 適正な 指定を 推進する と と も に、 標識の設置や広報の充

実によ り 市民等への積極的な 周知を 図る 。  

 

（ １ ） 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定

や学校施設の統廃合に 伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

（ ２ ） 避難所等表示板の設置 

災害対策基本法の改正に伴い 、 緊急避難場所、 避難所の位置づ けを 見直し 、 分かり やすい

現地の表示板の設置を 行う 。  

 

（ ３ ） 避難施設に関する 広報の充実 

避難施設の名称や位置、 避難時の注意点な ど を 広報紙Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ （ 防災特別号）「 く ら し の防

災ガ イ ド 」 に 掲載する ほか、 ホ ームペ ージ で も 公開する こ と で 市民等への周知を 図る 。  

 

２  ヘリ ポート スペースの確保 

大規模災害時には、 ヘ リ コ プ タ ーから の画像電送によ る 被害情報の収集や負傷者の救助、 救

急搬送、 消火活動が重要な 役割を 果た す。 ま た 、 陸上交通が麻痺し た 場合、 防災対策要員の受

け入れや防災資機材、 救援物資の受け 入れ搬送が必要と な る 。  

こ のた め、 公共、 民間を 問わず可能な と こ ろ に ついて は飛行場外離着陸場と し て 事前に 国土

交通省大阪航空局の許可を 得る と と も に、 広域防災拠点に、 臨時へリ ポ ート と し て 利用可能な

ス ペース の確保に努める 。  

ま た 、 建築物の高層化に 対応し 、 屋上にヘリ ポート 等の活動ス ペース を 確保する よ う 誘導す

る 。  

 

３  非常用燃料の確保 

災害対応の長期化に 備え る た め、 消防局市民防災総合セ ン タ ー及び長田消防署に緊急車両用

の非常用燃料を 確保する 。  
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第２ 節 危機管理体制の強化  

 

１  初動体制の強化 

阪神・ 淡路大震災の教訓を 踏ま え 、 地域防災計画におけ る 職員配備計画を 見直し「 所属動員」

「 指定動員」「 直近動員」 の三区分を 設け、 大規模災害発生直後に おいて 、 市災害対策本部、 区

本部、 消防本部を 即座に 立ち 上げら れる 様、 動員先の明確化と 、 迅速な 初動体制の確立を 図っ

て いる 。  

ま た 、 各消防署におけ る 部隊の増強を 行う べく 、 早期に出勤可能な 職員を 確保する た め、 市

役所に 近い既成市街地に 待機宿舎の整備を 行い 、 待機職員を 配置し て い る 。  

待機職員は、 大規模災害発生時には直ち に指定さ れた 勤務公署に出動し 、 緊急初動部隊と し

て 活躍する と と も に、 災害対策本部の開設、 防災活動の指揮、 情報収集や応急処置、 災害防御

な ど の初動活動にあた る こ と にな る 。 こ のた め、 日ご ろ から 、 参集体制を 確認する と と も に研

修や訓練を 定期的に実施する こ と で 、 非常時に 円滑に活動で き る よ う な 体制を 維持する 。  

 

２  防災関連シ ステ ム等の整備 

本市で は、 危機発生時の対応を 迅速かつ的確な も のと する た め、「 初動体制の強化」「 危機情

報の共有化」「 地域防災力の強化」 を 図る た めの各種防災関連シ ス テ ムの整備を 推進する 。  

 

（ １ ） 危機管理セ ン タ ーの運用 

本市に おけ る 危機管理の中枢機能を 集約し 、 災害発生時にも 安定的・ 継続的に機能を 維持

する た めに十分な 耐震性を 備え た 「 危機管理セ ン タ ー」 を 拠点と し て 、 災害・ 危機発生時の

初動対応の充実・ 強化を 図る 。  

 

（ ２ ） 危機管理シ ス テ ム等の運用 

消防管制シ ス テ ムや水防情報シ ス テ ム、 他の防災関連シ ス テ ム群と 連携を 図る こ と な ど に

よ り 、 災害発生時に おけ る 初動対応時から 災害の全容を 早期に把握し 、 災害救助や応援要請

等にかかる 意思決定や市民・ 関係機関等への情報提供を 迅速かつ効率的に 行え る よ う 、「 危機

管理シ ス テ ム」 を 整備し て い る 。  

今後はシ ス テ ムの安定運用のた め、 機能改善・ 追加を 継続し て 実施する 。  

 

（ ３ ） 防災行政無線の整備・ 運用 

緊急時にお ける 情報伝達を 円滑に行え る よ う 「 デジ タ ル防災行政無線」 を 整備し て い る 。

ま た 、海岸部への津波対策と し て 、屋外拡声子局の増設及びモ ータ ーサイ レ ン の設置に よ り 、

海岸部の音達範囲の拡充を 図り 、市民へ迅速かつ明瞭な 情報伝達がで き る よ う に努めて いく 。 
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３  危機管理・ 防災対応に関する マ ニュ ア ルの作成・ 充実 

（ １ ） 地域防災計画防災対応マ ニ ュ ア ル 

平成９ 年６ 月に地震対策に関する 34 項目につい て 防災対応マ ニ ュ ア ルを 作成し て いる 。  

引き 続き 、 こ れら マ ニ ュ ア ルを 防災訓練等を 通じ て 検証する と と も に、 多様な 災害や事故

に対応で き る よ う に、 必要に 応じ て 充実を 図る 。  

 

（ ２ ） その他の危機対応マ ニ ュ ア ル 

地域防災計画に定める マ ニ ュ ア ルの他、 新た な 個別の危機に対する マ ニ ュ ア ルを 、 重要性

等を 見極めな がら 作成し て い く 。 ま た 、 神戸市で は市内で 発生し た 危機のみな ら ず、 国内外

の様々な 災害に対し て も 、 支援を 行っ て き た 。 こ う い っ た 活動を ス ムーズに実施する た めの

マ ニ ュ ア ルに ついて も 策定し て いる 。  

今後も 、 必要に応じ て 危機対応のマ ニ ュ ア ルを 策定・ 更新し て いく 。  

 

（ ３ ） 神戸市業務継続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ） の運用 

大規模災害時の利用で き る 資源に制約がある 状況にお いて も 業務を 継続する べく 、 非常時

優先業務を 選定し 、 業務毎の開始・ 再開目標時期を 定めた 「 神戸市業務継続計画（ 地震・ 津

波対策編）」 ( BCP) を 策定し て いる 。 そ の運用、 訓練等を 通じ た 検証、 見直し ま で を PDCA サイ

ク ルで 管理・ 更新する 「 業務継続マ ネ ジ メ ン ト 」（ BCM） を 推進し 、 市内部で 業務継続の意思

統一を 図り 、 計画の実行性を 高める 。 ま た 、 BCP は「 神戸市災害受援計画」 を ベース と し て

いる こ と から 、 BCP と 一体的な 受援計画の見直し を 推進する 。  

 

４  広域連携の推進 

現在、 災害時の相互応援について は、 大都市間の相互応援、 兵庫県下の市町と の相互応援等

につい て 協定を 締結し て いる 。さ ら には関西広域連合の構成自治体と し て 、「 防災・ 減災プ ラ ン 」

等に基づく 広域連携や防災体制の充実を 図る と と も に、 応援協定の広域化や実践的な 合同訓練

な ど に よ り 、 市域を 超え た 連携強化を 図っ て い く 。  
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５  消防力の高度化・ 専門化 

都市構造や産業活動に よ る 事故や災害、 新興感染症、 Ｎ Ｂ Ｃ テ ロ 災害な ど 、 こ れま で に な い

新た な 事故や災害の危険性が高ま っ て おり 、 こ のよ う な 新た な 危機への対応力の向上のた め、

高度で 専門的な 消防体制を 構築する 必要がある 。 特に、 消防救助隊の救助技術の高度化、 放射

性物質や化学災害な ど への対応力の充実、 災害医療と 連携し た 救急体制、 消防ヘリ コ プ タ ーや

消防艇な ど の機動力を 活かし た 対応を 図る 。  

ま た 、 地震火災への取り 組みと し て 、 水道消火栓が破損し た 場合で あっ て も 、 火災の消火が

で き る よ う 、 プ ールや池等を 消防水利と し て 指定する な ど 、 多様な 水利の確保を 進める 。  

 

（ １ ） 指揮体制・ 安全管理体制の強化 

火災を はじ めと し た 災害発生時に効率的な 部隊活動、 安全管理、 広報活動な ど を 行う 指揮

隊の運用体制の充実や救急指揮体制の強化を 図る 。  

ま た 、 ウェ ア ラ ブ ルカ メ ラ や、 通信機器の活用に よ り 、 活動隊、 現場指揮所、 管制室と の

情報共有体制の強化を 図り 、 指揮体制、 安全管理体制の強化を 図る 。  

 

（ ２ ） 特殊災害対応力の強化 

災害様態が多様化する 中、 消防力のさ ら な る 高度化・ 専門化が求めら れて いる こ と から 、

地域特性や災害種別に あ わせて 救助隊や特殊災害隊な ど の専門部隊の安全かつ効果的な 運用

・ 配置を 行う 。  

 

（ ３ ） 救助体制の充実・ 強化 

救助に 関する 新た な 技術を 研究し 、 技術の向上を 図る と と も に 、 専門性を 持つ消防部隊を

充実・ 強化する 。  

 

（ ４ ） 大規模災害現場における 救急体制の強化 

災害等で 複数傷病者が発生し た 場合に 迅速に適切な 医療機関へ搬送する た めに救急指揮体

制の構築、及び大規模災害時の大規模災害対応救急隊に よ る 救急指揮体制の充実強化を 図る 。 

ま た 、 消防隊等、 DMAT、 他医療機関と の合同訓練を 実施し て い く 。  

 

（ ５ ） 資機材の整備・ 更新 

経年劣化な ど にあわせて 、 計画的な 更新を 行う と と も に、 災害様態の多様化に対応し た 資

機材、 救助資機材及び安全装備品の整備につい て 計画的に行う 。  

 

（ ６ ） 地震対策の推進 

南海ト ラ フ 巨大地震等への備え と し て 、 震災時の初動対応を 効果的に実施で き る よ う ハー

ド 面で の整備を 進める 。 具体的には、 市民によ る 消火活動を 目的と し て 耐震性防火水槽に設

置し て いる 可搬式小型動力ポン プ 及び付随する 消防用ホース 等の資機材のう ち 、 劣化に よ り

使用に 耐え な いも のを 順次更新する 。  

ま た 、 密集市街地で の大規模街区火災への対策と し て 、 消火栓使用不能時の教訓から 海の

消防用水の供給が可能な 大容量送水シ ス テ ム 3 セ ッ ト の機能を 維持する 。  
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（ ７ ） 多様な 消防水利の確保 

開発指導によ る 防火水槽の設置、 消防水利設置補助金制度の活用、 河川、 プ ールや池等の

指定水利化な ど 、 多様な 水利の確保に 努める 。  

ま た 、 地震に よ る 水道配管の破断や渇水時にも 使用で き る 消防水利を 確保する た め、 消火

栓以外の水利が不足し て いる 地域に耐震性防火水槽の設置を 推進する 。  

 

（ ８ ） 風水害対策の推進 

広島市の土砂災害等の事例を 踏ま え 、 根切り チ ェ ーン ソ ーや崩落監視セ ン サーと いっ た 、

風水害対策用高度救助機材の導入に加え 、 研修及び訓練によ り 救助技術を 習得する こ と で 、

風水害対策の強化を 図る 。  

 

（ ９ ） 消防職員の災害対応能力の向上 

市民防災総合セ ン タ ー内の都市災害に 対応し た 訓練施設を 活用し た 訓練を 実施する な ど 、

消防職団員の研修・ 訓練内容を 充実さ せる こ と で 、 災害対応能力の向上を 図る 。  
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６  救急救命体制の強化 

災害発生後に 多数の負傷者が発生し た 場合は、 救急救命士を 含む救急隊が災害現場等で ト リ

ア ージ 、 応急処置を 実施し 重傷者から 救急医療機関等へ円滑に 搬送し 、 軽症者について は保健

所や避難所等に開設さ れる 救護所等で 医療措置を 受ける 必要がある 。  

こ れら の救急救命処置を 迅速に展開する た め、 人員・ 資機材を 充実する と と も に、 救急救命

士と 医師と の連携を 強化し 、 医療機関へ迅速に 搬送で き る 救急体制を 確立する 。  

さ ら に 、 救命効果の一層の向上を 図る た めには、 救急業務の高度化と あ わせ、 救急患者の身

近にい る 市民の助けが重要と な る 。 よ っ て 、 市民が行う 応急手当の普及や事業者と の連携を 強

化し 、 総合的に救急救命体制の強化を 図る 。  

 

（ １ ） 救急業務の高度化 

救命率向上を 目的と し た 処置拡大等に 対応する た め、 救急車への救急救命士２ 名乗車体制

を 維持する と と も に、 気管挿管と 薬剤投与が可能な 認定救急救命士の各救急隊１ 名配置を 推

進する 。  

 

（ ２ ） 救急医療体制の強化 

神戸市で は、 市民が適切な 救急医療を 享受で き る よ う に、 患者の症状に 応じ た 初期救急( 軽

症～中等症) 、 二次救急（ 中等症～重症）、 三次救急（ 重症・ 危篤） から な る 救急医療体制を

構築し て いる 。 し かし 、 二次救急を 受診する 患者の大半を 軽症患者が占めて いる こ と や、 特

定の診療科目におけ る 医師不足な ど の課題が生じ て い る 。 そ のた め初期救急から 三次救急を

担う 各医療機関が持つ機能を 十分に発揮で き る 環境を 整備し 、 適切な 役割分担と 連携によ っ

て 、 持続可能な 救急医療体制を 構築する 。  

 

①持続可能な 救急医療体制の構築 

神戸こ ど も 初期急病セ ン タ ー、 休日急病診療所及び休日歯科診療所の運営等によ る 初期

救急医療体制の構築や機能の強化を 図る と と も に 、 救急医療の適正利用を 推進する 。 こ れ

によ り 、 二次救急医療機関の負担の軽減を 図る と と も に、 初期救急から 三次救急ま で の適

切な 役割分担によ る 持続可能な 救急医療体制を 構築する 。  

中央市民病院について は、 精神科身体合併症病棟及び第２ 救急病棟の新設や手術室の増

室を 行う な ど 、 救急医療体制の充実を 図っ て い る 。 ま た、 救急医療機関の案内や救急医療

相談を 24 時間 365 日実施する 電話窓口設置の検討を 行う 。  
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（ ３ ） 市民・ 事業者と の協働によ る 救急救命活動の展開 

傷病者の付近に居合わせた 方（ バイ ス タ ン ダ ー） の素早い応急手当が、 救命に効果的な た

め、 年間３ 万人養成を 目標に 市民救命士の養成講習を 推進する と と も に 、 救急イ ン ス ト ラ ク

タ ーの養成、 市民救命士の再講習、 市民救急ボラ ン テ ィ ア 等への活動支援を 行う 。 ま た 、 一

般の方にも 使用が認めら れた Ａ Ｅ Ｄ の民間施設への普及や取り 扱い研修を 推進する 。  

民間患者等搬送事業者等と の連携の強化に努め、 市民・ 事業者と 協働し た 災害発生時の救

急救命体制の強化を 推進する 。  

 

①市民救命士の養成 

民間救急講習団体（ Ｆ Ａ Ｓ Ｔ ） と 連携し た 応急手当の普及を 推進する な ど 、 年間約３ 万

人の養成を 目指す。  

 

②救急イ ン ス ト ラ ク タ ーの養成 

救急イ ン ス ト ラ ク タ ーの有志で 組織さ れた ボラ ン テ ィ ア 組織で ある 神戸市民救急ボラ ン

テ ィ ア と の連携を 図り つつ、 地域や職場で 市民救命士講習が実施で き る 環境づく り を 推進

する た め、 地域や職場の救急リ ーダ ーと し て 救急イ ン ス ト ラ ク タ ーの養成を 推進する 。  

 

③民間患者等搬送事業者（ 民間救急） と の連携 

超高齢化社会の到来等から 益々増加し て いく 救急需要に対応する た め、 緊急性のな い傷

病者な ど の搬送を 担う 、 患者等搬送事業者を 育成し て いく 。 ま た 、 認定業者の指導及び乗

務員の養成も 併せて 進める 。  

 

④ま ち かど 救急ス テ ーシ ョ ン の推進 

事業所な ど に Ａ Ｅ Ｄ （ 自動体外式除細動器） の設置を 促進し 、 ま ち かど 救急ス テ ーシ ョ

ン の取り 組みを 進める 。  

さ ら に 、 Ａ Ｅ Ｄ の設置場所や応急手当の重要性に 関し て の市民広報を 図る 。  
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７  医療体制の強化 

災害時の医療において は、 限ら れた医療ス タ ッ フ や医薬品の備蓄等の医療機能を 最大限に活

用し て 、 可能な かぎ り 多数の傷病者の治療にあ た っ て 、 防災関係機関、 医療機関、 行政機関が

連携し て 活動する 必要がある 。 さ ら に 、 市内各地域の医療機関の被害状況、 活動状況を 情報収

集し 、 把握する と と も に 、 傷病者の医療機関への受入れや後方搬送に係る 調整、 医療ス タ ッ フ

の現場への派遣に係る 調整、 医薬品等の供給確保な ど 、 被災直後の医療対応を 的確・ 迅速に実

施で き る よ う に医療体制の強化を 図る 。  

 

（ １ ） 災害に強い病院づく り  

①中央市民病院の役割 

中央市民病院は、 日本屈指の救命救急セ ン タ ーと し て 、 病院全職員が一丸と な っ て 多職

種が連携し た 救急医療を 行い 、 あら ゆる 救急疾患から 市民の生命を 守る と と も に、 地域医

療機関と の役割分担を 明確に し た 上で 密接に連携し 、 よ り ス ムーズな 受入れのた め、 疾患

に応じ た ホ ッ ト ラ イ ン を 活用する な ど 、 一刻を 争う 重症及び重篤な 患者に 対し て 年間を 通

じ て 24 時間救急医療を 提供する 。  

ま た 、 救急医療に携わる 人材の育成を 更に推進し 、 地域におけ る 救急医療向上への役割

を 果た す。  

阪神・ 淡路大震災及び東日本大震災等の経験を 生かし ， 大規模災害発生時等には， 中央

市民病院は災害拠点病院と し て ， 西市民病院及び西神戸医療セ ン タ ーは災害対応病院と し

て そ れぞれの役割を 果た し ， 県及び地域医療機関と 連携を 図り な がら 市民の安全確保に 率

先し て 取り 組むと と も に 、非常時にも 継続し て 医療を 提供で き る よ う に 平時から Ｂ Ｃ Ｐ（ 事

業継続計画） の考え 方を 踏ま え た 防災・ 災害対応マ ニ ュ ア ルを 改訂する と と も に， 積極的

に訓練及び研修に取り 組み， 危機対応能力を 高め， 自ら 考え 行動で き る 職員を 育成する 。  

 

②市民病院群の機能維持・ 充実 

中央市民病院において 、 災害拠点病院と し て の機能強化を 図る と と も に 、 DMAT の災害現

場派遣、 救護班の出務、 多数の患者の受け入れに 必要な 備品等を 整備し 、 災害時初期医療

体制を 確立する 。 ま た 、 神戸空港にお いて 大規模災害発生時に 多数の傷病者を 受け入れる

拠点と し て の体制を 整備する 。  

ま た 、 西市民病院は市街地西部、 西神戸医療セ ン タ ーは、 神戸西地域の中核病院と し て

防災機能の維持を 図る 。  

 

（ ２ ） 災害拠点病院 

神戸市で は、 中央市民病院、 神戸大学医学部附属病院が地域災害拠点病院と し て 、 兵庫県

災害医療セ ン タ ー、 神戸赤十字病院が基幹災害拠点病院と し て 、 兵庫県に よ り 指定さ れて い

る 。  

各災害拠点病院には、 災害時の院内に おける 負傷者の受け入れ等の災害医療対応や院外に

おける 救護班派遣や、 医療機関調整等を 担う 災害医療コ ーディ ネ ータ ーが配置さ れて い る 。  

県にお いて 、災害医療コ ーディ ネ ータ ー研修や災害拠点病院連絡協議会が実施さ れて お り 、

引き 続き 参加する 。  
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（ ３ ） 災害対応病院 

災害拠点病院に準じ 、 市が設置する 救護所への備蓄医薬品や衛生資材等の提供、 避難所・

福祉避難所への医療提供な ど の役割を 担う 災害対応病院と し て 、 市内 6 病院（ 甲南医療セ ン

タ ー、 川崎病院、 済生会兵庫県病院、 西市民病院、 神戸掖済会病院、 西神戸医療セ ン タ ー）

を 指定し て お り 、 備蓄医薬品や衛生資材等の提供等の災害時に 備え た整備を 進める 。  

 

（ ４ ） 県広域災害・ 救急医療情報シ ス テ ム 

兵庫県で は、 関係機関相互で 平常時救急搬送情報、 災害時医療情報を 伝達する 県広域災害

・ 救急医療情報シ ス テ ムを 運用し て い る 。  

平成 15 年８ 月に は、 救護班の派遣や患者搬送等の調整、 指示等を 行う 災害救急医療情報司

令セ ン タ ーが兵庫県災害医療セ ン タ ー内に整備さ れ、 医療機関、 災害拠点病院を 含めた 情報

ネ ッ ト ワーク を 形成し て いる 。  

神戸市も 、 同シ ス テ ムに参加し 、 他都市、 関係機関と と も に、 様々な 災害を 想定し た 、 総

合合同防災訓練、 図上訓練、 ま た 同シ ス テ ムの入力訓練な ど を 通じ て 習熟を 図り 、 災害発生

時には迅速な 対応を 行う 。  

 

（ ５ ） 神戸市地域災害救急医療マ ニ ュ ア ル 

神戸市地域防災計画と 連携し な がら 、 神戸圏域に おけ る 特に 発災から 初動期の災害救急医

療の活動部分を 中心と し た マ ニ ュ ア ルを 策定し て いる 。 ま た 、 災害時に当マ ニ ュ ア ルに基づ

いて 応急対応を 実施する た め、 平常時に訓練や会議を 行い当マ ニ ュ ア ルの内容につい て 検証

し て い く 。  

 

８  健康危機管理体制の充実・ 強化 

Ｓ Ａ Ｒ Ｓ 、新型イ ン フ ルエ ン ザな ど の新興感染症な ど に 対し 、迅速かつ的確に対応する た め、

平時に おける 感染症な ど の発生情報の把握、健康危機管理マ ニ ュ ア ルの整備、初動体制の構築、

疫学調査体制およ び市民相談、 啓発体制の充実強化を 図る 。 ま た 、 大規模な 感染症の発生や生

物テ ロ な ど に も 対応で き る よ う 、 関係機関相互の密接な 連携を 図る 。  

 

（ １ ） 健康危機管理計画等の作成・ 充実 

食中毒や感染症等によ る 健康危機事案の発生に 際し て 、 迅速・ 的確な 初動対応が円滑に 行

われる よ う に 健康危機管理に 関する 基本指針、 要領、 各種疾病対応マ ニ ュ ア ルを 策定し 、 万

一の対応方法や役割分担について 関係者への周知を 図る 。  

 

事 業 名 全事業量等 

健康危機管理計画の作成・ 充実 適宜実施 
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（ ２ ） 健康危機管理専門家会議 

健康危機発生時、 ある いはそ の恐れがある 場合に 、 必要に応じ て 専門家会議を 開催し 、 健

康危機管理対策につい て 専門的な 立場から 有用な 助言を 得て 、 助言を 基に 感染拡大防止、 感

染予防対策のた めの必要な 対応を 行っ て いく 。  

 

事 業 名 全事業量等 

健康危機管理専門家会議 適宜開催 

 

（ ３ ） 感染症予防対策 

感染症の発生を 予防し 、 そ の蔓延を 防止する た め、 感染症に関する 情報の収集及びホ ーム

ページ 等によ る 広報、 患者発生時の調査や消毒、 入院を 必要と する 患者の移送、 接触者の健

康診断等の疫学調査を 実施する と と も に届出等に 伴う 病原体検査を 実施し 、 発生原因の究明

と 合理的な 対策を と る 。  

 

（ ４ ） 新たな 感染症対策（ 神戸モ デル） の推進 

新型イ ン フ ルエ ン ザの対応を 機に早期探知の仕組 

みと し て 構築し た 「 神戸モ デル」 を 、 鳥イ ン フ ルエ  

ン ザや新た な 感染症対策の備え と し て 、 感染症全般 

に想定を 拡充する と と も に、 早期探知し た 直後から  

相談・ 調査、 保健・ 医療サービ ス の提供等、 適切な  

対応が実施で き る よ う 、 人材育成・ 登録シ ス テ ムの 

構築や配置計画等を 作成し 、 感染拡大を 防止する た  

めの事前対応型の体制を 整備する 。  

 

９  防災訓練の推進 

地域防災計画等、 各種計画、 マ ニ ュ ア ルの習熟と 検証を 行い、 関係機関、 市民等と の連携体

制の強化や実践を 通じ た 防災意識の高揚等を 図る た め、 関係機関や市民、 事業者、 ボラ ン テ ィ

ア 等の参加を 得て 、 全市及び各区の防災訓練を 実施する 。  

ま た 、 市民が主体と な っ た 地域の防災訓練や事業所、 学校、 病院、 福祉施設な ど におけ る 防

災訓練な ど 、 様々な 形で 実施さ れる 訓練を 積極的に支援し 、 幅広く 市民、 事業者によ る 自助、

共助体制の促進を 図る 。  

防災訓練の計画にあた っ て は、 展示、 広報型の訓練内容に偏る こ と な く 、 情報の収集や要援

護者の避難な ど 、 実質的な 訓練内容の充実に努める 。  

 

（ １ ） 全市総合防災訓練 

毎年、 防災関係機関、 医療機関等と 幅広く 連携し 、 全市総合防災訓練を 実施する 。  

自然災害のみを 想定し た 訓練と する ので はな く 、 今後想定さ れる 新た な 危機に対し て も 、

関係機関の連携のも と 、 各種災害対応能力の向上を 図る 。  

 

事 業 名 全事業量等 

全市総合防災訓練 毎年１ 回以上実施 
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（ ２ ） 各区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた 防災訓練を 毎年実施する 。 多数の

市民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

各区総合防災訓練 
各区に おいて  
毎年 1 回実施 

 

（ ３ ） 要援護者等の防災訓練 

区総合防災訓練等に併せて 要援護者等の避難訓練を 実施する た め、 訓練実施地域内に居

住し 援護を 希望する 高齢者・ 障がい者に ついて 地域の民生委員等を 通じ て 登録を 呼びかけ、

訓練参加を 促進し て い く 。  

 

（ ４ ） 情報伝達訓練 

毎年、 梅雨時期前及び市民防災の日に 、 全職員を 対象と し た 情報伝達訓練を 実施し 、 災害

発生時の初動体制の充実を 図る 。 ま た 、 一部の職員に ついて は、 非常参集訓練も 併せて 実施

する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

情報伝達訓練 毎年 2 回程度実施 

 

（ ５ ） 地域主体の防災訓練 

神戸市民の安全の推進に関する 条例で 、市民･事業者の間に積極的な 防災訓練等の活動意欲

を 高める た め、 １ 月 17 日を「 市民防災の日」 と 定めて いる 。 市民防災の日前後に 、 防災福祉

コ ミ ュ ニ テ ィ を 中心に 、 学校、 近隣事業所等が一体と な っ た 避難訓練や消火訓練等、 地域主

体の訓練の実施を 呼び掛け、 支援し て いく 。  

ま た 、消防係員地区担当によ る 各防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ の活動支援を 行っ て いく と と も に、

「 地域おた すけガ イ ド 」 の作成支援を 行う 。  

 

（ ６ ） 事業所等における 防災訓練 

自ら の防災力の強化を 図る た めに、 事業所等は、 防火管理者が作成する 消防計画に基づ い

て 消防訓練を 実施する 。 こ れら の訓練実施を 促進する と と も に 、 地域や市が行う 防災訓練へ

の積極的な 参加を 促し 、 地域と 事業所と の連携を 強化する 。  

 

（ ７ ） 関係機関等と 連携し た訓練 

大規模災害発生時にお いて は、 関係機関が速やかに連携し て 対応する こ と が、 被害を 最小

限にと ど める 上で 重要で ある 。 全市及び各区総合防災訓練の実施に際し て は、 各機関の連携

体制を 深める こ と を 目的と し 、訓練想定に 応じ て 、関係機関へ参加を 呼び掛け て いく 。ま た、

関係機関が実施する 訓練にも 積極的に 参加する 。  
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１ ０  地球温暖化の影響に対する 適応策の推進 

地球温暖化の進行に 伴い顕在化する 気候変動に対し 、 本市に おける 適応策の基本的な 考え

方を 定め、 効果的な 対策を 推進する た めに、 下記の事項を 検討する 。  

①神戸市域の気候変動・ 影響の把握 

②神戸市にお ける 既存の適応策の点検と 課題整理 

( 現行体制におけ る 脆弱性( バルネ ラ ビ リ テ ィ ・ ア セ ス メ ン ト ) の確認を 実施)  

③各省庁・ 学会・ 業界の適応策検討状況 

④神戸市にお ける 新規（ 追加） 適応策 

⑤既存と 新規、 短期と 中長期の観点から の緩和策と 適応策と の融合策 

⑥市民・ 事業者への理解促進策 
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第３ 節 災害時に自立生活が可能な 環境づく り   

 

第１ 項 災害時要援護者支援及びそのための環境づく り   

 

災害に 際し て 必要な 情報を 迅速かつ的確に把握し 、 災害から 自ら を 守る た めに安全な 場所に避

難する な ど の災害時の一連の行動を 取る のに 支援を 要する 人々（ 高齢者、 障害者、 外国人、 乳幼

児、 妊婦等） を 災害時要援護者と 位置づけて い る 。  

災害時要援護者に対する 地域で の助け 合いの取り 組みを 推進する と と も に 、 災害発生の初動期

よ り 迅速に福祉ニ ーズを 把握し 対応で き る よ う 、 新た な 仕組みづく り を 行う 。  

ま た 、 非常時の支援にも 対応で き る ユニ バーサルデザイ ン のま ち づく り を 推進し 、 日常的な 活

動、 施設整備等を 通じ て 安心し て 暮ら せる 環境を つく る こ と が重要で あ る 。  

 

１  福祉意識の啓発・ 人材の育成 

人権や福祉意識につい て の啓発を 進める と と も に 、 日常的な 地域福祉活動や社会福祉施設等

の施設開放や行事への市民参加の促進、 ふれあ い 体験学習等を 通じ て 交流を 促進し 、 災害時に

助け合え る 意識啓発を 進める 。  

ま た 、 市民福祉大学やシ ルバーカ レ ッ ジ 等にお け る 講座・ 研修を 充実し 、 福祉を 支え る 人材

の育成を 図る 。 併せて 、 災害時の要援護者の支援等に関する 知識の普及や支援活動の担い手と

な る ボラ ン テ ィ ア から 社会福祉事業従事者ま で 幅広い人材の育成に努める 。  

 

事 業 名 全事業量等 

市民福祉大学での講座の開催 ボランティアから 社会福祉事業従事者まで幅広い福祉人
材の育成を 図る  

シルバーカレッジ 高齢者の豊富な経験を 活かし て自ら の可能性を 拓き 、
その成果を 社会に還元する こ と を 目指す 

 

２  地域での助け合いの仕組みづく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 平時から の取り 組みを 推進する た め、 関係機関は連携

し て 、 地域の実情に応じ た 支援体制づ く り を 普及啓発し 、 支援し て いく 。  

 

（ １ ） 地域における 要援護者支援体制づく り  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体

制づく り を 推進し て い く 。  
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３  災害時要援護者リ スト の整備 

災害時に迅速に要援護者の安否確認等の支援を 行う た め、 福祉局は災害時要援護者リ ス ト を

作成し 、 各区と 共有する 。  

災害時要援護者リ ス ト は、 災害対策基本法 49 条の 11 の規定に 基づき 、 災害が発生し 、 ま た

は発生する 恐れがある 場合に おいて 、 災害時要援護者の生命又は身体を 災害から 保護する た め

に特に 必要がある と 認めら れる と き は、支援に必要な 最小限度で 、避難支援等関係者等に 対し 、

名簿情報を 提供する こ と がで き る 。  

 

４  災害時要援護者の避難生活支援 

災害時におい て 、 避難生活を 送る 要援護者に適切な 対応がで き る よ う 、 福祉避難所の指定と

環境整備を 進める 。  

ま た 、 神戸市独自の福祉避難所と し て 、 食料品や段ボールベッ ト 等の備蓄を 行う と と も に、

開設訓練を 実施し 、 災害時に は市が要請し た 場合に速やかに開設する 「 基幹福祉避難所」 を 複

数箇所設置し て いる 。  

加え て 、 避難所内にお い て も 、 プ ラ イ バシ ーを 保ち やすい小ス ペース （ 福祉避難ス ペース ）

を 設け る な ど の要援護者の避難生活に おける 環境整備を 進めて いく 。  

 

５  コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン 手段の確保 

音訳、 点訳等によ る 広報の充実を 図る と と も に、 音訳・ 点訳・ 手話ボラ ン テ ィ ア 等を 養成し 、

コ ミ ュ ニ ケ ーシ ョ ン 手段を 確保する 。  

 

６  高齢者・ 障がい者等の緊急通報シ ステ ムの推進 

急病や災害等の緊急時に 機敏に行動で き な いひと り 暮ら し の高齢者、 障がい者等の安全を 確

保する 緊急通報シ ス テ ム「 ケ ア ラ イ ン 119」 によ る サービ ス の提供及び市民へのサービ ス 情報

の周知を 図る 。 ま た 、 地域の見守り 活動と の連携を 強化し 、 普段から のケ ア の体制確立を 目指

す。  

 

７  公益的建築物のバリ ア フ リ ー化 

県の福祉のま ち づく り 条例･施行規則に 基づき 、不特定多数の市民が利用する 建築物を 新築

・ 増改築する 際必要な 指導･助言を 行う 。  

 

８  誰も がく ら し やすいま ち づく り の推進 

神戸市バリ ア フ リ ー基本構想の推進を はじ め、 ユニ バーサルデザイ ン の理念のも と 、 旅客

施設、 建築物、 道路、 公園な ど のバリ ア フ リ ー化やベ ン チ の設置な ど に よ り 、 誰も がく ら し

やすい ま ち づく り を 進める 。  
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９  女性のた めの相談室 

女性が、 人間関係や生き 方に ついて の悩みな ど を 、 気軽に相談で き る 体制を 充実し 、 男女

共同参画の視点で 対応で き る カ ウン セ ラ ーを 確保する 。災害時に は、災害に よ る 深い悲し み、

恐れ、 不安な ど 、 心理面にお ける 被災者の苦痛や悩みを 和ら げる た めの相談にも 対応する 。  

 

１ ０  外国人への対応 

外国人相談窓口の充実や案内標識・ パン フ レ ッ ト 等の多言語化を 進める こ と によ り 、 平常時

にも 災害時に も 、 外国人にと っ て 情報を 得やすい 環境づく り に 努め、 外国人にと っ て 暮ら し や

すいま ち を 目指す。  

ま た 、 平常時から 外国人コ ミ ュ ニ テ ィ 、 外国人支援団体等と の連携を 図り 、 災害時にはこ れ

ら の団体と 協力し て 、 円滑な 情報の収集、 提供に 努める 。  

 

（ １ ） 外国人コ ミ ュ ニ テ ィ 、 外国人支援団体、 災害時通訳・ 翻訳ボラ ン テ ィ ア と の連携 

総領事館、 外国人学校、 外国人コ ミ ュ ニ テ ィ 、 外国人支援団体、 そ の他国際交流・ 協力を

目的に 設立さ れた 各種民間団体と の連携を 緊密に し 、 災害時に おける 外国人の実情把握や情

報提供の円滑化を 図る 。  

ま た 、 災害時通訳・ 翻訳ボラ ン テ ィ ア のス キルア ッ プ 及び近畿の地域国際化協会におけ る

広域的な 連携強化を 図る 。  

 

（ ２ ） 防災情報等の多言語対応 

多言語防災カ ード の配布や多言語版避難所マ ッ プ の掲示な ど 、 外国人向け の防災・ 避難所

情報を 提供する 。  

 

（ ３ ） 相談体制の充実 

神戸国際コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー（ Ｋ Ｉ Ｃ Ｃ ） に お いて 、 外国人に対する 市政・ 生活情報の

提供及び相談業務を 行っ て い る 。 災害時には、 Ｋ Ｉ Ｃ Ｃ に外国人専用の相談窓口を 設置し 、

市民参画推進部及び区本部で 設置する 災害相談セ ン タ ー、 災害テ レ ホン セ ン タ ーと 連絡を 密

にし な がら 、 外国人から の相談に的確に対応する 。  

 

１ １  来街者等への対応 

（ １ ） 観光客等への配慮 

地理に 不案内な 観光客が災害発生時に 的確に対応で き る よ う に 、 災害に 伴う 道路の通行止

めや施設の営業停止な ど が発生し た場合な ど に は、 総合イ ン フ ォ メ ーシ ョ ン セ ン タ ーや観光

案内所におい て 防災情報の提供に努める 。  
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第２ 項 ボラ ン テ ィ ア と の連携強化  

 

震災で は多く の災害ボラ ン テ ィ ア が自発的に能力や時間を 提供し 、被災者の生活や自立の支援、

防災関係機関の応急対策の応援を 行い 、 被災後の市民生活の安定に大き く 貢献し た 。  

一方で こ れら の活動に対応で き る 窓口やシ ス テ ムの未整備やコ ーディ ネ ータ の不足等から 様々

な 混乱も 見ら れた 。 ま た ボラ ン テ ィ ア も ト レ ーニ ン グを 積んだ 団体から 、 初めて 経験する 個人ボ

ラ ン テ ィ ア ま で 幅広く 、 こ れによ り 、 ボラ ン テ ィ ア 相互、 ま た は行政と の連携を 図る 上で 様々な

問題と な っ た 。  

ま た 、 震災以降のボラ ン テ ィ ア は、 極めて 自発的・ 自立的な も ので あ り 、 行政等の指揮命令系

統が有効に機能し な いと き に 非常に 役に立っ た が、 同時に行政と ボラ ン テ ィ ア の行動原理は違う

と いう こ と も 明ら かと な っ た 。  

こ れら の教訓を ふま え 、 日常的な ボラ ン テ ィ ア 活動を 促進する と と も に、 ボラ ン テ ィ ア ネ ッ ト

ワーク と の連携を 強化し 、 ボラ ン テ ィ ア と のパート ナーシ ッ プ の構築に 努めて いく 必要がある 。  

ま た 、 災害時のボラ ン テ ィ ア の受入体制の検討を 進める と と も に、 震災を 契機に生ま れた 連携

を 継承し 、 医療、 福祉、 建築、 法律等の専門的な ボラ ン テ ィ ア ネッ ト ワーク と の災害時の協力の

あり 方を 検討する 。  

 

１  ボラ ン テ ィ ア ネッ ト ワーク 等と の連携 

地域で 日常的に活動する ボラ ン テ ィ ア グループ 、 医療・ 福祉・ 建築な ど の専門的な ボラ ン テ

ィ ア 、 広域的に活動する ボラ ン テ ィ ア グループ 、 震災時に活躍し た災害ボラ ン テ ィ ア ネ ッ ト ワ

ーク 等と 連携の取れる 環境づく り を 進める 。  

こ のた め、 市民福祉大学、 シ ルバーカ レ ッ ジ 等で のボラ ン テ ィ ア 講座、 コ ーディ ネ ータ 講座

の充実を 図る 。 ま た 、 こ う べま ち づく り 会館等を 中心にま ち づ く り 講座を 開催する な ど 幅広い

ボラ ン テ ィ ア 活動の展開を 支援する 。 併せて 、 神戸市が開催する 様々な 市民大学におい て 相互

の連携を 図り 、 テ ーマ を 超え た ボラ ン テ ィ ア 活動の連携を 促進する 。  

あわせて 、 災害時のボラ ン テ ィ ア 活動について の支援策のあり 方を 検討する 。  

 

２  災害ボラ ン テ ィ ア セン タ ーの充実 

災害時には、 市災害対策本部の要請に よ り 神戸市社会福祉協議会に災害ボラ ン テ ィ ア 情報セ

ン タ ーを 迅速に設置し 、 行政や団体、 施設、 地域と の連携を 図り な がら 、 ボラ ン テ ィ ア の情報

の収集・ 提供を 行う 。 こ のた め、 平常時から 、 ネ ッ ト ワーク の形成およ び神戸市（ 各区） 社会

福祉協議会災害ボラ ン テ ィ ア セ ン タ ー立ち 上げ訓練な ど で ノ ウ ハウの蓄積に取り 組む。 ま た 、

団体やボラ ン テ ィ ア に 対する 情報発信がリ ア ルタ イ ムで で き る シ ス テ ムを 検討し て いく 。  

 

３  災害時のボラ ン テ ィ ア 情報提供体制の充実 

ボラ ン テ ィ ア 情報セ ン タ ーと 各区ボラ ン テ ィ ア セ ン タ ーを 「 ボ ラ ン テ ィ ア 情報シ ス テ ム」 で

結び、 緊急時の情報発信と ニ ーズの把握、 及びボラ ン テ ィ ア 受け入れの機能を 持た せ、 平常時

の情報提供やコ ーディ ネ ート 機能を 強化し て い く 。 さ ら に、 ホ ームページ にボラ ン テ ィ ア 活動

情報を 公開する こ と に よ り 、 市民のボ ラ ン テ ィ ア 参加の促進と 緊急時に お ける 情報発信を 図っ

て いく 。  

・ ボラ ン テ ィ ア 情報シ ス テ ム … 平成８ 年９ 月運用開始（ 平成 28 年度新シ ス テ ム運用開始）  

・ 市社協ホ ームページ … 平成 10 年９ 月運用開始 
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第３ 項 被災直後の供給処理体制の充実  

 

南海ト ラ フ 地震な ど の大規模広域災害が発生し た 場合、 交通網やラ イ フ ラ イ ン が寸断さ れ、 他

都市の応援や指定業者に よ る 物流機能が動き 出すま で の３ 日間程度は食料や水・ 物資が不足する

こ と と な る 。  

今後、 こ のよ う な 事態に 対応する た めには、 多重性のある 交通網や災害に 強いラ イ フ ラ イ ン の

整備を 図る こ と が必要で ある 。 一方、 市民や事業者が自ら ３ ～７ 日間程度自立で き る 食料・ 物資

や飲料水を 備蓄する と と も に 、 家屋倒壊等に よ り 物資不足と な る 人に 対し て 必要と な る 食料・ 物

資を 確保する た め、 行政によ る 防災拠点で の現物備蓄を 進める 。 ま た 、 協定の締結な ど 、 指定業

者から の迅速な 調達体制の整備を 進める と と も に 、 他の地方公共団体と の応援協力体制の充実を

図る 。  

 

１  災害用食料・ 物資の備蓄 

本市に おいて は、 市民自ら が準備する「 市民備蓄」、 災害時協定締結先の指定業者によ る「 流

通備蓄」、 国や他の自治体等から の「 救援物資」、 行政によ る「 現物備蓄」 に よ り 、 １ 日 20 万人

分の食料・ 物資を 災害発生後の３ 日分確保する 。  

行政に よ る「 現物備蓄」 は、 災害発生後１ 日目と ２ 日目を 合わせた 15 万人分の食料・ 物資を

各避難所等に 備蓄し て い る 。 今後は、 従前ど お り 「 最低３ 日、 出来れば７ 日」 を 目標に 、 様々

な 広報を 活用し な がら 「 市民備蓄」 を 促進する と と も に、「 流通備蓄」 の拡充と し て 、 物流事業

者と の応援協定の締結や民間事業者と 連携し た 流通在庫の活用について 検討し て いく 。  

ま た 、 幼児・ 高齢者用のおかゆ、 ミ ルク ア レ ルギー用粉ミ ルク な ど 、 被災者ニ ーズに配慮し

た 「 現物備蓄」 の品目を 検討し て いく 。  

な お、小・ 中学校等の避難所を 中心と し た分散備蓄と し て 地域備蓄拠点を 整備する 。加え て 、

地域備蓄拠点を 補完する た め、 市内数箇所に災害用食料・ 物資を 集中し て 備蓄する 総合備蓄拠

点を 確保する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

災害用食料・ 物資

の備蓄体制の整備 

行政によ る 「 現物備蓄」  

国や他の自治体等から の「 救援物資」  

災害時協定締結先の指定業者によ る「 流通備蓄」 

市民によ る 非常備蓄品の準備「 市民備蓄」  

1 日 20 万人分の

食料・ 物資を  

3 日分確保する  

※行政によ る 備蓄は、 1 日目の 10 万人分及び 2 日目の 5 万人分を 備蓄（ 合

計 15 万人分の整備が完了： Ｈ 27 年度）  
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２  飲料水の確保 

水道施設が給水区域一円にネ ッ ト ワーク を 形成し て い る と いう 特性上、 南海ト ラ フ 地震や直

下型地震のよ う な 大地震時は被災を 免れな いた め、 水道の機能が回復さ れる ま で の間の応急給

水体制の整備を 図っ て い る 。  

震災直後の飲料水の確保策と し て は貯水機能のあ る 災害時給水拠点によ る 、 タ ン ク 車給水を

行う 。 こ れに よ り 、 １ 人１ 日３ Ｌ ×７ 日分の飲料水が確保で き る 。 こ れに 加え て 、 市街地等の

人口密集地区において は、 耐震性貯水槽を 公園等に設置する と と も に、 緊急時の貯水機能と 応

急給水機能、 さ ら に送水系統の相互連携機能を 合わせ持つ大容量送水管を 整備し て いる 。 防災

拠点等におい て は、 早期に給水拠点を 確保する た め、 配水ルート の耐震化を 優先し て 行い、 配

水池から 小学校に至る ルート の耐震化完了の際に は、「 いつで も じ ゃ ぐ ち 」 を 設置し 、 応急給水

訓練も 実施する 。さ ら に、500ｍ間隔、最終的には 200ｍ間隔で 格子状に 配水管の耐震化を 進め、

消火栓に設置し た 仮設給水栓によ る 応急給水を 行う な ど 、 災害発生から の経過日数に応じ た 応

急給水量の増加と 運搬距離の短縮を めざ す。  



 
第３ 章 危機管理・ 災害対応力の強化 
第３ 節 災害時に自立生活が可能な環境づく り  
第３ 項 被災直後の供給処理体制の充実 

施策-89 

施
策
事
業
編 

 

第
３
章 

危
機
管
理
・
災
害
対
応
力
の
強
化 

 

 

 

 

図 応急給水のイ メ ージ 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 緊急貯留シ ス テ ムの整備図 
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３  救援物資の供給体制の整備 

救援物資の供給体制に ついて は、 人的支援の受け 入れを 含めて 広域的な 救援体制の確立に向

け、 国や関西広域連合、 県な ど と の連携計画（「 南海ト ラ フ 地震応急活動計画」、「 緊急物資円滑

供給シ ス テ ム」 等） に 基づい た 体制づ く り を 進める と と も に、 各広域防災拠点及び総合備蓄拠

点の人員・ 資機材の確保計画、 物資供給マ ニ ュ ア ルの作成、 運用訓練の実施な ど 、 運用面の検

討を 進める 。  

 

４  災害時のト イ レ 機能の確保 

（ １ ） 公共下水道利用型仮設ト イ レ 整備事業 

公共下水道接続型仮設ト イ レ と は、 神戸市内の小中学校な ど の避難所に あ ら かじ め仮設ト

イ レ 用埋設管を 設置する と 共に、 備蓄倉庫等に 上屋パネルと ポ ータ ブ ル形式の便器を 保管し

て おき 、 災害時にマ ン ホ ール上に組み立て る 「 公共下水道利用型仮設ト イ レ 」 で ある 。 建設

局が地下埋設部分を 、 環境局が地上上屋パネ ル、 便器の整備を そ れぞれ担当し て いる 。  

今後は、 災害時を 想定し た 、 仮設ト イ レ の組み立て 訓練等を 継続し て 実施する 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 公共下水道接続型ト イ レ  

 

（ ２ ） 仮設ト イ レ の備蓄 

災害時の仮設ト イ レ に ついて は、 公共下水利用型のほか、 避難所にし 尿凝固型仮設ト イ レ

を 備蓄する と と も に、 不足分について は、 流通在庫の利用や他都市・ 団体の応援によ り 対応

する 。  

仮設ト イ レ に ついて は、 初期対応と し て 、 避難所な ど に800基分（ 250人／基） を 備蓄し て

いる 。  

ま た 、 後続対応と し て 、 流通備蓄・ 広域応援によ り 、 2, 000基（ 100人／基） の確保を 行う 。  

 

（ ３ ） 災害時用ト イ レ 環境の整備に関する 方針の策定 

凝固剤型ト イ レ や携帯型ト イ レ の普及な ど 、 災害時用ト イ レ の環境の変化を 受け、 市民備

蓄も 含めた 災害時用ト イ レ 環境の整備に関する 方針を 策定し 、 災害時用ト イ レ 環境の整備を

推進する 。  
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５  下水処理水と 雨水の有効利用 

（ １ ） せせら ぎ 等への下水処理水の供給 

都市の安定し た 貴重な 水資源で ある 処理水を 活用し た せせら ぎ は、 ゆと り と 潤いのある 都

市空間の形成に役立つ他、 災害時には初期防火用水と し て 活用で き る 。 今後も 、 せせら ぎ 等

への処理水の供給を 継続する 。  

 

（ ２ ） 雨水貯留槽整備事業 

平常時には学校の花壇等への散水用と し て 、 緊急・ 災害時は防火用水・ 仮設ト イ レ の洗浄

用水と な る 雨水貯留槽を 公共下水道利用型の仮設ト イ レ に近接し て 整備し て いる 。  

 

 

 

 

図 雨水貯留槽イ メ ージ  
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第４ 項 被災者生活の安定・ 再建に関する 事前対策  

 

１  被災者生活再建支援シ ステ ムの構築 

災害発生時の被災者の生活再建を 支援する た め、 り 災証明の発行、 被災者台帳の整備等を 迅

速かつ公正に 行う I CT シ ス テ ムを 平成 27 年度に 構築し た 。  

 

２  神戸市災害廃棄物処理指針の策定 

大規模地震等によ る 被害を 抑止・ 軽減する た めの災害予防、 さ ら に発生し た 災害廃棄物等の

処理を 適正かつ迅速に行う た めの応急対策、 復旧・ 復興対策を 円滑に 実施する た めの体制構築

に資する 計画を 策定し て いる 。  

 

３  再生可能エ ネルギー・ 自立・ 分散型エ ネルギーの普及促進 

太陽光、 バイ オ マ ス 等の再生可能エ ネ ルギーやコ ージ ェ ネ レ ーシ ョ ン 等自立・ 分散型エ ネル

ギーの導入を 進める と と も に 、 新た な エ ネ ルギーで ある 水素エ ネ ルギーの活用等、 多様な エ ネ

ルギーの利活用や効率的な 利用を 進め、 エ ネ ルギーセ キュ リ テ ィ が高く CO2 排出量の少な いま

ち づく り を 進める 。  

ま た 、 市域に おける 再生可能エ ネ ルギー等の導入割合の目標達成に向けて 住宅用太陽光発電

設備や停電時自立運転機能付き 家庭用燃料電池（ エ ネ フ ァ ーム） の普及を 促進し て いく 。  

 

４  地籍調査の推進 

災害時の円滑な 復旧・ 復興のた めには、 土地境界を 明確にし て おく こ と が重要と な る 。 その

た め、 災害時に標識が亡失し て も 、 境界を 正確に 復元する こ と がで き る よ う 、 地籍（ 官民境界

等先行調査） の整備を 進める 。  
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第４ 章 地域の防災力・ 防犯力の強化 

第１ 節 安全で 快適な 住宅・ 住環境の形成 

第１項 安全な建築物の誘導 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 住宅の耐震化促進   施策-101 

 

(１)広報・相談等による耐震診断・耐震改修の啓発 

建築住宅局 

建築指導部耐震推進課 
1-1 

施策-101 

(２)すまいの耐震診断員派遣事業 施策-101 

(３)すまいの耐震改修事業 施策-101 

(４)家具の固定促進事業 施策-102 

２ 公共建築物の耐震性の向上 
建築住宅局 

技術管理課 

1-1 

8-2 
施策-102 

３ 多数の者が利用する建築物等の耐震化の推進   施策-102 

 
(１)多数の者が利用する建築物等の耐震化促進 建築住宅局 

建築指導部耐震推進課 

1-1 

8-2 

施策-102 

(２)耐震性に係る表示制度(安全性認定) 施策-102 

４ 神戸市すまいとまちの安心支援センター(すまいるネット)   施策-102 

  

①相談窓口の設置 

②物件情報・行政情報の提供 

③セミナー・イベントの開催、ライブラリーの設置 

建築住宅局 

住宅政策課 
1-1 施策-102 

５ 住宅性能表示制度の普及・促進 
建築住宅局 

住宅政策課 
1-1 施策-103 

６ 第２次 市営住宅マネジメント計画の推進 
建築住宅局 

住宅整備課 
1-1 施策-103 

 

 



 

施策-95 

第２項 良好な住環境の形成 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 土地区画整理事業の推進   施策-104 

  (１)既成市街地の土地区画整理事業 

都市局 市街地整備部 

市街地整備課 

都市整備課 

1-1 

1-2 
施策-104 

２ 市街地再開発事業等の推進   
施策-104 

 
(１)震災復興市街地再開発事業 

都市局 市街地整備部 

市街地整備課 

都市整備課 

1-1 

1-2 

施策-104 

(２)市街地再開発事業(鈴蘭台駅前地区) 施策-104 

３ 住宅市街地総合整備事業(密集住宅市街地整備型)の推

進 

都市局 

まち再生推進課 

建築住宅局 

建築指導部 建築安全課 

1-1 

1-2 
施策-104 

４ 近隣住環境整備の推進   
施策-105 

 (１)近隣住環境計画制度 

都市局 

まち再生推進課 

建築住宅局 

建築指導部 建築安全課 

1-1 

1-2 
施策-105 

５ マンションへの支援   施策-105 

 
(１)分譲マンション管理の総合支援 建築住宅局 

住宅政策課 

1-1 

2-3 

施策-105 

(２)共同住宅バリアフリー改修補助 施策-105 

 

第３項 水とみどりを生かしたまちづくりの推進 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

  (１)雨水利用の促進 
建設局 

下水道部計画課 

1-2 

3-4 
施策-106 

 (２)災害時市民開放井戸登録制度の活用 
健康局 

生活衛生課 
3-4 施策-106 

 

(３)美緑花神戸まちづくりの推進 建設局 

公園部整備課 

公園部管理課 

道路部理課 

2-1 施策-106 
 

①まちの美化活動の推進 

②まちの緑化活動の推進 

③まちの飾花活動の推進 

 (４)緑化重点地区の形成 
建設局 公園部計画課 1-2 

施策-107 

 (５)市街地の緑地保全の推進 施策-107 
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第２ 節 区を 中心と し た 安全で 安心な ま ち づく り  

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 区災害対策本部機能の強化 各区 4-1 施策-110 

２ 区を中心とした市民・事業者との連携   施策-110 

 

(１)区安全会議 

各区 総務部総務課 

危機管理室 

地域安全推進担当 

4-1 

施策-110 

(２)区総合防災訓練(再掲) 
各区 総務部総務課 

危機管理室 危機対応担当 
4-1 

施策-110 

３ 区防災パトロール 各区 総務部総務課 10-1 施策-110 

４ 消防団活動と連携した地域防災(北区・西区) 

北区 

西区 

消防局 

2-1 施策-110 

 

 

第３ 節 安全で 安心な コ ミ ュ ニ テ ィ づく り  

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 防災福祉コミュニティの推進   施策-111 

 

(１)防災福祉コミュニティ活動の充実支援 

消防局 予防部予防課 

2-1 

2-3 

9-2 

施策-111 
 

①防災活動助成金等の交付 

②市民防災リーダー研修の実施 

③消防係員地区担当制 

④推進ビデオの貸出し、活動事例集の効果的な活用 

⑤防災福祉コミュニティのネットワークづくり 

２ ふれあいのまちづくりの推進   施策-112 

 
 

 

①ふれあいのまちづくり助成 

②総合的支援制度 

企画調整局 

つなぐラボ 

2-1 

9-2 
施策-112 

３ 多様な地域活動の支援   施策-112 

 

(１)地域活動の振興 

都市局 

まち再生推進課 

企画調整局 

つなぐラボ 

2-1 

9-2 
施策-112 

 

①地域コミュニティ基礎講座 

②パートナーシップ活動助成 

③地域での提案型活動助成 

④まちづくり活動の助成 

⑤まちづくり専門家の派遣事業 

(２)活動拠点の確保支援 企画調整局 

つなぐラボ 
2-1 施策-113 

 ①地域集会所新築等助成 

４ 企業・事業所等の誘導   施策-113 

 

(１)企業・事業所等の連携 
危機管理室 

総務担当 

計画担当 

地域安全推進担当 

3-2 

6-1 
施策-113 

 
①神戸安全ネット会議 

②企業・事業所のＢＣＰ策定促進 

 



 

施策-97 

第４ 節 防犯ま ち づく り の推進 

第１項 防犯まちづくり支援事業の展開 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 多様な防犯まちづくり支援事業の推進   施策-116 

 

(１)防犯カメラ設置事業 
危機管理室 

地域安全推進担当 
10-1 施策-116 

(２)商店街・小売市場共同施設建設補助事業(再掲) 
経済観光局 

経済部商業流通課 

2-1 

10-1 
施策-116 

(３)不法投棄防止カメラ設置助成 
環境局 

事業系廃棄物対策部 
10-1 施策-116 

(４)青色防犯パトロールの活動支援 
危機管理室 

地域安全推進担当 
10-1 施策-116 

(５)地域防犯活動経費の助成・活動資材の提供 各区 10-1 施策-116 

(６)安全マップの作成 

灘区 総務部まちづくり課 

中央区 総務部総務課 

兵庫区 総務部まちづくり課 

長田区 総務部まちづくり課 

垂水区 総務部まちづくり課 

西区 総務部まちづくり課 

2-1 

10-1 
施策-117 

 

①なだ・あんぜんあんしんの ABC(灘区) 

②みんなで見守る安心なまちづくり推進事業(中央区) 

③地域安全マップ活動(兵庫区) 

④安全安心マップ作成支援(長田区) 

⑤安全マップ作成支援(まち歩き及びワークショップに

対する助成)(垂水区) 

⑥防災福祉コミュニティ安全マップ作成支援(西区) 

(７)「光のまち神戸」運動の推進 建設局 道路部管理課 10-1 施策-117 

(８)灯かりのいえなみづくりの推進 
建築住宅局 

建築指導部建築安全課 
10-1 施策-118 

(９)すまい・まちづくりにおける防犯対策の推進 
建築住宅局 

住宅政策課 

建設局 公園部整備課 

10-1 施策-118 

 

①すまいの防犯対策に関する情報提供など 

②樹木等による死角に対する防犯対策 

③市の施設整備における防犯に配慮した計画・管理 

(10)繁華街における浄化対策の推進(中央区等) 

危機管理室 

地域安全推進担当 

中央区 

総務部まちづくり推進課 

10-1 施策-119 

(11)暴力団排除 

危機管理室 

地域安全推進担当 

各区 

10-1 施策-119 

(12)犯罪被害者等支援 
危機管理室 

地域安全推進担当 
10-1 施策-119 

 （13）再犯防止の推進 福祉局政策課 10-1 施策-119 
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施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

２ 防犯意識の啓発・人材育成   施策-120 

 

(１)防犯意識の啓発 

危機管理室 

地域安全推進担当 

灘区 総務部まちづくり課 

兵庫区 総務部まちづくり課 

北区 

総務部まちづくり課 

西区 総務部まちづくり課 

10-1 施策-120 
 

①広報の充実 

②なだ防犯ナビによる「安全・安心」情報の提供(灘区) 

③兵庫区防犯あんしんサイトによる発信(兵庫区) 

④兵庫区地域安全だよりの発行(兵庫区) 

⑤地域への活動支援を通じた地域防犯力の向上(北

区) 

⑥西区メール配信システムの運用による地域の自主

防犯力の向上(西区) 

(２)市民講座による人材育成 

危機管理室 

地域安全推進担当 

兵庫区 総務部まちづくり課 

長田区 総務部まちづくり課 

須磨区 総務部まちづくり課 

10-1 施策-121 
 

①こうべ防犯講座 

②地域防犯講習会(兵庫区) 

③防犯ウォッチ事業(兵庫区社会福祉協議会) 

④ 防犯セミナーの開催(長田区) 

⑤須磨区防犯アカデミー(須磨区) 

 

第２項 地域における連携の強化 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 「区安全会議」や「ふれあい懇話会」などを通した地域の連

携強化 

危機管理室 

地域安全推進担当 

各区 

教育委員会事務局 

指導部指導課 

2-1 

10-1 
施策-122 

２ 区民安全大会(防犯講演会等) 各区 10-1 施策-122 

３ 神戸防犯協会への補助 
危機管理室 

地域安全推進担当 
10-1 施策-122 

４ 地域での連携・協力によるパトロール   施策-122 

 

(１)灘・地域ぐるぐるパトロールの充実(灘区) 

灘区 総務部まちづくり課 

須磨区 総務部まちづくり課 

西区 総務部まちづくり課 

10-1 

施策-122 

(２)すま地域ぐるぐるパトロール(須磨区) 施策-122 

(３)民間事業者によるパトロール協力(西区) 施策-122 

(４)西区安全安心まちづくり協定の締結(西区) 施策-122 

 



 

施策-99 

第３項 子どもの安全確保 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 学校園の安全対策   施策-123 

 

(１)教職員や児童生徒の緊急時における対応能力の向上 
教育委員会事務局 

学校支援部健康教育課 

学校教育部児童生徒課

学校支援部学校環境整

備課 

 

10-1 施策-123 
 

①各学校における安全対策マニュアルの作成 

②校内外の安全対策 

③防犯ブザーの貸与 

④子どもたちへの防犯教育の充実 

⑤防犯訓練の実施 

(２)学校園の不審者侵入対策設備等の整備 教育委員会事務局 

学校教育部学校教育課 

学校支援部学校環境整

備課 

10-1 施策-124 
 

①不審者情報伝達システム 

②市立幼稚園・小学校・中学校への防犯カメラの設置 

(３)保護者・地域住民及び関係機関と連携した地域ぐるみ

の安全対策の推進 

教育委員会事務局 

学校支援部健康教育課 

学校教育部学校教育課 

学校教育部児童生徒課 

10-1 施策-124 

 
①地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業 

②ふれあい懇話会を活用した安全対策 

２ 青少年の健全育成   施策-125 

 

(１)地域環境の整備 
危機管理室 

地域安全推進担当 

こども家庭局 

幼保振興課 

こども家庭局 

  こども青少年課 

10-1 施策-125 
 ①保育所、児童館等への防犯カメラ等の設置 

(２)ネット社会・ケータイ社会への対応 教育委員会事務局 

学校支援部学校経営支

援課情報教育推進担当 

10-1 施策-125 
 ①学校園における情報モラル教育の推進 

(３)有害環境の浄化と非行・問題行動の防止 健康局 

保健所医務薬務課 
10-1 施策-125 

 ①薬物乱用防止対策 
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第５ 節 多様化する 危機事象への対応 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 放火防止対策   施策-126 

 

(１)市民による取り組み 

消防局 予防部予防課 10-1 

施策-126 
 

①放火されない環境づくり 

②放火発生危険箇所の排除 

③ハード面の整備 

(２)事業者による取り組み 施策-126 

(３)消防局、消防団による取り組み 

施策-127 
 

①放火火災防止広報の実施 

②放火火災発生危険箇所の排除 

③パトロールの強化 

④放火火災防災対策等の要望 

２ 交通安全対策に関する取り組み 
危機管理室 

地域安全推進担当 
10-2 施策-127 

３ 消費者の安全・安心の確保   施策-128 

 

(１)各種法令の遵守の確保 

経済観光局 

消費生活センター 

9-2 

10-1 

施策-128 

(２)悪質事業者対策 施策-128 

(３)物価の安定および災害時の緊急時における取り組み 施策-128 

(４)消費者事故情報の収集・通知 施策-129 

４ アスベスト対策   施策-129 

 

(１)アスベスト濃度分析・監視 

環境局 

環境保全部 

 環境保全指導課 

 環境都市課 

8-4 施策-129 

(２)公共施設のアスベスト対策 
建築住宅局 

技術管理課 
8-4 施策-129 

(３)民間建築物アスベスト対策支援 
建築住宅局 

建築指導部安全対策課 
8-4 施策-129 

５ 交通施設の安全対策   施策-129 

 (１)地下鉄におけるホームドアの設置 
交通局 

高速鉄道部施設課 
10-2 施策-129 
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第１ 節 安全で 快適な 住宅・ 住環境の形成  

 

第１ 項 安全な 建築物の誘導  

 

阪神・ 淡路大震災で は建築物の倒壊に よ り 多く の人が犠牲と な り 、 あ ら た めて 建築物、 特に す

ま いの重要性が認識さ れた 。 震災から 20 年が経過し 建築物の再建や補強が進んで い る が、建築物

の中に は耐震性の不足す る も のも 残さ れて い る 。  

国で は震災の経験を 踏ま え て 平成７ 年 12 月に「 建築物の耐震改修の促進に 関する 法律」 を 制定

し た 。 こ の法律を 受け、 耐震性の不足する 建築物に 対し て 耐震診断・ 耐震補強の実施を 啓発・ 促

進し て いく 必要があ る 。  

市で は安全で 安心な すま い ・ ま ち づく り を 進める た め、 神戸市す ま い と ま ち の安心支援セ ン タ

ー（ すま い る ネ ッ ト ） で 市民に 対する 支援を 行う ほか、 第２ 次市営住宅マ ネ ジ メ ン ト 計画の推進

な ど 、 安全な 建築物の誘導に 向け て 取り 組んで い く 。  

ま た 、 市街地再開発事業の推進、 密集住宅市街地整備促進事業や各種制度に よ る 近隣住環境の

整備を 行う 。  

 

１  住宅の耐震化促進 

阪神・ 淡路大震災で は、 犠牲者のう ち 約８ 割が住宅の倒壊等に よ る 圧死で あ っ た 。  安全・ 安

心な すま い ・ ま ち づく り に は住宅の耐震化が不可欠で あ り 、 特に 震災で 被害の大き かっ た 昭和

56 年の建築基準法改正以前の旧耐震基準に よ る 住宅への対応が重要な 課題で あ る 。 こ のた め、

「 神戸市耐震改修促進計画」 に 基づき 積極的な 取り 組みを 進める 。  

 

（ １ ） 広報・ 相談等によ る 耐震診断・ 耐震改修の啓発 

・ 地域の集会な ど に おい て 、 耐震改修や家具固定等の説明を 行い、 コ ミ ュ ニ テ ィ 単位で 耐震

化を 呼びかけ て い く 。  

・ すま いの耐震キャ ン ペ ーン 、 広報紙Ｋ Ｏ Ｂ Ｅ 等に よ り 、 耐震診断や耐震改修、 家具固定を

紹介する な ど 、 市民が耐震化を よ り 身近に 考え ら れる よ う な Ｐ Ｒ を 行っ て い く 。  

・ 建築士及び施工者向け の講習会を 開催し 、 正し い知識を 持っ た 専門家を 育成する 。  

・ 建築関係団体・ 消費者団体等から な る 「 す ま い の耐震化促進部会」 と 連携し 、 耐震化を 促

進す る た めの環境づ く り を 検討・ 実施する 。  

 

（ ２ ） すま いの耐震診断員派遣事業 

旧耐震基準の民間住宅を 対象に 、 耐震診断を 無料で 実施する 。 診断後、 診断員が報告書を

申込者のも と へ持参し 、 診断結果の内容説明と 改修に 関する 相談を 行う 。  

 

（ ３ ） すま いの耐震改修事業 

耐震改修計画策定費、 耐震改修工事費の一部を 補助する 。  
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（ ４ ） 家具の固定促進事業 

高齢者や障害者、 小学生以下の子ど も がい る 世帯を 対象に 、 家具固定費の一部を 補助する

制度に 加え 、 市から 家具固定の専門家を 派遣する 事業を 行う 。  

 

２  公共建築物の耐震性の向上 

市有建築物のう ち 、「 神戸市耐震改修促進計画（ 平成 20 年 2 月策定）」 に お い て 対象と し た 主

要な「 防災の中枢拠点」、「 避難所」、 耐震改修促進法に お ける「 多数の者が利用する 建築物」 の

現況耐震化率は 97％（ H26 年度末）、 平成 27 年度末に は 98％と な っ て おり 、 建替や耐震改修等

が予定さ れて い る 残り の 2％に あ た る 建築物に つ い て も 早期に 完了を 目指す。  

ま た 、「 神戸市耐震改修促進計画（ 2016～2020）」 に お いて は、 前計画の対象外と な っ て い る

小規模な も のに 範囲を 広げ、 2 階以上ま た は延べ面積 200 ㎡を 超え る 市有建築物のう ち 、 市民

の利用する 居室があ る 建築物、 災害時の利用があ る 建築物に つい て も 耐震化を 図る と と も に 、

そ れ以外のも のに つい て も 、 必要に 応じ て 耐震化を 図る よ う 努める 。  

こ のほか、 建築物の構造の耐震化だ けで な く 、 脱落に よ っ て 重大な 危害を 生じ る おそ れがあ

る 天井の耐震化に も 取り 組む。  

 

３  多数の者が利用する 建築物等の耐震化の推進 

（ １ ） 多数の者が利用する 建築物等の耐震化促進 

耐震改修促進法（ 平成 25 年 11 月改正） に よ り 、 耐震診断結果報告が義務付け ら れた 「 要

緊急安全確認大規模建築物」 を 対象に 、 平成 26 年度から 耐震改修等の補助事業を 実施し て お

り 、 特に 福祉避難所の協定を 締結し た ホ テ ル・ 旅館に つい て は、 防災拠点と し て 補助制度の

拡充を 図る な ど 、 耐震化の取り 組みを 支援し て い る 。  

ま た 、「 緊急輸送道路沿道建築物」 に つい て も 耐震改修等の補助事業を 実施し て お り 、「 中

・ 小規模建築物」 に つい て も 耐震診断の補助事業を 実施し て い る 。  

大規模建築物に 該当し な い 規模の建築物等につ い て も 、 耐震化の状況を 踏ま え な がら 、 耐

震化のさ ら な る 促進のた めの支援策の拡充等に つ い て 検討し て いく 。  

 

（ ２ ） 耐震性に係る 表示制度（ 安全性認定）  

耐震改修促進法（ 平成 25 年 11 月改正） に 基づ き 、 耐震性が確保さ れて い る 旨の認定を 受

け た 建築物に マ ーク を 表示で き る 制度を 平成 26 年度よ り 運用し て いる 。  

 

４  神戸市すま いと ま ち の安心支援セ ン タ ー（ すま いる ネッ ト ）  

神戸市すま い と ま ち の安心支援セ ン タ ー（ す ま い る ネ ッ ト ） は、 市民が安全で 安心な 住ま い

を 得る た めに 、 住ま い に 関する 相談、 情報提供、 セ ミ ナ ー開催や市民・ 専門家・ 事業者間のネ

ッ ト ワ ーク づ く り な ど 様々な 機能を 併せ持っ た 、 住ま い の総合拠点で あ る 。  

 

①相談窓口の設置 

・ 住ま い に 関する 様々な 相談（ 来所・ 電話） に つ い て 、 法律、 住宅資金計画、 不動産取引、

マ ン シ ョ ン 管理、 空き 家活用な ど の専門家が対応する 窓口を 設置す る 。  

・ 相談内容に 応じ て 、 専門家が現地で のア ド バイ ス を 行う 。  
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②物件情報・ 行政情報の提供 

・ 住ま い 探し を サポ ート する 。  

・ 住ま い に 関連す る 行政関係情報を 提供す る 。  

・ ホ ームページ 「 神戸・ すま い る ナ ビ 」 に お い て 、 住宅情報だ け で な く 、 生活関連情報も

一元的に 提供する 。  

・ セ ン タ ーの定めた 一定条件を 満た す建築士事務所・ 建設業者の名簿を 作成し 、 業者選定

を 支援する 。  

 

③セ ミ ナ ー ・ イ ベ ン ト の開催、 ラ イ ブ ラ リ ー の設置 

・ 住ま い 及び暮ら し 全般に かかわる セ ミ ナ ーやイ ベン ト の開催 

・ 住ま い 関連のラ イ ブ ラ リ ー等の設置 

・ ホ ームページ で のさ ま ざ ま な 情報発信 

 

５  住宅性能表示制度の普及・ 促進 

「 住宅の品質確保の促進等に 関する 法律」 で 定めら れた 住宅性能（ 火災時の安全性や省エ ネ

ルギー性、 バリ ア フ リ ー の程度な ど ） に 関する 全国共通の“ も のさ し ” に よ っ て 、 公正・ 中立

な 立場で 住宅性能の評価を 行う 「 住宅性能表示制度」 が平成 12 年から 運用さ れて いる 。 平成

14 年度に は「 既存住宅性能表示制度」 が発足し 、 こ れら の制度の普及・ 促進を 行う 。  

住宅性能表示の普及に つ い て は、 窓口で のパン フ レ ッ ト 配布を 行う と と も に 、 すま い る ネ ッ

ト に お いて も 、 住宅性能表示制度を はじ めと する 各種制度の案内を 行う 。  

 

６  第２ 次市営住宅マ ネジ メ ン ト 計画の推進 

市営住宅に つ いて は、 「 市営住宅マ ネ ジ メ ン ト 計画」 に 基づ き 、 改修・ 更新時期を 迎え る 大

量のス ト ッ ク への対応や構造・ 設備面で の課題を 踏ま え 良好な 市営住宅ス ト ッ ク を 形成す る た

めの再編と 改修、 適切な 計画修繕に 取り 組む。  
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第２ 項 良好な 住環境の形成  

 

１  土地区画整理事業の推進 

健全な 市街地の整備と 生活環境の改善を 図る た め、 道路・ 公園等の都市基盤施設と 宅地を 一

体的に 整備し 総合的な ま ち づく り を 進める た め、 土地区画整理事業を 推進する 。  

 

（ １ ） 既成市街地の土地区画整理事業 

浜山地区は、 土地区画整理事業と 住宅市街地総合整備事業と の合併施行に よ り 公共施設整

備と 住環境の整備改善を 図る た め事業の進捗に 努める 。 平成 31 年度完了。  

鈴蘭台幹線北区間（ 小部小西交差点～再開発事業区域） の整備に 併せて 、 地域拠点と し て

ふさ わし い ま ち づ く り が実現で き る よ う 、 公共施設の整備改善と 宅地利用増進を 図る た め、

土地区画整理事業の着手を 予定し て いる 。  

 
 

事 業 名 全事業量等 

既成市街地の土地区画整理事業 鈴蘭台駅北地区 

 

２  市街地再開発事業等の推進 

建築物の共同化等に よ り 土地の合理的で 健全な 高度利用を 図り な がら 、 公園・ 広場な ど のオ

ープ ン ス ペ ース の確保や道路な ど の公共施設の整備、 都市環境の改善、 良質な 都市型住宅の供

給、 都市の不燃化等防災性の向上な ど 都市機能の更新を 行う こ と を 目的に 、 建築物や敷地お よ

び公共施設な ど を 一体的に 整備する 市街地再開発事業等を 推進す る 。  

 

（ １ ） 震災復興市街地再開発事業 

阪神・ 淡路大震災に よ り 壊滅的な 被害を 受けた 西の都心拠点に あ る 、 新長田駅南地区の市

街地再開発事業の早期完了に 向け、 良好な 住宅や業務施設等の供給を 推進する 。  

 

（ ２ ） 市街地再開発事業 ( 鈴蘭台駅前地区)  

鈴蘭台駅前の交通安全の確保やに ぎ わいづ く り を 図り 、 北区の玄関口に ふさ わし い 地域拠

点を 形成す る た め、市施行の第二種市街地再開発事業( 平成 23 年 9 月 6 日都市計画決定) を 推

進する 。  

 

３  住宅市街地総合整備事業（ 密集住宅市街地整備型） の推進 

震災で は、 広い範囲で 建築物の倒壊等に よ る 出火がみら れ、 特に 密集市街地で は、 発生し た

火災が道路や耐火建築物に よ っ て 焼け 止ま る ま で に 次々に 延焼し 、 市街地大火と な っ て 甚大な

被害が発生し た 。  

こ のた め木造老朽建築物が密集し 、 生活道路やオ ープ ン ス ペ ース 等が著し く 不足する 防災上

危険な 密集市街地に お い て 、老朽建築物等の建替え と 公共施設の整備を 促進し 、住環境の改善、

防災性の向上等を 図る た め「 住宅市街地総合整備事業（ 密集住宅市街地整備型）」 を 活用し 、 着

実な 整備改善に 取り 組む。  
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４  近隣住環境整備の推進 

（ １ ） 近隣住環境計画制度 

下町や都心、 ニ ュ ータ ウ ン 等地域ご と の特性を ふま え 、 向こ う 三軒両隣り な ど 市民に と っ

て 身近な 単位から 建築規制の緩和等の弾力的運用を 行う 制度と し て 、 近隣住環境計画制度が

平成 11 年 11 月から 開始さ れて いる 。 今ま で 既成市街地を 対象に 「 地区」 単位で のま ち づく

り を 前提と し て 実施し て い た 「 イ ン ナ ー長屋制度」 を 、 よ り 小さ な ま と ま り から 全市を 対象

に 制度拡充し 、「 神戸市民の住環境等を ま も り そ だ て る 条例」に 新た に 規定、制度化し て お り 、

当制度を 活かし た ま ち づ く り を 推進し て い る 。  

 

５  マ ン シ ョ ン への支援 

（ １ ） 分譲マ ン シ ョ ン 管理の総合支援 

神戸市すま いと ま ち の安心支援セ ン タ ー（ すま い る ネ ッ ト ） を 窓口と し て 、 相談業務や専

門家派遣、 情報提供・ 普及啓発を 行い 、管理組合のマ ネ ジ メ ン ト 能力の向上を 図る 。加え て 、

耐震診断・ 耐震改修助成や共用部分のバリ ア フ リ ー改修助成に よ り 良好な ス ト ッ ク の形成を

推進する 。 ま た 、 ネ ッ ト ワ ーク の形成を 支援する な ど 、 管理組合の主体的な 運営を 多角的に

支援する 。  

 

（ ２ ） 共同住宅バリ ア フ リ ー改修補助 

高齢化社会の進展・ ス ト ッ ク 重視の社会に おい て 、 すべて の人が使い やす い良好な 住宅ス

ト ッ ク の形成を 目指し 、 既存共同住宅の共用部分のバリ ア フ リ ー改修工事に 対する 補助を 実

施する 。  
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第３ 項 水と みど り を 生かし た ま ち づく り の推進  

 

水やみど り は日常生活に う る お い を 与え る と と も に 、 災害時に は建築物の倒壊に よ る 道路閉塞

を 防ぎ 、 火災に よ る 延焼を 遮断する と と も に 、 消火用水、 生活用水を 提供する 防災上の効果も 高

い 。 ま た 、 日常的な 管理活動や地域の交流の場と し て コ ミ ュ ニ テ ィ の育成に も 寄与する 。 こ れら

の身近な 水と みど り を 生活の中に 取り 入れ、 快適で 潤い のあ る 住環境の形成と 災害に 強い 安全な

ま ち づ く り を 進める 。  

ま た 、 災害時に はラ イ フ ラ イ ン が途絶し 、 水やエ ネ ルギーの自立性が求めら れる 。 こ のた め、

雨や井戸な ど の自然水の活用、風や太陽の効果を 生かし た エ ネ ルギー活用な ど 環境負荷を 軽減し 、

良好な 地域環境の形成を 図る と と も に 、防災上の自立性の向上を めざ し た ま ち づ く り を 推進する 。 

 

（ １ ） 雨水利用の促進 

雨水は、 日常的に は省資源、 環境改善に 、 非常時に は消火用水、 ト イ レ や雑用水等の生活

用水と し て 活用で き 、ま た 、大規模に 実施すれば洪水対策や渇水対策に も 効果が期待で き る 。

こ のた め、 公共建築物や公園等で 雨水の貯留、 活用に 努める と と も に 、 市民、 事業者に よ る

雨水利用の促進を 図る 。  

 

（ ２ ） 災害時市民開放井戸登録制度の活用 

市民、 事業所、 工場等が所有する 井戸のう ち 、 災害時に 自主的に 一般開放で き る 井戸を「 災

害時市民開放井戸」 と し て 登録する こ と に よ り 、 周辺住民の生活用水を 確保する 。 ま た 、 登

録制度を 通じ て 市民の防災意識の高揚を 図る 。  

 

事 業 名 全事業量等 

災害時市民開放井戸の登録 300 箇所程度の登録 

 

（ ３ ） 美緑花神戸ま ち づく り の推進 

自分た ち の住むま ち を 自分た ち の手で 美し く 、 みど り 豊かに 彩る こ と は、 生活に う る おい

を 与え る と と も に 、 ま ち への愛着を 育て 、 自分た ち のま ち は自分た ち で 守る と い う 防災意識

の高揚に も 寄与する 。 ま た 、 ま ち の美化、 緑化そ のも のが防災上果た す意義も 大き い 。 こ の

た め、 平成 8 年 11 月に 学識経験者、 市民、 事業者等から な る「 美緑花神戸ま ち づ く り 懇話会」

から 出さ れた 提言を 受け 、 地域の意志に 基づ く モ デル地区を 設定する な ど 、 全市的な 推進体

制を 確立し 、 市民運動と し て 「 美緑花神戸ま ち づ く り 」 の推進に 取り 組む。  

 

①ま ち の美化活動の推進 

建物やサイ ン 、 広告な ど のルールづ く り に よ る 洗練さ れた 美し い景観づ く り を 誘導する

と と も に 、 ク リ ー ン 作戦な ど に よ る ご みのな い き れい な ま ち づ く り を 推進する 。  

ま た 、 河川や海岸な ど 、 身近な 水辺を 守り 、 育て る た めの市民の活動を 支援する 。  

 

②ま ち の緑化活動の推進 

ま ち の美緑花ボ ラ ン テ ィ ア の活動支援な ど 、 身近な みど り を 守り 、 育て る 活動を 支援す

る 。 ま た 、 地域で ま と ま っ た 取り 組みを 進める た め、 ま ち の一定の区域で 、 7 割以上の住

民の合意に よ り 、「 緑と 花の市民協定」 を 結んだ と こ ろ に 苗木や草花、 連絡金を 助成する 。

さ ら に 、「 県民ま ち な み緑化事業」 に よ る 補助制度を 活用し 、 地域の方々と 協働で 公園や空
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地の緑化、 屋上緑化等を 推進する 。  

 

③ま ち の飾花活動の推進 

地域の住民団体が、 公園や道路・ 広場な ど のま ち かど を 四季の花で 飾る「 市民花壇」、 神

戸市婦人団体協議会がフ ラ ワ ーベース を 使っ て ま ち かど を 花で 飾る「 ハミ ン グ 広場」、 街の

ビ ュ ーポ イ ン ト と な る 花壇に 企業・ 事業者から 協賛を いた だ い て いる 「 ス ポ ン サー花壇」

な ど に よ り 、 市民・ 事業者と の協働に よ る 彩り のあ る ま ち づ く り を 進める 。  

 

（ ４ ） 緑化重点地区の形成 

神戸の目指す「 緑生都市」 を モ デル的に 具現化し 、 緑化意識の高揚を 促す と と も に 神戸の

骨格的な みど り の一部を 構成する た めに 、 重点的に 緑地の保全や緑化を 行う「 緑化重点地区」

を 市内 11 箇所に 設定し て い る 。  

地区の設定はま ち づ く り の顔と な る 地区や、 古い 開発に よ り 緑地が少な い 区域で 緑化を 推

進すべき 地区、 優良な 緑地を 保全育成する 地区等を 対象と し て 設定し 、 公園や緑地の確保だ

け で な く 、 公共公益施設や民有地緑化も 含めて 、 総合的・ 重点的に 展開し 、 緑化重点地区の

形成を 目指す。  

 

（ ５ ） 市街地の緑地保全の推進 

生物多様性の保全や低炭素ま ち づく り の視点から 、 市街地の緑地に つ い て も 保全の重要性が

高ま る 中、 平成 20 年に「 市街地に おけ る 緑地の保全方針」 を 策定し 、 市街地やそ の周辺に 残っ

て い る 里山林や住宅周辺の緑な ど 、 貴重な 市街地の緑の保全に 取り 組んで いる 。  

そ の具体的な 施策と し て 、 平成 22 年度よ り 「 ふれあ い 市民緑地」 制度を 実施し て お り 、 緑地

保全配慮地区の指定や景観緑地制度の実施に 向け て も 検討を 進めて い る 。  
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第２ 節 区を 中心と し た 安全で 安心な ま ち づく り   

 

神戸市民の安全の推進に 関する 条例で は、 区のそ れぞれの特性を 生かし て 安全な ま ち づ く り を

推進する こ と と し て いる 。  

区が中心と な っ て 防災を はじ めと し た 安全活動を 行う 圏域を 区生活圏と し て お り 、 こ の圏域で

は、 区役所を 中心と し て 関係行政機関の連携を 強化する と と も に 、 日常的な ま ち づく り 活動等を

通じ て 培われる 区民と の連携のも と に 、 災害への円滑な 対応を 図る こ と と し て い る 。  

ま た 、 災害時に は区役所等から な る 「 防災総合拠点」 を 中心に 総合的な 救援活動を 展開す る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 区生活圏で の連携のイ メ ージ  
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災害時に 関係機関と の連携のも と に 総合的な 防災活動を 展開する た め、 区役所の区災害対策本

部と し て の機能を 強化す る 。 ま た 、 保健福祉部、 建設局建設事務所、 消防署等に つい て も そ れぞ

れの分野に お け る 拠点と し て の機能を 強化する 。  

区民セ ン タ ーや体育館等の施設に つい て は後方支援のた めの拠点や避難所の補完的役割と し て

活用する な ど 、 時系列的に 変化する ニ ーズに 対応し た 活用が可能な よ う に 機能を 強化する 。  

拠点と な る 施設に つい て は耐震性の向上と 設備等の自立性の確保を 図る 。 ま た 、 公園やオ ープ

ン ス ペ ース 等と の一体的整備な ど 、 よ り 効果的な 拠点形成を 進める と と も に 、 区役所を 中心と し

て 、 拠点間の円滑な 連携を 図る 。  

 

【 防災総合拠点の機能】  

機     能 内       容 

○区災害対策本部機能 地域の防災総合指令センターと な る 災害対策本部機能 

○ボランティアセンター機能 
平常時から ボランティアと の連携を 強化し 、 災害時はボランティアの受入、
コーディネートを 行う セ ン タ ー機能 

○情報収集発信機能 
防災行政無線、 防災携帯及び 危機管理システム等に よ る 情報収集発信機
能 

○自立機能 
施設の特性に 応じ た エ ネ ルギー供給に お け る 冗長性の確保、 給水施設
の２ 系統化で の施設面の自立機能、 災害対応に 必要と な る 職員用の備
蓄機能 

 

 

 

図 防災総合拠点のイ メ ー ジ  
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１  区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に 身近な 行政機関が立地し

て い る 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に 行い 、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も に ま ち づ く り を 進める た めの体制を 整備す る 。  

 

２  区を 中心と し た市民・ 事業者と の連携 

区で は区安全会議、 区民ま ち づ く り 会議や区の個性を のばすま ち づ く り 事業等を 通じ て 、 区

民や事業者と と も に 、 区の特性を 生かし た ま ち づ く り が展開さ れて い る 。 こ のよ う な 場を 活用

し 、 非常時に は市民や事業者と 連携のと れた 対応体制の構築を めざ すと と も に 、 区総合防災訓

練な ど を 通じ て 体制確認を 図る 。  

 

（ １ ） 区安全会議 

「 神戸市民の安全の推進に 関する 条例」 に 基づ き 、 市民に と っ て 最も 身近な 行政単位で あ

る 区を 中心と し た 安全な ま ち づ く り を 推進す る 一環と し て 、 各区に お い て 「 区安全会議」 を

開催する 。 区安全会議は、 地域の安全に つ い て 行政と 市民、 事業者が情報や意見を 交換し 、

地域特性に 応じ た 対応策に つ い て 検討し て い く た めの場と し て 設置さ れる 。 構成員は区内行

政機関、 住民組織、 事業者の代表者な ど で あ る 。  

 

（ ２ ） 区総合防災訓練（ 再掲）  

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた 防災訓練を 毎年、 実施する 。 多数

の市民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

各区総合防災訓練 各区に おい て  
毎年 1 回実施 

 

３  区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内に おけ る 危険箇所等に 対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 区防災パト ロ ールを 実施す る 。  

 

４  消防団活動と 連携し た地域防災（ 北区・ 西区）  

区域が広い 北区・ 西区に お い て 、 区役所・ 連絡所と 地域事情に 精通し た 消防団（ 平常時の地

域住民への訓練指導、放火防止パト ロ ール、災害時の水防活動や人命救助等を 行う 。）と 連携し 、

地域防災に 努める 。  
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第３ 節 安全で 安心な コ ミ ュ ニ テ ィ づく り   

 

１  防災福祉コ ミ ュ ニテ ィ の推進 

震災で は、 ふれあ い のま ち づ く り 事業や住環境の改善、 公園管理会の活動、 美緑花神戸ま ち

づく り な ど の日常の自主的な ま ち づく り 活動に よ っ て 育ま れた 住民相互のつな がり が、 地域住

民に よ る 初期消火、 救出・ 救護、 避難誘導な ど の応急活動を 可能と し た 。  

こ の教訓を も と に 、 自主防災推進協議会やふれあ い のま ち づ く り 協議会な ど の地域組織を 母

体と し て 、 既存の組織の連携に よ り 「 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 」 の育成を 図る 。  

さ ら に 住民参加に よ る コ ミ ュ ニ テ ィ で の安全マ ッ プ づ く り 、 安全計画づ く り や防災訓練の実

施な ど を 通じ 、 地域の防災力の向上を 図る と と も に こ れら の活動の支援策を 充実する 。  

ま た 、 事業者と 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ と の連携を 促進する な ど 、 地域で の総合的な 安全で 安

心な ま ち づ く り シ ス テ ム の構築を めざ す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ  概念図 

 

（ １ ） 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 活動の充実支援 

防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ が、 地域の特性に 応じ て 様々な 活動を 円滑に 実施す る た めに は、 技

術的な ア ド バイ ス や情報、 資機材等の提供が必要で あ る 。  

防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ の活動と し て は、 単に防災訓練を 実施する のみで な く 、 講習会、 安

全マ ッ プ 、 安全計画の作成な ど に よ り 安全ま ち づ く り への発展を 目指すと と も に 、 必要に 応

じ て 地域の事業者と の応援協定の締結な ど を 進める な ど 、 継続し て 実施で き る し く みづ く り

を 推進する と と も に 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 間のネ ッ ト ワ ーク づく り に 取り 組む。  

さ ら に は、 災害対応を 行う 消防職員が 192 の各防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ を 担当する 「 消防係

員地区担当制」 で は、 地域と 直に 触れ合い 、 地域の意見や要望を 聞き な がら 、 訓練指導や防

災情報の提供を 行う な ど 、 地域に 根付い た き め細やかな 支援を 実施し て い く 。  
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①防災活動助成金等の交付 

防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 結成時、 あ る いはそ の後の活動運営に 必要な 経費お よ び地域の特

性に 応じ た 活動や他で は行われて い な い先駆的な 活動等に 必要な 経費を 限度額の範囲内で

助成する 。  

 

②市民防災リ ーダ ー 研修の実施 

災害時に 自主的に 地域の先頭に 立っ て 活躍する リ ーダ ーを 育成する た め、 研修を 実施す

る 。  

ブ ロ ッ ク 単位で のリ ーダ ーと な る「 市民防災リ ーダ ー」 を 養成のた め、 約 800 名/年を 目

指し て 、 市民防災リ ーダ ー研修を 実施する 。 ま た 、 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 全体を ま と める

こ と がで き る 「 統括防災リ ーダ ー」 を 養成する た め、 1 地区あ た り 2 名/年を 目標に 、 防災

マ ネ ジ メ ン ト 研修を 実施する 。  

 

③消防係員地区担当制 

消防係員地区担当制に よ り 、 消防係員が担当する 191 地区の防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ に 対

し て 、 相談対応、 訓練指導や防災情報の提供な ど き め細かな 活動支援を 行う 。  

 

④推進ビ デ オ の貸出し 、 活動事例集の効果的な 活用 

防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 推進のた めのビ デオ を 貸し 出すと と も に 、 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ

育成のた めの活動事例集を 配布する 。  

ま た 、 訓練の計画や事務の手引書と な る 「 BOKOMI  bookmar k」 や「 いのち の大切さ 」 を

伝え る 防災教育のた めの「 BOKOMI ス ク ールガ イ ド 」 を 効果的に 地域防災活動に 活用で き る

よ う 支援を 行う 。  

 

⑤防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ のネ ッ ト ワ ーク づ く り  

市民（ 特に 若い 世代） 、 事業所な ど 様々な 主体が地域の防災活動に 参加し やすい 環境づ

く り を 促進する こ と で 、 そ れぞれの団体の連携を 図り 、 地域活動の活性化に つ な げる 。  

本市で は、 「 はち ど り ネ ッ ト 事業」 を 推進し て お り 、 身近で 事故な ど が発生し た 場合、

あ ら かじ め登録し た 事業所な ど（ 災害連絡員）に 事故発生の一報を 伝え る 連絡網を 整備し 、

登録事業所（ 防災協力事業所） は、 各自で で き る こ と を 自主的に 取り 組むた めの事業で あ

る 。  
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２  ふれあいのま ち づく り の推進 

概ね市内小学校区に １ ヶ 所整備し て いる 地域福祉セ ン タ ーを 活用し 、 ふれあ い のま ち づ く り

協議会が実施する 地域福祉活動への支援を 行い 、 地域社会に お ける 各種の福祉活動、 交流活動

を 進める 。 ま た 、 ふれあ い のま ち づく り 助成に 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 助成を 組み入れた 総合的

支援制度を 行う 。  

 

①ふれあ い のま ち づ く り 助成 

ふれあ いのま ち づ く り 協議会に お け る 地域福祉活動メ ニ ュ ー及び地域特性を 活かし た 先

駆的な 活動への助成を 行う 。  

 

②総合的支援制度 

ふれあ いのま ち づ く り 助成に 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 助成を 組み入れた 総合的支援制度を

行う 。  

 

３  多様な 地域活動の支援 

自治会、 婦人会、 Ｐ Ｔ Ａ 、 老人ク ラ ブ 、 子ど も 会等の活動を 支援し 、 そ の中で 防災意識・ 知

識の普及、 防災訓練の実施等を 促進する 。  

 

（ １ ） 地域活動の振興 

①地域コ ミ ュ ニ テ ィ 基礎講座 

自治組織の健全な 発展を 促進する た め、 自治組織の新任役員を 対象に 、 地域活動の基礎

的な 知識に つ いて 学ぶ講座を 開催する 。  

 

②パート ナ ーシ ッ プ 活動助成 

市民団体・ 地域団体が自ら 企画・ 提案し 、 実施する 既存の支援制度で は実現で き な い 初

動期の活動を 支援する 。  

 

③地域で の提案型活動助成 

地域で の課題の解決のた めに 、 区民自ら が企画・ 提案し 、 実施する 活動に 対し て 、 経費

の一部を 助成する 。  

 

④ま ち づく り 活動の助成 

住民等の自主的な ま ち づ く り 活動を 支援す る た め、 活動費の一部を 助成する 。  

 

⑤ま ち づく り 専門家の派遣事業 

地域の団体やグ ループ に よ る ま ち づ く り 活動を 支援する た め、 専門家を 派遣する 。  
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（ ２ ） 活動拠点の確保支援 

地域集会施設の整備や学校施設開放等を 通じ て 活動の場づ く り を 支援し 、 日常的に 育ま れ

た 連携のも と に 災害時に 身近な 地域で の活動の拠点と し て の活用を 促進する 。  

 

①地域集会所新築等助成 

地域コ ミ ュ ニ テ ィ 及び地域活動を 推進する た め、 拠点施設と し て 地域集会所を 整備する

自治組織に 対し て 整備費の助成を 行う 。  

 

４  企業・ 事業所等の誘導 

災害に 強い ま ち づ く り を 実現する た めに は、 行政や地域の努力に 加え て 、 企業と の連携が必

要で あ る 。 阪神・ 淡路大震災に お いて 、 救援物資の運営や被災者対応の窓口な ど に おい て も 企

業の応援を い た だ いた 。ま た 、平成 17 年のＪ Ｒ 福知山線の事故に お い て 、事故現場近く の企業、

住民が救助活動に あ た っ た こ と は記憶に 新し い 。  

一方、 企業自体の災害対応力の向上も 、 ま た 求めら れる と こ ろ で あ る 。 世界的に も 、 日本に

は自然災害が多い こ と が懸念材料と さ れて おり 、 経済活動への影響を 常に 最小限に する こ と が

求めら れて い る 。 阪神・ 淡路大震災から 早期に 活動を 再開し た 事業者も い る こ と は、 神戸に と

っ て 、 大き な 財産と な っ て いる 。  

 

（ １ ） 企業・ 事業所等の連携 

阪神・ 淡路大震災を 乗り 越え て き た 神戸の企業・ 事業所等に は、 既に 地域活動に 積極的に

参加し 、 地域と 一体に な っ て 安全・ 安心な ま ち づ く り に 取り 組んで い る 企業や、 震災の経験

を 活かし て 、 災害に 備え て い る と こ ろ があ る 。 今後は、 一層の取り 組みを 、 各種団体の協力

も 得な がら 推進し て いく 必要があ る 。  

 

①神戸安全ネ ッ ト 会議 

震災後、 市民・ 事業者・ 市の協働に よ り 進めて き た 「 安全で 安心な ま ち づ く り 」 に つ い

て 、 さ ら に 踏み込んで 、 地震津波対策・ 感染症対策そ の他様々な 危機への対応に 要さ れる

危機管理能力の向上を 図る た め、 産・ 官・ 学の協働に よ る 危機管理研究会「 神戸安全ネ ッ

ト 会議」 に 参画し 、 市民の安全や震災の風化防止の有用な 方策の構築を 図る 。  

 

②企業・ 事業所のＢ Ｃ Ｐ 策定促進 

南海ト ラ フ 地震な ど の広域大規模災害が発生し た 場合、 エ ネ ルギー 供給やサプ ラ イ チ ェ

ーン の途絶は、 企業活動に 与え る 影響は非常に 大き く 、 市民の経済活動に も 影響を 与え る

こ と に あ る 。 各企業・ 事業者に おい て 災害時に 必要と な る 事業を 継続する た めの「 事業継

続計画（ Ｂ Ｃ Ｐ ）」 の策定・ 運用に つい て の啓発を 様々な 機会・ 手段を 通じ て 行っ て い く 。 
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第４ 節 防犯ま ち づく り の推進  

 

地域に おい て は、「 地域の安全は地域で 守る 」 と い う 意識のも と 、 防犯パト ロ ールや見守り 活動

な ど の防犯活動に 取り 組んで いる 。 市で は、 犯罪抑止や犯罪捜査を 担う 警察と 連携し な がら 、 こ

う し た 地域で の防犯活動の支援を 推進し て い く こ と と し て いる 。  

市内の犯罪件数（ 刑法犯認知件数） は、 平成 14 年のピ ーク 時から 減少傾向が続いて お り 、 地域

で の防犯活動の推進に よ る 対応は、 一定の成果があ っ た と 考え ら れる 。 一方で 近年、 全国的に も

凶悪な 犯罪や市民に 身近な 犯罪が発生し て お り 、 体感治安の面で は、 市民の不安が高ま っ て い る

と 思われる 。  

こ のた め、 今後に おい て も 、 地域で の取組への継続的な 支援や市民の防犯意識の向上を 図り 、

地域レ ベルで の防犯対策を 強化する 様々な 事業を 有機的に 連携し な がら 展開し 、 総合的に 防犯ま

ち づく り が推進さ れる よ う 努める 。  

 

 
 

 
●広報の充実（ 広報紙・ ホ ームページ ）  

●安全マ ッ プ 作成 

●な だ 防犯ナビ  

●灘・ 安全安心セ キュ リ テ ィ ーセ ン タ ー 

●兵庫区防犯あ んし んサイ ト  

●地域安全だよ り  

●西区メ ー ル配信シ ス テ ムの運用に よ る 地域の

自主防犯力の向上 

●暴力団排除 

●安全対策マ ニ ュ ア ルの作成（ 学校園）  

●ス マ イ ル・ ハート あいさ つ運動の展開 

 

意識づく り  
 
●こ う べま ち づく り 学校 

●地域防犯ミ ニ 講習会 

●防犯ウォ ッ チ  

●防犯カ メ ラ 設置講習会 

●須磨区民防犯ア カ デミ ー 

●子ど も た ち への防犯教育の充実 

●防犯訓練の実施（ 学校）  

●青少年健全育成のた めの地域のメ ディ ア

リ テ ラ シ ー醸成事業 

●メ ディ ア 学習リ ーダ ー 

●学校園におけ る 情報モ ラ ル教育の推進 

●薬物乱用防止対策 

 

 

人づく り  

 

●防犯カ メ ラ 設置補助事業 

●商店街・ 小売市場共同施設建設補助事業 

●不法投棄防止カ メ ラ 設置助成 

●青色防犯パト ロ ール物品支給事業 

●地域防犯活動経費の助成・ 活動資材の提供 

●「 光のま ち 神戸」 運動の推進 

●灯かり のいえ な みづく り の推進 

●「 すま い・ ま ち 」 づく り における 防犯対策の推

進 

●繁華街におけ る 浄化対策の推進 

●落書き 対策 

●犯罪被害者等支援 

●再犯防止の推進 

●学校内外の安全対策 

●防犯ブ ザーの貸与 

●不審者情報伝達シ ス テ ム（ 学校園）  

●市立幼稚園・ 小学校・ 中学校への防犯カ メ ラ 設

置 

●ス ク ールガ ード リ ーダ ーの配置 

●「 こ ど も 110 番 青少年を 守る 店・ 家」  

●こ ど も 110 番青少年を 守る 車の展開・ 周知 

●保育所・ 児童館等への防犯カ メ ラ の設置 

●青少年の居場所づく り  

環境づく り  

 
●「 区安全会議」 や「 ふれあい 懇話会」 等

を 通し た 地域の連携強化 

●区民安全大会（ 防犯講演会等）  

●神戸防犯協会への補助 

●灘・ 地域ぐ る ぐ る パト ロ ール 

●すま 地域ぐ る ぐ る パト ロ ール 

●民間事業者によ る パト ロ ール協力 

●西区安全安心ま ち づく り 協定 

 

ネ ッ ト ワーク づく り  

地 域 の 防 犯 力 の 強 化 
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第１ 項 防犯ま ち づく り 支援事業の展開  

 

犯罪のな い 安全で 安心な ま ち づ く り のた めの基本と な る 考え 方は「 地域の安全は地域で 守る 」

と いう こ と で あ り 、市民自ら が安全活動を 行い 、地域力を 高める こ と が重要で あ る 。そ のた めに 、

市がこ れら の活動に 対し て 支援を 行っ て い く と と も に、市民の防犯意識の向上を 図る た めの広報、

啓発等を 行う 。  

 

１  多様な 防犯ま ち づく り 支援事業の推進 

地域に おけ る 犯罪を 未然に 防止し 、 安全で 安心な ま ち づく り を 進める た めに は、 防犯パト ロ

ールや見守り 活動な ど 、 地域の自主的な 活動が重要で あ り 、 こ れら の活動が活性化、 ま た 継続

さ れる よ う 、 市の関連部署がそ れぞれの所管分野に お い て 、 様々な 事業を 通じ て 支援を 行う 。  

 

（ １ ） 防犯カ メ ラ 設置事業 

防犯カ メ ラ の設置に つい て は、 見守り 活動や防犯パト ロ ール等の防犯活動を 補完す る 役割

があ る 。 こ のた め、 自治会・ ま ち づ く り 協議会等の地域団体が行う 防犯カ メ ラ 設置に 要し た

経費への補助を 行う こ と に よ り 、 地域で の防犯活動の支援を 推進する 。  

さ ら に 、 子ど も や女性に 対する 犯罪抑止を 主目的と し て 、 市が直営する 防犯カ メ ラ を 、 通

学路や駅周辺等に 重点的に 設置する 。  

 

（ ２ ） 商店街・ 小売市場共同施設建設補助事業（ 再掲）  

商店街・ 小売市場に おい て 、 防犯カ メ ラ 等の整備に 要し た 経費を 補助する 。  

 

（ ３ ） 不法投棄防止カ メ ラ 設置助成 

ク リ ーン ス テ ーシ ョ ン 等への不法投棄の防止を 目的と し て 、 地域の中で 主体的な 活動を 行

っ て い る 自治会、 婦人会、 老人ク ラ ブ 、 子ど も 会等の地域団体を 支援する た め、 カ メ ラ を 設

置し た 地域団体等に 対し 助成を 行う 。  

 

（ ４ ） 青色防犯パト ロ ールの活動支援 

警察に 許可（ 証明） を 受け た 地域団体等が、 自動車に 青色回転灯を 装備し て 自主防犯パト

ロ ールを 実施し て い る 。 活動に 必要な 回転灯等の物品支給や活動回数に 応じ た 報奨金の交付

に よ り 、 地域で のパト ロ ール活動を 推進する 。  

 

（ ５ ） 地域防犯活動経費の助成・ 活動資材の提供 

各地域で 自主的に 防犯活動や見守り 活動を 実施し て いる 団体に 対し て 、 防犯活動に 必要

な 資材購入費の助成や活動資材の提供を 行う 。  
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（ ６ ） 安全マ ッ プ の作成 

①な だ ・ あ んぜんあ んし んの ABC（ 灘区）  

灘区内の地図を 用い て 、 小学校低学年児童に 対し て 分かり やすく 防災・ 防犯の啓発を 図

る 。  

 

②みんな で 見守る 安心な ま ち づ く り 推進事業（ 中央区）  

概ね小学校区単位で 小学生、 PTA、 行政関係者な ど と 協働で のマ ッ プ 作成を 契機に 、 地域

に お ける 防犯力向上の取り 組みを 活性化さ せる と と も に 、 活動を 通じ て コ ミ ュ ニ テ ィ の形

成・ 強化を 図る 。  

 

③地域安全マ ッ プ 活動（ 兵庫区）  

児童の危機回避能力の向上がで き る よ う 、 小学校で の「 地域安全マ ッ プ 活動」 を 推進す

る 。  

 

④安全安心マ ッ プ 作成支援（ 長田区）  

地域住民の防犯意識向上を 図る た め、 地域の住民自ら が、 ま ち 歩き や議論を 行い 安全安

心情報を 掲載し た マ ッ プ の作成に 対し 、 経費の一部を 助成し て い る 。  

 

⑤安全マ ッ プ 作成支援（ ま ち 歩き 及びワ ーク シ ョ ッ プ に 対する 助成） （ 垂水区）  

ふれあ いのま ち づ く り 協議会に お い て 、 子ど も から 若手世代・ 高齢者ま で 幅広い 年齢層

が参加する ま ち 歩き の実施、 ワ ーク シ ョ ッ プ の開催と コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ づく り に 対

し て 、 専門家の派遣と 費用の一部助成を 行う 。  

 

⑥防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ 作成支援（ 西区）  

平野地区、 井吹台東、 北地区等に お ける 「 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ 」 の作成を

支援し て いる 。  

 

（ ７ ） 「 光のま ち 神戸」 運動の推進 

夜間に お け る 交通の安全と 犯罪の防止を 目的に 、 明る く 住みよ い ま ち づく り に 向け て 市民

から の要望も 踏ま え な がら 街灯の増設及び照度ア ッ プ を 行う 。 ま た 、 地域団体が私道部分に

設置し 、 維持管理し て い る 街灯に つ いて は、 そ の経費の一部を 助成し て い る 。  
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（ ８ ） 灯かり のいえ な みづく り の推進 

「 灯かり のいえ な みづく り 」 と は、 地域が自主的に 夜間照明に つ い て ルー ルを つく り 、 そ

れを 守る こ と に よ り 、 ま ち を 明る く し 夜間に おけ る 犯罪を 防止する 取り 組みで あ る 。 ま ち を

明る く する こ と に よ る 防犯効果は大き く 、 ま た 市民の意識啓発に も つ な がり 、 さ ら な る 犯罪

の抑止が期待さ れる こ と から 、 こ の取り 組みの推進を 図る 。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 灯かり のい え な みづ く り 啓発パン フ レ ッ ト  

 

（ ９ ） すま い・ ま ち づく り における 防犯対策の推進 

犯罪に 狙われに く い すま い づ く り のた めに 、 市民自ら がすま いの防犯対策に 取り 組も う と

する 意識の普及啓発を 図る 。 ま た 、 市が行う 公園等に おい て 防犯に 配慮し た 計画・ 管理を 行

う な ど 、 ま ち づく り に お け る 防犯対策を 推進する 。  

 

①すま いの防犯対策に 関する 情報提供な ど  

警察や神戸市すま い と ま ち の安心支援セ ン タ ー（ すま いる ネ ッ ト ） と 連携し 、 住ま い の

防犯対策に 関する ホ ームペ ージ で の情報提供や、 セ ミ ナ ー、 出前ト ー ク 等に よ る 防犯意識

の普及啓発に 努め、 防犯性の高い良質な 住宅ス ト ッ ク の形成を 支援す る 。  

 

②樹木等に よ る 死角に 対する 防犯対策 

樹木の剪定や草刈り な ど 、 公園や街路の植栽帯を 適正に 管理し 、 犯罪の温床と な る よ う

な 死角を な く し 、 ま ち の安全性を 高める 。  

 

③市の施設整備に お ける 防犯に 配慮し た 計画・ 管理 

市の整備する 道路、 公園、 駐車場、 建築物等の施設に つ い て 、 防犯設備の整備や死角の

除去等、 防犯に 配慮し た 計画・ 管理の推進を 図る 。  
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（ 10） 繁華街における 浄化対策の推進（ 中央区等）  

三宮北部地域に お い て 、 違法駐車・ 駐輪、 不法投棄、 立て 看板、 迷惑な 客引き 行為と いっ

た 繁華街特有の問題に 対応する た め、 区民等への定期的な 啓発活動等を 通じ て 環境浄化を 図

る 。  

兵庫県の客引き 行為防止条例に 基づき 、 三宮北部地域等が、 罰則が適用さ れる 禁止地区と

し て 指定さ れて お り 、地域等で の啓発活動の継続な ど 、県や県警、地域と 連携し て 対応する 。  

 

（ 11） 暴力団排除 

暴力団排除条例に 基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関

係機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排

除を 推進す る 。  

さ ら に 、 ふる さ と 納税や企業から の寄付金を 活用し 、 県警や暴力団追放セ ン タ ーと 連携し

な がら 、 市内に あ る 暴力団事務所撤去訴訟支援に 取り 組んで い く 。  

 

（ 12） 犯罪被害者等支援 

犯罪被害者等支援条例に 基づ き 、 犯罪被害者やそ のご 家族が、 一日も 早く 平穏な 日常を 取

り 戻すこ と がで き る よ う 、 市、 市民、 事業者及び関係機関が協力し て 、 総合的な 支援を 推進

する 。 相談窓口の設置、 一時的な 生活資金の助成、 日常生活の支援、 民間支援団体への支援、

広報・ 啓発な ど 、 各種事業を 展開し て い く 。  

 

（ 13） 再犯防止の推進 

平成 28 年 12 月に 「 再犯の防止等の推進に 関す る 法律」 が施行さ れ、 再犯防止に つ い て 、

国・ 地方公共団体・ 民間事業者等の連携や地方再犯防止推進計画を 策定する 努力義務な ど が

定めら れた 。  

犯罪を し た 者等の中に は、 仕事や住居の確保がで き な い な ど 地域社会で 生活する 上で の課

題を 抱え て い る 場合も 多く 、 そ のよ う な 者の再犯を 防止する た めに は、 継続的に 社会復帰を

支援する 取り 組みが必要と な る 。  

すべて の人が安心し て 暮ら すこ と がで き る 防犯ま ち づく り の取り 組みを さ ら に 推進し て い

く た め、 法施行以前から 行っ て いる 様々な 取り 組みを 再犯防止の観点から 整理し 、 法第 8 条

第 1 項に 定める 地方再犯防止推進計画と し て 位置付け る 。  
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基本方針 

①就労・ 修学の支援、 住居の確保 

②保健医療・ 福祉サービ ス 等の利用の促進 

③民間協力者の活動促進と 広報・ 啓発活動の推進 

④関係機関と の連携強化 

具体的な 取り 組み 

・ 各区役所く ら し 支援窓口に おけ る 生活困窮等に 対する 相談対応や適切な 制度・ 機関へつな ぐ た め

の支援（ 就労支援、 一時生活支援な ど ）  

・ 工事請負競争入札参加資格の格付審査に お ける 協力雇用主への優遇制度の導入 

・ 社会を 明る く する 運動への協力（ 啓発活動等の実施）  

・ 薬物乱用防止対策の取り 組み 

・ 保護司会活動に 対する 支援 

・ 連携強化を 目的と し た 各区役所と 関係機関（ 保護観察所や検察庁等） の情報交換を 実施 

 

２  防犯意識の啓発・ 人材育成 

個人と し て の犯罪被害の防止、 地域に お け る 自主防犯活動の機運の高揚や活動の継続化のた

めに も 、 市民一人ひと り の防犯意識の向上が不可欠で あ る 。 そ のた めに 、 市で は、 様々な 媒体

に よ る 広報活動を 行う と と も に 、 防犯に 関する 講座の開催等を 通し て 人材の育成を 図る 。  

 

（ １ ） 防犯意識の啓発 

①広報の充実 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームペ ージ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に

関する 知識に つい て 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

②な だ 防犯ナ ビ に よ る 「 安全・ 安心」 情報の提供（ 灘区）  

「 ひょ う ご 防犯ネ ッ ト 」 や灘警察署から 提供さ れた 犯罪情報等を 小学校区ご と に 分類・

整理し た も のや、「 子ど も 110 番の店・ 家」 の所在地や地域団体等の防犯活動な ど 、 幅広い

「 安全安心」 の情報を ホ ームペ ージ で 提供し 、 地域の防犯意識の向上を 図る 。  

 

③兵庫区防犯あ んし んサイ ト に よ る 発信（ 兵庫区）  

区内で 発生し た 事件情報や「 こ ど も 110 番 青少年を 守る 店・ 守る 家」 を 地図上に 表示し

公開する サイ ト を 構築する こ と で 、 防犯に 関する 情報提供を 行う 。  

 

④兵庫区地域安全だ よ り の発行（ 兵庫区）  

防犯に 関する 行政情報な ど を ま と めた 「 兵庫区地域安全だ よ り 」 を 発行し 、 地域の防犯

意識の向上を 図る 。  
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⑤地域への活動支援を 通じ た 地域防犯力の向上（ 北区）  

ふれあ いのま ち づ く り 協議会な ど に 対し て 、 地域の「 広報紙発行」「 ホ ームペ ージ 作成」

への助成な ど 、 地域住民に よ る 安全情報の共有を 促進する こ と に よ り 、 子ど も から 高齢の

方々ま で を 通じ た 地域で の防犯意識を 高める 。  

 

⑥西区メ ー ル配信シ ス テ ムの運用に よ る 地域の自主防犯力の向上（ 西区）  

引っ た く り や痴漢と いっ た 犯罪情報や防災情報な ど 安全安心に 関す る 情報を 、 電子メ ー

ルを 通じ て 多く の区民に 提供し 、 青色防犯パト ロ ール車の活用や門灯点灯の推進、 声かけ

を はじ めと する 見守り 活動な ど に 役立て る こ と で 地域に お け る 自主防犯活動を 促進する 。  

 

（ ２ ） 市民講座によ る 人材育成 

防犯に 関する 講座を 開催し 、 犯罪発生状況等の犯罪に 関する 情報や防犯活動のノ ウ ハウ 等

を 提供する こ と に よ り 地域の自主防犯活動を 担う 人材の育成を 図る 。  

 

①こ う べ防犯講座 

地域で の防犯活動の担い 手の高齢化や減少を 背景に 、 若い 世代への防犯意識の普及啓発

に つ な がる よ う な 講座を 実施し 、 次世代の防犯ボ ラ ン テ ィ ア の育成を 図る 。  

 

②地域防犯講習会（ 兵庫区）  

区民の防犯意識や知識の向上を 図る た め講習会を 開催する 。  

 

③防犯ウ ォ ッ チ 事業（ 兵庫区社会福祉協議会）  

子ど も た ち が、 自ら 犯罪や事故に つ いて 考え 、 い ざ と い う 時に 対応で き る 力を つ けら れ

る よ う に 体験型のプ ロ グ ラ ムを 実施する 。  

 

④防犯セ ミ ナ ーの開催（ 長田区）  

県警や専門家を 講師に 招き 、 防犯の知識と ノ ウ ハウ を 学ぶこ と に よ り 地域の自主防犯活

動を 担う 人材の育成を 図る 。  

 

⑤須磨区民防犯ア カ デミ ー（ 須磨区）  

犯罪発生状況や犯罪発生場所等の犯罪に 関する 情報や防犯活動のノ ウ ハウ 、 先進的取り

組み事例等の紹介の他、 護身術の実技等を 学ぶ講座を 通し て 、 地域の自主防犯活動を 実施

する 際の中心的な 役割を 担う リ ーダ ーの育成を 図る 。  
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第２ 項 地域における 連携の強化  

 

市内の各地域に お いて 様々な 地域組織等に よ り 各種の防犯活動が実施さ れて い る が、 さ ら な る

活性化や取り 組みの継続化の他、 よ り 効率的で 効果的な 防犯活動と する た め、 地域間や地域組織

と 事業者等の交流を 促進し 、 地域の特性に 応じ た 連携の推進・ 強化策を 展開する 。  

 

１  「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づ く り に 関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に 組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあ い 懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

２  区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に 関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に 防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催す る 。  

 

３  神戸防犯協会への補助 

「 地域安全ニ ュ ー ス 」 等を 通し た 防犯意識の啓発、 情報提供の他、 地域組織と 連携し た 「 防

犯パト ロ ール」 や「 街頭キャ ン ペ ーン 」 等を 実施する 神戸防犯協会に 対し て 活動資金を 補助す

る こ と に よ り 、 地域の連携強化を 推進する 。  

 

４  地域で の連携・ 協力によ る パト ロ ール 

（ １ ） 灘・ 地域ぐ る ぐ る パト ロ ールの充実（ 灘区）  

検針員や配達員な ど に 対し 、 業務中に 事件や不審者（ 車） に 遭遇し た 場合に 、 110 番通報

する 等の対応を 依頼し 、 地域の「 防犯力ア ッ プ 」 を 図っ て い る 。  

 

（ ２ ） すま 地域ぐ る ぐ る パト ロ ール（ 須磨区）  

水道の検針や飲料販売、 郵便、 宅配、 新聞配達な ど の事業者の協力に よ り 、 通常業務の中

で 防犯パト ロ ールの視点を 持っ て い た だ く 見ま わり 活動を 行う 。  

 

（ ３ ） 民間事業者によ る パト ロ ール協力（ 西区）  

行政機関や事業者の車両を 活用し た パト ロ ール活動を 展開し つつ 、 地域に おけ る 防犯活動

と の連携を 図り 、 区民・ 事業者・ 行政の協働で 防犯体制を 構築する 。  

 

（ ４ ） 西区安全安心ま ち づく り 協定の締結（ 西区）  

４ つ の大規模工業団地が立地する な ど 、 事業所が多いと い う 区の特性を 活かし て 、 区内の

事業所と 「 西区安全安心ま ち づ く り 協定」 を 締結し 、 区民・ 事業所・ 行政の三者が協働で 防

犯活動や交通安全の意識啓発活動な ど を 実施し 、 安全で 安心な ま ち づ く り を 進める 。  
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第３ 項 子ど も の安全確保  

 

近年、 子ど も や青少年を と り ま く 教育環境は急激に 変化し て おり 、 少子高齢化、 核家族化、 高

度情報化、 都市化の進展等、 社会の変化への対応が急務と な っ て い る 。  

こ う し た こ と から 、 学校、 家庭、 地域社会、 関係機関が連携し て 、 青少年の健全育成を 図る 必

要があ る 。  

 

１  学校園の安全対策 

神戸市で は３ 本の柱を 定め、 学校園の安全対策に 取り 組んで い る 。  

・ 教職員や児童生徒の緊急時に おけ る 対応能力の向上 

・ 学校園の不審者侵入対策設備等の整備 

・ 保護者・ 地域住民及び関係機関と 連携し た 地域ぐ る みの安全対策の推進 

 

（ １ ） 教職員や児童生徒の緊急時における 対応能力の向上 

①各学校に お ける 安全対策マ ニ ュ ア ルの作成 

各学校に お ける 児童生徒の安全管理に つ い て の対応例（ 平成 17 年６ 月学校園宛通知） に

基づ き 、 各学校に お ける 独自の安全対応マ ニ ュ ア ルを 作成し て お り 、 今後も 必要に 応じ て

改訂を 行い、 継続し て 取り 組んで い く 。  

 

②校内外の安全対策 

・ 児童生徒の集団等下校の実施 

・ 教職員及び保護者や地域住民の協力を 得な がら の登下校時の立ち 番・ 巡回等 

・ 教職員及び保護者や地域住民の協力を 得な がら の校園内巡視・ 受付場所の設定・ 名札等

の着用に よ る 校内侵入対策 

・ 校内侵入等の緊急事態発生時の校内体制の確立、 連絡手順・ 役割分担の確認 

・ 教職員の防犯訓練 

 

③防犯ブ ザーの貸与 

・ 小学校へ入学す る 新１ 年生を 対象に 防犯ブ ザーの貸与を 行う 。  

 

④子ど も た ち への防犯教育の充実 

安全・ 防犯意識の向上を 目的と し て 全小学校で 実施する 。  

・ 校外で の安全指導の充実（ 登下校時や外出時の注意事項、 不審者への対応法）  

・ 小学校で の安全マ ッ プ の作成 

・「 こ ど も 110 番 青少年を 守る 店・ 守る 家」 確認活動の徹底 

 

⑤防犯訓練の実施 

校内侵入及び不審者と の遭遇等に 対応し た 防犯訓練を 実施する 。  
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（ ２ ） 学校園の不審者侵入対策設備等の整備 

①不審者情報伝達シ ス テ ム 

校外で の緊急時の情報を 早期に 伝達する 連絡シ ス テ ム（ 近隣学校園通報シ ス テ ム） の周

知及び速やかな 伝達がで き る よ う 取り 組ん で い く 。  

 

②市立幼稚園・ 小学校・ 中学校への防犯カ メ ラ の設置 

不審者の侵入防止を 目的と し て 、 校門等への防犯カ メ ラ 設置を 行う 。  

 

（ ３ ） 保護者・ 地域住民及び関係機関と 連携し た地域ぐ る みの安全対策の推進 

Ｐ Ｔ Ａ や青少年育成協議会・ 地域団体に よ る 「 あ い さ つ 運動」 や登下校時の通学路・ 校門

付近の立ち 番等が展開さ れて い る 。 ま た 、 保護者・ 地域と の連携に よ る 学校内外の見守り 活

動に つ いて は、 い く つかの学校や地域に お い て 先駆的な 取組があ る 。  

 

①地域ぐ る みの学校安全体制整備推進事業 

・ 防犯の専門家（ ス ク ールガ ード リ ーダ ー ） に よ る 防犯講習会（ 防犯教室と パト ロ ール活

動）、 小学校への巡回指導と 評価、 防犯訓練、「 学校の安全管理研修」 な ど の実施。  

・ モ デル地域で の学校安全の実践的な 取組な ど を 通じ 、 地域ぐ る みで 子ど も 達の安全確保

を 図る た めの体制作り と 人材の育成に 取り 組んで い く 。  

・ 文部科学省の補助事業「 学校・ 家庭・ 地域の連携に よ る 教育支援活動促進事業」 を 活用

し 、 専門家（ ス ク ールガ ード ・ リ ーダ ー） に よ る 学校安全ボ ラ ン テ ィ ア （ ス ク ールガ ー

ド ） 養成講習会、 ス キルア ッ プ 教室等、 子ど も 見守り 活動隊や保護者に 対す る 支援を 継

続し て 行う 。  

・ 子ど も 見守り 活動隊を 中心と し た 、 保護者や地域と 各学校園が、 安全に 関す る 知識・ 技

能の習得や地域の特色に 応じ た 安全対策を 実践で き る よ う 、 引き 続き 、 防犯の専門家に

よ る 講習会や教室を 活用し た 支援を 行っ て い く 。  

 

②ふれあ い 懇話会を 活用し た 安全対策 

中学校と 校区内小学校で 組織し て い る「 ふれあ い 懇話会」 で は、 懇話会のス ロ ーガ ン「 あ

い さ つ 声かけ 地域の子、 ふれあ い  手伝い  家庭から 」 の発信と 、 さ ら な る 周知を 図

り 、 青少年健全育成の視点から 「 あ い さ つ 手伝い 運動」 の推進強化を 図っ て い く 。  
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２  青少年の健全育成 

発達段階に あ る 青少年は、 人格形成の上で 周辺の生活環境の影響を 強く 受け る た め、 子ど も

を 取り 巻く 地域環境の整備等、 青少年の健やかな 成長を 目的と し た 取り 組みを 推進する 。  

 

（ １ ） 地域環境の整備 

異世代間交流の機会の提供や子ど も た ち を 見守り 育て る と い う 視点から 、 家庭、 地域、 行

政等が連携し て 「 子ど も の心がやすら ぎ 、 安心し て 過ご せる 」 地域づ く り を 推進する 。  

 

①保育所、 児童館等への防犯カ メ ラ 等の設置 

子ど も た ち を 預かる 保育所及び児童館等の安全性を 確保する た め、 防犯カ メ ラ 等の設備

が設置さ れて いな い 施設に 対し て 、 防犯カ メ ラ 等の設置を 行う 。  

 

（ ２ ） ネッ ト 社会・ ケータ イ 社会への対応 

青少年自身が氾濫する 情報を 主体的、 合理的に 選択・ 判断する 能力（ メ デ ィ ア リ テ ラ シ ー）

を 身に つけ 、 有効に 活用する 能力を 養う と と も に 、 情報化社会への対応のあ り 方等に つ いて

保護者等へ啓発を 図る 。  

 

①学校園に お ける 情報モ ラ ル教育の推進 

教育の情報化施策の主眼を 環境整備のハー ド 中心から 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 活用し た 授業の実践方

法の向上と 普及を はじ めと し て 、 情報モ ラ ルの向上、 セ キュ リ テ ィ 対策な ど のソ フ ト 中心

施策に 移行する 。 今後、 ケ ータ イ 機器等を 使用する 児童生徒の安全保護施策に かかる 教育

の推進と 、 学校園の個人情報保護施策（ 情報セ キュ リ テ ィ 対策基準） の周知、 情報モ ラ ル

教育の実施を 目指す。  

 

（ ３ ） 有害環境の浄化と 非行・ 問題行動の防止 

青少年の健全育成を 阻む、 ま た 非行の誘発が憂慮さ れる 有害な 環境の浄化に 努める と と も

に 、 薬物乱用や問題行動の防止に 取り 組む。  

 

①薬物乱用防止対策 

危険ド ラ ッ グ 等薬物の乱用は、 乱用者に よ る 凶悪な 犯罪が発生する な ど 、 薬物乱用は深

刻な 社会問題と な っ て い る 。こ のよ う な 状況に 対応する た め、広報・ 啓発活動を 主と し て 、

関係機関、 住民地区組織と 連携のも と 、 各種薬物乱用防止対策事業を 実施する 。  
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第５ 節 多様化する 危機事象への対応  
 

１  放火防止対策 

放火火災の防止のた め、 市民、 事業者、 消防局・ 消防団を はじ めと し た 行政関係機関が協働

し 安全で 安心し て 暮ら せる ま ち づ く り を 進め、 そ のた めの取り 組みを 市民運動と し て 展開し て

いく 。  

 

（ １ ） 市民によ る 取り 組み 

①放火さ れな い環境づく り  

放火犯は機会犯が多いこ と から 、 建物内外に 可燃物を 放置し な いこ と で 放火を 防止する

た めの環境づ く り を 進める 。  

ま た 、 自治会や防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ が中心と な り 、 粘り 強く 地域の監視性を 高め、 ｢放

火さ れな い、 放火さ せな い 、 放火さ れて も 被害を 大き く さ せな い｣環境づ く り を 推進し て い

く 。  

 

②放火発生危険箇所の排除 

・ 市民生活への社会的影響が大き い 放火が発生し た 場合に は、「 放火火災防止推進重点地区」

の指定を 迅速に 行い 、 地域住民と と も に 、 地域内の各事業所に 放火防止対策の協力を 呼

び かけ る 。  

 

③ハード 面の整備 

・ 門灯、 セ ン サー ラ イ ト 等の普及促進 

建物周辺を 明る く し 、 監視性を 高めて 放火さ れな い 環境を つ く る た め、 セ ン サーラ イ ト

等防犯機器の普及促進を 図る 。  

 

（ ２ ） 事業者によ る 取り 組み 

事業者に 対し て 、 以下の放火防止に つな がる 啓発活動を 実施する 。  

・ 社員、 テ ナ ン ト 関係者等に 対する 放火防止意識の周知・ 啓発 

・ 共用部分やバッ ク ヤード に 放置さ れて い る 可燃物の安全管理と 保管場所の施錠 

・ 監視カ メ ラ 等の設置に よ る 監視体制、 死角と な る 場所の随意の巡視警戒 
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（ ３ ） 消防局、 消防団によ る 取り 組み 

①放火火災防止広報の実施 

・ 自治会等への地元組織への広報 

・ 事業所、 学校等への広報 

・ 多様な 媒体に よ る 広報 

ホ ームページ 等で 広報する 。  

 

②放火火災発生危険箇所の排除 

・ 放火マ ッ プ の作成 

各区の放火状況「 放火マ ッ プ 」 と し て ホ ー ムページ に 掲載し 、 情報提供を 行う 。  

・ パト ロ ー ルの実施 

定期的な 夜間パト ロ ールを 実施し て 、 屋外の可燃物や荒ゴ ミ 等放置可燃物の状況を 把握

し 、 地区自治会、 関係部局と 関係を 密に し て 放火防止に あ た る 。  

 

③パト ロ ー ルの強化 

年末警戒や火災注意報等発令時に 行っ て い る パト ロ ールに 加え 、 災害現場引揚時等に も

消防車両の赤色灯を 点灯し て 走る （ レ ッ ド パト ロ ール） な ど 、 地域の監視効果を 高める 。  

ま た 、 市民生活への社会的影響が大き い 場合に つ い て は、 地域、 消防団、 警察と も 連携

し パト ロ ールを 実施する 。  

 

④放火火災防災対策等の要望 

関係機関等に 対し 、 住宅に 付属する 駐輪場、 ご みス テ ーシ ョ ン 等に セ ン サー 付ラ イ ト 、

炎感知等の放火火災防止対策用機器の設置推進を 要望し 、 防炎カ バー の普及促進、 ご み集

積場や公園の放火対策等に つ い て 要望する 。  

ま た 、 市民生活への社会的影響が大き い 場合、 上記の他、 タ ク シ ー 会社、 新聞販売店、

コ ン ビ ニ 等夜間営業する 事業所への協力を 依頼する 。  

 

２  交通安全対策に関する 取り 組み 

交通安全対策を 総合的かつ 効果的に 推進する た め、 国・ 県の計画に 準じ た 「 神戸市交通安全

計画」（ 別添参照） を 策定し 、 国、 県、 警察、 関係機関・ 団体等と と も に 、 対策を 推進し て い く 。  

近年の事故状況を 踏ま え 、 高齢者・ 子ど も の安全確保、 歩行者・ 自転車の安全確保等の視点

のも と 、 四季の交通安全運動、 学校園で の交通安全教室、 高齢者を 主と し た 地域住民を 対象と

し た 教室等の啓発・ 教育や、 道路交通環境整備等を 推進し て いく 。 県の「 自転車の安全で 適正

な 利用の促進に 関する 条例」 も 踏ま え 、 各関係機関等と 連携し な がら 推進し て いく 。 交通安全

対策を 総合的かつ 効果的に 推進する た め、 国・ 県の計画に 基づく 、 神戸市交通安全計画を 策定

し 、 国、 県、 警察、 関係機関・ 団体等と と も に 、 対策を 推進し て い く 。  

近年の事故状況を 踏ま え 、 高齢者・ 子ど も の安全確保、 歩行者・ 自転車の安全確保等の視点

のも と 、 四季の交通安全運動、 学校園で の交通安全教室、 高齢者を 主と し た 地域住民を 対象と

し た 教室等の啓発・ 教育や、 道路環境整備等を 推進し て いく 。 県の「 自転車の安全で 適正な 利

用の促進に 関する 条例」 も 踏ま え 、 各関係機関等と 連携し な がら 推進し て いく 。  
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３  消費者の安全・ 安心の確保 

安全安心を はじ めと する 消費者利益の確保は、 消費者行政に お ける 基本的かつ最も 重要な 要

請事項で あ り 、 常に 施策の基本と な る も ので あ る 。 こ の施策の具体化と し て 、 条例の遵守を 確

保する た めの表示・ 取引・ 包装の適正化や適正計量取引の確保、 食品やす ま い の安全性確保へ

の取り 組み等、 こ れま で 庁内が連携し て 神戸市全体で 実施し て き た 消費者行政を 、 消費者の安

全を ま も る た めに 情報の一元化を 図ろ う と する 消費者安全法の趣旨を 踏ま え て 、 引き 続き 強力

に 推進し て い く 。 ま た 、 物価の急騰や震災等の緊急時に おい て は、 生活必需物資の必要量を 確

保する こ と が重要で あ る 。 こ のた め、 事業者等と の協定を 活かし た 物資供給な ど の連携と と も

に 、 消費者の不安を で き る かぎ り 解消し て いく た めの情報提供に 努める 。  

 

（ １ ） 各種法令の遵守の確保 

【 重点的な 対策】 ＊条例や権限を 有する 法令の実効性を 確保する た めの調査・ 啓発等の実施 

事業者に 対し て 、 条例や法律に 基づ く 調査・ 指導を 行う と と も に 、 啓発等を 実施する 。 ま た 必

要に 応じ て 国や県な ど の関係行政機関と も 連携し て い く 。  

 

（ ２ ） 悪質事業者対策 

【 重点的な 対策】 ＊国・ 兵庫県・ 警察と の連携強化 

＊広域的消費者被害対応の積極的推進 

＊事業者・ 事業者団体を 通じ た 効果的な 情報提供の実施 

＊消費者への啓発の強化 

悪質事業者対策と し て は、 特定商取引法上の権限を 有し て い る 国や兵庫県、 ま た 、 警察等

と の連携を 速やかに 行う 。  

ま た 、 同じ 手口や同じ 事業者に よ る 広域的な 被害が発生する 事例の場合に は、 近隣自治体

と 情報を 共有し 、 連携し て 対応する 必要があ る ので 、 広域的な 連携を 強化し て い く 。  

消費者に 対し て は、 多く の機会を と ら え て 情報提供等に 努める 。 ま た 、 事業者に 対し て こ

れま で 以上に 消費者志向経営が求めら れる 今日、 消費者志向経営に 取り 組む「 良質な 」 事業

者に つ いて は、 支援し て い く こ と が社会的に も メ リ ッ ト があ る ので 、 Ｐ Ｒ の仕方を 工夫する

な ど 、 事業者や事業者団体を 通じ た 情報提供の充実も 図っ て い く 。  

ま た 、 消費者個人への啓発の強化だ け で な く 、 地域全体に よ る 悪質商法追放の雰囲気づく

り も 必要と な る 。 そ のた め、 地域へも 被害情報等の提供を 行う と と も に 、 地域から の情報が

神戸市に 入っ て く る よ う 、 地域と の連携を よ り 密に し 、 消費者への啓発を 強化する 。  

 

（ ３ ） 物価の安定およ び災害時の緊急時における 取り 組み 

【 重点的な 対策】 ＊不測の事態に 備え た 事業者や事業者団体と の連携 

＊消費者の不安解消のた めの正確で 迅速な 情報提供の充実 

災害等の緊急時に お ける 取り 組みと し て 、 必要な 生活必需物資を 確保し 、 消費者に 対し で

き る だ け安定的に 供給さ れる よ う に 、 事業者や事業者団体と の連携・ 協力体制を 確立・ 維持

し て い く 。  

物価高騰時や災害等の緊急時に お いて は、 混乱を 引き 起こ さ な い た めに 、 消費者の不安を

で き る かぎ り 解消す る よ う 、 正確で 迅速な 情報提供を 行う 。  
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（ ４ ） 消費者事故情報の収集・ 通知 

【 重点的な 対策】 ＊食品・ 製品・ 住宅・ サービ ス 等に 関する 安全・ 安心情報の提供の充実 

＊庁内を 含む関係行政機関と の連携 

消費者被害の特徴の一つ は、 そ の被害の原因と な る 事柄の多様性で あ る 。 食品・ 製品・ 住

宅・ サービ ス 等は、 人のく ら し 全般に わた る た め、 行政に お い て も 、 そ れら を 所管す る と こ

ろ は様々な 機関・ 部署に ま た がっ て いる 。 そ のた め、 消費者と し て の神戸市民の相談窓口・

部署は、 神戸市消費生活セ ン タ ーを はじ め、 庁内に 複数存在する 。 こ れら の神戸市に 寄せら

れた 消費者事故情報を 消費者庁に 速やかに 通知する と と も に 、 必要に 応じ て 関係行政機関と

連携し て い く 。  

 

４  ア ス ベス ト 対策 

ア ス ベ ス ト モ ニ タ リ ン グ 調査の測定地点の増強、 解体時の立入検査な ど 監視体制を 強化する

と と も に 、 全市有施設の使用実態を 改めて 調査し 、 吹付けア ス ベ ス ト の除去な ど 必要な 措置を

早急に 講じ る 。 ま た 、 市民の健康に 関する 相談に 適切に 対応し 、 健康被害に 関する 救済措置の

確立に つい て 国に 対し 要望する 。  

 

（ １ ） ア ス ベス ト 濃度分析・ 監視 

大気中のア ス ベ ス ト モ ニ タ リ ン グ 調査に つ いて 、 市内９ ヶ 所で 実施する と と も に 、 建物解

体時のア ス ベ ス ト 飛散防止対策の指導を 徹底し 、 対策の効果を 確認する た め、 周辺環境濃度

の測定等を 実施する 。  

 

（ ２ ） 公共施設のア ス ベス ト 対策 

市の保有する 全て の施設（ 約 3, 850 施設） につ い て 、 露出し て い る 吹付け ア ス ベス ト の対

策は平成 22 年度で 終え て お り 、 今後、 改修工事等で 隠ぺい 部分の吹付け ア ス ベ ス ト が発見さ

れた 場合は、 関係法令に 基づ き 除去等の適切な 措置を 実施する 。  

 

（ ３ ） 民間建築物ア ス ベス ト 対策支援 

市内すべて の民間建築物を 対象に 、 飛散性の高い 吹付け ア ス ベス ト の分析費用の全額（ 限

度額あ り ） を 補助す る 。  

ま た 、 多数の者が利用する 民間建築物に つ いて 、 飛散性ア ス ベス ト 除去等の改修を 行う 者

に 、 工事費用の一部を 補助する 。  

 

５  交通施設の安全対策 

（ １ ） 地下鉄における ホームド ア の設置 

西神・ 山手線三宮駅に ホ ームド ア （ 可動式ホ ー ム柵） を 設置する こ と に よ り 、 ホ ー ムに お

け る 利用者の安全を 確保する 。 ま た 、 西神・ 山手線、 北神線の残り 16 駅の設置を 目指す。  
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第５ 章 安全で安心なまち づく り に関する 意識の普及・ 啓発と 人材の育成 

第１ 節 災害に関する情報の提供と 防災意識の普及啓発 

第１項 災害に関する情報の提供 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 災害に関する緊急情報等の提供   施策-134 

 

(１)防災行政無線同報系の活用 

危機管理室 危機対応担当 1-6 

施策-134 

(２)安全・安心情報の電子メールサービス(ひょうご防災ネット)

の運用 
施策-134 

(３)神戸市防災情報ホームページの運営 危機管理室 総務担当 1-6 施策-134 

(４)河川モニタリングカメラシステム(再掲) 
建設局 河川課 1-6 

施策-134 

(５)河川増水警報システム(再掲) 施策-134 

２ 「くらしの防災ガイド」の作成・配布 

建設局 

防災課 

河川課 

港湾局 

海岸防災課 

危機管理室 計画担当 

1-6 施策-135 

３ 土砂災害に関する避難啓発の推進   施策-136 

 
(１)住民説明会の実施(再掲) 

危機管理室 

  地域安全推進担当 

1-5 

1-6 
施策-136 

(２)土砂災害避難マップの作成(兵庫区)(再掲) 兵庫区 総務部総務課 
1-5 

1-6 
施策-136 

４ 「神戸ＪＩＢＡＮＫＵＮ」の充実・公開 建設局 技術管理課 1-1 施策-136 

 

 



 

 

施策-132 

第２項 防災意識の普及啓発 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 市民向け啓発   施策-137 

 

(１)防災意識の調査 
危機管理室 

1-6 

2-1 
施策-137 

 ①ネットモニターアンケートの活用 

(２)防災意識啓発に向けた取り組み  

危機管理室 総務担当 

市長室広報戦略部 広聴課 

1-6 

2-1 
施策-137 

 
①防災啓発ポータルサイト 

②出前トーク 

２ 事業者・学校向け啓発   施策-137 

 

(１)事業所・学校での防災訓練の実施 

消防局 予防部予防課 
1-6 

2-1 

施策-137 

(２)「職場を守る防災マニュアル」の作成 施策-137 

(３)事業所防災リーダーの育成 施策-137 

(４)ともにつくる安全で安心なまちづくり賞 
危機管理室 

地域安全推進担当 

2-1 

10-1 
施策-138 

３ 危機管理センターを用いた市民啓発の推進 危機管理室 総務担当 
1-6 

2-1 
施策-139 

 

第２ 節 人材の育成 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 市民等の育成   施策-139 

 

(１)市民安全推進員 
危機管理室 

地域安全担当 

2-1 

10-1 
施策-139 

(２)市民防災総合センターの活用 
消防局 

市民防災総合センター 

1-6 

2-1 
施策-139 

２ 学校教育との連携   施策-139 

 

(１)副読本「しあわせ はこぼう」 教育委員会事務局 

学校教育部学校教育課 
2-1 

施策-139 

(２)防災教育のカリキュラム化 施策-139 

(３)神戸市防災教育支援ガイドブック(BOKOMI スクールガイ

ド) 
消防局 

予防部予防課 

市民防災総合センター 

2-1 
施策-139 

(４)「いのちのコンサート」 施策-139 

(５)地域学習の推進 教育委員会事務局 

学校教育部学校教育課 
2-1 

施策-139 

(６)トライやるウィーク 施策-140 

３ 職員の危機対応力の強化   施策-140 

 

(１)職員研修等の充実 危機管理室 総務担当 4-1 施策-140 

(２)市民救命士の取得促進 
消防局 

市民防災総合センター 
4-1 施策-140 
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第３ 節 被災による教訓の継承・ 発信 

施策・施策内容 主な所管局 
リスク 

シナリオ 
頁 

１ 災害経験の記録と継承   施策-141 

 

(１)職員震災バンク 
危機管理室 総務担当 4-1 

施策-141 

(２)災害対応のハンドブックづくり 施策-141 

(３)神戸の絆ネットワーク(語り部派遣) 危機管理室 総務担当 
1-6 

2-1 
施策-141 

(４)防災福祉コミュニティなどの国内外への発信 消防局 予防部予防課 2-1 施策-141 

(５)震災関連文書の保存と発信 企画調整局 つなぐラボ 2-1 施策-141 

２ イベント等による継承   施策-141 

 

(１)市民防災の日 
危機管理室 

総務担当 
2-1 施策-141 

(２)地域防災シンポジウムの開催 危機管理室 総務担当 2-1 施策-141 

(３)神戸ルミナリエの開催 
経済観光局 

観光企画課 
2-1 施策-142 

３ 施設整備等による継承   施策-142 

 (１)みなとのもり公園 
建設局 公園部管理課 

公園部整備課 
2-1 施策-142 
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第１ 節 災害に関する情報の提供と 防災意識の普及啓発  

 

第１ 項 災害に関する情報の提供  

 

１  災害に関する緊急情報等の提供 

（ １ ） 防災行政無線同報系の活用 

市本部・ 区本部から 、 土砂災害、 洪水、 津波情報等の緊急情報（ 避難情報、 津波警報・ 津波注意

報） や救援・ 救護情報等を 、 緊急避難場所・ 避難所や自主防災組織関係者宅等へ同時多数かつ迅速

に伝達するため、 防災行政無線同報系を 活用する 。 また、 平常時も 防災訓練への活用及び防災関係

情報の定期放送を 行い、 日ごろ から 市民等への防災意識の普及啓発を 図る。  

 

事 業 名 全事業量等 

防災行政無線同報系の活用 適宜実施 

 

（ ２ ） 安全・ 安心情報の電子メ ールサービス（ ひょ う ご防災ネッ ト ） の運用 

希望する 市民の携帯端末等に、 緊急情報（ 地震・ 津波情報、 気象警報） ある いは避難情報等を 発

信する システムである 「 ひょ う ご防災ネッ ト 」 を 活用し 、 神戸市の発令する 避難情報等の情報を 伝

達する サービ ス（ 神戸市安全・ 安心情報の電子メ ールサービス） を 運営する 。  

 

事 業 名 全事業量等 

電子メ ールサービス（ ひょ う ご防災ネッ ト ） の運用 適宜実施 

 

（ ３ ） 神戸市防災情報ホームページの運営 

神戸市防災情報ホームページにおいて、 災害等緊急時には、 緊急情報を リ アルタ イ ムで掲載する

と と も に、 平常時には、 神戸市の防災・ 危機管理に関する ト ピ ッ ク ス等の情報を 提供する 。  

 

（ ４ ） 河川モニタ リ ングカ メ ラ システム（ 再掲）  

河川の流れる様子を 撮影し 、 イ ンタ ーネッ ト で閲覧でき るシステムを 構築し 、 運営管理を 行う 。  

増水の危険性を 実感でき る映像を 市民に見ても ら う こ と で、 確実、 迅速な避難を 促す。  

 

（ ５ ） 河川増水警報システム（ 再掲）  

親水施設がある 河川において、 大雨・ 洪水注意報又は警報発令後に回転灯が点灯し 、 音声で警告

するシステムを 構築し 、 運営管理を 行う 。 都賀川増水事故（ 平成 20 年７ 月） を 受けて整備し たも の

で、 河川利用者のための安全対策と し て、 増水の危険を 知ら せ、 迅速な避難行動を 促す。  
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２  「 く ら し の防災ガイ ド 」 の作成・ 配布 

市民の防災・ 減災意識の啓発及び向上を 図り 、 発災時の自助・ 共助に役立てるため、 毎年梅雨時期

の前に、 区ごと のハザード マッ プと し て、 全世帯に配布し 、 土砂災害・ 水災害の危険箇所なら びに南

海ト ラ フ 巨大地震によ る津波被害が想定さ れる地区等を 周知するほか、 気象情報の収集方法や避難場

所などの情報を 提供する。  

 

＜配布対象＞ 

市内全戸（ 各区版）、 区役所・ 建設事務所等の窓口等 

 

＜掲載内容＞ 

紙面 内容 

地図面 土砂災害 土砂災害特別警戒区域（ 急傾斜地の崩壊、 土石流、 地すべり ） ／

土砂災害警戒区域（ 急傾斜地の崩壊、 土石流、 地すべり ） ／土石

流危険渓流／山地災害危険箇所／地すべり 危険箇所・ 地すべり 防

止区域 

河川洪水 洪水による浸水が想定さ れる区域／河川モニタ リ ングカ メ ラ ／増

水警報システム／量水標／電光掲示板 

雨水排水 内水氾濫による浸水想定区域／過去に溢水し た雨水幹線 

避難情報 緊急避難場所・ 避難所／防災行政無線／応急給水拠点 

津波高潮 地下施設／津波による浸水想定区域／防潮施設 等 

情報面 自然災害（ 台風大雨などの風水害／地震・ 津波） に関する「 日常から の備え、

災害発生時の避難行動」 等を記載。  
①災害・ 避難メ モ／②基本的な避難の流れ／③災害情報の入手方法／④避難所
一覧／⑤風水害の説明（ 土砂災害特別警戒区域、 土砂災害警戒区域、 河川・ 雨
水幹線の溢水注意） ／⑥台風・ 大雨時の避難行動／⑦南海ト ラ フ 巨大地震と 津
波への備え／⑧地震・ 津波時の避難行動／⑨災害情報入手方法（ web 版ハザー
ド マッ プ・ 降雨レ ーダー・ 河川モニタ リ ン グカ メ ラ システム等） ／⑩日ごろ の
備え  等 

 

＜Ｗｅ ｂ 版の作成・ 公表＞ 

平成 27 年度より 神戸市のホームページ上に『 土砂災害・ 水害に関する 危険予想箇所図( Ｗｅ ｂ 版) 』

を 公表し ており 、 パソ コ ンやスマート フ ォ ンを 通じ た情報提供・ 啓発を 行う 。  
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３  土砂災害に関する避難啓発の推進 

（ １ ） 住民説明会の実施（ 再掲）  

土砂災害警戒区域およびその周辺を 対象に、 避難についての住民説明会を 実施する 。  

 

（ ２ ） 土砂災害避難マッ プの作成（ 兵庫区）（ 再掲）  

兵庫区北部の土砂災害警戒区域に含む防災福祉コ ミ ュ ニティ と 協働し て、 地区住民と のワーク ショ

ッ プ・ まち ある き を 開催し 、 緊急避難場所までの推奨する 避難ルート 等を 記載し た「 土砂災害避難マ

ッ プ」 を 作成し 、 対象地区全世帯に配布する と と も に、 地区での防災訓練・ 防災学習等での利用を 促

進し ている 。  

 

４  「 神戸Ｊ Ｉ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｕ Ｎ 」 の充実・ 公開 

震災を 契機と し て、神戸の地盤状況や活断層、震災被害と 地盤の関係についての調査・ 研究を 進め、

その成果を 基に地盤データ ベース「 神戸Ｊ Ｉ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｕ Ｎ 」 を 整備し た。「 神戸Ｊ Ｉ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｕ Ｎ 」 を

安全都市づく り に広く 活用する ため、産学官によ る「 神戸の地盤研究会」を 平成 11 年 3 月に設立し た。

同研究会は平成 22 年度より「 神戸の減災研究会」 に継承さ れ、 地盤災害だけでなく 水害に関する 研究

も 進めている。  

「 神戸Ｊ Ｉ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｕ Ｎ 」には、令和 2 年度末で約 6, 900 本のボーリ ン グデータ が登録さ れており 、

今後も 、 データ ベースの維持管理や情報充実を 図る 。  

また、「 神戸Ｊ Ｉ Ｂ Ａ Ｎ Ｋ Ｕ Ｎ 」 はホームページで公開し ている ほか、「 神戸の減災研究会」 でも 活

用する など、 引き 続き 、 市民への情報提供に努める 。  
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第２ 項 防災意識の普及啓発  

 

１  市民向け啓発 

（ １ ） 防災意識の調査 

市民に対し て防災意識の啓発を 行う こ と を 目的と し て、 現状の調査を 行う 。  

 

①ネッ ト モニタ ーアンケート の活用 

ネッ ト モニタ ーを 活用し 、 防災意識に関する ネッ ト アン ケート を 実施する 。  

 

（ ２ ） 防災意識啓発に向けた取り 組み 

①防災啓発ポータ ルサイ ト  

平成 27 年 12 月に開設し た「 防災啓発ポータ ルサイ ト 」 は、 「 気軽に学べる防災啓発サイ ト 」

と し て、 平時の災害への備えにつながる防災情報を 、 親し みやすく 、 一元的に提供する こ と で、

市民の防災意識の向上を 図る 。  

 

②出前ト ーク  

職員が地域に出向き 、 市民にと っ て関心のある テーマなどについて分かり やすく 説明を 行う と

と も に、 お互いの意見交換を 行う こ と でまち づく り を 含めたよ り 良い市政の推進を 図る 。  

 

２  事業者・ 学校向け啓発 

（ １ ） 事業所・ 学校での防災訓練の実施 

事業所・ 学校での研修や訓練等の実施を 通じ て、 災害等に関する 知識の普及、 意識の高揚を 図る

よ う 働き かける と と も に、 事業所の自衛消防訓練、 各種学校での防災訓練において、 消火・ 避難・

通報などの訓練指導を 行い、 防火・ 防災の啓発を 促進する 。  

また、 こ う べまち づく り 学校等において学習の機会を 充実する と と も に、 講座の時間帯を 工夫す

る など 、 働く 人々が受講し やすい環境づく り を 進める 。  

 

（ ２ ）「 職場を 守る防災マニュ アル」 の作成 

職場の防火対策や地震等の防災対策及び、 防災訓練や防災教育を 実施する 際の手引き と し て利用

でき る よ う に「 職場を 守る 防災マニュ アル」 を 作成する 。  

 

（ ３ ） 事業所防災リ ーダーの育成 

大規模災害時に事業所と し て、 迅速に適切な活動ができ る よ う 、 事業所の防災体制の強化と 自主

保安体制の確立のために災害時に的確な活動ができ る 体制づく り を 推進する。  

推進方法と し ては、 法令で防災管理者や自衛消防組織が必要と さ れる 事業所に対し て、 管理権限

者や防火、 防災管理者・ 自衛消防組織の総括管理者が、 複雑多様化する 防火対象物や防火設備等の

高度化への対応、 地震災害などの大規模災害やテロ 災害に対し て的確な対応ができ る よ う に、 事務

所の防火防災体制を 向上さ せる と と も に、 各消防署においては地域の実情に合わせた防災知識や防

災教育に関する 講習会を 実施し て、 防火管理者等が防災リ ーダーと し て活動でき る 環境づく り を す

すめる 。  
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（ ４ ） と も につく る安全で安心なまちづく り 賞 

事業者と 市民が一体と なっ て行う 顕著な安全で安心なまち づく り 活動を 表彰するこ と によ り 、 事

業者と 市民によ る 連携し た防災の取り 組みを 推進し 、 事業者の意識啓発を 図る 。  

 

３  危機管理センタ ーを 用いた市民啓発の推進 

災害時には本部員会議などで使用する 危機管理セン タ ーの１ 階部分で、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 大学や防災関係機

関・ 団体と 協力し 、 防災に関する 取り 組み状況など の展示や、 研修・ 講習会などを 開催し 、 市民の防

災意識や地域の防災力の向上を 図る 。  
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第２ 節 人材の育成  

 

１  市民等の育成 

（ １ ） 市民安全推進員 

安全・ 安心に関する 専門知識を 学ぶ「 こ う べまち づく り 学校」 を 受講し た市民に対し て「 市民安

全推進員」 と し て委嘱し 、 市民の防災・ 防犯意識の向上を 図る 。 また、 防災に関する 訓練やセミ ナ

ー等の情報を 定期的に発信し 、 地域の自主防災活動を 支援する 。  

 

（ ２ ） 市民防災総合センタ ーの活用 

市民の防災意識の向上を 図る ため、 市民防災総合センタ ー内の都市災害に対応し た訓練施設など

を 活用し 、 擬似体験や災害時行動訓練等を 実施する 。  

 

２  学校教育と の連携 

（ １ ） 副読本「 し あわせ はこ ぼう 」  

阪神・ 淡路大震災を はじ め、 東日本大震災などさ まざまな災害から 得ら れた教訓や体験を 教材化

し た防災教育副読本「 し あわせ はこ ぼう 」 を 作成し た。 子ども たち の発達段階に応じ 、 小学校低

学年用、 高学年用、 中学校用の 3 種類がある 。 学校ではこ の副読本を 活用し 、 子ど も たち が災害か

ら 身を 守る ための知識や技能を 身に付けたり 、 命の大切さ や、 人と 人と のつながり について学んだ

り し ている 。  

 

（ ２ ） 防災教育のカ リ キュ ラ ム化 

大震災の体験を 風化さ せず、 震災を 知ら ない世代に震災の教訓を 継承し ていく ために、 各学校に

おいて新たな防災教育の推進を 図る 。 こ のため、 防災教育資料の活用、 学習指導計画の作成、 防災

教育の研究と 実践を 進める 。  

 

（ ３ ） 神戸市防災教育支援ガイ ド ブッ ク ( BOKOMI スク ールガイ ド )  

地域と 学校が連携し て活動する こ と を 支援する こ と で、 未来を 担う 子ども 達へ防災知識を 高める

と 共に、 地域の活性化につなげよ う と 、 共通の防災教育のツ ール「 BOKOMI スク ールガイ ド 」 を 作成

し た。 各地域でこ のガイ ド ブッ ク を 活用し 、 地域と 学校が連携し た防災教育を 進めていく よ う 支援

し ていく 。  

 

（ ４ ）「 いのちのコ ンサート 」  

震災を 体験し ていない次の世代を 担う 子ども たち に『 震災の教訓』 と “ いのち の大切さ ” を 伝え

る ための防災教育と し て、 市内の幼・ 小・ 中学校等で『 ❤いのち のコ ン サート 』 を 実施する 。  

 

（ ５ ） 地域学習の推進 

体験学習等を 通じ て、 地域の人的・ 物的教育資源の積極的活用、 地域学習を 進める 中でまち づく

り に関心を も ち 、 復興の歩みを 学び、 神戸を 愛する 心を 育てる 。  
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（ ６ ） ト ラ イ やるウィ ーク  

平成 10 年度よ り 、地域の中で子ども たち が体験活動を 通じ て豊かな感性や創造性などを 高め、自

分なり の生き 方を 模索し 、 生き る 力を 育む取り 組みと し て「 ト ラ イ やる ・ ウィ ーク 」 が市立中学校

の２ 年生の生徒全員を 対象と し て実施さ れている。  

 

３  職員の危機対応力の強化 

（ １ ） 職員研修等の充実 

新規採用職員向け研修や新任係長研修等で危機管理に関する 基礎知識に関する 講義を 実施する。  

 

（ ２ ） 市民救命士の取得促進 

職員の市民救命士等の資格の取得を 促進する 。  
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第３ 節 被災によ る教訓の継承・ 発信  

 

１  災害経験の記録と 継承 

（ １ ） 職員震災バンク  

神戸市職員の災害対応を 継承する ため、 阪神・ 淡路大震災における災害対応にあっ た職員のデー

タ ベースと し て作ら れた「 神戸市職員震災バン ク 」 を 活用し ながら 、 震災を 経験し ていない職員へ

の継承に一層努めていく 。  

 

（ ２ ） 災害対応のハン ド ブッ ク づく り  

震災の経験を 踏まえ、 その後の災害対応の経験や知見を 踏まえた、 職員必携の「 ハン ド ブッ ク 」

の作成・ 配布を 行う 。 また、 全職員に、 発災に備える ための参集情報、 業務メ モ、 連絡先を 記載し

ておく 「 危機管理カ ード 」 の配布を 行う 。  

 

（ ３ ） 神戸の絆ネッ ト ワーク （ 語り 部派遣）  

神戸市職員（ 退職者を 含む） や市民による 震災の語り 継ぎを 行う 職員震災バン ク 、 Ｎ Ｐ Ｏ 「 神戸

の絆 2005」 、 神戸防災技術者の会（ Ｋ －Ｔ Ｅ Ｃ ） 、 震災 10 年神戸から の発信かけ橋事業市民スタ

ッ フ に対する 全国から の派遣要請を 仲介する 。  

 

（ ４ ） 防災福祉コ ミ ュ ニティ などの国内外への発信 

阪神・ 淡路大震災を 教訓と し て生まれた防災福祉コ ミ ュ ニティ の理念や取り 組みを 、 研修や視察

の受入れ等を 通じ て、 広く 国内外へ発信し ていく 。  

 

（ ５ ） 震災関連文書の保存と 発信 

阪神・ 淡路大震災に関係する 市の公文書について、 市民や市内外の研究者、 行政関係者などに幅

広く 活用さ れる よ う 本格的な整理を 行い、 震災から 得た経験や教訓などを 活かし ていく 。  

震災関連文書は、 文章整理及び目録の作成を 行い、 目録を 市政情報室及びホームページで公開し

ている 。  

また、 震災関連文書の保存については、 文字が薄れて読めなく なっ たＦ Ａ Ｘ や感熱紙等は判読可

能と なる よ う 修復し 、 またＦ Ｄ ・ ビ デオ、 ネガフ ィ ルム等はデジタ ル化し た上でＤ Ｖ Ｄ に保存する

など、 補修、 保存期間の長期化のための作業を 実施し た。  

 

２  イ ベント 等による継承 

（ １ ） 市民防災の日 

1 月 17 日を 市民防災の日と する など、 震災の教訓の継承、 発信に努める 。  

 

（ ２ ） 地域防災シンポジウムの開催 

震災の教訓を 風化さ せる こ と なく 、 次世代に引き 継いでいく と と も に、 様々な防災情報を 全国に

向けて発信する ため、 毎年１ 月に地域防災シン ポジウムを 開催する 。  
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第３ 節 被災による 教訓の継承・ 発信 
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（ ３ ） 神戸ルミ ナリ エの開催 

震災で亡く なら れた方への鎮魂、 都市の復興・ 再生への夢と 希望を 託し 、 平成７ 年から 毎年、 12

月初旬～中旬の約 10 日間、 旧居留地を 中心に「 神戸ルミ ナリ エ」 を 開催し ており 、 震災の記憶を 継

承する 催し と なっ ている 。  

 

３  施設整備等による継承 

阪神・ 淡路大震災による 災害を 文化と し て後世まで継承し 、 こ れら の情報を 全世界に発信し 続ける

ためには、 その中核と なる拠点が必要と なる 。 こ れまでに東遊園地の慰霊と 復興のモニュ メ ン ト の整

備やメ リ ケンパーク を はじ め被災部の保存などがさ れており 、 引き 続き 、 施設整備等によ る 情報発信

に努める 。  

 

（ １ ） みなと のも り 公園 

震災の経験と 教訓を 後世の人々に継承する ため、 神戸のまち が復興から 発展へと 前進する 姿を 木

々の生長と と も に見つめていく「 つく り 続ける 公園」 を 基本理念に、復興の記念事業と し て整備し 、

市民協働によ り 充実さ せていく と と も に、 震災の教訓を 生かし 、 近隣の市役所・ 東遊園地と 連携し

た防災公園と し て管理運営する 。  
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画 

施策事業編＜区計画＞に つい て は、「 神戸市民の安全の推進に関する 条例」 の第 22 条に 基づく 、

「 安全な ま ち づく り を 推進する た めに 必要な 区ご と の計画」 と し て 位置付ける 。  

区計画は、 脆弱性評価を 踏ま え た施策の推進方針に基づき 実施する 事業を 掲載し た 「 施策事業

編＜全市計画＞」 のう ち 、 区に関する 施策を 抽出し 、 区ご と に 構成し た も ので ある 。  

 



 

施策-144 

第１ 章 東灘区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 東灘区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  
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東
灘
区 

２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあい懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

② 区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動経費の助成・ 活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材購入費の助成や活動資材の提供を 行う 。  

 

⑤ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  
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第２ 章 灘区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め消防署、 警察署な ど 、 市民に 身近な 行政機関が立地し て いる 。 こ れ

ら を 生かし 、 地域の状況や特性に応じ て 的確かつ総合的に防災を はじ めと し た 安全活動を 展開

する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い 、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 灘区防災（ 安全） パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 灘区防災合同パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 災害時要援護者支援の推進 

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

ま た 、 災害時における 区の防災力を 高め、 地域の共助を 推進し て いく た め、 庁内で 「 災害時

要援護者対策促進プ ロ ジ ェ ク ト 会議」（ 座長： 区防災担当部長） を 開催し 、 各関係課の防災･地

域情報等を 共有する と と も に 、 要援護者支援の取組地区の拡大に向けた 協議を 行う 。  

会議で 決定し た 方針のも と 、 関係課が協調し て 地域団体に働き 掛ける 。  

 

⑥ 都賀川増水時事故の防止 

都賀川を 守ろ う 会・ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 等地域団体及び警察、消防等関係機関と 連携し て 、

都賀川が急増水する 性質を 持つこ と を 理解し た う え で 利用し て いただ く こ と 、降雨時や大雨（ 洪

水） 注意報（ 警報） 発表時に は決し て 立ち 入ら な いこ と の啓発を 図る 。  
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灘
区 

２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあい懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

② 区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動経費の助成 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材購入費の助成を 行う 。  

 

⑤ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  

 

⑥ な だ防犯ナビ によ る 「 安全・ 安心」 情報の提供 

「 ひょ う ご 防犯ネ ッ ト 」 や灘警察署から 提供さ れた 犯罪情報等を 小学校区ご と に分類・ 整理

し た も のや、「 子ど も 110 番の店・ 家」 の所在地や地域団体等の防犯活動な ど 、 幅広い「 安全安

心」 の情報を ホ ームペ ージ で 提供し 、 地域の防犯意識の向上を 図る 。  

 

⑦ 灘・ 地域ぐ る ぐ る パト ロ ールの充実 

検針員や配達員な ど に 対し 、 業務中に 事件・ 犯罪や不審者（ 車） に遭遇し た 場合に、 110 番

通報する 等の対応を 依頼し 、 地域の「 防犯力ア ッ プ 」 を 図っ て いる 。  
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第３ 章 中央区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め消防署、 警察署な ど 、 市民に 身近な 行政機関が立地し て いる 。 こ れ

ら を 生かし 、 地域の状況や特性に応じ て 的確かつ総合的に防災を はじ めと し た 安全活動を 展開

する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い 、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 中央区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 

⑥ 帰宅困難者対策（ 危機管理室と 連携）  

本市で は、 大規模な 地震等が発生し 交通機関が途絶し た場合、 都心部で あ る 中央区を 中心に

多く の帰宅困難者の発生が見込ま れる こ と から 、 帰宅困難者対策にかかる 取り 組みの方向性を

「 神戸市帰宅困難者対策基本指針」 と し て 策定し て いる 。  

三宮駅周辺地域におい て は、 鉄道事業者や集客施設等の民間事業者等で 構成さ れる 協議会を

設立し 、 帰宅困難者の保護や避難誘導等のソ フ ト 対策の考え を 示し た 「 三宮駅周辺地域帰宅困

難者対策計画」 に基づい た 対策を 推進する 。 併せて 、 帰宅困難者を 受け 入れる 一時滞在施設の

拡充や、 帰宅困難者用の備蓄の検討も 行っ て い く 。 ま た 、 事業者への帰宅困難者対策の普及・

啓発活動を 実施し 、 一斉帰宅の抑制や商業施設等の利用者保護の推進を 図る 。  

な お、「 三宮駅周辺地域帰宅困難者対策計画」 は、 地域事業者と の議論や訓練を 踏ま え た 検証

等を 通じ て 継続的に内容の充実を 図っ て いく 。  
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２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推進する 。  

 

② 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

③ 地域防犯活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材の提供を 行う 。  

 

④ 暴力団追放中央区民大会 

中央区民の安全で 平穏な 生活の確保と 秩序ある 社会を 実現する た め、 暴力団排除意識の高揚

と 関係機関・ 団体の連携を 強化し 、 社会の敵で あ る 暴力団と 対決する 決意を 新た にし て 「 安全

・ 安心な ま ち づく り 」 に 全力を 挙げる こ と を 目的と し て 防犯協会、 警察署、 地域団体な ど と 共

同で 開催する 。  

 

⑤ 繁華街における 浄化対策の推進 

三宮北部地域において 、 違法駐車・ 駐輪、 不法投棄、 立て 看板、 迷惑な 客引き 行為と い っ た

繁華街特有の問題に対応する た め、 区民等への定期的な 啓発活動等を 通じ て 環境浄化を 図る 。  

兵庫県の客引き 行為防止条例に基づき 、 三宮北部地域等が、 罰則が適用さ れる 禁止地区と し

て 指定さ れて おり 、 地域で の啓発活動の継続な ど 、 県や県警、 地域と 連携し て 対応する 。  

 

⑥ みんな で 見守る 安心な ま ち づく り 推進事業 

概ね小学校区単位で 小学生、 PTA、 行政関係者な ど と 協働で のマ ッ プ 作成を 契機に、 地域にお

ける 防犯力向上の取り 組みを 活性化さ せる と と も に、 活動を 通じ て コ ミ ュ ニ テ ィ の形成・ 強化

を 図る 。  

 

 
 



 

施策-150 

第４ 章 兵庫区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合等に 伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 必要に 応じ 実施する 。  

 

④ 兵庫区安全・ 安心フ ェ ア  

近い将来予想さ れる 南海ト ラ フ 地震や風水害に 対する 減災対応と 防災知識の習得等を 目的と

し 、 体験型訓練等を 必要に応じ 実施する 。  

 

⑤ 土砂災害避難マ ッ プ の作成 

兵庫区北部の土砂災害警戒区域に含む防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ と 協働し て 、 地区住民と のワー

ク シ ョ ッ プ ・ ま ち ある き を 開催し 、 緊急避難場所ま で の推奨する 避難ルート 等を 記載し た 「 土

砂災害避難マ ッ プ 」 を 作成し 、 対象地区全世帯に 配布する と と も に、 地区で の防災訓練・ 防災

学習等で の利用を 促進し て い る 。  

 

⑥ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 兵庫区防災パト ロ ールを 必要に 応じ 実施する 。  

 

⑦ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 

⑧ 要援護者等の防災訓練 

援護を 希望する 高齢者・ 障がい者につ いて 地域の民生委員等を 通じ て 登録を 呼びかけ、 地域

で 実施する 要援護者支援訓練の実施及び参加を 推進し て いく 。  



 

施策-151 

区
計
画 

第
５
章 

 

兵
庫
区 

２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあい懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

② 安全・ 安心ま ち づく り 暴力団追放兵庫区民大会 

兵庫区民の安全で 平穏な 生活の確保と 秩序ある 社会を 実現する た め、 暴力団排除意識の高揚

と 関係機関・ 団体の連携を 強化し 、 社会の敵で あ る 暴力団と 対決する 決意を 新た にし て 「 安全

・ 安心な ま ち づく り 」 に 全力を 挙げる こ と を 目的と し て 防犯協会、 警察署、 地域団体な ど と 共

同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 子ど も 安全対策用資材の提供 

各小学校区単位で 自主的に子ど も 見守り 活動を 実施し て いる 地域団体に 対し て 、 小学校を 通

じ て 防犯活動に必要な 資材の提供を 行う 。  

 

⑤ 地域安全マ ッ プ 活動 

児童の危機回避能力の向上がで き る よ う 、 小学校で の「 地域安全マ ッ プ 活動」 を 推進する 。  

 

⑥ 兵庫区防犯あんし んサイ ト によ る 発信 

区内で 発生し た 事件情報や「 こ ど も 110 番 青少年を 守る 店・ 守る 家」 を 地図上に表示し 公開

する サイ ト を 構築する こ と で 、 防犯に 関する 情報提供を 行う 。  

 

⑦ 兵庫区地域安全だよ り の発行 

防犯に 関する 行政情報な ど を ま と めた 「 兵庫区地域安全だ よ り 」 を 発行し 、 地域の防犯意識

の向上を 図る 。  

 

⑧ 地域防犯講習会 

区民の防犯意識や知識の向上を 図る た め講習会を 開催する 。  

 

⑨ 防犯ウォ ッ チ 事業 

子ど も た ち が、 自ら 犯罪や事故につい て 考え 、 い ざ と いう 時に 対応で き る 力を つけら れる よ

う に体験型のプ ロ グラ ムを 実施する 。  



 

施策-152 

第５ 章 北区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 北区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 

⑥ 消防団活動と 連携し た 地域防災 

区域が広い北区におい て 、 北区役所・ 北神区役所・ 各連絡所と 地域事情に 精通し た 消防団（ 平

常時の地域住民への訓練指導、放火防止パト ロ ール、災害時の水防活動や人命救助等、連携し 、

地域防災に努める 。  

 



 

施策-153 

区
計
画 

第
６
章 

 

北
区 

２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 等、 多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推進する 。  

 

② 区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材の提供を 行う 。  

 

⑤ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  

 

⑥ 地域への活動支援を 通じ た地域防犯力の向上 

ふれあ いのま ち づく り 協議会な ど に対し て 、 地域の「 広報紙発行」「 ホ ームページ 作成」 への

助成な ど 、 地域住民に よ る 安全情報の共有を 促進する こ と によ り 、 子ど も から 高齢の方々ま で

を 通じ た 地域で の防犯意識を 高める 。  

 
 



 

施策-154 

第６ 章 長田区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め消防署、 警察署な ど 、 市民に 身近な 行政機関が立地し て いる 。 こ れ

ら を 生かし 、 地域の状況や特性に応じ て 的確かつ総合的に防災を はじ めと し た 安全活動を 展開

する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い 、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 長田区総合防災訓練 

区民、 事業者、 行政機関等が協働し て 実践的な 訓練を 実施し 、 地域の防災力及び地域住民の

防災意識の向上を 図り 、 互いの連携を 強化し 、 災害に 強いま ち づく り を 推進し て いく 。  

 

④ 長田区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 長田区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 



 

施策-155 
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第
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長
田
区 

２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 な ど を 通し た地域の連携強化 

「 神戸市民の安全の推進に関する 条例」 に 基づき 、 区内の地域組織、 事業者、 行政機関等に
よ り 構成する 「 長田区安全会議」 を 開催する 。 同会議で は、 地域の安全について 、 行政機関等
から の情報提供や意見交換を 行い、 地域の特性に応じ た 対応策について 検討し 、 安全で 安心な
ま ち づく り を 推進し て い く 。  

 

② 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

③ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  

 

④ 安全安心マ ッ プ 作成支援 

地域住民の防犯意識向上を 図る た め、 地域の住民自ら が、 ま ち 歩き や議論を 行い安全安心情

報を 掲載し た マ ッ プ の作成に 対し 、 経費の一部を 助成し て いる 。  

 

⑤ 防犯セ ミ ナーの開催 

県警や専門家を 講師に 招き 、 防犯の知識と ノ ウ ハウを 学ぶこ と によ り 地域の自主防犯活動を

担う 人材の育成を 図る 。  

 



 

施策-156 

第７ 章 須磨区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 須磨区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 

⑥ 南海ト ラ フ 地震によ る 津波避難対策 

住民、 事業者、 行政の協働のも と 、 南海ト ラ フ 地震に よ る 津波発生時に お ける 有効な 避難対

策を 検討する 。  
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２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 等、 多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推進する 。  

 

② 須磨区安全・ 安心ま ち づく り 区民大会 

防犯、 防火、 防災、 暴力団追放、 少年の見守り 、 交通マ ナーの向上等を 呼びかけ、 広く 啓発

を 行う た め、 防犯協会、 防火安全協会、 交通安全協会等の各種団体と 区役所、 消防署、 警察署

が共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材の提供を 行う 。  

 

⑤ 須磨区民防犯ア カ デミ ー 

犯罪発生状況や犯罪発生場所等の犯罪に関する 情報や防犯活動のノ ウハウ 、 先進的取り 組み

事例等の紹介の他、 護身術の実技等を 学ぶ講座を 通し て 、 地域の自主防犯活動を 実施する 際の

中心的な 役割を 担う リ ーダ ーの育成を 図る 。  

 

⑥ すま 地域ぐ る ぐ る パト ロ ール 

水道の検針や飲料販売、 郵便、 宅配、 新聞配達な ど の事業者の協力によ り 、 通常業務の中で

防犯パト ロ ールの視点を 持っ て いた だ く 見ま わり 活動を 行う 。  

 

 



 

施策-158 

第８ 章 垂水区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 垂水区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  
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２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあい懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

② 区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動経費の助成・ 活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材購入費の助成や活動資材の提供を 行う 。  

 

⑤ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  

 

⑥ 安全マ ッ プ 作成支援（ ま ち ある き 及びワーク シ ョ ッ プ に対する 助成）  

ふれあ いのま ち づく り 協議会において 、 子ど も から 若手世代・ 高齢者ま で 幅広い年齢層が参

加する ま ち あ る き の実施、 ワ ーク シ ョ ッ プ の開催と コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ づく り に対し て 、

専門家の派遣と 費用の一部助成を 行う 。



 

施策-160 

第９ 章 西区 

１ ． 防災事業 

① 区災害対策本部機能の強化 

区内に は区役所を はじ め建設事務所、 消防署、 警察署な ど 、 市民に身近な 行政機関が立地し

て いる 。 こ れら を 生かし 、 地域の状況や特性に 応じ て 的確かつ 総合的に 防災を はじ めと し た 安

全活動を 展開する 。 こ のた め、 関係機関と の連絡を 密に行い、 日頃の活動を 通じ て 連携を 強化

する 。  

ま た 、 区役所の機能を 強化し 、 区民と と も にま ち づく り を 進める た めの体制を 整備する 。  

 

② 避難施設指定の定期的な 点検・ 見直し  

地域のニ ーズや施設の整備状況を 踏ま え て 、 毎年度点検し 、 必要に応じ て 新規施設の指定や

学校施設の統廃合に伴う 指定の見直し を 行う 。  

 

③ 区総合防災訓練 

区・ 地域住民・ 事業所等が連携し 、 区の実情に 合わせた防災訓練を 毎年実施する 。 多数の市

民が参加で き る 訓練内容と し 、 自助・ 共助の重要性を 確認する 。  

 

④ 区防災パト ロ ール 

防災関係機関と 連携し 、 区内における 危険箇所等に対する 情報の共有化と 共通の認識を 図る

こ と を 目的に 、 西区防災パト ロ ールを 実施する 。  

 

⑤ 地域における 災害時要援護者支援体制づく り  

「 神戸市にお ける 災害時の要援護者への支援に 関する 条例」 に 基づき 、 要援護者を 支援する

た めの地域で の助け合い （ 共助） によ る 取り 組みを 推進する 。  

地域で の要援護者情報の把握・ 共有や防災訓練への参加促進な ど 、 平時から の地域で の体制

づく り を 推進し て いく 。  

 

⑥ 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ 作成支援 

平野地区、 井吹台東、 北地区等におけ る 「 防災福祉コ ミ ュ ニ テ ィ 安全マ ッ プ 」 の作成を 支援

し て い る 。  

 

⑦ 消防団活動と 連携し た 地域防災 

区域が広い西区におい て 、 西区役所・ 連絡所と 地域事情に精通し た 消防団（ 平常時の地域住

民への訓練指導、放火防止パト ロ ール、災害時の水防活動や人命救助等を 行う 。7 支団、約 1, 400

人） と 連携し 、 地域防災に努める 。  
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２ ． 防犯・ そ の他事業 

① 「 区安全会議」 や「 ふれあい懇話会」 な ど を 通し た地域の連携強化 

安全で 安心な ま ち づく り に関連する 区内の地域組織、 事業者、 行政等に よ り 構成さ れる 「 区

安全会議」 や、 中学校区ご と に組織さ れ、 各学校長、 教師、 保護者、 地域組織等で 構成さ れる

「 ふれあい懇話会」 等の多く の団体が集ま る 場を 利用し て 、 地域の連携を 図り 、 防犯対策を 推

進する 。  

 

② 区民安全大会（ 防犯講演会等）  

防犯情報の提供や、 地域で の防犯に関する 取り 組みを 促進する た め、 区民等を 対象に防犯協

会、 警察署、 地域団体な ど と 共同で 開催する 。  

 

③ 防犯意識の啓発 

防犯意識の向上のた め、 ホ ームページ や広報紙、 そ の他広報媒体を 幅広く 活用し 、 防犯に関

する 知識について 、 市民、 事業者、 各種団体等への普及・ 啓発を 図る 。  

 

④ 地域防犯活動経費の助成・ 活動資材の提供 

各地域で 自主的に防犯活動や見守り 活動を 実施し て い る 団体に 対し て 、 防犯活動に必要な 資

材購入費の助成や活動資材の提供を 行う 。  

 

⑤ 暴力団排除 

暴力団排除条例に基づき 、 暴力団排除の気運を 高め、 県警や暴力団追放セ ン タ ーな ど の関係

機関等と 連携を 図り な がら 、 区民、 事業者、 区が協働し て 、 各種啓発活動な ど 、 暴力団排除を

推進する 。  

 

⑥ 西区メ ール配信シ ス テ ムの運用によ る 地域の自主防犯力の向上 

引っ た く り や痴漢と い っ た 犯罪情報や防災情報な ど 安全安心に 関する 情報を 、 電子メ ールを

通じ て 多く の区民に提供し 、 青色防犯パト ロ ール車の活用や門灯点灯の推進、 声かけを はじ め

と する 見守り 活動な ど に 役立て る こ と で 地域に お ける 自主防犯活動を 促進する 。  

 

⑦ 民間事業者によ る パト ロ ール協力 

行政機関や事業者の車両を 活用し たパト ロ ール活動を 展開し つ つ、 地域に おける 防犯活動と

の連携を 図り 、 区民・ 事業者・ 行政の協働で 防犯体制を 構築する 。  

 

⑧ 西区安全安心ま ち づく り 協定の締結 

４ つの大規模工業団地が立地する な ど 、 事業所が多い と いう 区の特性を 活かし て 、 区内の事

業所と 「 西区安全安心ま ち づく り 協定」 を 締結し 、 区民・ 事業所・ 行政の三者が協働で 防犯活

動や交通安全の意識啓発活動な ど を 実施し 、 安全で 安心な ま ち づく り を 進める 。  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

＜ 別 添 ＞ 

 

 

  



 



施策-162 

神戸市交通安全計画 

１ ． 計画の位置づけ 

・「 人優先」 の理念のも と に、 安全で安心し て暮ら せる 神戸を 目指し て、 交通の安全に関する総合的かつ

長期的な施策を 展開し ていく ための大綱と し て策定する 。  

・ こ の内容は、 交通安全対策基本法に基づく 国・ 兵庫県における 交通安全計画に準じ ており 、 将来、 道路

交通法を はじ め関係法令の改正や、 交通環境の変化が生じ たと き には、 こ の計画の時代適合性を 点検

し 、 必要に応じ て見直し を 行う 。  

 

２ ． 基本理念 

【 交通事故ゼロを 目指し て】  

毎年多く の方が被害に遭われている 。 今後と も 、 安全で安心な神戸の実現に向けて、 国、 県、 市、 関係

団体や市民一人ひと り が全力を 挙げて、 交通事故ゼロ を 目指し て各般の取組を 進める 。  

 

【 人優先の交通安全思想】  

安全で安心な社会には、弱い立場にある者への配慮や思いやり が不可欠である。道路交通においては、

自動車や自転車に対し て弱い立場にある歩行者等の安全を 、 また、 全ての交通において、 高齢者、 子ど

も 、 障がい者等の交通弱者の安全を 一層確保する こ と が必要であり 、 施策を 推進する にあたっ ては、

「 人優先」 の交通安全思想を 基本と する。  

 

【 協働と 参画による交通安全活動の推進】  

交通事故防止のためには、 国、 県、 県警察、 市、 関係民間団体等が緊密な連携の下に施策を 推進すると

と も に、市民の主体的な交通安全活動を 積極的に促進するこ と が重要である。市が取り 組む交通の安全

に関する 施策に計画段階から 、市民が参加でき る仕組みづく り 、市民が主体的に行う 交通安全総点検、

地域におけるその特性に応じ た取組等によ り 、 協働と 参画によ る交通安全活動を 推進する 。  

 

３ ． 市内の交通事故の傾向と 分析 
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４ ． 主な法改正等 

○道路交通法（ 令） の改正 

・ 高齢運転者対策の充実・ 強化に向け、運転免許更新時に一定の交通違反歴がある 高齢者に対する 運

転技能検査や、 安全運転サポート 車等限定条件付免許を 導入。（ 令和 4 年 5 月施行予定）  

・ 妨害運転（「 あおり 運転」） に対する罰則を 創設。 さ ら に、 自転車の「 あおり 運転」 を 危険行為に追

加。（ 令和 2 年 6 月 30 日施行）  

・ 自動車の「 レ ベル３ 」 の自動運転技術を 可能にする規定を 整備。（ 令和 2 年 4 月 1 日施行）  

・ スマート フ ォ ン や携帯電話使用等の罰則を 強化。（ 令和元年 12 月 1 日施行）  

○自動車運転死傷処罰法の改正 

・ 危険運転致死傷罪の適用対象が追加。（ 令和 2 年 7 月 2 日施行）  

○兵庫県「 自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」 の制定（ 平成 28 年 4 月 1 日施行）  

 

５ ． 道路交通の安全対策 

【 対策を 考える６ つの視点】  

①高齢者、 子ど も 、 障がい者等の交通弱者の安全確保 ②歩行者と 自転車の安全確保 

③生活道路における 安全確保  ④先端技術の活用促進 

⑤データ 分析に基づく き め細かな対策の推進   ⑥地域ぐ る みの交通安全対策 

 

【 ４ つの対策の柱】  

① 道路交通環境の観点 

○生活道路・ 通学路等における人優先の安全・ 安心な歩行空間の整備 

・ 県警察が行う 最高速度 30 キロ メ ート ル毎時の区域規制「 ゾーン 30」 や通行禁止等の交通規制

の実施と 連携し 、 ハン プや狭さ く の等の設置等による 車両速度や通過車両の抑制 

・ ビッ グデータ の活用による 潜在的な危険箇所の解消 

・ 通学路や未就学児を 中心に子ど も が日常的に集団で移動する 経路において、 交通安全を 確保

する ため「 神戸市通学路交通安全プロ グラ ム」 等の継続的な取り 組みの実施 

市内の交通事故の特徴と し

て、 自転車関係事故件数は、

減少傾向にあるが、交通事故

全体に占める 自転車事故の

割合は増加傾向にある。  
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〇誰も が安心し て利用でき る 歩行空間の整備 

・ ユニバーサルデザイ ン の観点から 、 歩道の段差や波打ち の解消等を 行う ユニバーサル歩道整

備事業の推進 

・ 駅前等の交通結節点における エレ ベータ ー等の設置、 建築物と の直結化が図ら れた立体横断

施設、 交通広場等の整備 

○幹線道路における交通安全対策の推進 

・ 適切に機能分担さ れた道路ネッ ト ワーク の体系的な整備の推進 

・ 交差点のコ ン パク ト 化、 立体交差化、 環状交差点の導入 

○市民の移動手段の確保・ 充実 

・ 神戸市地域公共交通計画に基づく 公共交通ネッ ト ワーク の形成・ 維持・ 充実、自動運転やデマ

ン ド 運行バスなど新たなモビ リ ティ サービ スの活用推進 

〇交通安全施設等の整備事業の推進 

・ 社会資本整備重点計画に則し た整備事業の推進による 道路交通環境の改善 

〇自転車利用環境の総合的な整備 

・「 神戸市自転車活用推進計画」 に基づく 自転車走行空間の整備推進による 、 安全・ 快適な走行

環境の創出 

・ シェ アサイ ク ル「 コ ベリ ン 」 の利用促進 

・ ルール、 マナーや自転車賠償責任保険加入等の啓発活動の実施 

・ 駅前の市営駐輪場の整備・ 運営及び増設や再編等と と も に、 放置禁止区域の指定によ る 放置

自転車の撤去 

〇Ｉ Ｔ Ｓ （ 高度道路交通システム） の活用 

・ 関係機関と 連携し たＥ Ｔ Ｃ 2. 0 等のイ ン フ ラ 整備の推進及びリ アルタ イ ムの自動車走行履歴

（ プローブ） 情報等の広範な道路交通情報の集約・ 配信 

○災害に備えた道路交通環境の整備 

・ 地震発生時の応急活動を 迅速かつ安全に実施でき る信頼性の高い道路ネッ ト ワーク を 確保す

る ための橋梁の耐震化及び無電柱化の推進 

 

② 交通安全思想の普及徹底 

〇段階的かつ体系的な交通安全教育の実施 

・ 神戸市交通安全指導員が警察と 連携し 、学校園での未就学児・ 小学生・ 中高生対象の交通安全

教室、 子育て施設などにおける 保護者向け教室、 地域福祉セン タ ーや老人施設等を 利用し た

高齢者向け教室等の開催 

・ 自転車マナー啓発など社会的関心の高いテーマに基づく 、 タ ーゲッ ト を 絞っ た効果的な訴求

の取組み 

〇交通安全に関する普及啓発活動の取組み 

・ 四季の交通安全に関する運動を 中心と し た、 横断歩道合図（ アイ ズ） 運動プラ ス等の推進、 自

転車の安全適正利用、 飲酒運転の根絶やシート ベルト 着用・ チャ イ ルド シート 使用等の啓発

活動の実施 

・ 横断歩道等での歩行者の保護誘導、 交通ボラ ン ティ ア等によ る 見守り 活動の実施 
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・ 市ホームページや子育て応援サイ ト 「 ママフ レ 」、 広報紙等の媒体を 用いた効果的な広報活動

の実施 

〇運転に不安のある高齢運転者の運転免許の自主返納の促進 

〇地域における 交通安全活動への参画と 協働の推進 

・ 市民自ら が交通安全に関する 当事者意識を 持つよう な意識改革の促進 

・ 市民が行政、 民間団体、 企業等と 共に行う 地域実情に即し た交通安全思想普及活動の推進 

・ 交通安全総点検等、 市民の積極的参加を 促す仕組みの推進 

 

③ 救助・ 救急活動の充実 

〇救助体制の整備・ 拡充 

・ 交通事故の複雑多様化への対処に向けた、 消防局と 医療機関その他関係機関相互の連携・ 協

力関係の確保と 、 救助体制の整備拡充や救急資機材の装備の充実 

・ 多数傷病者発生時に県内の消防機関と 災害派遣医療チーム「 兵庫Ｄ ＭＡ Ｔ 」 の連携 

〇自動体外式除細動器（ Ａ Ｅ Ｄ ） の使用も 含めた心肺蘇生法等の応急手当の普及 

・ 応急手当講習会の実施、 まち かど救急ステーショ ンの整備拡大 

〇通報者のスマート フ ォ ン で撮影し た現場映像を 受信する システム（ KobeLi ve119） の活用 

 

④ 交通事故被害者支援の充実強化 

〇交通遺児の福祉 

・ 神戸市交通遺児奨学金の支給によ る交通遺児の健全な育成の支援 

・ 市民や各界から の寄附金によ り 設立さ れた「 神戸交通遺児を みまも る 会」 による 交通遺児家

庭の福祉の推進 

〇交通事故相談の推進 

・ 市民相談室における 交通事故相談員によ る交通事故後の保険請求や示談の相談窓口の開設 

・ 兵庫県交通事故相談所、日弁連交通事故相談センタ ー、交通事故紛争処理センタ ー、日本司法

支援セン タ ー等の関係機関、 団体等と の連携 

 

６ ． 鉄道交通（ 市営交通等） の安全対策 

【 対策を 考える２ つの視点】  

①重大な列車事故の未然防止 

②利用者等の関係する 事故の防止 

 

【 ３ つの対策の柱】  

① 鉄道交通環境の整備 

〇鉄道施設の安全性向上 

・ ホームド ア設置や乗務員用ホーム監視モニタ ー（ Ｉ Ｔ Ｖ ）、 駅施設、 設備、 軌道、 土木構

造物の計画的な更新・ 改修 

〇運転保安設備等整備 

・ 自動列車運転装置（ Ａ Ｔ Ｏ ）、 列車集中制御装置（ Ｃ Ｔ Ｃ ） などの計画的な更新・ 改修 
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② 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

・ 鉄道事業者・ 携帯電話業者等が一体と なっ た、 鉄道利用者へのホームの「 歩き スマホ」 による

危険性の周知や酔客に対する 事故防止のための注意喚起等の広報活動の積極的な実施 

・ 列車非常停止装置およ び車内非常通報装置など安全設備について分かり やすい表示の整備や

操作等の周知徹底。  

 

③ 鉄道の安全な運行の確保 

〇運転士の資質保持 

・ 外部の知見を 活用し た安全確保に向けた研修・ 教育の充実 

〇計画運休への取組み 

・ 気象状況に鑑みた計画的な列車運転休止等によ る安全確保 

〇非常事態への対応 

・ 安全かつ安定的な運行確保に向けた危機管理体制の強化（ 大規模イ ベン ト 、 テロ 、 災害、 感染

症等）  
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